
- 1 - 

  目      次   

 

○第１号（９月２日） 

議事日程 第１号…………………………………………………………………………………………………………１ 

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………………………………………３ 

出席議員……………………………………………………………………………………………………………………４ 

欠席議員……………………………………………………………………………………………………………………４ 

説明のため出席した者……………………………………………………………………………………………………４ 

事務局職員出席者…………………………………………………………………………………………………………４ 

開会・開議…………………………………………………………………………………………………………………５ 

町長挨拶……………………………………………………………………………………………………………………６ 

諸般の報告…………………………………………………………………………………………………………………６ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名……………………………………………………………………………………７ 

日程第 ２ 会期の決定…………………………………………………………………………………………………７ 

日程第 ３ 報告第 ７号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告につ 

             いて………………………………………………………………………………………８ 

日程第 ４ 報告第 ８号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告につ 

             いて……………………………………………………………………………………１１ 

日程第 ５ 報告第 ９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告について…………………………………１３ 

日程第 ６ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

             る条例…………………………………………………………………………………１６ 

日程第 ７ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正 

             する条例………………………………………………………………………………１９ 

日程第 ８ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条 

             例の一部を改正する条例……………………………………………………………２０ 

日程第 ９ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例…………………………………………２１ 

日程第１０ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例…………………………………２２ 

日程第１１ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化 

             設置工事請負契約の締結について…………………………………………………２４ 

日程第１２ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について………………………………………………３０ 

日程第１３ 認定第 １号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定につ 

             いて……………………………………………………………………………………３３ 

日程第１４ 認定第 ２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出 



- 2 - 

             決算認定について……………………………………………………………………４７ 

日程第１５ 認定第 ３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳 

             出決算認定について…………………………………………………………………５０ 

日程第１６ 認定第 ４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入 

             歳出決算認定について………………………………………………………………５２ 

日程第１７ 認定第 ５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入 

             歳出決算認定について………………………………………………………………５６ 

日程第１８ 認定第 ６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について………………………………………………………５８ 

日程第１９ 認定第 ７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出 

             決算認定について……………………………………………………………………６１ 

日程第２０ 認定第 ８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳 

             入歳出決算認定について……………………………………………………………６５ 

日程第２１ 認定第 ９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決 

             算認定について………………………………………………………………………６７ 

日程第２２ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）…………………………………７２ 

日程第２３ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算 

             （第１号）……………………………………………………………………………７８ 

日程第２４ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第１号）……………………………………………………………………………７９ 

日程第２５ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第２号）…………………………………………………………………………８２ 

日程第２６ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第１号）…………………………………………………………………………８３ 

日程第２７ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算 

             （第２号）……………………………………………………………………………８４ 

日程第２８ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正 

             予算（第１号）………………………………………………………………………８６ 

日程第２９ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）……………………………８７ 

日程第３０ 同意第 ７号 吉岡町教育委員会教育長の任命について…………………………………………８８ 

日程第３１ 同意第 ８号 吉岡町教育委員会委員の任命について……………………………………………８９ 

日程第３２ 請願第 ２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める 

             請願……………………………………………………………………………………９１ 



- 3 - 

散  会…………………………………………………………………………………………………………………９１ 

 

○第２号（９月３日） 

議事日程 第２号………………………………………………………………………………………………………９３ 

本日の会議に付した事件………………………………………………………………………………………………９３ 

出席議員…………………………………………………………………………………………………………………９４ 

欠席議員…………………………………………………………………………………………………………………９４ 

説明のため出席した者…………………………………………………………………………………………………９４ 

事務局職員出席者………………………………………………………………………………………………………９４ 

開  議…………………………………………………………………………………………………………………９５ 

日程第 １ 一般質問…………………………………………………………………………………………………９６ 

  ◇富岡大志君………………………………………………………………………………………………………９６ 

  ◇飯塚憲治君……………………………………………………………………………………………………１１７ 

  ◇冨岡栄一君……………………………………………………………………………………………………１３４ 

  ◇嶋 隆君……………………………………………………………………………………………………１４４ 

  ◇飯島 衛君……………………………………………………………………………………………………１５９ 

散  会………………………………………………………………………………………………………………１７４ 

 

○第３号（９月４日） 

議事日程 第３号……………………………………………………………………………………………………１７５ 

本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………………………１７５ 

出席議員………………………………………………………………………………………………………………１７６ 

欠席議員………………………………………………………………………………………………………………１７６ 

説明のため出席した者………………………………………………………………………………………………１７６ 

事務局職員出席者……………………………………………………………………………………………………１７６ 

開  議………………………………………………………………………………………………………………１７７ 

日程第 １ 一般質問………………………………………………………………………………………………１７７ 

  ◇金谷康弘君……………………………………………………………………………………………………１７７ 

  ◇小池春雄君……………………………………………………………………………………………………１９６ 

  ◇村越哲夫君……………………………………………………………………………………………………２１３ 

  ◇坂田一広君……………………………………………………………………………………………………２２６ 

散  会………………………………………………………………………………………………………………２４５ 

 



- 4 - 

○第４号（９月１２日） 

議事日程 第４号……………………………………………………………………………………………………２４７ 

本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………………………２４９ 

出席議員………………………………………………………………………………………………………………２５２ 

欠席議員………………………………………………………………………………………………………………２５２ 

説明のため出席した者………………………………………………………………………………………………２５２ 

事務局職員出席者……………………………………………………………………………………………………２５２ 

開  議………………………………………………………………………………………………………………２５３ 

日程第 １ 議案の撤回の件………………………………………………………………………………………２５３ 

日程第 ２ 委員会議案審査報告（総務産業・文教厚生 各常任委員長報告）……………………………２５３ 

日程第 ３ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

             る条例………………………………………………………………………………２５７ 

日程第 ４ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正 

             する条例……………………………………………………………………………２５７ 

日程第 ５ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条 

             例の一部を改正する条例…………………………………………………………２５８ 

日程第 ６ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例………………………………………２５８ 

日程第 ７ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例（取 

             り下げ）……………………………………………………………………………２５９ 

日程第 ８ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化 

             設置工事請負契約の締結について………………………………………………２５９ 

日程第 ９ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について……………………………………………２５９ 

日程第１０ 委員会議案審査報告（予算決算特別委員長報告）………………………………………………２６０ 

日程第１１ 認定第 １号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定につ 

             いて…………………………………………………………………………………２６０ 

日程第１２ 認定第 ２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出 

             決算認定について…………………………………………………………………２６１ 

日程第１３ 認定第 ３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳 

             出決算認定について………………………………………………………………２６１ 

日程第１４ 認定第 ４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入 

             歳出決算認定について……………………………………………………………２６２ 

日程第１５ 認定第 ５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入 

             歳出決算認定について……………………………………………………………２６２ 



- 5 - 

日程第１６ 認定第 ６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について……………………………………………………２６３ 

日程第１７ 認定第 ７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出 

             決算認定について…………………………………………………………………２６３ 

日程第１８ 認定第 ８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳 

             入歳出決算認定について…………………………………………………………２６４ 

日程第１９ 認定第 ９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決 

             算認定について……………………………………………………………………２６４ 

日程第２０ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）………………………………２６４ 

日程第２１ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算 

             （第１号）…………………………………………………………………………２６５ 

日程第２２ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第１号）…………………………………………………………………………２６５ 

日程第２３ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第２号）………………………………………………………………………２６６ 

日程第２４ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第１号）………………………………………………………………………２６６ 

日程第２５ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算 

             （第２号）…………………………………………………………………………２６７ 

日程第２６ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正 

             予算（第１号）……………………………………………………………………２６７ 

日程第２７ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）…………………………２６７ 

日程の追加……………………………………………………………………………………………………………２６８ 

追加日程第 １ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例…………………………２６８ 

日程の追加……………………………………………………………………………………………………………２７０ 

追加日程２第１ 委員会議案審査報告（総務産業常任委員長報告）…………………………………………２７０ 

追加日程２第２ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例…………………………２７１ 

日程第２８ 請願の付託案件審査報告（文教厚生常任委員長報告）…………………………………………２７１ 

日程第２９ 請願第 ２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める 

             請願…………………………………………………………………………………２７１ 

日程第３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について…………………………………………２７４ 

日程第３１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について……………………………………２７４ 

日程第３２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について……………………………………２７４ 



- 6 - 

日程第３３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について……………………………………２７４ 

日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について……………………………………２７４ 

日程第３５ 地域開発対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について………………………………２７４ 

日程第３６ 人口問題対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について………………………………２７４ 

日程第３７ 議会議員の派遣について……………………………………………………………………………２７６ 

町長挨拶………………………………………………………………………………………………………………２７７ 

閉  会………………………………………………………………………………………………………………２７７ 

 



 - 1 - 

    令和元年第３回吉岡町議会定例会会議録第１号     

令和元年９月２日（月曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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日程第１４ 認定第 ２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第２６ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第２７ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第２８ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

                                （提案・質疑・付託） 
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日程第２９ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号） 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第３０ 同意第 ７号 吉岡町教育委員会教育長の任命について 

                                （提案・質疑・討論・表決） 

日程第３１ 同意第 ８号 吉岡町教育委員会委員の任命について 

                                （提案・質疑・討論・表決） 

日程第３２ 請願第 ２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願 

                                （提案・質疑・付託） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君   ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 岩 﨑 信 幸 君 

 １２番 平 形   薫 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 山 畑 祐 男 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 政 策 課 長 髙 田 栄 二 君 

財 務 課 長 髙 㳖 淳 巳 君  町 民 生 活 課 長 福 島 良 一 君 

健 康 福 祉 課 長 米 沢 弘 幸 君  産 業 建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  中 島   繁     主      事  田 中 美 帆 
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開会・開議 

          午前９時３０分開会・開議 

議  長（山畑祐男君） 皆さん、おはようございます。 

      ただいまの出席議員数は１３名です。定足数に達していますので、令和元年第３回吉岡

町議会定例会を開会いたします。 

      これから本日の会議を開きます。 

      その前に、初めに、去る８月１日にご逝去されました故五十嵐善一議員に追悼の意をあ

らわし、追悼演説を行い、黙禱をささげます。小池春雄議員、登壇の上、追悼演説をお願

いいたします。 

              〔１３番 小池春雄君登壇〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 追悼の言葉。ここに私は、皆様のお許しを得て、五十嵐議員のみたまに対

し、謹んで哀悼の言葉を申し上げます。 

      五十嵐議員がこの７月に身体の不調から入院され、心からの全快のお祈りもむなしく、

ついに帰らぬ人となられました。このことは悲しみのきわみであり、この議場にあなたの

雄姿がないのがただただ残念でなりません。 

      五十嵐議員は、長年、群馬県警察に勤められ、退職後は町の発展のため吉岡町の農業委

員や町議会議員として２期目を迎え、その間、予算決算常任委員会副委員長、文教厚生常

任委員会委員長等の要職を歴任され、その真面目な性格と研究熱心さで一般質問も毎回の

ようにされ、議会に臨むその姿は、我々も学ぶべき点が多くありました。そのご活躍の足

跡は、必ずや長く語り継がれるものと信じております。 

      ここに心からのご冥福をお祈りするとともに、私たちは五十嵐議員のご遺志を無にする

ことのないよう、吉岡町の発展のため努力することをお誓い申し上げ、追悼の言葉といた

します。 

      令和元年９月２日、吉岡町議会議員小池春雄。 

議  長（山畑祐男君） ご苦労さまでした。 

      次に、黙禱を行います。全員起立をお願いいたします。 

      黙禱。 

      黙禱を終わります。着席願います。 

      暫時休憩いたします。 

          午前９時３３分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前９時３４分再開 

議  長（山畑祐男君） 再開いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

町長挨拶 

議  長（山畑祐男君） 柴﨑町長より発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 皆さん、おはようございます。 

      令和元年第３回吉岡町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただき

ます。 

      本日、９月定例議会が議員各位出席のもと開会できますことに心から感謝と御礼を申し

上げます。 

      まず、先月８月１日にお亡くなりになりました故五十嵐善一議員におかれましては、平

成２７年４月に初当選、この春２期目の再選を果たされ、文教厚生常任委員長に就任され

ました。この６月の定例会にも一般質問をいただきましたが、これまでも最新の国の動向

に照らして町の政策立案の姿勢を問うとともに、地域の諸課題に熱心に取り組んでいらっ

しゃいました。その功績に対しまして深く敬意をあらわしますととともに、心より哀悼の

意をあらわしたいと存じます。 

      さて、思い起こせば６月定例会以降、ことしは長く寒かった梅雨が明けると一転、昨年

の夏の記録的猛暑を思い起こさせるような、全国各地で最高気温の記録更新のニュースが

報じられたところであります。天候不順で農作物等の作柄も不安定な状況となっておりま

す。そして、先週も佐賀県を中心とした西日本で、集中豪雨による大変な災害が発生して、

今も不安の日々を抱えているようでございます。防災対策には一層気を引き締めて臨んで

いかなければならないと思っております。 

      さて、本定例会では、平成３０年度の一般会計並びに特別会計、企業会計の決算認定を

初めとする議案１４件、報告３件、認定９件、同意２件を上程させていただきました。議

案１４件のうち７件が補正予算、条例改正が５件、そのほかが２件でございます。何とぞ

慎重審議の上、いずれも原案どおり認定、可決、同意及び答申くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

      本日は大変お世話になります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

諸般の報告 

議  長（山畑祐男君） 日程に先立ち、諸般の報告をいたします。 

      諸般の報告は、お手元に配付しました資料及び五十嵐善一議員のご逝去に伴い議会運営

委員会委員と文教厚生常任委員会委員長が欠けておりましたが、８月２６日に文教厚生常
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任委員会が招集され、委員長の互選を行い、小池春雄議員が文教厚生常任委員会委員長に

選任されておりますので、報告いたします。また、閉会中であったため、議会運営委員会

委員に村越哲夫議員を議長により８月２６日選任いたしましたので報告し、諸般の報告と

いたします。 

      文教厚生常任委員会小池委員長は、登壇の上、挨拶をお願いいたします。 

              〔文教厚生常任委員会委員長 小池春雄君登壇〕 

文教厚生常任委員長（小池春雄君） ８月２６日に文教厚生常任委員会委員長に就任をしました小池

春雄です。委員会の運営に当たりましては公平公正な運営に努めていきますので、よろし

くお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） ご苦労さまでした。 

      議事日程（第１号）により、会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議  長（山畑祐男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番飯島 衛

議員、１１番岩﨑信幸議員を指名します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

議  長（山畑祐男君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

      会期の決定は、議会運営委員会に付託してあります。平形委員長からの委員長報告を求

めます。 

      平形議員。 

              〔議会運営委員長 平形 薫君登壇〕 

議会運営委員長（平形 薫君） １２番平形です。 

      議会運営委員会からの報告を行います。 

      去る８月２６日月曜日、午前９時半から全員協議会室において、委員全員、議長、副議

長、執行側からは町長、副町長、教育長、関係課長の出席のもと、議会運営委員会を開催

し、令和元年第３回定例会の会期及び会期日程について協議をいたしました。 

      本定例会の会期は、本日９月２日月曜日から９月１２日木曜日までの１１日間です。 

      一般質問は９月３日火曜日と９月４日水曜日の２日間です。 

      なお、会期日程の詳細につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

      以上、報告といたします。 

議  長（山畑祐男君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 



 - 8 - 

      お諮りします。 

      ただいまの平形委員長の報告のとおり、会期は本日９月２日から１２日までの１１日間

としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、会期は本日から１２日までの１１日間と決定しました。なお、日程はお手元に

配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 報告第７号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について 

議  長（山畑祐男君） 日程第３、報告第７号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告に

ついてを議題といたします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第７号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について説

明申し上げます。 

      本事案は、道路管理に起因する事故の損害賠償について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分としたので、同条第２項の規定により報

告するものであります。 

      詳細につきましては、産業建設課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 補足説明をさせていただきます。 

      本事案は、別添専決書のとおり損害賠償の額９万６，６８１円、損害賠償の相手方は住

所氏名とも記載のとおりであります。 

      事故の状況でありますが、平成３１年３月１９日午後５時ごろ、吉岡町大字大久保８３

５番地３付近の町道を吉岡バイパスから左折して西に向かって走行中、道路上の穴に車両

の左側後輪がはまり、タイヤ及びホイールが破損したものでございます。このたび町と損

害賠償の相手方の当事者間で示談が成立し、和解となりましたので、ここに報告するもの

であります。 

      示談の内容につきましては、町が損害賠償の相手方に９万６，６８１円を支払う義務が

あることを認め、これを相手方が指定する口座に支払い、当事者間には一切の債権、債務

関係がないことを確認しました。 
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      なお、事故の過失割合は町が８０％で、損害賠償金額９万６，６８１円は町が加入して

いる全国市町村総合賠償保険から支払われます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 似たような、このケースも以前にもあったかと思いますけれども、その後

はまた町も点検はしているんだと思うんですけれども、現在どういうような感じ、箇所と

いうのは、おおむねどの程度あるんですか。皆さんが目視した中で。道路に穴ぼことかあ

いていれば補修はしていくんでしょうけれども。それが１点と、これそれぞれ市町村が加

入しているところから、そこからお金が払われるということなんですけれども、この保険

というのも恐らく利用すれば利用するほど高くなるような気がするんですけれども、その

辺はどうなんですか。幾ら使っても同じなんですか。そうであれば、やっぱり避けなけれ

ばならない事故だと思うんですけれども。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、産業建設課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） まず１点目のご質問の、町内の道路にどの程度穴があくでしょうかと

いうことで、一応町のほうでは不定期に幹線道路を中心にパトロールをしておりまして、

実際には道路の危険箇所がどの程度あるかというのは把握し切れていない状況であります。

道路の陥没などの危険箇所については、住民や道路通行者からの情報に頼らざるを得ない

ような状況でございます。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 保険概要につきましては、財務課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 総合賠償保険につきましては、４月１日の吉岡町の人口当たり幾らという

形で支払っておりますので、実際に保険を使う使わないにしても金額的には変わるもので
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はございません。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） どのぐらいあるかわからないということなのですけれども、行政として余

り聞いている、回答を得ている範囲だとどうもそれは無責任に感じるんですけれども、ど

の程度あって、やはり危険箇所、そういう場所、こういうおそれがあれば一つ間違うとま

た大きな事故にも発展しかねないところもあるんでしょうから、そういうところというの

はわかり次第どんどん復旧していって、こういうリスクを軽減していかなければならない

んだと思うんです。 

      でも、今回答を聞いていると、全くわからないようなことなんですけれども、そういう

ことで果たしていいんだろうか。このことが原因で車がはまって、違う方向に行って子供

をはねたとかになると、後になってあそこのところは、後になって直しておけばよかった

というようなことになってはこれは手おくれですから、まずはそういう町全体の危険箇所

の総点検をして、わかったらわかる範囲内で、当然予算を伴うことですけれども、積極的

にそういうところには予算を投じて、そういう事故防止ということを考えていかなければ

ならないんだというふうに思っていますけれども、その点についてのお考えはいかがでし

ょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 各自治会からの依頼というんですか、状況を見てのお願いという形で出

てきた中で順次させていただいているというのが状況でございます。そのほか町の作業員

が町の中に回っていて、その都度見つけたときに対応していくという、そんな形でやって

いるんですけれども、全く把握し切れないというのは、現時点での数がちょっと把握し切

れないんですけれども、その都度その都度修理というのは対応させていただいていると。

また、今後も安全には十分留意した中で優先的にやっていけたらと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 確かに今の自治会から話も聞くんでしょうけれども、責務としては、町道

については道路管理者は町長ですから、自治会の場合ですとそこに、側溝にふたをしてく

れだとか、カーブミラーをつけてくれという要望というのも出てくるんでしょうけれども、

そういう道路の補修とか危険箇所の改善というのは道路管理者である町が積極的に、その

自治会から上がってきてそれをどうこうというんじゃなくて、積極的に道路管理者として

それを住民の安全のために絶えず問題なく道路が使えるようにしていくのが道路管理者と
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しての責務だと思うんです。そこの観点を私は質問しているので、そういうのがあれば、

早急に町では、これは産業建設課が当たって、そこに思い切った安全・安心という観点か

ら予算を投じていくんだという決意が町長にあるのか、その点についてもお尋ねしている

んですけれども、いかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 積極的に推進していきたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４ 報告第８号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について 

議  長（山畑祐男君） 日程第４、報告第８号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告に

ついてを議題といたします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第８号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について説明申し

上げます。 

      本事案は、町道管理に起因する事故の損害賠償について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により別紙専決処分書のとおり専決処分としましたので、同条第２項の規定により

報告するものであります。 

      詳細につきましては、産業建設課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 補足説明をさせていただきます。 

      本事案は、別添専決処分書のとおり、損害賠償の額８万４，３９１円、損害賠償の相手

方は住所氏名とも記載のとおりであります。 

      事故の状況でありますが、令和元年６月２６日午後２時ごろ、吉岡町大字上野田１２５

６番地１６４付近の町道において、派遣契約を結んでいるシルバー人材センターの道路作

業員が草刈り機を使用して作業をしていたところ、草刈り機に伴う飛び石によって会社駐

車場に駐車していた軽自動車の車体右側後方の側面ガラスを破損させたものでございます。
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このたび町と損害賠償の相手方との当事者間で示談が成立し和解となりましたので、ここ

に報告するものでございます。 

      示談の内容につきましては、町が損害賠償の相手方に８万４，３９１円を支払う義務が

あることを認め、これを相手方が指定する口座に支払い、当事者間には一切の債権、債務

関係がないことを確認しました。 

      なお、事故の過失割合は町が１００％で、損害賠償金額８万４，３９１円は町が加入し

ている全国市町村総合賠償保険から支払います。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 同じような時期だったですか。前年も、課長はかわりましたけれども、全

く同じ事故がありまして、そのときも草刈りをしていて飛び石が車に当たったと。そのと

きも道路際を刈るときは防護ネットを持って、それで草刈りをしていますと。それでもそ

ういう事故があったと。でもそれはやっぱり今後徹底して、同じことがないように気をつ

けますという回答があったのにまたありましたというのが前回だったんです。同じことが

また出ているんです。全く同様のケースというのが後を絶たないというんですか、この問

題につきましても。 

      かといって時期になれば草は伸びてきますから、私はお願いをしたシルバーの人たちが

その事業を受けるのを萎縮してもらうようなことがあっては、それも困ると思いますけれ

ども、やはりこの事故だけはどうしても避けなければならないということで、今後の予定

は念入りにそういうことは指導して、石が飛ばないように事業の実施をしていきますとい

う回答だったんです。これで随分減るのかというふうには思っていたんですけれども、ま

た同じ事故が発生しているんですけれども、それは指導が徹底していなかったのか、どこ

に原因があったかというところが、そういう中で、だからこういう案件で、損害賠償で幾

ら支払うことになりましたと、だから議会で報告しますというだけじゃなくて、同じこと

が繰り返されたわけですから、どうしてまたこういうことが起きてしまったかという、そ

この反省とか、やっぱりそこの事故内容についてそちらから報告ないんですよね。だから、

聞いて、こういうことがあればやむを得なかったのかというふうに私たちが思えるような

ものを出していただければいいんですけれども、そこにはそういう指導が十分だったのか

不十分だったのか、そのときの体制はどうだったのか、状況はどうだったのか。本来であ

れば防げる事故ですから。ちゃんと覆いをしているんですから。その覆いからとんでもな
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く遠くのほうへ飛んでいっちゃったりしたら、そういう事故にはならないと思いますので、

そこが見えてこないんです。そこをもう少し詳しく。 

      それで、これまでの経緯でやっぱりシルバーとの、こちらからの要請というんですか、

要望ですか、そこは一度口頭で言っただけなのか、それとも再三注意をしているのかとい

う形で、どういうふうに指導をしてきたかという部分についてもお尋ねをいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 事故内容、概要につきまして、担当課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） まず、今回の事故の状況なんですけれども、ネットフェンスの際を除

草しておりまして、防護用のネットが使用できない状況でございました。また、被害車両

が駐車している箇所は道路から少し高いところにございまして、庭木もあったため車が駐

車していることを確認することができませんでした。しかし、おっしゃるとおりに道路作

業員の安全に対するちょっと意識が低かったことや、作業周辺の状況をしっかりと確認し

なかったというところで引き起こしてしまったと考えられます。 

      道路作業員に対しての指導につきましては、夏の時期になりますと草刈りの作業が非常

にふえますので、その都度指導をしているところでございます。 

      今後も事故発生を極力予防していく道路作業員の安全対策指導の徹底をしていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第５ 報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告について 

議  長（山畑祐男君） 日程第５、報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告についてを

議題といたします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率報告についてご説明を申

し上げます。 
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      町では平成３０年度の決算に基づき実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率及び公営企業ごとの資金不足比率を算定し、８月２日に監査委員の審査を受

けましたので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により議会に報告するも

のでございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字が発生していないため比率な

しとなっております。実質公債費比率は９．６％で、前年度比０．９％のマイナス、将来

負担比率は将来負担額を充当可能財源が上回ったため、前年度に引き続き比率なしとなり

ました。資金不足比率につきましては、資金不足額がないため比率なしとなっております。 

      なお、詳細につきましては財務課長に説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 健全化判断比率及び資金不足比率報告につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見

をつけて議会に報告するものであり、いずれも平成３０年度の決算に基づき算定した数値

となります。 

      なお、健全化判断比率とは実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率の４つの指標のことを言います。 

      初めに、実質赤字比率ですが、これは一般会計、学校給食事業特別会計、住宅新築資金

等貸付事業特別会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率となります。平成

３０年度実質赤字額はありませんでしたので、実質赤字比率につきましては比率なしとな

っております。 

      次に、連結実質赤字比率ですが、これは一般会計、特別会計、水道事業会計など、全て

の会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率となります。平成３０年度は全

ての会計において赤字額はなかったため、連結実質赤字比率につきましても比率なしとな

っております。 

      次に、実質公債費比率ですが、地方債の元利償還金とこれに準ずる一部事務組合や公営

企業会計の地方債の償還に対する負担金等の準元利償還金などが一般財源のうちどのぐら

いの割合を占めているかを指標化したものとなります。吉岡町の実質公債費比率は９．

６％で、前年度比０．９％のマイナスとなりました。０．９ポイント、率が改善した要因

といたしましては、実質公債費比率の計算式において、平成２９年度に実施いたしました

臨時財政対策債の繰り上げ償還に伴い、分子の構成要因の一つである元利償還金が大きく

減少いたしました。また、分母においては、税収の増などから標準財政規模が増加したこ

となどにより、平成３０年度、単年度の比率が減少し、その結果、過去３カ年の平均値を

とる実質公債費比率が改善されました。なお、早期健全化基準は２５％であり、吉岡町は
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基準以下となっています。 

      次に、将来負担比率ですが、将来負担比率は一般会計などの借入金や一部事務組合へ将

来支払っていく可能性のある負担金など、現時点での残高の程度を指標化しているもので、

将来の財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものとなっております。早期健全化基

準は３５０％となっておりますが、吉岡町では将来負担額を充当可能財源等の額が上回っ

たため、前年度に引き続き比率は発生しておりません。 

      次に、資金不足比率ですが、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、いずれも

資金の不足はなく、資金不足比率につきましては比率なしとなっております。 

      なお、監査委員には令和元年８月２日に審査をお願いし、令和元年８月８日付で審査結

果報告をいただいており、審査した結果、適正に算定されているとの確認をいただきまし

た。本町の比率につきましてはいずれも早期健全化基準等を下回っており、健全な財政と

なっておりますが、今後も各事業を精査し、財源確保を図り、より一層財政の健全化に努

めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      岩﨑議員。 

              〔１１番 岩﨑信幸君発言〕 

１ １ 番（岩﨑信幸君） 今回も実質公債費比率でございます。 

      平成２４年９．１％より毎年０．５％ずつ上昇しておりまして、平成２８年度の１０．

７％をピークに平成２９年度は１０．５％と臨時財政対策債の繰り上げ償還を行ったため

減少し、今回も決算において９．６％と改善しており、よい傾向であると思うわけでござ

います。また、単年度比率も平成２８年度１０．７０１４６％、平成２９年度１０．１６

４０８％、平成３０年度８．０５６４１％となっておりますが、しょせんこれは借金であ

りますので、民間といたしましては借金は負債のうち及び借金ができるうちは花だという、

借金に関してはある意味これからの経営体質に関しましては維持できるということがいい

ことなんでしょうけれども、やはり借金でございますので、借金が少なければ少ないほど

いいことでございまして、経営、またこれに対しましてこの比率が多ければ多いほど経営

を圧迫するわけでございまして、これに関してはやっぱり改善が望まれるわけでございま

す。そして、本件の意見書、要望等に書いてありますとおり、実質公債費比率については

前年度より改善傾向であることを確認した。基金の運用についてもバランスよく行い、災

害や人口増等の要因による歳出を考慮した上で、将来を見据えた財政運営の維持に努めて

ほしいとあるように、さらなる改善を求めるわけでございます。 

      そこで、今回、今後の予想される数値がどれぐらいかお答えください。また、大まかで
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結構ですが、財政運営の取り組みをお答えください。 

      私もこれ５年連続で質問して、もうそろそろ質問はなくてもいい時期になってくると思

うわけでございますし、また先ほど申しましたように、災害、今回も九州関係におきまし

ては豪雨災害で甚大な被害を負っております。吉岡町もいつそういう災害が起こるかもし

れません。それに対してしっかりした対処をお願いするわけでございまして、それに対し

てお答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しまして、財務課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 岩﨑議員のおっしゃったとおり、平成３０年度、単年度では８．０％程度

まで実質公債費比率は落ちています。ただ、今後これが平成３１年度、平成３２年度が全

て８．０％以下になるか、８．０％ぐらいになるかというのは、今のところ、今大きな公

共事業もやっていますので、今後についてはそこまで落ちるかどうかということはまだは

っきりしたものはないんですけれども、実際には今９．６％から、０．５％から１％は確

実に減っていくのかと思われます。 

      また、今後の財政運営についてなんですけれども、人口増に対応した、投資しなくては

いけないところには確実に投資していき、財政調整基金と起債のバランスを考えながら運

営に努めてまいりたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第６ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第６、議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について、提案理由の説明を申し上げます。 
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      吉岡町税条例の一部を改正する条例（令和元年吉岡町条例第２０号）に誤りがあったた

め、改正する必要が生じました。 

      なお、詳細につきましては財務課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、可決

いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） それでは、議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例につきまして、町長の補足説明をさせていただきます。 

      本改正は、去る５月１３日の第１回吉岡町議会臨時会に上程させていただいた議案第３

５号に誤りがあったため、これを訂正させていただくものとなります。 

      なお、今回の訂正部分につきましては施行前であり、事務を遂行する上では支障はござ

いませんでした。しかしながら、このようなことは決してあってはならないことでありま

すので、この場をかりておわび申し上げるとともに、今後は細心の注意を払い業務に当た

ってまいりたいと考えております。 

      それでは、具体的な改正点を新旧対照表で説明させていただきます。 

      では、Ａ４横、３ページある２枚紙「吉岡町税条例の一部を改正する条例新旧対照表」

をごらんください。 

      右側の旧が改正前、左側の新が改正案ということで、下線が引かれている部分が改正箇

所となっています。 

      まず、１ページ上段、第２条をごらんください。 

      吉岡町税条例第３６条の２を改正する条例の改正となります。 

      訂正前は、第９項から順に繰り下げ、第６項の次に第７項を加える改正でありましたが、

本条は本来、第８項まででございましたので、これを訂正し、第８項から順に１項ずつ繰

り下げ、第５項の次に第６項を加えるものとなります。 

      続きまして、中段をごらんください。 

      こちらも上記第３６条の２の改正に伴い、第３６条の４第１項中の項ずれを同様に改正

するものとなります。 

      続いて、下段、附則第１条第２号をごらんください。 

      こちらも第３６条の２の改正に伴い、項ずれの改正をするものとなります。 

      ２ページをごらんください。 

      上段、第３条から３ページ目の最後、第６条まで、施行期日に係る経過措置を定めた附

則でありますが、本来附則第１条第１号から第４号のところ、第２号から第５号と誤って

いたため、改正前の附則第１条第２号を附則第１条の第１号に、第３号を第２号に、第４
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号を第３号に、第５号を第４号にそれぞれ改正するものです。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 実行する前でよかったという回答がありましたけれども、私見ていて、こ

ういう過ちというのは本当に珍しいケースなんです。こういうのは。でもひな形もあって

何でこういう間違いが生じてしまったのか、その理由をちょっとお尋ねしますけれども。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長より説明申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 最終的にはチェックの誤り、チェック漏れという形になってしまうんです

けれども、税条例の改正というのが非常に複雑なものとなっており、これが県のほうから、

群馬県の市町村課のほうから県の改正案、県がつくった改正案を各市町村に投げてくれま

す。それを各市町村ごとに精査をして行っているわけなんですけれども、当然県がくれる

改正案につきましても各市町村によって項ずれが起こっていたりします。そこを今回その

まま、吉岡町の税条例と合っていなかった部分をそのまま、県の改正文をそのまま使って

しまった。また、県のほうで改正をくれるものが、平成３１年度の地方税法の改正、それ

の全体を、全部を一つにまとめて改正案としてくれるんですけれども、うちのほうとして

は４月１日施行の分については専決処分、それ以降、６月１日については税条例の改正と

いうことで議案として議員の皆様に議決をいただくという形を今回とりました。それで、

それの２つを１つにした県の改正案をそのまま使ってしまったというのが２ページ目以降

の改正による誤りとなっております。 

      いずれにしましても、最終的には私どもの重大なミスでありましたので、今後につきま

しては、先ほど申し上げたとおり細心の注意を払って誤りはないように気をつけていきた

いと考えております。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４９号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第７ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第７、議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 日程第７、議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

      本議案は、住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令の交付に伴い所要の改正をお願

いするものであります。 

      なお、詳細につきましては町民生活課長に説明させますので、ご審議の上、可決くださ

いますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） それでは、町長の補足説明をいたします。 

      本議案は、住民基本台帳施行令等の一部が改正されることにより、住民票や個人番号カ

ードに旧氏が現在の氏と併記することが可能となります。それに伴って、旧氏による印鑑

登録もできるように所要の改正をするものであります。 

      条例の主な改正箇所につきましては、新旧対照表をごらんください。 

      右側の旧が改正前、左の新が改正後になります。 

      左の新をごらんください。 

      １ページの第５条登録印鑑では、旧氏の印鑑が登録できるようにするものでございます。 

      次の２ページの第６条登録事項、その次の３ページ、第９条の印鑑登録の抹消は、印鑑

の登録事項や抹消における事務処理の内容に旧氏を加えるものでございます。 

      続きまして、第１５条の印鑑登録の証明は、証明書の記載内容に旧氏を加えるものでご

ざいます。 

      議案書の１ページにお戻りください。 

      附則になりますが、この条例は住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に

合わせ、令和元年１１月５日から施行とするものでございます。 

      以上、町長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５０号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第８ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部

を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第８、議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の

一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

      本条例は、駒寄地区児童屋内体育施設の解体に伴い、吉岡町児童屋内体育施設の設置及

び使用に関する条例から当該施設の項を削除する一部改正となります。 

      詳細につきましては教育委員会事務局長から説明させますので、ご審議の上、可決いた

だきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） それでは、補足説明をさせていただきます。 

      本議案については、吉岡町駒寄地区児童屋内体育施設の解体工事が今年度６月に完了し

たことを受け、吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の第２条の表、吉岡

町駒寄地区児童屋内体育施設の項を削除する一部改正でございます。 

      添付してあります新旧対照表をごらんください。 

      改正内容としましては、右側の旧の第２条の表中に「吉岡町駒寄地区児童屋内体育施

設」と「北群馬郡吉岡町大字漆原駒寄地区内」と規定されている項を削除するものでござ

います。 

      議案書に戻っていただきまして、本条例の施行期日でございますが、公布の日から施行

するということでございます。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５１号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第９ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第９、議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例について、提案

理由を申し上げます。 

      消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、令和元年１０月１日から消費税及び地方消費

税の税率が引き上げられることから、所要の改正をお願いするものであります。 

      詳細につきましては上下水道課長に説明をさせますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      条例改正につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等により、消費税及び地方消費

税の税率が引き上げられることに伴い、下水道使用料の算定基準を改める必要が生じたこ

とから、所要の改正を行うものでございます。 

      それでは、新旧対照表をごらんください。 

      右側の旧が現行、左側の新が改正案となります。 

      ページの中段、右の欄（旧）の第１８条第１項の文中、下線引きの「１．０８を乗じて

得た額」を、左の改正案下線引きの「当該額に消費税法に規定する消費税率を乗じて得た

額とその額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た額とを合算した額を加算した

額」に改めるものでございます。 

      また、第７条及び第１８条の改正は、法制執務に係る文言の整理となります。ページの

上段、右の旧の第７条の８、下線引き「務め」を左の改正案下線引きの「努め」に、ペー

ジの下段、右の旧の第１８条第２項の文中、下線引き「吉岡町水道給水条例」を、左の改

正案下線引きの「吉岡町水道事業給水条例」に改めるものでございます。 

      議案書の本文にお戻りください。 
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      附則でございます。 

      施行期日につきましては、令和元年１０月１日。 

      経過措置として、この条例の施行前から継続している下水道の使用料で、施行日から令

和元年１０月３１日までの間に、使用料の支払いを受ける権利が確定されたものに係る使

用料については従前にみなすとの内容でございます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５２号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１０ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第１０、議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げます。 

      消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、令和元年１０月１日から消費税及び地方消費

税の税率が引き上げられることから、所要の改正をお願いするものであります。 

      詳細につきましては上下水道課長に説明をさせますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      条例改正につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等により、消費税及び地方消費

税の税率が引き上げられることに伴い、水道料金並びに加入金の算定基準を改める必要が

生じたことから、所要の改正をお願いするものでございます。 

      それでは、新旧対照表をごらんください。 

      右側の旧が現行、左側の新が改正案となっております。 
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      ページの上段、料金でございますが、右の欄（旧）の第２５条第２項の文中、下線引き

「１００分の１０８」を、左の改正案、「当該額に消費税法に規定する消費税率を乗じて

得た額とその額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た額とを合算した額を加算

した額」に改めるものでございます。 

      次の第３２条の加入金についても、右の欄（旧）の第１項の文中、下線引き「１００分

の１０８」を、左の改正案に改めるものでございます。 

      また、ページの下段、第３５条の改正は、法制執務に係る所要の文言整理となりますが、

右の（旧）の第３５条第１項の文中、下線引き「第４条」を、左の改正案、下線引きの

「第６条」に改めるものでございます。 

      議案書本文にお戻りください。 

      附則でございます。 

      施行期日につきましては、令和元年１０月1日。 

      経過措置として、この条例の施行前から継続して供給している水道の使用で、施行日か

ら令和元年１０月３１日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係

る料金については従前にみなすとの内容でございます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） これは表紙の次のページなんですけれども、給水装置の基準違反に対する

措置なんですけれども、今この４条が６条に変わるということなんですけれども、４条の

文言はどうで６条の文言はどうなっていますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しまして、担当課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） ただいまご質問いただきました２９条関係でございます。これにつき

まして、私のほうでただいま説明の中で漏れてしまったわけでございますが、こちらにつ

きましても文言整理ということで誤りがあったため、今回の改正に伴い見直しをさせてい

ただいたものでございます。説明がなく大変恐縮でございました。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 
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              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 本来の文言のほうは、これは４条であったので、本来これは６条だったと

いうので６条に改めたということなんですけれども、これを改めたのはいいんですけれど

も、間違っていたものは改めるんでしょうが、ということは今までこの４条が６条になる、

そうすると今まで、条が変わるわけですから、このことで誤りというのはほかには、実際

にこの条が違うわけですから、この給水装置の基準違反に対する措置ですから、ここでは、

これ文言は違ったわけですから、そこによる問題というのはございませんでしたか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長に説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） この見直しの問題ということでございますけれども、こちらにつきま

してはここに旧で、道路法の中で規定された昭和２７年法律第１８０条というものがなか

ったことでございますので、こちらを加えさせていただいたというような内容になってお

ります。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５３号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１１ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工

事請負契約の締結について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１１、議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジ

タル化設置工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置

工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。 

      令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事の請負契約を締結したいの

で、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 
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      なお、契約の目的、方法、金額及び契約の相手方等の詳細につきましては町民生活課長

に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） それでは、議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デ

ジタル化設置工事請負契約の締結について、町長の補足説明をいたします。 

      契約の内容につきましては、契約の目的、令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジ

タル化設置工事。 

      契約の方法は、指名競争入札による契約。 

      契約の金額は、２億３５０万円。うち取引に係る消費税及び地方消費税額１，８５０万

円。 

      契約の相手方、群馬県高崎市飯塚町１１７４番地５、藤田エンジニアリング株式会社、

代表取締役社長藤田 実。 

      次のページをごらんください。 

      工期は、議会議決の日から令和２年７月３１日までとなります。 

      次に、工事の概要ですが、添付書類の３ページの位置図をごらんください。 

      今回の工事は、災害時の連絡手段の確保として、子局である屋外スピーカーを設置した

施設、②から㉑までの２０カ所の施設に半固定型の移動系無線機を設置し、①の吉岡町役

場に移動系無線機の基地局を設置することで、各施設と役場間で電話以外の連絡手段を確

保するものとなります。また、災害時に職員等が持ち歩き、役場と連絡をとれるようにす

るため、携帯型の移動系無線機１０台、合計３０台の移動系無線設備を設置する工事とな

ります。また、前年に引き続き戸別受信機１，５０５台の交換も実施するものでございま

す。 

      次の４ページから７ページには、移動系無線設備の設置に関する図面となります。８ペ

ージが戸別受信機に関する図面となります。 

      防災行政無線放送施設は、全体の計画は、親局、子局２１局、移動系無線設備３０台、

戸別受信機５，１２５台の交換でありまして、今回は移動系無線設備３０台の設置工事と

戸別受信機１，５０５台の交換により、進捗率は全体の５５％となります。 

      続きまして、契約の経過についてご説明いたします。 

      ２ページをごらんください。 

      本件の入札につきましては、去る８月８日に、指名競争入札により予定価格（税抜き）

の１億９，０８９万円で事前公表のもと、入札参加業者１０者で入札が執行されました。 

      落札業者につきましては、藤田エンジニアリング株式会社。落札金額は１億８，５００
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万円でありました。その落札金額に消費税及び地方消費税の１０％、１，８５０万円を加

えた２億３５０万円、前のページになりますが、設計工事請負の仮契約を締結いたしまし

たことを説明いたします。 

      以上、町長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） これ設計者はどちらの会社なんですか。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員、起立して発言してください。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） まず、これ設計を町がどこかの会社に頼んだと思うんですけれども、この

設計者の名前。それからその設計者から返ってきた設計額、町が予定している入札額の予

定額ということです。それと、入札額の割合は何％ぐらい。 

      次に、先ほど１，５０５台を交換すると言われましたけれども、ちょっと聞き逃しまし

たので、これをどういうところのものを交換するのか。 

      それから次、５，１２５台というのがありましたけれども、これも内容をお知らせくだ

さい。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しまして、担当課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） まず設計でありますけれども、設計は電気工業株式会社。 

      １，５０５台の戸別受信機の数字につきましては、全体の５，１２５台の戸別受信機の

数字がありまして、この事業は防衛の補助金によるものでありまして、その補助の割合か

ら算出して今回の１，５０５台を導き出しているところでございます。 

      予定価格につきましては…… 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 契約関係につきましては、財務課長のほうから答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 
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財務課長（髙㳖淳巳君） 今回の入札の予定価格につきましては１億９，０８９万円です。それに対

して１０者の入札があり、落札額が藤田エンジニアリングで１億８，５００万円となって

おりますので、落札率は９６．９％となっております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） どうも、大変ありがとうございます。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今説明の中で、受信機ですか、１，５０５台かえるわけですよね。その契

約書の中、表は出ているんですけれども、金額も出ているんですけれども、中身が余り見

えてこないんです。今この位置図とこんなものができますというだけで、子局はこれだけ

できるんだと、その受信機もその中、この契約の中に受信機というのは一緒に入ってくる

んでしょうか。そこをどう見たらいいんですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長のほうより説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 戸別受信機はこの中の契約に入っておりまして、１台およそ４万円ほ

どで、掛ける台数という形と、また設置等の諸手当が入った状態であります。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 受信機は１，５００台入っていて、１台およそ４万円ぐらいだというんで

すけれども、この契約の、その大もとの２億３００万円というのはわかるんですけれども、

個別の中が全然見えないんだよ。だから、その契約の中が、そこがどうなっているのか、

あるいはこれはその表紙だけですよね。だから、その契約の内容とかが全くないんです。

だから、瑕疵担保責任とか、それが全く見えてこないんです。 

      契約ですから、だからこの契約の中身がどうなっているのかと、どういう契約なのかと

いうものを示してもらわないと、果たしてこれでいいんだろうかどうかという判断ができ

ないんです。ですから、そこの提出をしてください。 
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議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 詳細につきましては用意しておりませんので、後ほど示させていただき

たいと思います。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

      平形議員。 

              〔１２番 平形 薫君発言〕 

１ ２ 番（平形 薫君） この５，１２５台というのが、吉岡町が８，０００世帯ぐらいありますよ

ね。この前、自治会を通じて、この８ページに書いてある外部アンテナを設置するか否か

というようなアンケートでもないんですね、あれは。設置するかどうかというものが来ま

して、回覧板の中に回収の袋が入っていまして、それで回収したと思うんですけれども、

５，１２５というのは吉岡町にある世帯数の中の取りつけていただきたいという住民のア

ンケートの結果の数字なのか、この５，１２５というのは一体どういう数字なのか教えて

いただきたい。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しましては、担当課長のほうから説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ５，１２５台につきましては、現在主要施策にも載っているんですが、

現在、戸別受信機を設置されている数が５，０９１台、そして、その設計をしたときに恐

らく５，１２５ぐらいの戸別受信者がふえるのではないかというふうに考えて、その当時

５，１２５台というふうなことで数字を出して対応しているところでございます。 

      そして、アンケートにつきましては、今回のこの補助による事業とは別に、今後、防災

無線、戸別受信機を必要とする者の数を把握し、それによって新規として今後この事業以

外に対応していかなければと考えているところでございます。この事業は補助事業でござ

います。ある程度見込みのある数字でなければ補助の対応ができませんので、現状の戸数

と、それとその計画中の伸び率を考えて、想定して出した数字が５，１２５台であります。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） 平形議員。 

              〔１２番 平形 薫君発言〕 

１ ２ 番（平形 薫君） そのアンケートの中に、このダイポールアンテナを取りつける必要といい

ますか、要ダイポールアンテナつきの戸別受信機というのが、吉岡町の中での、いろいろ
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なところに親機というか移動局があるわけなんですけれども、７割ぐらいの家庭が戸別受

信機で、聞くためにはダイポールアンテナが必要だというようなことが、多分見込みなん

だろうと思うんですけれども、７割ぐらいの方が必要だというふうに書いてあったわけで

す。そうすると、単純に計算したというのは、吉岡町の世帯数が８，０００世帯、全員が、

全世帯が要望をするわけではないのでよくわかりませんけれども、単純に全世帯がつけて

いただきたいとなると５，６００台が、このダイポールアンテナが必要になってくるわけ

ですよね。今予想される５，１２５世帯というんですか、台を想定して、その中で補助事

業でいただけるお金でやりたいということなので、千五百何台という、取りつけるという

ことなんですけれども、そうしますとあと三千何百はこの事業に多分該当、補助事業に該

当しなくなるということは、町の単独事業というふうになるかと思うんです。そうすると、

この１，５０５台のダイポールアンテナ、要するに材料とそれから設置工事費がこの１億

８，５００万円の中の概略、１件当たりでどのぐらいかかるのかというのがわからないと、

あと残り３，５００台分のその掛けるものが、今後新たな町の事業として、単年度という

わけにならないと思うんですけれども、出てくるわけですよね。そこら辺もまず概略の数

字を役場のほうはつかんでいるんですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長のほうから説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 数字のほうはつかんでおります。ただ、今ここに手持ち資料がありま

せんので、詳しい回答はできませんので、後ほどの対応とさせていただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

      平形議員。３回目。 

              〔１２番 平形 薫君発言〕 

１ ２ 番（平形 薫君） その金額が今手元にないということなんですけれども、少なくとも一般工

事費でやった場合、１級か２級の電気工事士が入るわけです。そうすると、県の積算資料

を見ますと、大体１万数千円の基準の値、価格が。そうすると、１人で作業をするのか２

人で作業をするのかよくわかりませんけれども、このダイポールアンテナ程度だったらば

多分１人作業になるんだと思うんですけれども、少なくとも１工数はかかるんではないか

というふうに判断されるんです。そうすると、１つのところに１万２，０００円かかった

りする、１万５，０００円かかったとしても３，０００世帯になると三千数百万円、４，

０００万円近い金額が新たに町の単独事業としてなる可能性があるわけです。これは補助
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事業に全額なってくれればありがたいことなんですけれども、そうはなかなかうまくいか

ないというふうに思うんです。 

      そうすると、この２億３，０００万円、これは消費税込みですから１億８，５００万円

の中のダイポールアンテナの各戸別、各世帯の取りつけ工事というのがまず、これはやっ

ぱり合算ではなくて別途の見積もりのほうが将来的にわたって不明瞭なことがないように

感じるんですけれども、いかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長のほうから説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） これにつきましては補助事業ということで、単独でできればよろしい

んですが、その事業に頼って行っている事業でありますので、その辺、設計と補助事業の

担当しているものとしていろいろ考えて今現在があります。 

      議員ご指摘のように分けて明確にできればいいんですが、その補助事業ということで、

一つとして今進めているところでございます。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５４号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１２ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１２、議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾についてを議題と

いたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について、提案理由の説明を

申し上げます。 

      渋川市長から町道庚申塚５号線の一部を渋川市道路線として認定することについて、道

路法第８条第３項の規定により承諾を求められたため、同法同条第４項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 
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      詳細につきましては産業建設課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） それでは補足説明をさせていただきます。 

      渋川市との地域連携事業で進めている町道庚申塚５号線の一部約２６６メートルについ

て、渋川市より吉岡町行政区域内道路を渋川市道として認定したい旨の協議が、道路法第

８条第３項の規定により承諾を求められております。認定承認の箇所は町道庚申塚５号線

の区間中、渋川市有馬字堂山１６９８番地先から渋川市有馬字堂山１８３３番地先までの

本町行政区域内の箇所でございます。別紙の資料で位置を確認いたします。１ページの吉

岡町平面図に位置が示されております。 

      続いて、次の２ページの計画位置図をごらんください。 

      右側にある広い道路が県道高崎渋川バイパスでございます。渋川市との行政界に信号が

あり、西に進みますと重複認定箇所と記された箇所が今般渋川市道として認定したい箇所

でございます。 

      次の３ページ、４ページの地番図では、認定承認の箇所の地番が記されております。渋

川市との地域連携事業を進めている道路改良事業に必要な町道庚申塚５号線の一部を市道

として認定することを承諾するにつき、道路法第８条第４項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） これで渋川市長が本町行政区内の区域の路線を渋川市市道路線として認定

することを承諾するということになりますと、ここの４分の２のこの図面なんですけれど

も、一番左側を見ますと、ここはどういうふうになるんですか。そして、ここでそのちょ

うど真ん中が２つに分かれていますけれども、こちらのほうが新たに膨らんで、そちらの

ほうの、赤いほうのこれは新しい道になるわけなんですか。今ちょうど真ん中で２つ分か

れていますよね。これが、その幅がどのぐらいになって、恐らくここはこのことによって

これが、渋川の市道ということで道路改良とかなんかはみんな渋川市が責任を持つという

ことになるでしょうけれども、この左側にあるところから現の高渋線のところまでこの道

路は続いていますよね。ここの管理状況、渋川と吉岡の境界になっていますけれども、管
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理状況もあと渋川市が管理していると、地籍は吉岡町なんですけれども多分渋川市がして

いるんだというようなことを聞いたことがあるんですけれども、これが全部通して渋川市

が管理をするというふうになると理解してよろしいですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しまして、担当課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） では、２ページの計画位置図につきましてもう少し説明をさせていた

だきます。 

      まず、現在の道路の認定の状況でございますけれども、こちらの図面の右側、高崎渋川

バイパスの右側にはまず市道三国線と記載されておりますので、こちらの管理は渋川市に

なります。続いて、バイパスを越えて市道１－２０４６号線、こちらも市道でございます

ので市の管理となっております。 

      ご質問がありましたところの箇所、左側のほうに行きまして、町道庚申塚５号線と記載

されております。こちらが赤く塗られております。こちらが現道でございます。現道のそ

の町道庚申塚５号線は、ここが西側で、東側につきましては重複認定箇所と書いてありま

す一番右側の箇所、ここが今現在の町道でございまして、管理としましては、町道になり

ますのでこちらの道路の管理は町となります。 

      続いて左側、市道１－２０４７号線と記載されております。こちらは西側にずっと伸び

ておりまして、こちらが渋川吉岡線、県道の吉岡渋川線まで市道として認定をしておりま

すので、こちらは市の管理となっております。また、こちらの行政界の関係なんですけれ

ども、現道がございまして、その現道のほぼ真ん中から北側が渋川地籍で南側が吉岡地籍

というような、地籍的にはそのようになっております。 

      以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５５号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

      ここで監査委員を入場させますので、暫時休憩をしたいと思います。再開は１１時１５

分といたします。 

          午前１１時００分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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          午前１１時１５分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１３ 認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１３、認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定についての

提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算

を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、説明申し上げます。 

      本決算書は、１ページから３７２ページとなっておりまして、別冊として１ページから

１９８ページまでの主要施策の成果説明書及びＡ４判ホチキスどめの平成３０年度決算参

考資料を添付しております。 

      別冊の主要施策の成果説明書は、一般会計から各特別会計の主要の施策の成果等につい

て、課、局ごとに記載しております。 

      Ａ４判ホチキスどめの平成３０年度決算参考資料につきましては、資料番号１として、

一般会計主要事業決算状況一覧表、資料番号２として、一般会計歳入年次推移（収入済

額）、資料番号３として、渋川地区広域市町村圏振興整備組合負担金の推移、資料番号４

として、自治会関係支出金一覧表、資料番号５として、町債年度末現在高、資料番号６と

して、不納欠損額の年次推移、資料番号７として、一般会計繰越明許費繰越計算書、資料

番号８として、引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費その他社会保

障施策に要する経費（平成３０年度決算）、資料番号９として、用語解説を掲載しており

ます。参考にごらんいただければと思います。 

      それでは、決算書の説明をさせていただきます。初めに３ページをお願いいたします。 

      一般会計歳入歳出決算の実質収支に関する調書で、歳入総額は７０億２，４５５万８，



 - 34 -

３４２円、歳出総額は６８億８，４９０万７，９９８円、歳入差し引き額は１億３，９６

５万３４４円、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額は１億８８８万４，０００

円、実質収支額は３，０７６万６，３４４円でした。 

      前年度と比較しますと、歳入総額につきましては２億９，２１８万５，４９１円の減、

増減率では４．０％の減でした。歳出総額につきましては３億３，６７３万６，１４５円

の減、４．６％の減でした。 

      実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はありません。 

      続いて、４ページから７ページは一般会計歳入歳出決算書の歳入、８ページから１１ペ

ージは、その歳出となっています。１２、１３ページは、歳入歳出事項別明細書の総括で、

歳入の部となっています。 

      １４ページ、１５ページからの事項別明細書で説明させていただきます。 

      初めに、１款町税の収入済額合計は２５億５，０２０万５，０３０円で、平成２９年度

と比較しますと４，８９７万４８３円の増、増減率では２．０％の増となっております。

収納率は９６．３％で、前年度と比べ０．４％の増でした。 

      １款１項の町民税の収入済額は１２億９８万６，１０８円、不納欠損額は１０６万８，

４３７円、収入未済額は３，９５１万９，６３２円でした。不納欠損の該当者は、個人５

人、法人４社、収入未済の該当者は、個人３７５人、法人２５社でした。 

      ２項固定資産税は、収入済額１１億１，４１６万３，０１１円、不納欠損額は２８８万

４，７８２円、収入未済額は５，３０１万５，６９２円でした。不納欠損の該当者は１１

人、収入未済の該当者は３２６人でした。 

      ３項軽自動車税は、収入済額６，７３４万９，３７９円、不納欠損額は１万５，２００

円、収入未済額は１８９万３，９２１円でした。不納欠損の該当者は３人、収入未済の該

当者は１９０人でした。 

      ４項町たばこ税は、収入済額１億５，６１１万４，２９２円。 

      ５項入湯税は、収入済額１，１５９万２，２４０円でした。 

      町税の収入状況等は、別冊の主要施策の成果説明書４０ページをごらんください。 

      町民税個人、法人、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税の平成２８年度から平

成３０度までの収入状況を記載しております。 

      また、不納欠損額については、別添の決算参考資料、資料番号６、不納欠損の年次推移

に一般会計と特別会計を記載しております。一般会計は１ページから２ページ、特別会計

は３ページからとなっております。参考にごらんいただければと思います。 

      決算書１４ページ、１５ページに戻っていただきまして、中段より少し下で２款地方譲

与税は、収入済額８，９１５万３，０００円、前年度と比較しますと８８万９，０００円
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の増、増減率では１．０％の増でした。 

      ３款利子割交付金は、収入済額４２０万１，０００円、前年度比５万５，０００円の減、

１．３％の減でした。 

      一番下の行へいきまして、４款配当割交付金は、収入済額９１３万１，０００円、前年

度比２６３万７，０００円の減、２２．４％の減でした。 

      決算書１６ページ、１７ページに移りまして、５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済

額７６３万円、前年度比４４４万６，０００円の減、３６．８％の減でした。 

      ６款地方消費税交付金は、収入済額３億６，９４３万円、前年度比１，９０６万７，０

００円の増、５．４％の増でした。 

      ７款ゴルフ場利用税交付金は、収入済額１４５万１，８０４円、前年度比２万９，６７

２円の減、２．０％の減でした。 

      ８款自動車取得税交付金は、収入済額２，８２７万１，０００円、前年度比８０万４，

０００円の増、２．９％の増でした。 

      ９款地方特例交付金は、収入済額３，１９６万１，０００円、前年度比５３９万３，０

００円の増、２０．３％の増でした。 

      一番下の行へいきまして、１０款地方交付税は、収入済額１０億９，８３５万７，００

０円、前年度比５，４５８万２，０００円の減、４．７％の減でした。 

      決算書１８ページ、１９ページに移りまして、１１款交通安全対策特別交付金は、収入

済額３３９万円、前年度比２６万２，０００円の減、７．２％の減でした。 

      別添の決算参考資料、資料番号９、用語解説の５ページから８ページには地方譲与税か

ら交通安全対策特別交付金の解説を記載しております。参考にごらんいただければと思い

ます。 

      決算書１８ページ、１９ページに戻りまして、中段で１２款分担金及び負担金は、収入

済額１億５，７９３万８，６８０円、前年度と比較して２２９万９，２００円の増、１．

５％の増でした。１項負担金１目民生費負担金２節児童福祉費負担金で保育運営費保護者

負担金においては不納欠損額７７万８，０００円、収入未済額は７９９万５，４５０円と

なっております。不納欠損の該当者は７人、収入未済の該当者は７１人でした。 

      続いて、１３款使用料及び手数料は、収入済額３，４６５万３，２４８円、前年度比２

５万６，４１８円の減、０．７％の減でした。１項使用料１目農林水産使用料は、収入済

額３９０万５，０００円。一番下の行で２目土木使用料は、収入済額１，３７１万３，６

１０円でした。 

      決算書２０ページ、２１ページに移りまして、上段２節住宅使用料は、収入済額１，１

１７万３，０００円、収入未済額は３６０万８，８８０円で、収入未済の該当は６件でし
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た。３目教育使用料は、収入済額６３５万９，９２５円でした。 

      ２項手数料は、１目総務手数料から２目衛生手数料、３目農林水産手数料まで、収入済

額１，０６７万４，７１３円でした。 

      決算書２２ページ、２３ページに移りまして、１４款国庫支出金は、収入済額１０億７，

０３２万５，３３０円、前年度と比較しますと６３７万５，５２５円の減、０．６％の減

となっております。 

      国庫支出金の主なものは、２３ページの中段より少し上で１項１目１節児童運営費国庫

負担金で収入済額３億６９５万４，７１１円、２節障害者福祉費国庫負担金、収入済額１

億８，９５８万５，４００円、５節児童手当国庫負担金は収入済額２億８，０４３万６，

６６６円です。 

      決算書２４ページ、２５ページに移りまして、中段で２項５目１節土木費国庫補助金は、

収入済額２億３，３０６万１３０円でした。 

      次に、決算書２６ページ、２７ページに移りまして、１５款県支出金は、収入済額６億

２７８万６，９０２円、前年度と比較しますと２，８４５万７，４００円の増、５．０％

の増でした。 

      県支出金の主なものとしては、１項１目１節児童運営費県負担金、収入済額１億４，３

２３万１，８８３円、２節障害者福祉費県負担金、収入済額９，４７９万２，７００円。 

      決算書２８ページ、２９ページに移りまして、上段６節児童手当県負担金、収入済額５，

９９０万６，６６６円。中段より少し下で、２項２目１節社会福祉総務費県補助金５，７

０５万８，２２６円。 

      決算書３０ページ、３１ページに移りまして、中段より少し下で、２項２目７節医療福

祉費県補助金、収入済額９，８４３万８，６６６円などでした。 

      次に、決算書３４ページ、３５ページに移りまして、下段で１６款財産収入は、収入済

額３７２万８，９２１円、前年度と比較しまして１５０万３，０７４円の減、２８．７％

の減でした。主なものは、１項１目１節財産貸付収入が収入済額２２７万３，００３円。 

      ３６ページ、３７ページに移りまして、１項２目１節利子及び配当金が財政調整基金利

子から収入印紙等購買基金利子まで、合計収入済額１４５万５，９１８円でした。 

      次に、１７款寄附金は、収入済額８１０万３，９５０円、前年度比２，９４０万１，６

５５円の減、７８．４％の減でした。一般寄附金は４件で４６万６，５２１円、ふるさと

納税は３５６件で７６３万７，４２９円でした。減額の主な要因は、昨年は企業版ふるさ

と納税があったためです。 

      次に、１８款繰入金は、収入済額１億４，７７１万５，３９５円、前年度比５億４，２

１１万６，４３５円の減、７８．６％の減でした。減額の主な要因といたしましては、昨
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年ありました減債基金の繰り入れがなかったためです。 

      ３８ページ、３９ページに移りまして、１９款繰越金は９，５０９万９，６９０円、前

年度比２，３８０万５，７９２円の増、３３．４％の増でした。 

      次に、２０款諸収入は、収入済額１億３，３２２万５，３９２円、前年度比８９９万３，

４１３円の増、７．２％の増でした。諸収入の主なものは、まず、１項１目１節の延滞金

で、収入済額５７０万４，８２９円、該当者は９８１件でした。 

      次に、決算書４０ページ、４１ページに移りまして、上段３項１目１節貸付金元金回収

金、収入済額５００万円、４項１目１節渇水対策施設維持管理費受託事業収入６００万円。 

      決算書４４ページ、４５ページに移りまして、中段で駒寄スマートＩＣ大型化事業に係

る前橋市負担金２，５６７万８，８８４円。 

      決算書４６ページ、４７ページに移りまして、上段で同じく駒寄スマートＩＣ大型化事

業に係る前橋市負担金（繰越明許）で４，４５７万９，８５８円などでした。 

      次に、２１款町債は、収入済額５億７，７８０万円、前年度比２億１，０８０万円の増、

５７．４％の増となっております。増額の主な要因は、土木債と教育債の増によるもので

す。町債の１項１目１節臨時財政対策債２億７，２５０万円、２節緊急防災・減災事業債

（役場庁舎非常用発電機設置事業）２，３９０万円、２目１節緊急防災・減災事業債（南

下城山防災公園整備事業）７，７００万円、同じく緊急防災・減災事業債（南下城山防災

公園整備事業）（繰越明許）で６，８７０万円、２目２節公共施設等適正管理推進事業債

（町営住宅下野田団地解体事業）５８０万円、３目１節緊急防災・減債事業債（Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ新型受信機設置事業）４００万円、４目１節公共施設等適正管理推進事業債（町民

プール解体事業）７４０万円、４目２節学校教育施設等整備事業債１億１，８５０万円。

内訳といたしましては、明小職員室改修事業１，２１０万円、駒小体育館用地取得事業１，

９２０万円、吉中校舎増築関連移設事業２，７００万円、駒小体育館改築事業４，５５０

万円、吉中校舎増築事業９００万円、吉中ブロック塀改修事業５７０万円となりました。 

      別添の決算参考資料、資料番号５、町債平成３０年度末現在高をごらんください。 

      一般会計から水道事業会計の全会計では８１億１，６０６万９，４４０円で、前年度の

合計と比較しますと４，９２４万３，２３９円の減、０．６％の減となっております。 

      決算書４８ページ、４９ページの一番下の行で歳入合計は、収入済額７０億２，４５５

万８，３４２円、不納欠損額は４７４万６，４１９円、収入未済額は１億６０３万３，５

７５円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      決算書５０ページ、５１ページは、歳出の総括となります。 

      ５２ページ、５３ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 
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      初めに、１款１項の議会費です。支出済額９，５０９万１，２８７円、前年度と比較し

ますと３４０万１，２８２円の減、増減率では３．５％の減でした。主な支出は、下段の

１１節需用費、議会広報費２２２万２，３６０円。１３節委託料で、議会映像配信業務委

託１７２万３，６８０円などでした。 

      ５４ページ、５５ページに移りまして、２款総務費、支出済額８億１，８７８万４，０

７９円、前年度と比較しますと２，７２２万５，６３５円の増、３．４％の増でした。主

な支出は、決算書５６ページ、５７ページの中段より少し下で、１３節委託料で自治会事

務委託料３，８４６万円。 

      決算書５８ページ、５９ページの上段１９節負担金、補助及び交付金で、自治会振興助

成金２６０万円、地域づくり振興事業補助金１２８万円、魅力あるコミュニティ助成事業

助成金１８２万４，０００円などでした。各自治会の内訳につきましては、別添の決算参

考資料、資料番号４、平成３０年度自治会関係支出金一覧表を参考にごらんいただければ

と思います。 

      なお、事業内容につきましては、決算参考資料、資料番号１、一般会計主要事業決算状

況一覧表をごらんください。 

      表紙をめくっていただきますと、款項目、事業名、決算額、予算額、決算額内訳と財源

内訳、決算書の掲載ページ、事業内容及び実績、所管する課局室名が記載されております。

平成３０年度実施事業の中の主要な事業を掲載しており、全部で３４ページの資料となっ

ております。 

      自治会事務委託と２ページの１番目、自治会活動支援事業に詳しい内容が記載されてお

りますので、参考にごらんいただければと思います。 

      続いて、決算書６２ページ、６３ページに移りまして、中段で５目財産管理費の中の１

５節工事請負費で役場庁舎非常用発電機設置工事２，２６４万７，６００円を支出してお

ります。 

      別添の決算参考資料、資料番号１、一般会計主要状況一覧表では２ページの下段に記載

しております。 

      災害により電気が供給されなかった際に災害対策本部としての機能を果たせるよう、庁

舎敷地内に設置いたしました。 

      続いて、決算書６２ページ、６３ページ、別添の決算参考資料、資料番号１では、２ペ

ージの下段に記載しております男女共同参画事業で８節報償費から、次のページ、６５ペ

ージ、１３節委託料まで、合計２９８万２，０５９円を支出しております。 

      次に、決算書に戻りまして、６２ページから６５ページ、ふるさと納税推進事業で１１

節需用費から１４節使用料及び賃借料まで、合計３７０万４，８７６円を支出しておりま
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す。 

      別添の決算参考資料、資料番号１では、３ページの上段に記載しております。 

      ふるさと納税につきましては、先ほど歳入のところで説明いたしましたが、寄附件数３

５６件で、寄附額は７６３万７，４２９円でした。 

      次に、同じく決算書６４ページ、６５ページ、第６次総合計画策定業務で、１２節役務

費、郵送料４９万２，２９１円、１３節委託料で１９１万１，６００円支出しております。 

      こちらの第６次総合計画策定業務につきましては、令和３年度から令和１２年度までの

１０年間を計画期間とするもので、策定に向けて基礎資料とするためアンケート調査を実

施しました。 

      別添の決算参考資料では、３ページの中段に記載しております。 

      続きまして、決算書６６ページ、６７ページの中段、１３節委託料で、放課後児童見守

りパトロール委託料で２２５万２７０円の支出をしました。 

      決算参考資料、資料番号１、一般会計主要事業決算状況一覧表では５ページの下段に記

載しております。シルバー人材センターに委託して、青色回転灯装備車両を使用し、児童

の下校時間に合わせてパトロールを実施いたしました。 

      続いて、決算書６６ページ、６７ページの中段より少し下で、１５節工事請負費で防犯

灯設置工事８９万８，７８６円、防犯カメラ設置工事２１９万１，３２０円を支出いたし

ました。決算参考資料、資料番号１では、５ページ下段、６ページ上段に記載しておりま

す。児童生徒の通学路にＬＥＤ防犯灯２５灯、防犯カメラ６台を設置いたしました。 

      続きまして、決算書６８ページ、６９ページ上段、１０目交通対策費の１５節工事請負

費で、道路交通安全施設工事５４５万９，４０４円支出いたしました。決算参考資料、資

料番号１では、６ページ中段に記載しております。道路反射鏡１９カ所、区画線２，５２

５メートル、交通安全広告塔１カ所などを整備し、交通安全の向上を図りました。 

      続いて決算書６８ページ、６９ページ下段、１２目電子計算費支出済額１億１，４６５

万３，２６０円で、主な支出としましては７０ページ、７１ページに移りまして、１３節

委託料、一括処理委託料１，４３８万１，２８０円、１４節使用料及び賃借料でハードウ

ェアリース料１，５４３万６，９３３円、ソフトウェアリース料１，０７０万７，５５２

円、施設使用料１，９４４万円、システム使用料２，１８８万９，４４０円などでした。 

      続きまして、同じページで、中段より少し下、決算参考資料、資料番号１では６ページ

下段に記載しております、１４目温泉事業費で１３節委託料、緑地運動公園及びリバート

ピア吉岡指定管理料で１，８９０万円、１５節工事請負費でリバートピア吉岡更衣室及び

廊下系統空調機更新工事、リバートピア吉岡男女便所系統給水管改修及びフラッシュバル

ブ交換工事、男女脱衣室用エアカーテン更新工事で１，０２２万５，４４０円を支出して
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おります。 

      次に、決算書７８ページ、７９ページに移りまして、中段３款民生費は、支出済額２４

億７，２０２万４，１４０円、前年度と比較しますと３，４６５万６４９円の減、１．

４％の減となっております。 

      初めに、３款１項１目社会福祉総務費は、支出済額１億６０８万４９９円、主な支出は、

決算書８０ページ、８１ページ上段より少し下で、１４節使用料及び賃借料で、温泉施設

使用料（無料招待券交付事業）で８７０万２，０００円、中段で社会福祉協議会補助金が

２，７５３万１６８円などでした。 

      続いて、決算書８２ページ、８３ページの上段、４目老人福祉費、決算参考資料、資料

番号１では７ページです。在宅で介護している介護者の労をねぎらうためのねたきり老人

等介護慰労金支給事業で２９７万円を支給いたしました。支給対象者は９１名でした。 

      続いて、同じく７ページ中段で、敬老祝金品支給事業は、事業費６８９万９，２９６円

で、対象者は８０歳、８５歳で２２７名、８８歳、９０歳、９５歳、１０１歳以上１７６

名、１００歳６名で、合計４０９名の方々に祝い金や祝い品を支出いたしました。 

      続いて、決算書８２ページ、８３ページ下段で、６目障害者福祉費、支出済額３億９，

０６１万１，６７６円、決算参考資料、資料番号１では、８ページから９ページ上段に記

載しております。主な内容は、障害を抱える方の日常生活及び社会生活を支えるため、障

害福祉サービス費、補装具費、障害者医療費等の支給を行う障害者自立支援事業で２億７，

３８７万３０１円、障害児支援事業で７，５１６万６，６０７円の支出となっております。 

      続いて、決算書８６ページ、８７ページに移りまして、７目医療福祉費、支出済額２億

７６８万３，９１７円、決算参考資料、資料番号１では、９ページ下段に医療費無料化事

業ということで記載しております。内容は、子供、重度心身障害者、母子・父子家庭の

方々の健康管理の向上に寄与するため社会保険等で医療を受けた場合の自己負担分を公費

で負担するものです。 

      続いて、決算書８８ページ、８９ページ中段で９目老人福祉センター費、支出済額１，

６００万７，０００円、決算参考資料、資料番号１では、１０ページ上段に記載しており

ます。老人福祉センター指定管理料となっております。 

      続いて、１０目後期高齢者医療費では、支出済額１億９，３５１万８，７８６円、内容

は、１９節負担金、補助及び交付金で、療養給付費負担金として１億４，８８９万１，３

９５円、２８節繰出金で後期高齢者医療事業特別会計事務費等繰出金として１，０５７万

２，５６１円、後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金として３，４０５万４，

８３０円を支出しております。 

      次に、決算書９０ページ、９１ページ中段より少し下で、決算参考資料、資料番号１で
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は、１２ページ上段に児童手当支給事業として記載しております。２項２目児童手当２０

節扶助費、児童手当で４億２５万円を支出しております。 

      次に、３目児童保育費は、支出済額８億９，８１２万８，９７５円、決算参考資料、資

料番号１では、１３ページから１４ページに記載しております。主な支出は１３節委託料

で、保育所運営委託料６億８，４６２万４，６４０円、これは町内在住の乳幼児が通う町

内外の私立及び公立の認可保育所に対し委託料を支払ったものです。 

      ９２ページ、９３ページに移りまして、上段１９節負担金、補助及び交付金で、施設型

給付費１億７，３１０万６，４４３円、これは町内在住の乳幼児が通う町内外の認定こど

も園、幼稚園等に対し支払ったものです。 

      次に、決算書９２ページ、９３ページ下段で、５目学童保育事業費、支出済額１，７０

８万７，０６１円、決算参考資料、資料番号１では、一般会計主要事業一覧表では１４ペ

ージ下段に記載しております。主なものは１３節委託料で、吉岡町社会福祉協議会へ学童

クラブ指定管理料１，６３１万３，６５３円を支出しております。 

      次に、決算書９４ページ、９５ページ中段で４款衛生費、支出済額６億１，７８５万４，

７２９円でした。 

      初めに、４款１項１目保健衛生総務費は、支出済額２億５，９７９万８，９９９円、主

なものは、決算書９６ページ、９７ページ中段、１９節負担金、補助及び交付金で、渋川

広域負担金（火葬運営等）１，１１３万円、同じく救急医療分７０２万８，０００円、同

じく夜間急患分４３５万６，０００円、住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金５

２４万９，０００円、２８節繰出金で国民健康保険事業特別会計への繰出金１億１，１０

５万２，６５７円、水道事業会計への繰出金３，１８５万６，６８５円などでした。 

      続いて、２目予防費、支出済額６，７１９万６，７７１円、主な支出は、９８ページ、

９９ページ上段１３節委託料で予防接種委託料６，６３１万７，１０９円で、同じく決算

書９８ページ、９９ページ上段、３目母子衛生費、支出済額３，２８４万２，８４０円、

主な支出は中段より少し下、１３節委託料で妊婦健康診査委託料１，７５２万４，９３０

円、２０節扶助費、特定不妊治療費２８６万２，０００円、一般不妊治療費１１１万円な

どでした。 

      次に、決算書１００ページ、１０１ページに移りまして、４目健康増進費、支出済額４，

１４５万４，２７８円、主な支出は、中段の１３節委託料で、健康診査等委託料３，２４

４万１，２８０円などとなっております。疾病の早期発見、早期治療につなげるため、が

ん検診のほか、肝炎ウイルス検診、歯周疾患検診等を実施し、また平成２８年度から住民

の要望により胃内視鏡を導入し、バリウムと胃内視鏡のいずれかを選択できるように体制

を整えました。そのほか、１９節負担金、補助及び交付金ではよしおか健康№１プロジェ
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クト事業補助金で１２６万８，６７０円を支出しております。健康№１プロジェクト事業

の詳細につきましては、決算参考資料、資料番号１、１８ページの上段に記載しておりま

す。 

      次に、５目環境衛生費、支出済額１，１４６万３，２３６円、主な支出は、１９節負担

金、補助及び交付金で、公共下水道エリアと農業集落排水エリア以外の区域で開発事業を

除く一般住宅を対象とした合併浄化槽の設置整備事業費補助金２９８万円、浄化槽エコ補

助金２０万円などです。決算参考資料、資料番号１、一般会計主要事業決算状況一覧表で

は１８ページ中段に記載しております。 

      次に、決算書１０２ページ、１０３ページに移りまして、中段２項清掃費で１目し尿処

理費、支出済額２，８３４万５，０００円で、内容は１９節負担金、補助及び交付金で、

渋川広域負担金（し尿運営等）となっております。２目塵芥処理費は、支出済額１億６，

７７７万７，１１６円、主な支出は１３節委託料で、一般ごみ収集委託料４，１５５万８，

４００円、１９節負担金、補助及び交付金で渋川広域負担金（ごみ運営等）で１億１，８

２１万６，０００円、資源ごみ回収事業補助金３８２万６，６００円などです。 

      次に、５款労働費は、支出済額１，７３３万４，３１０円、前年度と比較しますと２３

７万５，２４４円の増、１５．９％の増でした。主な支出は、決算書１０２ページ、１０

３ページ下段で、１９節負担金、補助及び交付金、勤労者住宅資金利子補給１，０１１万

２，２８３円、２１節貸付金で勤労者生活資金融資預託金５００万円などです。 

      次に、決算書１０４ページ、１０５ページに移りまして、６款農林水産業費は、支出済

額３億１，９１６万７，３６０円、前年度と比較しますと１，３８０万８，０７６円の増、

４．５％の増でした。主なものは、決算書１０６ページ、１０７ページの中段で、決算参

考資料、資料番号１では１９ページの中段に記載しております。 

      ３目農業振興費１３節委託料で、地域特産品生産体制構築事業委託料９７６万３，２０

０円、これは地方創生推進交付金による継続事業で、小倉乾燥芋の生産体制構築のため、

県指導センターの協力を得て有志の生産者を中心に原料芋の収量や生産量の拡大に向けた

調査、検証を行いました。 

      続いて、決算書１０８ページ、１０９ページ上段より少し下で、１９節負担金、補助及

び交付金、農業再生協議会補助金６６１万円支出しました。これは国からの経営所得安定

対策等推進事業費補助金によるもので、農地ＧＩＳシステムを導入し、ＧＰＳ機能のある

タブレット端末により事務の効率化を図りました。 

      続いて、５目農地費、主なものは、決算書１０８ページ、１０９ページ下段、決算参考

資料、資料番号１では２０ページ中段で、１９節負担金、補助及び交付金、小規模農村整

備事業負担金８５４万２，８００円、決算書１１０ページ、１１１ページ上段で、群馬用
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水施設緊急改築事業償還負担金１，２８９万８，５５２円などでした。 

      続いて、６目地籍調査費、支出済額２，４２７万７，５９２円、決算参考資料、資料番

号１、一般会計主要事業一覧表では２１ページに記載しております。主なものは、１３節

委託料の地籍調査業務委託料１，２７２万２，４００円でした。復元調査業務委託料９９

２万５，２００円などでした。 

      続いて、７目渇水対策施設維持管理費、支出済額３，２２９万２２１円、決算参考資料、

資料番号１では２２ページの上段に記載しております。主なものは、１１節需用費で小倉

揚水機場の電気料１，４６２万７，３６７円、１５節工事請負費、管路施設等修繕工事１，

０７０万２，７８０円。 

      決算書１１２ページ、１１３ページに移りまして、１８節備品購入で６２６万４，００

０円、小倉揚水機場揚水ポンプ購入として支出いたしました。 

      続いて、８目農業集落排水事業費で、２８節繰出金で農業集落排水事業特別会計への繰

出金が１億１，８３５万６，１８６円でした。 

議  長（山畑祐男君） 中澤課長、途中ですがとめてください。 

      提案理由の途中でございますが、ここで暫時昼食休憩といたします。なお、再開は午後

１時からといたします。 

          午前１１時５８分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後 １時００分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

      中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、午前中に引き続き説明をさせていただきます。 

      決算書１１４ページ、１１５ページをお願いします。 

      ７款商工費は、支出済額３，０３０万１，６７７円、前年度と比較しますと２，３６１

万３，８６８円の減、４３．８％の減でした。減額の主な要因は、花と緑のぐんまづくり

協議会負担金の減などによるものです。主な支出は、決算書１１４ページ、１１５ページ

の中段で、１９節負担金、補助及び交付金で、商工会振興事業補助金５７５万円、住宅リ

フォーム促進事業補助金１９４万円、中小企業制度利子補給金３８０万５，４３８円など

でした。 

      続いて、決算書１１６ページ、１１７ページに移りまして、中段８款土木費は、支出済

額９億３，５３９万８，４５０円、前年度と比較しますと１億１，９０２万７，０００円

の増、１４．６％の増でした。増額の主な要因は、駒寄スマートＩＣ大型車対応化事業や
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南下城山防災公園整備事業の増などによるものです。主な支出は、決算書１１８ページ、

１１９ページ上段で、８款２項１目道路橋梁総務費で、大榛橋架け替え事業負担金（榛東

村施行）（繰越明許）分と合わせまして１，８５４万７，２４０円の支出、下段にいって、

２目道路維持費の１３節委託料で道路台帳更新委託料８８３万４，４００円、道路清掃委

託料９６０万７，６７８円、決算書１２０ページ、１２１ページ上段で、道路維持補修工

事（単独）で４，４９２万８，９８７円などでした。 

      次に、３節道路新設改良費で、中段より少し下、１３節委託料で道路改良測量設計委託

料（単独）で７４９万２，０００円、１５節工事請負費で町道改良工事（単独）（繰越明

許）で６５９万４，８００円を支出しております。 

      次に、５目橋梁維持費で１３節委託料、橋梁点検業務（補助）で１，１９６万６，４０

０円、決算書１２２ページ、１２３ページに移りまして、上段１５節工事請負費で橋梁維

持補修工事（補助）（繰越明許）２，０７２万７，６００円、橋梁維持補修工事（補助）

で１，５００万８，４００円を支出しております。 

      続いて、決算書１２４ページ、１２５ページに移りまして、中段４項都市計画費２目都

市施設費、支出済額４億８，３８４万４，８１１円を支出しております。決算参考資料、

資料番号１、一般会計主要事業決算状況一覧表では２６ページ、２７ページに記載してお

ります。 

      主なものは、１３節委託料で設計積算・施工管理業務（南下城山防災公園）（繰越明

許）で１，００５万２，６４０円。 

      １２６ページ、１２７ページに移りまして、駒寄スマートＩＣ大型車対応化事業１，７

１５万８，７４１円、駒寄スマートＩＣ大型車対応化事業（繰越明許）で１，１５８万２

４０円、１５節工事請負費で建設工事（スマートＩＣ）１，７３５万５，６００円、建設

工事（スマートＩＣ）（繰越明許）で７，３７７万２，６００円、建設工事（南下城山防

災公園）１億３，２３６万２，２００円、建設工事（南下城山防災公園）（繰越明許）で

１億２，３８７万９，８００円。１７節公有財産購入費で用地買収費（スマートＩＣ）８

３４万１，９３６円、２２節補償、補塡及び賠償金で補償費（スマートＩＣ）２，９５９

万２，９０７円、補償費（スマートＩＣ）（繰越明許）で４，６７３万５，６３０円など

となっております。 

      続いて、３目下水道費で、公共下水道事業特別会計への繰出金で１億５，４３１万４，

６７９円支出しております。 

      次に、決算書１２８、１２９ページで、９款消防費は、支出済額３億２，８６２万２，

６３９円、前年度と比較しますと５，０６０万８，５９９円の減、１３．３％の減でした。

減額の主な要因は、防災無線デジタル化設置工事の繰り越しによるものです。主な支出は、
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決算書１３０ページ、１３１ページ中段より少し上で、２目消防施設費１９節負担金、補

助及び交付金、渋川広域負担金（消防救急等）で２億８，６６３万１，０００円、３目水

防費１３節委託料、ハザードマップ作成委託料１７９万２，８００円、５目無線放送施設

設置事業費１５節工事請負費で、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機設

置工事で４０６万８００円などです。 

      次に、決算書１３２ページ、１３３ページに移りまして、決算参考資料、資料番号１で

は３０ページから３４ページ、１０款教育費、支出済額７億５，７４６万７，４６１円、

前年度と比較しますと１億５１９万８，１４５円の増、１６．１％の増でした。増額の主

な要因は、駒寄小学校体育館新設に伴う事業や吉岡中学校校舎増築に伴う事業などによる

ものです。主な支出は、決算書１３４ページ、１３５ページの中段で１０款１項２目１８

節備品購入費で、老朽化により安全性を確保するため、スクールバスの購入として６３３

万７，０８０円、下段で２８節繰出金５００万円で、一般会計から学校給食事業特別会計

への繰り出しを行い、給食食材費を助成することで学校給食の充実を図りました。 

      次に、決算書１４４ページ、１４５ページ中段で、２項小学校費２目教育振興費２８節

繰出金で、駒小学校給食事業特別会計繰出金８２４万６，０００円、明小学校給食事業特

別会計繰出金６３３万２，７００円で、児童１人当たり年１万４５０円を補助いたしまし

た。 

      続いて、３目学校建設費、主な支出は１３節委託料で、駒小体育館新築工事設計業務委

託４，４９２万８，０００円、１５節工事請負費で明小職員室改修工事１，４４９万３，

６００円、駒寄児童屋体解体工事１，３３９万２，０００円でした。 

      次に、決算書１５０ページ、１５１ページに移りまして、上段で３項中学校費２目教育

振興費２８節学校給食事業特別会計への繰出金で６８８万４，６５０円、先ほどの小学校

費と同様、生徒１人当たり年１万４５０円を補助いたしました。 

      続いて、３目１３節委託料、校舎増築工事設計業務委託１，２２５万８，０００円、１

５節工事請負費、校舎増築関連移設工事で３，５９６万４，０００円でした。 

      決算書１５０ページ、１５１ページ下段、決算参考資料、資料番号１では３３ページ、

４項社会教育費１目社会教育総務費で吉岡町・大樹町子ども交流事業で、総額で３４４万

４，８７６円支出いたしました。 

      続いて、決算書１５８ページ、１５９ページ上段で、４項４目１５節工事請負費で、維

持補修工事８９６万４，０００円支出いたしました。これは文化センター中央監視盤タッ

チパネルの更新工事で、施設設置後の経年劣化に起因する文化センター内各部屋の操作コ

ントローラーの故障により空調設備を起動できなくなったため、交換更新工事が必要とな

りました。 
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      続いて、決算書１６２、１６３ページに移りまして、中段より少し上、５項１目保健体

育総務費１５節工事請負費で、町民プール解体工事８７７万２，４０８円、八幡山グラウ

ンド仮設広場整備工事１，０７１万３，６００円を支出しております。 

      決算書１６４ページ、１６５ページに移りまして、中段より少し下で、６項１目給食セ

ンター費１３節委託料で、調理業務等委託料５，０００万４，０００円を支出しておりま

す。 

      次に、決算書１６８ページ、１６９ページ上段、１２款公債費は、支出済額４億９，２

８４万３，８６６円、前年度と比較しますと４億９，３６６万９，４４２円の減、５０．

０％の減でした。減額の主な要因は、平成２９年度に減債基金を取り崩しての平成２１年

度、平成２２年度臨時財政対策債の繰り上げ償還があったためです。 

      次に、決算書１６８ページ、１６９ページ下段、１４款予備費の支出はございませんで

した。 

      一番下の行にいきまして、歳出の総額は６８億８，４９０万７，９９８円、翌年度繰越

額は５億８，３４０万９，０００円、不用額は３億２，７４２万４，００２円でした。 

      以上で一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８月６日、監査委員

坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ご苦労さまでした。 

      ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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      ただいま議題となっております認定第１号は、予算決算特別委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１４ 認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１４、認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定についての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の１７３ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は１億１，８２１万６，０４１円、歳出総額は１億

１,７０３万５，９０７円、歳入歳出差し引き額は１１８万１３４円、実質収支額も同額

の１１８万１３４円でした。前年度と比較しますと、歳入総額につきましては４１４万

５，０１５円の増、増減率では３．６％の増でした。歳出総額につきましては、３２９万

２，２７２円の増、増減率では２．９％の増でした。 

      次に、１７４ページ、１７５ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となっております。 

      １７６ページ、１７７ページはその歳出です。 

      １７８ページ、１７９ページは、歳入歳出事項別明細書総括の歳入です。 

      １８０ページ、１８１ページの事項別明細書で説明させていただきます。 

      １款１項１目給食費納入金は、収入済額９，１３２万４，３１０円、内訳は、現年度分

で教職員給食費６１１万４，１００円、給食センター職員等給食費８１万８，７００円、

児童生徒給食費８，４０６万６２０円、過年度分は３３万８９０円の収入済額となってお

ります。不納欠損額はゼロです。収入未済額は１４７万９，５９０円です。 

      別冊の主要施策の成果説明書の１６６ページをお願いいたします。 
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      下段の（３）に給食費の収入状況を掲載しております。未納額内訳で、収入未済の現年

度分６３万４，５２０円は、２５人、１８戸、過年度分の収入未済額は８４万５，０７０

円で、２２人、１７戸でした。 

      決算書１８０ページ、１８１ページに戻りまして、中段の２款１項１目繰入金は、収入

済額２，６４６万３，３５０円で、食材費助成分繰入金として５００万円、給食費補助分

繰入金として２，１４６万３，３５０円を一般会計から繰り入れました。 

      ３款１項１目繰越金は、収入済額３２万７，３９１円、前年度からの繰越金です。 

      ４款１項１目雑入、収入済額１０万９９０円は給食の試食代等によるものです。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は、収入済額１億１，８２１万６，０４１円、収入

未済額１４７万９，５９０円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。決算書１８２ページ、１８３ページは、事項

別明細書総括の歳出です。 

      １８４ページ、１８５ページの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款１項１目学校給食費は、支出済額１億１，７０３万５，９０７円で、内訳は

１６節原材料費で１億１，７０３万５，８０７円給食用食材料費と２７節公課費消費税分

１００円でした。 

      一番下の行へいきまして、歳出の総額は、支出済額１億１，７０３万５，９０７円、不

用額は４５４万７，０９３円でした。 

      以上で学校給食事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８月７

日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された学校給食事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関係

書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。 

      以上です。 



 - 49 -

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

      岩﨑議員。 

              〔１１番 岩﨑信幸君発言〕 

１ １ 番（岩﨑信幸君） ２款繰入金１節一般会計繰入金でございますが、給食費補助分繰入金２，

１４６万３，３５０円となっております。これは昨年、平成２９年、前は明治小学校、駒

寄小学校、明治中学校分という形で区別して記載しているわけでございますが、この理由

に関してはこれからだと思うんですが、これで間違いなければ回答をお願いします。 

      これはもともと歳出に関しましても、今までは支出が一本化されておりましたものです

から、その整合性をもとに一本化したのか。また、先ほど会計課長からありましたとおり、

この給食費の収納状況という形で述べられておりましたが、そのために今回起債は一本化

していたのか、その理由の説明をお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、教育委員会事務局長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） この給食費補助分繰入金の部分について、昨年度各学校分の指

定、詳細が入っていたということなんですが、申しわけありませんでした。私のほうで確

認をしておりませんでして、ここに明細を入れることはできませんでした。申しわけあり

ません。 

議  長（山畑祐男君） 岩﨑議員。 

              〔１１番 岩﨑信幸君発言〕 

１ １ 番（岩﨑信幸君） ということは、これは記載のミスということで、訂正という形でよろしい

のか。それで、来年度からまたこういうふうに、先ほど申し上げたように記載するという

ことでよろしいんですね。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） この給食費補助分の繰入金につきましては、確かに給食の特別

会計繰入金の部分についてはこの数字なんですが、実際に一般会計の決算状況の中でそ
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の数字が確認できますので、そちらのほうで本年度についてはご了解いただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第２号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１５ 認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１５、認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

      理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の１８９ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は４億２，０８８万２，７３０円、歳出総額は４億

２，０５８万２，７３０円、歳入歳出差し引き額は３０万円、実質収支額も同額の３０万

円です。前年度と比較しますと、歳入総額につきましては４，０３４万５，１４１円の

増、増減率では１０．６％の増でした。歳出総額につきましては４，０３４万５，１４１

円の増、１０．６％の増でした。 

      次に、１９０ページ、１９１ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となっております。

１９２ページ、１９３ページは、その歳出です。 

      １９４ページ、１９５ページは、歳入歳出事項別明細書総括の歳入です。 

      １９６ページ、１９７ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 
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      １款分担金及び負担金、収入済額４３４万５，５４０円、主なものは、受益者負担金４

２３万４，６９０円です。収入未済額は７５０万１，２００円。内訳は、受益者負担金の

現年度分で１７万４，０００円、該当者は３人でした。滞納繰越分は７３２万７，２００

円、該当者は５９人でした。 

      ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料は、収入済額１億１，０４５万５，

４３１円でした。収入未済額は４０３万３，４０５円で、内訳は現年度分５９万６，０５

０円、該当者は５８人でした。滞納繰越分は３４３万７，３５５円、該当者は７８人でし

た。 

      ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道費国庫補助金は社会資本整備総合交付金で、

収入済額２，７６０万円でした。 

      ４款県支出金１項県補助金１目下水道費県補助金は、収入済額４６０万円でした。 

      続いて、５款１項１目繰入金、収入済額１億５，４３１万４，６７９円は、一般会計か

らの繰入金です。 

      続いて、６款１項１目繰越金、収入済額３０万円は、前年度からの繰越金です。 

      続いて、７款諸収入、収入済額１９６万７，０８０円、主なものは、決算書１９８ペー

ジ、１９９ページ上段で２項１項１目雑入で消費税還付金１７８万６，０００円となって

います。 

      続いて、８款町債１項１目下水道事業債は、収入済額１億１，６３０万円で、内訳は公

共下水道事業債（補助分）で２，４８０万円、単独分８，３２０万円、流域下水道事業債

（補助分）で５７０万円、同じく流域下水道事業債（単独分）で６０万円、公営企業会計

適用債２００万円でした。 

      一番下の行へいきまして、歳入合計は、収入済額４億２，０８８万２，７３０円、収入

未済額は１，１５３万４，６０５円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      ２００ページ、２０１ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      ２０２ページ、２０３ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款１項下水道費１目総務管理費は、支出済額２，６７７万６，５９１円です。

主な支出は、２０３ページ中段より少し下で１３節委託料、地方公営企業法適用業務委託

２００万８，８００円です。 

      続いて、２目管渠管理費は、支出済額５，２８８万６，５５９円、主な支出は、決算書

２０４ページ、２０５ページ上段で、１９節負担金、補助及び交付金、県央処理区維持費

管理負担金４，４８８万１，７８５円です。 

      続いて、３目建設費は、支出済額１億５，９８９万３，０４３円、主な支出は１３節委
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託料で、設計委託料（単独）で２，７４７万５，２００円、これは県費補助の公共下水道

で、管渠実施設計・地質調査業務委託料です。また、１５節工事請負費で公共下水道工事

（補助）で５，５２５万４００円、公共下水道工事（単独）で６，４９９万４，４００円

を支出しております。 

      続いて、２款１項公債費、支出済額１億８，１０２万６，５３７円は、元金及び利子の

償還金となっております。 

      続いて、２０６ページ、２０７ページ中段、３款１項１目予備費の支出はございません

でした。 

      一番下の行にいきまして、歳出の総額は、支出済額４億２，０５８万２，７３０円、不

用額は１，００１万４，２７０円でした。 

      以上で公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８月

７日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された公共下水道事業特別会計の

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関

係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的

には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料

をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第３号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１６ 認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 



 - 53 -

議  長（山畑祐男君） 日程第１６、認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の２１１ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は１８億６，８１７万８，３２６円、歳出総額は１

８億２，５１１万１，４９９円、歳入歳出差し引き額は４，３０６万６，８２７円、実質

収支額も同額の４，３０６万６，８２７円でした。前年度と比較しますと、歳入総額につ

きましては２億６，３７１万７，２３０円の減、増減率では１２．４％の減でした。歳出

総額につきましては、２億７，４２１万６，２８４円の減、１３．１％の減でした。 

      次に、２１２ページ、２１３ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となっております。 

      ２１４ページ、２１５ページは、その歳出です。 

      ２１６ページ、２１７ページは、歳入歳出事項別明細書総括の歳入です。 

      ２１８ページ、２１９ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      １款１項国民健康保険税は、収入済額４億５，０４６万２，７２３円、不納欠損額１２

１万４，２００円、収入未済額１億１，１３８万５，８１５円でした。不納欠損の該当者

は１５人、収入未済の該当者は４１０人でした。 

      国民健康保険税は、一般被保険者国民健康保険税と退職被保険者等国民健康保険税とか

ら成り、それぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分とに分けられ、その

現年課税分と滞納繰り越し分で１節から６節までの区分となっております。 

      次に、別冊の主要施策の成果説明書１７１ページをごらんください。 

      国保加入世帯及び被保険者数が年度ごとに記載してあります。被用者保険の適用拡大に

より、国保の加入者は年々減少している状況です。 
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      平成３０年度から、国民健康保険が県と市町村の共同運営となり、平成２９年度まで

国、県からの補助金として療養給付費等負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健康診

査等負担金として補助がありましたが、平成３０年度からは県から保険給付費等交付金と

して交付されることになりました。 

      決算書２２０ページ、２２１ページに移りまして、中段より少し下、５款１項県補助金

１目保険給付費等交付金は、収入済額１２億４，０３４万５，１２５円で、前年度と比較

しまして１１億２，４９４万３，５５８円の増となっております。 

      決算書２２２ページ、２３３ページに移りまして、６款１項財産運用収入、収入済額１

０万６，１１７円は、国保基金利子です。 

      次に、７款１項１目一般会計繰入金は、収入済額１億１，１０５万２，６５７円でし

た。内訳は保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）として６，４０２万７，８７５円、保険

基盤安定繰入金（保険者支援分）として３，６１４万９，２８２円、職員給与費等繰入金

２８万９，０６２円、出産育児一時金等繰入金２２２万９，３３３円、財政安定化支援事

業繰入金３１３万９，０００円、その他一般会計繰入金で福祉医療実施に伴う国庫負担金

削減分繰入金５２１万８，１０５円となっております。 

      続いて、決算書２２４ページ、２２５ページで、８款１項の繰越金は、収入済額３，２

５６万７，７７３円でした。 

      続いて、９款諸収入は、収入済額３，３５６万８，５６７円でした。内訳は、１項１目

一般被保険者延滞金、収入済額５９３万２，３１１円、３項雑入１目一般被保険者第三者

納付金で交通事故等第三者納付金９万３，８２１円、３目一般被保険者返納金で不当利得

等返納金１４万２，１５１円。 

      次のページに移りまして、４目退職被保険者返納金１，９５５万４，１３５円は不当利

得等返納金で、８目雑入は不当利得等返納金加算金７８３万８，８８６円と、７０歳から

７４歳の１割負担の療養費について国が国保連を通して補塡している指定公費分で７，２

６３円でした。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は収入済額１８億６，８１７万８，３２６円、不納

欠損額は１２１万４，２００円、収入未済額１億１，１３８万５，８１５円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      決算書２２８ページ、２２９ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      決算書２３０ページ、２３１ページからの事項明明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款の総務費は、支出済額８７６万５，４１１円、主なものは、１項総務管理費、

支出済額７２８万２１３円、２項徴税費、支出済額１１３万２，１４９円などです。 

      次に、決算書２３２ページ、２３３ページに移りまして、２款保険給付費、支出済額１
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２億９７１万２，０８６円、主なものは、１項の療養諸費が支出済額１０億６，２２０万

６，１９７円、中段より少し下で２項の高額療養費が１億４，２７６万２０９円などでし

た。 

      決算書の２３４ページ、２３５ページに移りまして、上段の移送費の支出はございませ

んでした。 

      中段の４項１目出産育児一時金は、支出済額３３４万５，６８０円、該当者は８人でし

た。 

      ５項１目葬祭費は、支出済額１４０万円、該当者は２８人でした。 

      別冊の主要施策の成果説明書１７４ページと１７５ページをごらんください。 

      療養給付費の年度別の支出額や内訳等を記載しております。 

      主要施策の成果説明書１７６ページには出産育児一時金、葬祭費、高額療養費支給額の

年度別の件数や支給額等を記載しております。参考にごらんいただければと思います。 

      決算書２３４ページ、２３５ページに戻りまして、下段で３款国民健康保険納付金、支

出済額５億５，５６４万５，７４０円で、主なものは３款１項医療給付費分は支出済額３

億８，１３０万７，５７５円。 

      ２３６、２３７ページに移りまして、上段３項２項後期高齢者支援金等分、支出済額１

億２，６８９万７３５円。 

      ３款３項介護納付金分、支出済額４，７４４万７，４３０円です。 

      次に、４款１項共同事業拠出金、支出済額２６６円。 

      続いて、下段の５款１項１目特定健康診査等事業費は、支出済額１，２４０万７，０９

６円でした。 

      決算書２３８ページ、２３９ページに移りまして、中段の５款２項保健事業費は、支出

済額４８５万９，８７１円、主なものは、１９節負担金、補助及び交付金で、人間ドック

補助金３２２万円。該当者は１６１人でした。 

      続いて、６款基金積立金は１，１６１万７，０００円でした。 

      ７款公債費の支出はございませんでした。 

      続いて、下段、８款諸支出金は、支出済額２，２１０万４，０２９円、内訳は、１項償

還金及び還付加算金が２，２０９万６，７６６円。 

      ２４０ページ、２４１ページに移りまして、中段で２項指定公費負担医療費立替金７，

２６３円は、これは７０歳から７４歳の１割負担の療養費について町が立てかえ払いをし

ているものでございます。 

      続いて、９款予備費の支出額はございませんでした。 

      一番下の行にいきまして、歳出の総額は、支出済額１８億２，５１１万１，４９９円、
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不用額は１億１７４万６，５０１円でした。 

      以上で国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８

月７日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、ご報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された国民健康保険事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第４号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１７ 認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１７、認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定についての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 
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      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の２４５ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は１億５，３１０万４，７１３円、歳出総額は１億

５，３００万４，７１３円、歳入歳出差し引き額は１０万円、実質収支額も同額の１０万

円です。前年度と比較しますと、歳入総額につきましては１，１３１万５，４５２円の

減、増減率では６．９％の減でした。歳出総額につきましても１，１３１万５，４５２円

の減、６．９％の減でした。 

      次に、２４６ページ、２４７ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の歳入となっております。 

      ２４８ページ、２４９ページは、その歳出です。 

      ２５０ページ、２５１ページは、歳入歳出事項別明細書総括の歳入です。 

      ２５２ページ、２５３ページの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      １款１項分担金、収入済額２０３万円、これは小倉地区、北下・南下地区一括納付分と

しての収入です。 

      ２款１項使用料、収入済額３，０６０万１，２９７円、収入未済額は９０万６，６３９

円、収入未済額の内訳は、現年度分１３万４，９２０円で、該当者は１９人でした。滞納

繰越分７７万１，７１９円で、該当者は２３人でした。 

      ３款１項繰入金は、一般会計からの繰入金で、収入済額１億１，８３５万６，１８６円

でした。 

      ４款１項繰越金は、前年度からの繰越金１０万円。 

      ５款１項諸収入は、収入済額１万７，２３０円でした。 

      ６款１項町債は、公営企業会計適用債で２００万円でした。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は、収入済額１億５，３１０万４，７１３円、収入

未済額は９０万６，６３９円でした。 

      次に、歳出に移ります。 

      決算書２５４ページ、２５５ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      ２５６ページ、２５７ページからの事項明明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款１項農業集落排水事業費は、支出済額６，００４万６，４９５円でした。内

訳は、１目の総務管理費、支出済額２，８４５万８，８９２円、下段で２目施設管理費、

支出済額３，１５８万７，６０３円、主な支出は、１１節需用費、電気料８１８万２，４
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４０円、２５８ページ、２５９ページ上段、１３節委託料で、処理施設運転管理委託料１，

２４４万１，６００円、１５節工事請負費で、処理施設維持補修工事５９７万８，８８０

円などでした。 

      続いて、２款１項の公債費は、支出済額９，２９５万８，２１８円、元金・利子の償還

金です。 

      ３款１項予備費の支出はございませんでした。 

      一番下の行へいきまして、歳出の総額は、支出済額１億５，３００万４，７１３円、不

用額は３２７万２，２８７円でした。 

      以上で農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８

月７日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された農業集落排水事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び

関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第５号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１８ 認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳 

            出決算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１８、認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 
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      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の２６３ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入歳出総額は４３８万１，６３１円、歳出総額も同額の４

３８万１，６３１円ということで、歳入歳出差し引き額、実質収支額ともにゼロ円です。

前年度と比較しますと、歳入総額につきましては８４万１３３円の増、増減率では２３．

７％の増でした。主な要因といたしましては、貸付金の一括返済があったためです。歳出

総額につきましても８４万１３３円の増、２３．７％の増でした。 

      続いて、２６４ページ、２６５ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となってお

ります。 

      ２６６ページ、２６７ページは、その歳出です。 

      ２６８ページ、２６９ページは、歳入歳出事項別明細書の総括の歳入です。 

      ２７０ページ、２７１ページの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      １款１項１目貸付事業収入、収入済額４３１万６，６３１円、１節貸付金元金回収金現

年度分、収入済額７０万１，２６３円、収入未済額はございませんでした。２節貸付金元

金回収金過年度分は、収入済額３２３万３，１７７円、収入未済額は９，２６８万３，１

６８円、収入未済の該当件数は４０件でした。３節貸付金利子回収金現年度分は、収入済

額１万９，６２５円、収入未済額はございませんでした。４節貸付金利子回収金過年度分

は、収入済額３６万２，５６６円、収入未済額は１，８７５万６，４６４円、収入未済の

該当件数は４０件でした。不納欠損額はございませんでした。 

      別冊の主要施策の成果説明書１８３ページから１８９ページまで、貸付金回収財源等の

年度別調書となっています。 

      １８９ページが貸付金元金回収金・利子回収金の現年度分、過年度分の総括表となって



 - 60 -

おります。参考にご確認いただければと思います。 

      決算書２７０ページ、２７１ページに戻りまして、２款１項県補助金は、収入済額６万

５，０００円でした。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は、収入済額４３８万１，６３１円、収入未済額１

億１，１４３万９，６３２円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      決算書の２７２ページ、２７３ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      ２７４ページ、２７５ページの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款１項総務管理費は、支出済額８万８，７４５円でした。 

      続いて、２款１項の公債費は、支出済額６２万９，６５０円、元金・利子の償還金です。 

      ３款１項繰出金は、一般会計への繰出金で、支出済額３６６万３，２３６円でした。 

      ４款１項予備費の支出はございませんでした。 

      一番下の行へいきまして、歳出の総額は、支出済額４３８万１，６３１円、不用額は１

０３万２，３６９円でした。 

      以上で住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和

元年８月７日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された住宅新築資金等貸付事業特

別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝

票及び関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結

果、計数的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お

手元の資料をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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      ただいま議題となっております認定第６号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

      ここで暫時休憩とします。なお、再開は２時１５分といたします。 

          午後１時５９分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後２時１５分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１９ 認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１９、認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の２７９ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は１３億８，４６３万１，５９７円、歳出総額は１

３億４，０４５万６，８５５円、歳入歳出差し引き額は４，４１７万４，７４２円、実質

収支額も同額の４，４１７万４，７４２円です。前年度と比較しますと、歳入総額につき

ましては１，５６１万４，２４４円の増、増減率では１．１％の増でした。歳出総額につ

きましては、８４７万８，３０２円の増、０．６％の増でした。 

      次に、２８０ページ、２８１ページをお願いします。 

      平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となっております。 

      ２８２ページ、２８３ページは、その歳出です。 

      ２８４ページ、２８５ページは、歳入歳出事項別明細書総括の歳入です。 

      ２８６ページ、２８７ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 
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      まず、１款１項介護保険料は、収入済額３億５，０３１万６，２００円、不納欠損額１

７０万４，８００円、収入未済額３４７万９，９００円でした。不納欠損の該当者は５３

人、収入未済の該当者は８６人でした。１目第１号被保険者保険料１節現年度分特別徴収

保険料、収入済額３億２，４２４万４，９００円、収入未済額のマイナス１３万８，４０

０円は、死亡等による払い戻し分です。２節現年度分普通徴収保険料は、収入済額２，５

４７万７，２００円、３節滞納繰越分普通徴収保険料は、収入済額５９万４，１００円で

した。 

      別冊の主要施策の成果説明書１９２ページに年度ごとの第１号被保険者数、徴収額等を

記載しておりますので、参考にごらんいただければと思います。 

      決算書２８６ページ、２８７ページに戻りまして、中段の２款国庫支出金１項国庫負担

金、収入済額２億３，６３６万４，１６２円は、現年度分介護給付費負担金です。２項国

庫補助金は、収入済額４，８０１万５，０１０円、内訳は、主に１目調整交付金で、収入

済額２，７２１万１，０００円、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業）で８３４万１，４００円。３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業以外の地域支援事業）で９６５万８，１１０円などでした。 

      ２８８ページ、２８９ページに移りまして、３款１項支払基金交付金は、収入済額３億

４，５６０万６，４５１円でした。 

      続いて、４款県支出金１項県負担金、収入済額１億７，８８６万２，５８７円は、現年

度分介護給付費負担金です。 

      ２項県補助金は、収入済額８６４万３，３４１円、内訳は、１目地域支援事業交付金

（介護予防・日常生活支援総合事業）で４２５万４６４円、２目地域支援事業交付金（介

護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）で４３９万２，８７７円でした。 

      決算書２９０ページ、２９１ページに移りまして、６款１項一般会計繰入金は、収入済

額１億７，９４２万２２０円、内訳は、主に１目介護給付費繰入金１億５，３５５万７，

１３７円、２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）で４２５万４６

４円、３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

で４３９万２，８７７円、４目低所得者保険料軽減繰入金で１７３万１，６００円、５目

その他一般会計繰入金で一般事務費繰入金１，５４８万８，１４２円などでした。 

      続いて、７款１項繰越金は、前年度からの繰越金で３，７０３万８，８００円。 

      ８款諸収入は、収入済額３６万６，６２２円で、内訳は、１項１目延滞金で１万３，０

００円と、２項１目雑入で３５万３，６２２円でした。主に渋川地域介護認定審査会精算

金などの雑入です。 

      ２９２ページ、２９３ページに移りまして、上段、２目第三者納付金はございませんで
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した。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は、収入済額１３億８，４６３万１，５９７円、不

納欠損額１７０万４，８００円、収入未済額３４７万９，９００円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      決算書２９４ページ、２９５ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      ２９６ページ、２９７ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款の総務費は、支出済額１，５８０万１，１４２円、内訳は１項総務管理費、

支出済額１６６万２，７５６円、中段の２項徴収費は、支出済額７２万４，９５３円、３

項介護認定審査会費は、支出済額１，３０４万５，１５３円でした。 

      ２９８ページ、２９９ページに移りまして、２款保険給付費、支出済額１２億２，８４

５万７，７１９円、内訳は、１項１目の居宅介護サービス給付費が支出済額５億１，５６

３万４，３９１円、３目地域密着型介護サービス給付費が１億３，０７７万３，７１５円、

５目施設サービス給付費が４億３，８７５万５，２１８円。 

      決算書３００ページ、３０１ページに移りまして、７目居宅介護福祉用具購入費８１万

８，４２８円、８目居宅介護住宅改修費２６９万６，１４１円、９目居宅介護サービス計

画給付費５，０２２万２，７６１円。 

      ２項１目介護予防サービス給付費が２，０１７万３，５３１円。 

      決算書３０２ページ、３０３ページに移りまして、５目の介護予防福祉用具購入費、支

出済額１６万８，０８４円、６目介護予防住宅改修費１０４万５，６６３円、７目介護予

防サービス計画給付費３８２万９，８８０円。 

      ３項その他諸費１目審査支払手数料、支出済額９５万２，８９６円。 

      ４項１目高額介護サービス費、支出済額２，２４１万４，００８円。 

      決算書３０４ページ、３０５ページに移りまして、上段で５項１目高額医療合算介護サ

ービス費、支出済額２６７万５，１３４円。 

      ６項１目特定入所者介護サービス費、支出済額３，８２６万９，８１４円。 

      決算書３０６ページ、３０７ページに移りまして、中段で、４款地域支援事業費１項包

括的支援事業・任意事業費、支出済額２，６８０万４，３３８円。 

      決算書３０８ページ、３０９ページに移りまして、２項介護予防・生活支援サービス事

業費、支出済額３，３６２万７，０４５円。 

      ３１０ページ、３１１ページに移りまして、中段よりやや上で５款１項償還金及び還付

金は、支出済額１，６２０万３，１８０円。 

      ５款２項繰出金は、一般会計繰出金で５８万６，７６１円でした。内容は、渋川市、吉

岡町、榛東村で構成される介護認定審査会の平成２９年度の精算と平成２９年度介護給付



 - 64 -

費超過金と、平成２９年度一般事務費繰入超過金による戻入れがあったための繰り出しで

す。 

      次に、６款１項基金積立金は１，８６０万円でした。 

      別冊の主要施策の１９３ページ中段をごらんください。 

      ３、給付状況として、（１）居宅介護（介護予防）サービス受給者数、（２）施設介護

サービス受給者数を記載しております。 

      主要施策の１９４ページに移りまして、（３）地域密着型（介護予防）サービス受給者

数、（４）予防給付費と介護給付費等の給付比率、（５）要介護者の給付内容と給付費、

主要施策の成果説明書１９５ページにいきまして、（６）要支援者の給付内容と給付費一

覧となっております。参考にご確認いただければと思います。 

      決算書３１０ページ、３１１ページに戻っていただきまして、一番下の行へいきまして、

歳出の総額は、支出済額１３億４，０４５万６，８５５円、不用額は６，８６４万３，１

４５円でした。 

      以上で介護保険事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年８月７

日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及び関係

書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第７号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 



 - 65 -

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２０ 認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決 

            算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第２０、認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 説明申し上げます。 

      認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての提案理由を申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

      以下、詳細につきましては会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、認定く

ださいますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） それでは、決算書の３１５ページをお願いいたします。 

      実質収支に関する調書で、歳入総額は１億８，９９１万５，４２４円、歳出総額は１億

８，６０６万１，１２４円、歳入歳出差し引き額は３８５万４，３００円、実質収支額も

同額の３８５万４，３００円です。前年度と比較しますと、歳入総額につきましては、

１，５４０万３，１０１円の増、増減率では５．９％の増でした。歳出総額につきまして

は、１，０００万７，９０１円の増、５．７％の増でした。 

      次に、３１６ページ、３１７ページをお願いいたします。 

      平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書の歳入となっておりま

す。３１８ページ、３１９ページはその歳出です。 

      ３２０ページ、３２１ページは歳入歳出事項別明細書、総括の歳入です。 

      ３２２ページ、３２３ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      １款１項後期高齢者医療保険料は、収入済額１億３，３３０万３，４００円、不納欠損

額は２万３，４００円、収入未済額１０万７，８００円でした。不納欠損の該当者は１人、

収入未済の該当者は８人でした。１款１項後期高齢者医療保険料の内訳は、１目特別徴収

保険料１節現年度分特別徴収保険料が収入済額８，６７２万４，３００円、収入未済額の

マイナス８万４，４００円は死亡等による払い戻し分です。２目普通徴収保険料１節現年
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度分普通徴収保険料は、収入済額４，６３８万８，８００円、２節滞納繰越分普通徴収保

険料は、収入済額１９万３００円でした。 

      ２款国庫支出金１項国庫補助金１目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金１３５万円で

した。 

      ３款繰入金１項一般会計繰入金は、収入済額４，４６２万７，３９１円で、内訳は、１

目事務費繰入金１，０５７万２，５６１円、２目保険基盤安定繰入金３，４０５万４，８

３０円でした。 

      続いて、４款１項繰越金は、収入済額３３１万９，１００円、前年度からの繰越金です。 

      ３２４ページ、３２５ページに移りまして、５款諸収入、収入済額７３１万５，５３３

円。主なものは、中段４項受託事業収入で、５７３万５，０３５円で、後期高齢者医療広

域連合受託事業収入です。 

      続いて、５項雑入５目人間ドック補助金、収入済額６０万円、該当者は３０人でした。 

      ３２６ページ、３２７ページに移りまして、７目雑入は、収入済額６３万８，３９８円、

広域連合負担金の返還金です。 

      一番下の行にいきまして、歳入合計は、収入済額１億８，９９１万５，４２４円、不納

欠損額２万３，４００円、収入未済額１０万７，８００円でした。 

      次に、歳出の説明をさせていただきます。 

      ３２８ページ、３２９ページは、事項別明細書総括の歳出です。 

      ３３０ページ、３３１ページからの事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      歳出の１款総務費は、支出済額９８０万７，４７９円、内訳は、１項総務管理費、支出

済額９４５万８，６８９円、主なものは、１３節委託料で、支出済額８４８万４，７１５

円でした。 

      ２項徴収費は、支出済額３４万８，７９０円でした。 

      続いて、２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は１億７，５４８万８，１４７円、内

訳は、広域連合事務費等負担金８６４万４，５１７円、保険料等負担金１億３，２７８万

８，８００円、保険基盤安定負担金３，４０５万４，８３０円でした。 

      続いて、３款諸支出金１項償還金及び還付加算金は、支出済額１２万７，１００円でし

た。 

      次に、決算書３３２ページ、３３３ページに移りまして、２項繰出金１目一般会計繰出

金は、支出済額６３万８，３９８円。 

      ４款予備費は、支出ございませんでした。 

      一番下の行にいきまして、歳出の総額は、支出済額１億８，６０６万１，１２４円、不

用額は４６１万１，８７６円でした。 
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      以上で後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につきまして、令和元年

８月７日、監査委員坂田一広さんとともに監査をいたしましたので、報告いたします。 

      地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された後期高齢者医療事業特別会

計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、関係諸伝票及

び関係書類により出納処理を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計

数的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の

資料をごらんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第８号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２１ 認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定に 

            ついて 

議  長（山畑祐男君） 日程第２１、認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及

び決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 説明申し上げます。 

      認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定について提案理

由を申し上げます。 

      地方公営企業法第３２条第２項の規定による利益の処分及び第３０条第４項の規定によ

る平成３０年度吉岡町水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付
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するものです。 

      詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決、認定くださ

いますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      決算書３３８、３３９ページをお願いいたします。 

      初めに、平成３０年度吉岡町水道事業決算報告書により説明いたします。 

      なお、この決算報告につきましては、消費税込みの数値でございます。 

      １の収益的収入及び支出の決算について説明いたします。これは水道事業の経営活動に

伴い発生する収入・支出について報告をするものでございます。 

      収入ですが、第１款水道事業収益、右ページをごらんいただき、決算額４億３，００１

万９，３４２円、内訳ですが、第１項営業収益３億８，９４７万１５１円、内容につきま

しては水道使用料や水道新規加入金、手数料などの収益となっております。 

      第２項営業外収益４，０５４万９，１９１円、内容は下水道事業からの量水器検針に伴

う負担金や長期前受金戻入が計上をされておるものでございます。 

      第３項特別利益、決算額ゼロ。 

      次に、支出でございます。 

      第１款水道事業費用、決算額は３億９，９６１万２，１８０円。内訳です。第１項営業

費用３億６，９１６万４，２６６円、主な内容は上水道の配水給水や総掛かりといった営

業管理費のほか、減価償却費なども含まれております。 

      第２項営業外費用３，０４４万４，６０９円、これは企業債の利子償還金などとなって

おります。 

      第３項特別損失、決算額３，３０５円、過年度修正損の計上となります。 

      第４項予備費、決算額ゼロ。 

      次に、３４０、３４１ページをお願いいたします。 

      ２、資本的収入及び支出ですが、水道事業を円滑に進めるために行った施設整備に関す

る事業収支報告となっております。 

      収入ですが、第１款資本的収入、こちらも右ページをごらんいただき、決算額が８，２

１４万５，０００円、内訳ですが、第１項出資金３，０００万円、町からの出資金となり

ます。出資の目的につきましては、老朽化した施設の更新など、経営基盤を強化する目的

で一般会計から繰り出されておるものでございます。 

      第２項工事費３００万円、一般会計からの消火栓設置工事負担金となります。 
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      第３項補助金４，９１４万５，０００円、これは防衛省所管の国庫補助金で、老朽管更

新事業の平成３０年度分の補助金となっております。 

      なお、予算額に比較しました決算額３，３５８万７，０００円の減については、翌年度、

令和元年度に事業繰り越しをした工事費の財源充当額となっております。 

      なお、収益費用明細につきましては、決算附属書類３５４ページ以降に添付しておりま

すので、申し添えさせていただきます。 

      次に、支出でございますが、第１款資本的支出、決算額２億６，９０８万４，４７９円。

内訳です。第１項建設改良費１億９，７３２万３４４円、老朽管更新事業などの施設整備

に係る費用となっております。第２項企業債償還金７，１７６万４，１３５円、返済計画

に基づきます企業債の償還となります。 

      欄外になりますが、資本的収入額が支出額に対し不足する額１億８，６９３万９，４７

９円については、補塡財源でございます当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

と過年度分損益勘定留保資金で補塡をさせていただいております。 

      次に、３４２、３４３ページをお願いします。 

      平成３０年度吉岡町水道事業損益計算書について説明いたします。損益計算書につきま

しては、水道事業の１年間の経営活動、経営成績を示すものでございます。 

      １の営業収益と２の営業費用、３の営業外収益と４の営業外費用に大別をされておりま

す。 

      なお、金額につきましては３３８ページ、３３９ページで説明をいたしました収益的収

入及び支出決算報告書の決算額より消費税分を差し引いた数値となっております。 

      まず、１の営業収益では、（１）給水収益と（２）その他営業収益を足した額で、右の

ページに記しておりますが、３億６，０７２万９，２９７円。 

      ２の営業費用は、（１）の配水及び給水費から（５）のその他営業費用を足した額３億

５，６０４万５，８１１円、営業利益は、営業収益から営業費用を差し引きました４６８

万３，４８６円となっております。 

      ３の営業外収益は（１）の長期前受金戻入と（２）の雑収益、（３）の他会計繰入金を

足した額４，０３９万５，５８５円となります。 

      ４の営業外費用は、（１）支払い利息の額で２，５１４万４，２０９円。営業外収支は

差し引きで１，５２５万１，３７６円となっております。経常利益については、営業利益

の４６８万３，４８６円と営業外収支の１，５２５万１，３７６円を足した額で、１，９

９３万４，８６２円となりました。当期の損益では、過年度修正損３，０６０円の特別損

失を計上していますので、経常利益から差し引いた金額１，９９３万１，８０２円が当年

度純利益で、結果決算黒字の結果となっております。 
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      その下の前年度繰越利益剰余金は例年全額剰余金処分で建設改良に積み立て処分をして

おりますので該当がなく、当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益の１，９９３万１，

８０２円となっております。 

      続いて、３４４、３４５ページをお願いいたします。 

      平成３０年度の水道事業剰余金計算書になります。上段の表は、平成３０年度における

水道事業の剰余金の期首、期末での資本状況をお示ししておるものでございます。 

      下の表をごらんください。当年度営業活動において発生した未処分利益剰余金の処分計

算書の案となっております。地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決に

より剰余金の処分をお願いする内容となります。 

      ３４５ページ、表の右端にあります未処分利益剰余金、当年度末残高１，９９３万１，

８０２円の全額を建設改良積立金に議決処分をいただき、建設改良積立金の残高を８，３

５０万４，８９５円から１億３４３万６，６９７円に増額し、未処分利益剰余金の繰越残

高をゼロ円にしたいとするものです。よろしくお願いいたします。 

      次に、３４６、３４７ページをお願いいたします。平成３０年度の水道事業貸借対照表

になりますが、決算時において保有する全ての資産、負債及び資本を示したものでござい

ます。表は、「資産の部」「負債の部」「資本の部」に分かれております。 

      ３４６ページ、「資産の部」では、１の固定資産は（１）の有形固定資産で、イの土地

からチの建設仮勘定まで有形固定資産の合計が３７億８５０万９，０９１円。 

      ２の流動資産は、現金や比較的短期間のうちに回収されます債権、また売却によって現

金にかえることができる資産で、（１）から（４）の合計で３億８，１５７万５，５４１

円。 

      資産合計は、１の固定資産と２の流動資産を合わせた４０億９，００８万４，６３２円

となっております。 

      ３４７ページをお願いいたします。 

      ３の固定負債は９億９，７３６万２５８円。 

      ４の流動負債は、（１）から（５）の合計で２億１，６２６万５，８２４円。 

      ５の繰延収益は、（１）の長期前受金と（２）の収益化累計額の差し引きで１０億５，

７５３万８，７５５円。 

      負債の合計については、固定負債、流動負債、繰延収益の合計で２２億７，１１６万４，

８３７円となります。 

      続いて、資本の部となりますが、６の資本金が１０億３，５９５万２，１８２円、７の

剰余金は合計額で７億８，２９６万７，６１３円。 

      資本の合計は、資本金と剰余金を足した１８億１，８９１万９，７９５円。 
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      負債の部と資本の部を足した合計は４０億９，００８万４，６３２円となり、右の３４

６ページの資産合計と同額となっております。 

      次の３４８ページからは決算附属資料の事業報告書となります。３４８ページは事業概

況で総括や予算等の議決事項、３４９、３５０ページでは主な建設工事の概況報告をさせ

ていただいております。 

      防衛省の国庫補助金で実施した老朽管更新事業については、主に小倉上野田地区の石綿

管の布設がえ工事を行い、平成３０年度の石綿管の解消延長は２，８７７メートルとなっ

ております。 

      ３５１ページをごらんください。 

      （１）に業務量を記しておりますが、当年度における年度末の給水人口ですが２万１，

３８０人、前年度比較で１０１．１％です。当年度の給水戸数についても８，０２０戸、

前年度比較で１０２％となっております。また、年間配水量は３０１万２，２９５立方メ

ートル、有収水量については２４６万２，４６２立方メートル、有収率は８２．１％、全

体的に前年度比較でわずかですが上回る状況となっております。 

      ３５３ページには、水道事業のキャッシュ・フロー計算書を添付しております。説明に

ついては割愛させていただきたいと思います。 

      以上、認定９号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      ここで、監査委員報告を求めます。 

      石関代表監査委員。 

              〔代表監査委員 石関秀一君登壇〕 

代表監査委員（石関秀一君） ご報告申し上げます。 

      平成３０年度吉岡町水道事業会計決算につきまして、令和元年８月７日、監査委員坂田

一広さんとともに監査をいたしましたので、報告いたします。 

      地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された水道事業会計の決算報告

書について、予算額及び収益的収支、資本的収支並びに日計伝票、歳入歳出伝票、振替伝

票により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には

正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をご

らんください。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。 

      これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております認定第９号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

      本日の日程のうち、以上をもって平成３０年度決算認定に関する議題が終了いたしまし

た。 

      石関代表監査委員には、監査報告お疲れさまでございました。 

      ここで監査委員が退場いたしますので、暫時休憩といたします。 

          午後２時５３分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後２時５４分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２２ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２２、議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 説明申し上げます。 

      議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）について提案理由の説明

を申し上げます。 

      本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，０５０万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０億７，７４２万２，０００円とするも

のです。 

      今回の補正の主な款別の増減額を申し上げますと、まず、歳入では１０款地方特例交付

金において１，８９５万８，０００円の増、１１款地方交付税において３，２９８万６，

０００円の増、１５款国庫支出金において１，１００万９，０００円の減、２０款繰越金

において２，１６３万円の増、２１款諸収入において１，６３０万２，０００円の増、２

２款町債において４，０７０万円の増などとなります。 

      次に、歳出ですが、３款民生費において５，８９９万４，０００円の増、８款土木費に

おいて４，９７６万４，０００円の増、１０款教育費においては１，１３３万８，０００

円の増となります。 

      なお、今回の補正により財政調整基金からの繰り入れは６億５，９４７万９，０００円

となり、財政調整基金の残高見込み額は、予算ベースで１６億６，２５６万１，０００円
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となっています。 

      詳細につきましては財務課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただき

ますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） それでは、議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）

の議案書、表紙１ページをごらんください。 

      第１条第１項の歳入歳出予算の補正額につきましては、ただいま町長が提案説明の中で

申し上げたとおりでございます。 

      第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表・歳入歳出予算補正」によるということで、これにつきまして

は、２ページから６ページまでに記載されており、説明につきましては、後ほど補正の款

項の区分等を含めて事項別明細書で説明させていただきます。 

      次に、第２条 地方債の変更は、第２表・地方債補正によることとなっており、これに

つきましては、７ページをごらんください。 

      まず、臨時財政対策債ですが、こちらは臨時財政対策債の発行可能額の確定によるもの

で、補正前の限度額２億２，２００万円に２，２５０万円を追加し、２億４，４５０万円

とするものです。 

      次に、２段目から４段目の公共事業等債の３事業ですが、こちらは起債対象に該当しな

かった事業費に対して減額するもので、３事業合計で１，２４０万円を減額し、それぞれ

右の欄の補正後限度額となります。 

      その下、５段目から７段目の３事業は、先ほどの公共事業等債の減額に対して地方道路

等整備事業債に振りかえるものとなります。上から道路改良事業、橋梁長寿命化事業、駒

寄スマートＩＣ大型車対応化事業について、３事業合計で２，６４０万円を増額し、それ

ぞれ右の欄の補正後の限度額となります。 

      一番下の行、学校教育施設等整備事業債（吉中校舎増築事業）ですが、起債対象事業費

の増額によるもので、補正前の限度額１億１４０万円に４２０万円を追加し、１億５６０

万円とするものです。 

      次に、１１ページをごらんください。 

      ここから主な補正内容につきまして、事項別明細書で説明させていただきます。 

      まずは歳入でございます。１０款１項１目１節地方特例交付金ですが、個人住民税減収

補塡特例交付金など交付決定に伴い、総額１，８５９万４，０００円の増となります。 

      次に、１１款１項１目地方交付税１節普通交付税は、算定の結果、交付額が確定したこ
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とによるもので、３，２９８万６，０００円の増額となります。 

      次に、１２ページ最下段をごらんください。 

      １５款国庫支出金２項国庫補助金３目衛生費国庫補助金３節予防費国庫補助金で、感染

症予防事業費等国庫補助金２４６万４，０００円の増となります。こちらは風疹の追加予

防対策に対する補助金となります。 

      次に、１３ページ上段の地域連携道路事業費補助金（駒寄スマートＩＣ）１，７８０万

円の減額で、こちらは交付決定に伴うものとなります。 

      次に、１５ページ中段をごらんください。 

      １９款繰入金２項基金繰入金１目１節財政調整基金は、６１万７，０００円の減額です。

これにより、補正後の財政調整基金からの繰り入れは６億５，９４７万９，０００円とな

り、財政調整基金の残高見込み額は、先ほど町長の説明にもありましたとおり、予算額ベ

ースで１６億６，２５６万１，０００円となります。 

      次の２目１節渇水対策施設維持管理基金繰入金は９６８万円の増額です。こちらは、歳

出の増に伴うものとなっております。 

      次に、その下、２０款１項１目１節繰越金ですが、平成３０年度の決算剰余金の確定に

より、２，１６３万円の増となります。 

      １６ページをごらんください。 

      ２１款諸収入５項３目１節雑入で、駒寄スマートＩＣ大型車対応化事業に係る前橋市負

担金１，５９７万３，０００円の増です。こちらは単独事業費分の増に伴い、前橋市から

の負担金が増額となりました。 

      歳入の最後、２２款町債につきましては、先ほど地方債の補正にて説明させていただき

ましたので、省略させていただきます。 

      次に、歳出の主な補正内容につきましてご説明いたします。 

      なお、給料、職員手当、共済組合負担金、退職手当組合負担金は、全款項目を通じて人

事異動等による増減となっておりますので、個別の説明は省略させていただきます。 

      それでは、１９ページ中段をごらんください。 

      ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委託料、例規集内容精査業務委託で４

４０万円の増となります。こちらは組織機構改革を含む例規集全般の内容精査業務となり

ます。 

      次に、２０ページ上段をごらんください。 

      ２款総務費１項総務管理費９目基金費２５節積立金、財政調整基金１，０８１万５，０

００円の増ですが、こちらは平成３０年度の決算により実質収支が確定したことによる積

立金の増でございます。 
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      次に、ページが飛びますが、２４ページ中段をごらんください。 

      ３款民生費１項社会福祉費６目障害者福祉費２３節償還金、利子及び割引料で、返納金

３，８７３万３，０００円の増となります。こちらは平成３０年度の事業の精算に伴い国

と県に返還するものとなります。 

      次に、２５ページ中段をごらんください。 

      ２項児童福祉費３目児童保育費２３節償還金、利子および割引料で、返納金１，１７６

万８，０００円の増となります。こちらも平成３０年度の事業の清算に伴い国と県に返還

するものとなります。 

      ２６ページ中段をごらんください。 

      ４款衛生費１項保健衛生費２目予防費１３節委託料で５３６万７，０００円の増です。

こちらは風疹の追加対策に伴う抗体検査や予防接種、またクーポン券の作成業務等に係る

経費となります。 

      次に、２８ページ下段をごらんください。 

      ６款農林水産業費１項農業費７目渇水対策施設維持管理費１８節備品購入費で６３８万

円の増となります。こちらは、予備用の小倉揚水機場揚水ポンプを購入するものとなりま

す。その下、８目農業集落排水事業費２８節繰出金で、農業集落排水事業特別会計繰出金

７３５万４，０００円の増です。主に人件費の増に伴うものとなっております。 

      次に、３１ページ下段をごらんください。 

      ８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費１３節委託料で、測量設計委託料５５０万円

の増です。こちらは大久保五郎平太橋付近の用水路移設に伴う設計業務委託です。その下、

１５節工事請負費で、道路維持補修工事（単独）１，２４５万円の増です。こちらは、町

内の道路や側溝などの緊急補修工事の増によるものです。 

      次に、３２ページ上段をごらんください。 

      ３目道路新設改良費１３節委託料で、道路改良測量設計委託料（単独）６００万円の増

です。こちらは大久保南下線の詳細設計委託料となります。その下、１７節公有財産購入

費で、用地買収費（単独）３６６万７，０００円と、２２節補償・補塡及び賠償金で道路

改良工事ほか６５０万円の増です。こちらは主に三宮・駒寄線の用地買収や工作物の移転

補償に伴うものです。その下、４目交通安全施設等整備事業費１５節工事請負費で建設工

事（単独）４００万円の増です。こちらは町内の道路区画線などの設置工事となります。 

      ３３ページをごらんください。 

      ８款土木費４項都市計画費２目都市施設費２２節補償、補塡及び賠償金で補償費（スマ

ートＩＣ）３４９万８，０００円の増となります。こちらは駒寄スマートＩＣ大型車対応

化事業での渋川工業用水道消費税が確定したことに伴う移転補償費の増となります。その
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下の、３目下水道費２８節繰出金で、公共下水道事業特別会計繰出金８８９万４，０００

円の増です。こちらは人件費や工事費、公用車購入費の増に伴うものです。 

      次に、３５ページをごらんください。 

      １０款教育費２項小学校費３目学校建設費１５節工事請負費で６７９万８，０００円の

増です。現在、明治小学校において緊急車両等の進入が困難となっている箇所があるため、

そちらを解消するための校庭整備工事となります。その下、３項中学校費３目学校建設費

１５節工事請負費で５５０万円の増です。こちらは、吉中校舎増築工事による定員増に伴

い、既存校舎の非常用放送設備を改修する必要が生じたことによる工事費の増となってお

ります。 

      次に、３９ページをごらんください。 

      １２款公債費１項公債費１目元金及び２目の利子ですが、どちらも平成３０年度事業の

借入分の借入先が確定したことに伴う補正となります。 

      ここまでが歳入歳出補正予算の主な増減内容となっております。 

      また、４０ページから４２ページまでは、給与費明細書となっております。 

      最終の４３ページは、地方債の平成２９年度末及び平成３０年度末における現在高並び

に令和元年度末における現在高の見込みに関する調書です。今回の補正予算で臨時財政対

策債等、起債の借り入れ限度額を変更いたしましたので、本調書を添付させていただきま

した。 

      また、参考資料といたしまして、本補正予算の説明資料となりますが、Ａ４判で１９ペ

ージの別冊を添付させていただきました。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ３２ページとありますけれども、１７節に公有財産購入費とありますけれ

ども、用地買収費というふうにありますけれども、これは場所の特定等、図面からある場

所を示してほしいのと、それと面積で、平米単価どのぐらいを予定しているのか。 

      そのほかに、ちょっと私聞き逃したんですけれども、移転補償という言葉がこの辺であ

ったと思うんですけれども、その移転補償は何をどう動かしてその単価、設計単価、基礎

単価についてもお示しをください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 
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町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、担当課長のほうより説明申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） ご質問の用地買収費の関係ですけれども、路線名につきましては三

宮・駒寄線の未改良部分になります。面積につきましては、申しわけありません、今手元

に資料がございません。 

      あと、移転補償の関係なんですけれども、現地には流竹木、木とか果実のものがあった

りとか、あと建物も一部ございます。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ですから、今手元にないじゃなくて、だから今買うんだから、予算を設定

しているんだから、どこのものを、どういう、その移転補償の中身が全然見えなくて、だ

から後でじゃなくて、そしてまた今移転補償でも建物の補償であるとか流竹木ですか、こ

れはだから何がどれだけあってどういう形、その積算根拠となるものがあるんですよね。

だから、それを示してくださいと言っているんです。恐らく何かを、移転補償だから、そ

れを動かすのはわかります。でも、だからどんなものが、何が幾つあって、どれが幾つあ

ってといってその値段が出るのですから、その値段の根拠になったものは何ですか。それ

が、だから聞きたいのは、私はそのときそのときによって、これまでもありましたけれど

も、皆さんはそれで順当な値だとは言うんだけれども、これまでも移転補償といって、こ

この親指のあんちゃんぐらいの程度の、何万で補償したり、到底受け入れられないような

ものもやっぱりあったんです。ですから、そういう中身を知りたいんです。だから、それ

を見てなるほどこれだったら正当な値段なんでしょうというふうに判断するわけですから、

それの根拠となるもの、金額、それで何が何本あってそして幾らになるというわけでしょ

うから、それが全く見えないで理解しろと言っても、それは全くそうでしょう。わからな

いですから。だから、私たちがそれを見てなるほどそうなのかというふうに納得できるも

の、それが移転補償しようとする公有財産だって本来であればそういう質問があれば、す

ぐ出なければいいです。少なくてもその図面を提出して、それでそこのところに何平米あ

って、平米単価が幾らですといって、予算としては皆さんが提出して、私たちがそれを見

て、それが高いか安いかで判断するわけですから。その検討する材料がなければ検討しよ

うがないですから。 

      これ補正予算全体に言えることなんですけれども、なるべくそういうことがわかる説明、

その委員会等でもするかもしれませんけれども、私は委員じゃありませんから、できる範
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囲でそちらの説明を受けないことには最終的な決定をできないので、その部分を理解して

よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、担当課長のほうより説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 用地の関係なんですけれども、当初予算に掲載させていただいた単価

の面積が、今資料が用意できました。単価の今現在の予定は６，２３３円掛けることの５

００平米となっております。これらが三宮・駒寄線になります。もう一つの筆が大藪１２

号線なんですけれども、こちらはちょっと１筆ということで調整の金額となります。 

      また、三宮・駒寄線の先ほどの建物とか工作物、流竹木の本数とかにつきましては、大

変申しわけないんですけれども今現在用意しておりませんので、また後日提示できればと

考えています。お願いします。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５６号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２３ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２３、議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）の提案理由を申し上げます。 

      この補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９８万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，２１２万５，０００円とするものであり

ます。 

      補正の内容につきましては、平成３０年度決算の確定による繰越金の増額によるもので

ございます。 

      詳細につきましては教育委員会事務局長に説明させますので、よろしくご審議の上、可
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決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） それでは、議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別

会計補正予算（第１号）の補足説明をいたします。 

      この補正の内容といたしましては、先ほど町長が申し上げましたとおり、平成３０年度

決算が確定いたしまして、実質収支額が１１８万１３４円となりました。これを令和元年

度の繰越金として歳入額を補正するものです。 

      補正予算書の２ページの「第１表」歳入をごらんください。 

      第３款の繰越金の既決予算ですが、２０万円を見込んでおりましたが、決算額の確定に

伴いまして繰越金が１１８万円になったことから、９８万円の増額をさせていただくもの

でございます。 

      歳出につきましても、歳入と同額の補正をお願いし、こちらは７ページになりますが、

１目学校給食費第１６節原材料費の給食用食材料費を９４万８，０００円、同学校給食費

２７節公課費の消費税を３万２，０００円増額させていただくものでございます。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第６３号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２４ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２４、議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について提案理由を申し上げます。 

      歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，２５９万２，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９，７０６万４，０００円としたいものでございます。 
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      詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決くださいます

ようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      ２ページの「第１表・歳入歳出予算補正」につきましては、主な内容を事項別明細書に

て説明をし、その後、４ページ、「第２表・地方債補正」の説明をさせていただきます。 

      議案書の７ページをお願いいたします。 

      歳入より説明いたします。 

      歳入、第１款分担金及び負担金１項負担金１目受益者負担金、一括納付分１６９万８，

０００円の追加。大久保、長坂地区の公共下水道供用開始に伴います納付額の確定による

増となっております。 

      第３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道費国庫補助金、社会資本整備総合交付金３，

１２０万円の追加。こちらにつきましては国交省所管の補助金ですが、交付金の追加によ

るものとなっております。社会資本整備総合交付金については、当初予算で４，８００万

円を計上させていただきましたが、追加交付により交付額が７，９２０万円に確定された

ことによる補正となっております。 

      続いて、８ページをお願いいたします。 

      第５款繰入金８８９万４，０００円の追加。歳入歳出の相殺によります追加補正となり

ます。 

      第８款町債４，９９０万円の追加。公共下水道事業供用開始区域の工事費追加などの、

事業費増額に伴う財源措置として、下水道事業債を追加させていただくものでございます。 

      ９ページをごらんください。 

      続いて、歳出について説明いたします。 

      歳出、第１款下水道費１項下水道費１目総務管理費１，１４３万５，０００円の追加。

２節給料から４節共済費及び１９節の負担金にかかわる追加につきましては、４月の人事

異動に伴う給与等の追加補正となっております。また、１３節委託料５９０万円の追加に

ついては、地方公営企業法適用に伴う資産台帳更新及び資産評価業務委託費となります。 

      ３目建設費８，１８３万５，０００円の追加。主には、１５節の工事請負費８，０１４

万４，０００円の追加となっております。内容につきましては、下水道工事（補助事業

分）で６，２２２万８，０００円の追加。下水道工事（単独事業分）で１，７９１万６，

０００円の追加補正をお願いするものとなっております。 

      歳出につきましては、以上でございます。 
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      戻りまして、４ページをお願いいたします。 

      地方債の変更でございますが、「第２表・地方債補正」で起債の目的、公共下水道事業

債で事業費見込額の追加に伴い、起債の限度額を５，９７０万円から１億３７０万円に、

また記載の目的、公営企業会計適用債で事業費見込み額の追加に伴い起債の限度額を６５

０万円から１，２４０万円に変更させていただくものでございます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今の説明で、社会資本整備交付金が追加になったということで、工事を新

たに８，０００万円ですか、ふやすということなんですけれども、これは町の計画ですと

ここの計画でどこに充てる、場所です。どこがどうなんだという説明がないんですけれど

も、金額は聞いたんですけれども、これではどこの工事をするというやつが全くないんで

すけれども、どうなんですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しまして、担当課長より説明させます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） ただいまご質問いただきました場所等の関係でございますが、今年度

の公共下水道工事につきましては、当初予算において大久保の三津屋地区、不動久保地区

というところを当初工事予定ということで予算化をさせていただきましたが、今回追加と

いうことでさせていただく場所につきましては、やはり大久保の三津屋地区、道城辺玉地

区の一部ということになります。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） これ予定でこれだけの大体８，０００万円で、戸数でどのぐらいふえるわ

けですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 担当課長より説明させてもらいます。 
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議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） ただいま戸数ということでご質問をいただいたわけなんですが、こち

らの道城辺玉地区の追加工事につきましては、主に幹線ということで工事をさせていただ

くということで、全体の工事費の中では今回供用開始に向けての工事計画で、全体計画で

は３６．６ヘクタールということで面積を定めさせていただいて、この中の接続人数でご

ざいますが、世帯数が４９６、人数につきましては１，４７１ということで、随時年次計

画で行っております。この中で、今回追加部分につきましては、何戸何名というよりは、

どちらかというと幹線ということでご理解いただければありがたいと思います。 

      以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ありますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５７号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２５ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

               ２号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２５、議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）について提案理由の説明を申し上げます。 

      歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２４４万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１８億３，６６０万３，０００円とするものであります。 

      なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、ご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） それでは、補正予算の主な説明をさせていただきます。 

      歳入歳出予算事項別明細書にて説明をさせていただきます。７ページをごらんください。 

      歳入の部、第１款国民健康保険税については、本算定を行ったことによる所要の補正に
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なります。 

      次に、８ページ、第７款第２項第１目国民健康保険基金繰入金及び第８款第１項第２目

その他繰越金につきましては、平成３０年度決算に伴い繰越金が発生したことによる所要

の補正となります。 

      次に、歳出に移ります。９ページをごらんください。 

      歳出の部、第１款第１項第１目一般管理費につきましては、プログラム改修に伴う補正、

第３款第１項医療給付費分、第２項後期高齢者支援金等分及び１０ページ、第３項介護納

付金分につきましては、群馬県への納付金の確定に伴う補正となります。 

      以上になります。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

      ただいま議題となっております議案第５８号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

      ここで暫時休憩といたします。再開は３時４５分といたします。 

          午後３時２９分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後３時４５分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２６ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

             １号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２６、議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）について提案理由を申し上げます。 

      歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億８，７１５万２，０００円としたいものです。 

      詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。 
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議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      ２ページの「第１表・歳入歳出予算補正」につきましては、主な内容を事項別明細書に

て説明をさせていただきます。議案書７ページをお願いいたします。 

      歳入より説明いたします。 

      歳入、第３款繰入金７３５万４，０００円の追加。歳入歳出の相殺によります追加補正

となります。 

      第６款町債２１０万円の追加。次年度予定の地方公営企業法適用に係る業務委託費の追

加に伴う財源措置として補正をお願いするものでございます。 

      続いて、歳出について説明いたします。 

      ８ページをお願いいたします。 

      歳出になりますが、第１款農業集落排水事業費１項農業集落排水事業費１目総務管理費

９２０万２，０００円の追加です。主な歳出の内容ですが、２節から１９節までの大半が

４月の人事異動に伴います人件費、給与等の追加補正で、２節給料で３３１万７，０００

円、３節職員手当等で１６０万８，０００円、４節共済費で１１４万円、１９節負補交、

退職手当負担金７７万３，０００円の追加となっております。なお、１９節の負補交、渋

川広域ゴミ運営費負担金２５万９，０００円の追加は、汚泥処理量の確定によります補正

となっております。また、１３節の委託料で２１０万円の追加につきましては、地方公営

企業法適用に伴います資産台帳更新及び資産評価業務委託費の追加となっております。 

      続いて、２目施設管理費１３節委託料２２万円の追加。農業集落排水処理施設３カ所の

消防用設備等保守点検業務委託費の追加となっております。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第５９号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２７ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

             号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２７、議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 
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      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）についての提案理由を申し上げます。 

      歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５４８万円を増額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１４億８，９７８万８，０００円とするものであります。 

      補正の内容につきましては、主に平成３０年度の繰越金の額の確定に伴うものでござい

ます。 

      なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、ご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） それでは、補正予算の主な内容の説明をさせていただきます。 

      歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。 

      ７ページをごらんください。 

      第１款保険料、第２款国庫支出金、第３款支払基金交付金、８ページ、第４款県支出金

及び第６款第１項第２目地域支援事業繰入金は、１１ページ、歳出、第４款第３項第１目

一般介護予防事業費の増額に伴う歳入の増となります。 

      ページを戻りまして、８ページをごらんください。 

      第６款第１項第５目その他一般会計繰入金は、歳出の１０ページ、第１款第５項第１目

計画策定委員会費の増額に伴う歳入の増となり、歳出の内訳につきましては、計画策定に

伴いアンケート対象者の拡大によるものとなります。 

      ページを戻りまして、９ページをごらんください。 

      第６款第２項基金繰入金及び第７款繰越金は、１１ページの歳出、第５款諸支出金及び

第７款基金積立金については、平成３０年度決算により繰越金が確定したことに伴う補正

となり、国への返還金、基金の積み立てが主なものになります。 

      説明については以上になります。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第６０号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２８ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２８、議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）についての提案理由を申し上げます。 

      歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７５万６，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億９，０４２万７，０００円とするものでございます。 

      補正の内容につきましては、主に平成３０年度の繰越金の額の確定に伴うものでござい

ます。 

      なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、ご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） それでは、補正予算の内容を歳入歳出予算事項別明細書で説明させて

いただきます。 

      ６ページをごらんください。 

      第３款第１項第１目繰越金ですが、平成３０年度決算により繰越金が確定したことによ

り計上し、７ページ、歳出、第２款第１項第１目後期高齢者医療広域連合納付金として同

額を計上するものとなります。 

      次に、６ページ、第４款第２項第１目保険料還付金につきましては、還付金の不足に伴

い計上するもので、同額を、７ページ、第３款第１項第１目保険料還付金として計上する

ものとなります。 

      以上になります。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第６１号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２９ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２９、議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

      収益的収入及び支出においては、支出で１８２万６，０００円の追加補正を、また資本

的収入及び支出においては、支出で１２万６，０００円の追加補正をお願いするものでご

ざいます。 

      詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。 

      議案書２ページ、水道事業会計補正予算実施計画をごらんください。 

      収益的収入及び支出ですが、支出、第１款水道事業費用１項営業費用１目配水及び給水

費３２４万７，０００円の追加、２目総係費１４２万１，０００円の減額、いずれも４月

の人事異動に伴います人件費の追加と減額になりますが、収益的支出において合計１８２

万６，０００円の追加補正をお願いするものです。 

      次に、資本的収入及び支出では、支出、第１款資本的支出１項建設改良費１目配水設備

工事費、人件費１２万６，０００円の追加、これも４月の人事異動に伴う人件費の追加補

正をお願いするものでございます。 

      なお、予算参考資料として補正予算明細書を添付しておりますので、申し添えさせてい

ただきます。 

      以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第６２号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３０ 同意第７号 吉岡町教育委員会教育長の任命について 

議  長（山畑祐男君） 日程第３０、同意第７号 吉岡町教育委員会教育長の任命についてを議題

といたします。 

      山口教育長の一身上にかかわることですので、山口和良教育長を除斥といたします。山

口和良教育長は議事が終了するまで退席をお願いいたします。 

      暫時休憩といたします。 

          午後３時５７分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後３時５７分再開 

議  長（山畑祐男君） 再開いたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 同意第７号 吉岡町教育委員会教育長の任命について、提案説明をさせ

ていただきます。 

      本案は、吉岡町教育委員会の教育長が本年９月３０日をもって任期満了となるため、次

の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に

より、議会の同意をお願いするものでございます。 

      同意を求めたい教育長候補は、現職の山口和良氏でございます。生年月目及び住所は、

議案書に記載のとおりでございます。 

      同氏は、令和元年６月５日に議会の同意をいただき、同日付で任命されて以来、町の教

育行政の発展のためにご尽力をされておられます。前教育長の後任としての残任期間が本

年９月３０日で満了いたしますが、山口和良氏に引き続き吉岡町の教育行政のためにご協

力をお願いしたいと考えております。 

      なお、任期は、令和元年１０月１日から令和４年９月３０日までの３年となります。 

      何とぞ同意いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      お諮りします。 

      ただいま議題となっております同意第７号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の規
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定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認め、よってそのとおり決します。 

      これより討論を行います。 

      討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

      これより起立により採決を行います。 

      同意第７号 吉岡町教育委員会教育長の任命についてを原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      よって、同意第７号は原案のとおり同意されました。 

      山口教育長の除斥を解きます。 

      暫時休憩といたします。 

          午後４時００分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後４時０１分再開 

議  長（山畑祐男君） 再開いたします。 

      山口教育長に申し上げます。先ほど同意第７号は同意と決定されましたので、報告いた

します。 

      ここで、山口教育長からの発言の申し入れがありましたので、これを許可いたします。 

              〔教育長 山口和良君登壇〕 

教 育 長（山口和良君） ただいま吉岡町教育委員会教育長任命について同意をいただきました山口

和良です。議員の皆様に感謝申し上げるとともに、改めてその責任に身の引き締まる思い

であります。 

      ６月５日の拝命から３カ月がたち、教育行政に係る成果や諸課題が少しずつ見えてきた

ところです。今後も議員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら、非力ではありますが

吉岡町教育行政のますますの充実、発展のために誠心誠意尽くしてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３１ 同意第８号 吉岡町教育委員会委員の任命について 

議  長（山畑祐男君） 日程第３１、同意第８号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と
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いたします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 同意第８号 吉岡町教育委員会委員の任命について、吉岡町教育委員会

の委員１名が本年９月３０日をもって任期満了となるため、次の者を委員に任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を

お願いするものでございます。 

      同意を求めたい委員候補者は、長島忠行氏でございます。生年月日及び住所は議案書に

記載のとおりです。 

      長島忠行氏は吉岡町出身で、吉岡中学校から渋川高等学校を卒業され、その後農林大学

校に進学し、卒業後は民間団体に就職され、３５年以上にわたって勤務された後、平成２

８年からは当該団体の常勤監事として現在も活躍されております。また、地元での信頼も

厚く、吉岡町交通安全会の本部役員を１０年以上にわたって務め、地域の交通安全のため

ご尽力いただいているほか、過去には体協のバスケット部で活動する傍ら、スポーツ少年

団のミニバスで子供たちの指導をされておられました。 

      さらに、同氏は人格が高潔であるとともに、教育及び文化に関し識見を有する方であり、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第５項の規定も満たしております。 

      なお、任期は、令和元年１０月１日から令和５年９月３０日までの４年となります。 

      何とぞ同意いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） この方が同意されるということになりますと、教育委員の男女の比率はど

うなりますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しましては、事務局長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） この方がなると、男性２名、女性２名という形になります。 

議  長（山畑祐男君） ほかに質疑ございませんか。 
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              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      お諮りします。 

      ただいま議題となっております同意第８号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認め、そのとおり決します。 

      これより討論を行います。 

      討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立によって採決を行います。 

      同意第８号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      よって、同意第８号は原案のとおり同意されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３２ 請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願 

議  長（山畑祐男君） 日程第３２、請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求

める請願を議題といたします。 

      紹介議員の金谷康弘議員は、この請願について発言がございますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） ただいま議題となっております請願第２号は、文教厚生常任委員会に付託

いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

      これにて散会いたします。 

      ご苦労さまでした。 

          午後４時０６分散会 
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    令和元年第３回吉岡町議会定例会会議録第２号     

令和元年９月３日（火曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第２号 

   令和元年９月３日（火曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問（別紙一般質問表による） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君    ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 岩 﨑 信 幸 君 

 １２番 平 形   薫 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 山 畑 祐 男 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 政 策 課 長 髙 田 栄 二 君 

財 務 課 長 髙 㳖 淳 巳 君  町 民 生 活 課 長 福 島 良 一 君 

健 康 福 祉 課 長 米 沢 弘 幸 君  産 業 建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長  笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  中 島   繁     主      事  田 中 美 帆 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（山畑祐男君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

      福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） きのう、議案第５４号 防災無線のデジタル化設置工事請負契約の締

結について、小池議員の質問でありました設計書を本日提出させていただきました。 

      また、平形議員の質問の戸別受信機の設置に係る経費ですが、戸別受信機１台４万２，

０００円、アンテナ１万４，７００円、労務費が２万６００円ぐらいで戸別受信機１台に

つき７万７，３００円ぐらいになります。 

      また、９月１日の世帯数が８，１１６世帯でありますので、５，１２５台を差し引くと

２，９９１世帯となります。これに先ほどの７万７，３００円を掛けると２億３，１２０

万４，３００円になりますが、平成３０年度の設置台数は５，０９１台でありまして、こ

れは、現在の設置希望者であります。その設置希望者につきましては、設置予定の５，１

２５台で対応できると考えているところであります。 

      しかし、その希望者について再確認を行いたいという考えで、今回アンケートをとらせ

ていただきました。 

      その後の対応につきましては、アンケートの結果を見て考えていきたいと思っていると

ころでございます。以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） 昨日の小池議員の質問に対する補足答弁でございます。 

      大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 昨日、議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算においてご

質問いただきました町道三宮駒寄線の補償について説明をさせていただきます。 

      町道三宮・駒寄線用地測量調査業務委託として、平成３０年６月に発注しまして、３１

年度に繰り越しております。中間報告的に捉えた概算額で９月補正に予算計上をさせてい

ただきました。内訳としましては、工作物として道祖神、ごみステーション、物置など、

５件で概算で２５０万円、立竹木としましては、カキやクリなど、木が多くございますが、

土地の境界が決まらなかったため、この事業を繰り越しております。ですので、数量が確

定しておりません。したがって、立竹木も概算で２５０万円。その他、移転雑費や動産移

転費用など、概算で１５０万円、合計で６５０万円となります。 
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      以上、よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 本日とあすの両日、一般質問を行います。 

      通告のあった９人のうち、本日は５人の通告者の一般質問を行います。 

      これよりお手元に配付してあります本日の議事日程（第２号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 一般質問 

議  長（山畑祐男君） 日程第１、一般質問を行います。 

      その前に、お手元に資料番号１、２、３がそれぞれ配付されていると思いますけれども、

同じものが重複して配付されていますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

      それでは、５番富岡大志議員を指名いたします。５番富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君登壇〕 

５  番（富岡大志君） ５番富岡です。議長への通告に従い一般質問を行います。 

      最初に、機構改革と職員配置に関して質問します。 

      子育て世代を中心に人口がふえ続けている吉岡町でありますが、以前より町民の数に対

して役場職員の数が少ないのではという指摘があります。いわゆる人員不足により、１人

の職員が複数多岐にわたる業務を兼任し並行して業務に当たることで、１人の職員の業務

量がパンクしかけていないかとか、日々の業務に忙殺され、将来的な構想の面がおろそか

になってしまうのではという懸念の声があります。 

      資料１をごらんください。 

      ちょっと小さくて恐縮なんですが、平成３１年３月に出された総務省自治行政局公務員

部の資料ですね。類似団体別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）、これによります

と、吉岡町の人口１万人当たりの職員数は、普通会計ですと４６．７１と、類似団体町村

Ⅴ－２ですね、人口２万人以上、産業構造Ⅱ次、Ⅲ次８０％以上かつⅢ次６０％以上の団

体で、これ１０２団体あるんですけれども、少ないほうから１１となっています。比較し

て見ると、次のページの上のほうに吉岡町と非常に近い類似団体であります千葉県の酒々

井町、こちらは面積とか人口、そして、ベッドタウンとして人口がふえてきたというとこ

ろもよく似ているんですけれども、こちらが２万９５４人、こちらに対して、普通会計職

員数が１５９人で７５．８８人と１万人当たりなっていまして、吉岡町と比べると吉岡が

６割ぐらいということになります。 

      ちなみに、玉村町も同じ類似団体なんですけれども、こちらは５７．３０人、また参考

で、区分が違うんですけれども、お隣の榛東村は５５．５４人という形になっています。 

      大まかなところにはなるんですけれども、このような比較の中で、吉岡町の職員という

のが足りていない感が、少ない感がある中で、今後の人口増の予想がありまして、また、
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機構改革というのが行われていくこともあり、このままで人数的に大丈夫なのかという不

安があるわけなんですけれども、こちらに関してお尋ねします。 

      まず、職員数を今後の人口増に対応できるような強化、つまり増員をしていくべきであ

り、機構改革も考え合わせ、長期的な視野に立った職員の人員配置と育成をしていくべき

だと思うんですけれども、こちらに関する町長の見解についてお答えいただければと思い

ます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） おはようございます。 

      議会２日目、きょうからあす２日間、９人の議員さんから質問をいただきました。誠心

誠意答弁をさせていただきます。 

      まず本日は、最初に富岡議員より機構改革と職員配置に関してのご質問をいただきまし

た。これから答弁をさせていただきます。 

      職員の増員、機構改革も考え合わせ、長期的な視野に立った職員の人員配置と育成につ

いてご質問をいただきました。 

      まず、比較の前提となっております総務省が公表している類似団体別職員数の状況につ

きましては、数値的に見ると議員ご指摘のとおり、吉岡町の人口１万人当たりの職員数は

一見かなり少なく見受けられます。しかしながら、この指標は公立保育園等に勤務する保

育士なども職員数としてカウントしていますので、公立保育園がない当町は、ある自治体

に比べ数値が低く算出されているのが実態と言えます。 

      そういった前提を考慮いたしましても、今後の人口増加も見込まれる中、国の動向や住

民ニーズを捉えながら、的確な行政運営を実施していくためには、職員の増員を含めた適

切な人員配置は不可欠であると考えております。 

      こうした視点に立って、来年度に実施予定の機構改革を見据えて、今後の人員配置と定

員計画については、現在検討中でございます。 

      また、職員の育成については、職員一人一人を人材として捉え、個々の能力を引き出す

ことでより質の高い行政を実現していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） ５番富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 類似団体のところで、保育士のほうも話は知っているんですが、例えば先

ほど比較したところというのも保育園の職員数を調べていったら、そんなにたくさんいる

というわけでもない状況なんですよね。そういうところも考慮していただきたいなという

ところでは思うんですけれども、また、新規採用においては、多過ぎるというのは予算の
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面でも問題があるんでしょうけれども、先ほど言いましたとおり、今後の人口増に対応で

きる、もし足りない、予算の面でたくさんいるのは問題なんですけれども、逆に少なくて

もう本当に足りなくなったという事態になると、役場が機能不全に陥ってしまって、非常

に大きなリスクを背負うことになる懸念もありますので、そうならないためにきちんと見

直して考えていっていただけたらと思うところなんですが、ところで、機構改革により業

務や人員配置については、現在検討状況ということなんですけれども、具体的にはどのく

らいまで進んでいるのか。 

      また、機構改革の具体的な内容というのはいつごろお示しいただけるんでしょうか。 

      以上、２点についてお答えいただければと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 機構改革の進捗状況についてでございますが、機構改革については、

一昨年の事務事業棚卸し調査から始まりまして、昨年度は職員に対するアンケートやヒア

リングなどを実施し、委員会を３回、検討部会を１０回開催しております。 

      その中で、３０年度版としての組織が目指す目標や機構図は取りまとめておりますが、

その後町長が新しく就任したこともありまして、町長が目指すもの等の指針等をトップイ

ンタビューを行った上で再度構築をし直しておるところでございます。したがいまして、

進捗状況については、パーセンテージでお示しすることはなかなか難しい部分もございま

す。 

      しかしながら、目標とする令和２年４月に実施に向けて鋭意取り組んでいるところでご

ざいます。３０年度の報告書に係る説明につきましては、また機会を改めた上でご報告を

させていただきたいと考えております。 

      また、最終的な報告等について、来年度４月に実施するとなれば、関係法規の改正やレ

イアウトの変更に係る経費など、遅くとも１２月議会までにはお示しする必要があると考

えておるところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） １２月議会のあたりでお示しいただけるということで、わかりました。 

      その中で、１つお聞きしたいんですけれども、子ども子育てという部分の部門設置、専

門の部門設置というのもぜひ進めていただきたいと思うんですけれども、こちらについて
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はいかがお考えなんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 子育て世代包括支援センターのことと思いますが、ご承知のとおり、令

和２年度までに設置が求められているものでございます。 

      このセンターの設置については、私の所信表明にもありましたとおり、大変重要なもの

と認識しております。 

      現在検討が進んでいる機構改革において、重要課題の１つとして指示しているところで

もございます。 

      設置については、当然のことながら行う予定でありますが、現在最終的な形を整理して

いるところでありますので、先ほどお話しさせていただいた１２月議会において正式にお

話しできるものと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） その子ども子育てというのが、子育て世代包括センターのことを指してい

るんじゃなくて、やはり１８歳まで、例えば中学卒業までとか、学校の小学校、義務教育

部分まで全部含めた部分での子ども子育てという部分で想定していたんですけれども、今

まだ検討段階という形で、１２月にその辺またお聞かせいただければと思います。 

      次の質問に移りたいと思いますが、次は、職員の中途採用に関しての質問です。 

      職員の年齢層のバランス、こちらは平成３０年度の主要施策の報告書の１１ページにも

グラフで載っているので、皆さんも見たことがあるかもしれないんですけれども、年代層

のバランスというところですね。そのところなんですけれども、中途採用により、こちら

の望む人材を他の自治体の公務員とか、それを経験された退職者とか、あと民間の専門職、

これも定年退職者を含むなんですけれども、こういう方たちにバランスを埋めるような形

で求めていくのも一つの方法ではないかと思うんですけれども、この中途採用による職員

体制強化に関する町の見解についてお答えを求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 吉岡町の採用試験の受験対象年齢は、以前は２６歳未満としておりまし

たが、３年前から３０歳未満に引き上げたところ、ほかの自治体や民間企業などのさまざ

まな職場を経験した中途採用者の数もふえてきているのが実態でございます。 

      近年は、複雑多岐化する行政需要に応えるため、福祉や建設に関する専門職が重宝され、

他自治体でも予定どおりに採用が進まないケースが多いようです。 
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      こうした意味でも、職員体制強化を図るため、特に専門職の採用に関しては、経験豊富

な人材を確保できるように、今まで以上に中途採用の枠を広げて検討する必要もあろうか

と考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 今専門的な仕事、経験豊富というお言葉をいただいたんですけれども、そ

ういう部分について、ちょっとお尋ねするところなんですが、定年退職者をされた自衛官

の採用という部分についてはいかがお考えなんでしょうか。 

      資料２のところで、ちょっとすごく細かくて恐縮なんですが、自衛隊は、精強さを保つ

ために若年定年制と任期制という制度を採用していまして、若年定年制の自衛官は、５３

から５６歳、吉岡町でいくと課長クラスの皆さんがこのくらいの年齢に当たるのかなと思

うんですけれども、このくらいで退職することになります。まだまだ若くて、経験に富ん

で、規律正しさとか真面目さとか、行動力、実行力、そういうものにたけていて、地方自

治体ではまさに即戦力となり、活躍されているようです。 

      この資料２のとおり、退職自衛官を防災・危機管理担当ポストで採用する動きが全国の

自治体で進んでいるようです。ごらんいただいているとおり、隣の渋川市でも活躍されて

いるのは皆さんご存じのことではないでしょうか。 

      自衛官が退職後、在職中に培った専門知識等を生かして地方公共団体、我々にとっては

吉岡町に採用されることによって、自衛隊と地方公共団体との緊密な協力関係、これが構

築され、相互の連携の強化を図ることができるという大きなメリットがあると思います。 

      また、これは私の身近であった事例ですけれども、危機管理担当以外でもその経験、能

力を生かして、総務関係で活躍されている事例も私は知っています。 

      このように、退職自衛官に誇りを持って、その専門的知識、能力、経験等を吉岡町で活

用していただくことは、吉岡町にとっても大きな利益となるのではないでしょうか。この

ように考えるんですね。 

      退職自衛官の採用については、吉岡町からも積極的に働きかけていくべきだと思うんで

すが、いかがでしょうか。退職自衛官の採用に関しての町長のお考えについてお聞かせく

ださい。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長に答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 
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総務政策課長（髙田栄二君） 現在、当町では定年退職をした９名の再任用職員が勤務しておりまし

て、また、群馬県小中学校の教諭を定年退職された方を嘱託職員として任用し、前職の経

験を生かした業務についてもらっております。 

      こうした採用事例から、若年定年制により退職された自衛官の方に働いていただくこと

は、年齢的にも十分可能であるというふうに認識をしております。 

      また、業務内容といたしましては、議員ご指摘のとおり、特に防災や危機管理の分野で

今までの経験を生かせるというふうに認識をしておりますし、また、自衛官といってもさ

まざまな業務がありますので、異動歴等によってはほかの部署でも活躍できる所属もあろ

うかと思います。 

      ただ、実際採用する場合には、給与や役職など、処遇面での検討が必要になってくると

思われます。実際に退職自衛官を採用している市町村の状態などの情報収集等よくした上

で判断をしていきたいと考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） その防災とか危機管理担当のこの部門についての必要性というのは、どの

ように今お考えなんでしょうか。 

      課をまたがる形での配置とか、機構改革の中でしっかり考えていくべきではないかと思

うんですけれども、町としては、今どのようにお考えなんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 議員おっしゃいます防災・危機管理担当部門の設置については、これ

まで当町では大規模な災害を経験しておりませんが、近年の災害の頻発化、甚大化に対す

る備えといたしまして必要であると考えております。 

      また、本件については、今回の機構改革検討組織の中でも議論をされておりまして、防

災・危機管理を含めた安全・安心に特化した部署を設置する案を現在検討しておるところ

でございます。 

      現時点では、担当職員をどのように配置するかについてはまだ決定しておりませんが、

機構改革による組織体制を構築した上で、業務内容を精査しながら、現実的な対応をとっ

ていきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 
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              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 今のいただいた答弁から考えると、この部門が創設されれば、いわゆる防

災だけじゃなくて交通安全とか防犯とか、消防とか救命とか、さらに情報管理とか、さら

には行政対処能力、こういうものへの課題に対しても総合的な対策というのが一本化され

ていくというような形になるんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） いわゆる危機管理、それと対外的な組織管理の面で想定しない事実と

いうものは昨今頻発しております。そういった意味で、数課にまたがるというよりも、指

揮命令系統の一本化というものを念頭に置きまして、迅速な意思決定ができるような体制

整備というところでの組織機構の見直しを検討しているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） そうですね。一本化というか、部門から課を乗り越えての指示、伝達とか

も必要になってくる部分だと思うんですけれども、そういう中で、その担当者というのを

想定しての話ですけれども、やっぱり防災とか危機管理に関しては、スペシャリストでな

ければ意味がないと思うんですけれども、その辺の考えはいかがでしょうか。 

      また、災害時には時間が勝負の要素もあり、思い切った決断というのも要ると思うんで

すね。そういう意味も含めて、相当高度な経験と資質がこの担当者に求められ、また、こ

れにかなう人材というのが必要だと思うんですけれども、その辺についてのお考えはいか

がでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） まずは、組織機構としての意思決定の体制の整備と、それに見合う人

材育成と、その人材の育成が間に合わない場合についての応援体制等含めて検討してまい

りたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 



 - 103 - 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） わかりました。そういうポストに退職自衛官が加わっていただくというの

は非常に理想的ではないかと思います。日本各地で大規模な災害が今起きていて、現時点

で大変なことになっています。幾つもの防災・危機管理に関しては、幾つもの課題が議会

で論じられているところですが、防災・危機管理部門の創設と経験豊かなスペシャリスト

の配置によって、これらの課題が大きく改善されていくことを望むところであります。 

      次も、これも中途採用という質問の中である意味関連するところなんですが、地域おこ

し協力隊ですね。吉岡町でもこの地域おこし協力隊の活用を行ってはどうかと思うんです

ね。この協力隊の活用として、吉岡町でもいろいろ想定できるんじゃないかと思うんです

けれども、こちらに関しては、町として今現在どのようなお考えにあるんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しましても総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 地域おこし協力隊についてですが、ご存じのとおり、人口減少や高齢

化の進行が著しい地域におきまして地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動など

を行ってもらいまして、その定住、定着を図ることで、意欲のある都市の住民の皆さんの

ニーズに応えながら、地域力の維持、強化を図っていくことを目的とした制度でございま

して、活動期間についてはおおむね１年以上３年未満とされている制度でございます。 

      県のホームページによりますと、現在県内で６８名の隊員が活動しているとされており

ます。内訳といたしましては、１１市で２２名、町村部では４６名、計６８名となってお

ります。 

      地域おこし協力隊の趣旨にもございます「人口減少や高齢化等の進行が著しい地域にお

いて」とあるように、吉岡町においては人口増ということもありまして、現時点では具体

的な活用は予定をしておりません。 

      ただ、いつまでも右肩上がりの人口増ということは当然あり得ないわけでございまして、

今の時点から対策を検討する必要があろうかと考えております。 

      そのため、県の地域政策課とも情報を共有しまして、地域おこし協力隊に係るイベント

に積極的に職員として参加したりとか、あとは先進事例等の情報等をあわせて収集しなが

ら、その中で町としてどのような取り組みができるかを検討してまいりたいと考えており

ます。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 
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              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 今からの対策というのもありますし、また、例えば小倉乾燥芋のこととか、

あと道の駅、今対岸の道の駅への対策というのもこれから考えていかなきゃいけないとこ

ろなんですけれども、こういうところも協力隊に大いに期待できるのではないかと思いま

すので、その部分含めて、こちらについてはいろいろ研究、検討進めていただきたいと思

います。 

      次に、教育における課題に関してというところで、まずは、校舎など教育関係施設の改

善をということで題して質問していきます。 

      子育て世代を中心に人口がふえ続ける吉岡町、よく使う言葉なんですけれども、今後も

各バイパスの整備とかインターの大型化、大規模小売店舗の誘致とか、こういうものが進

む中で、さらに児童生徒数がふえていくというのは考えられることでありますね。 

      現在も中学校校舎増築とか、駒小体育館の建てかえなどの対応をしていただいていると

ころではありますが、ふえ続ける児童生徒数やクラス数、建物の老朽化、劣化とかもそう

なんですけれども、そういうものに対応して、教育関係施設の修繕とか増改築とか、建て

かえなど、これは計画的かつ早期に進めていただければと思うところであります。 

      吉岡町では、平成２９年３月に吉岡町公共施設等総合管理計画が策定され、令和２年度

までに策定が求められている個別施設整備計画、こちらに関しては、本年度は教育費の中

では作成補助業務委託料という形で２２０万円が計上されているところです。 

      こちらに関して質問していくんですけれども、まずは、現在の教育環境の施設、子供た

ちの利用ということでは、スポーツ関係の体育館等の施設も含むんですけれども、こちら

においての吉岡町公共施設等総合管理計画の進行に関する柴﨑町長の見解、また、個別施

設整備計画を含めた今後の計画進行に対するお考え、簡単に言うと教育インフラ整備の現

状への町長の見解と今後についてのお考えということでお答えいただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 総合管理計画は、あくまでも町全体の公共施設等の状況を把握し、長期

的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化など、計画的に行うことを目的とした計画であ

り、現在は令和２年度までの個別施設計画の策定を目指し、教育施設を含むそれぞれの公

共施設にかかわる計画策定を進めております。 

      個別施設計画の策定後には、長寿命化対応を計画的に取り組んでいくことになりますが、

整備年度のバランスなど、財政面にも考慮し、総合管理計画の見直し等も図っていかなく

てはならないと考えているほか、必要ならば施設の再配置計画の策定等も検討することに

なるかと考えております。 
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議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 施設の再配置計画、そちらについてはまた後ほど類似した質問させていた

だくところでありますが、この吉岡町公共施設等総合管理計画というのは、やはり学校に

ついてのこともいろいろ書かれているんですが、そこの学校に関する基本方針としては、

点検、診断などを重点的に行うとともに、その結果に迅速に対応するなど、適切な維持管

理を行う、予防保全の考え方を導入し、長寿命化を図るとあるんですね。 

      こちらに関してお尋ねするんですけれども、この計画に基づいた具体的な点検や修繕な

どの対応というのは、実際どのような判断で行われているんでしょうか。 

      例えば駒寄小の学校図書館の床の一部にぐらぐらしている場所があるんですよ。これ、

教育長、教育長が校長先生でおられたときに多分もうぐらぐら……、もっと前からもうぐ

らぐらしていたんじゃないかと思うんですね。計画等で行っているとしても、これは例で

すよ。こちらから見て、この例のように、ここは直したほうがいいんじゃないかなと思う

ところが対応されないまま何年も残っているという状態で、ちょっとそこは疑問に感じる

ところなんですね。 

      こういう部分にも目を向けていただければと思うんですけれども、教育長、いかがでし

ょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 私も早速駒寄小の図書館の床がちょっとでこぼこしていると、確認をさせ

ていただきました。 

      その上で答弁させていただきますけれども、学校では建築基準法の第１２条点検、それ

から、専門業者による消防用設備、冷暖房機器、防排煙設備、遊具等、多くの点検が定期

的に実施されており、その中で改修や更新が必要だとの指摘があれば速やかに対応するこ

ととなります。 

      また、比較的少額な費用で修繕ができるものにつきましては、それぞれの学校が予算の

範囲内で対応しておりますし、ある程度大きな修繕工事などについては、そのための予算

を措置し、対応しているところでございます。 

      その他詳細につきましては、教育委員会事務局長に答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 学校では学校の職員による月例安全点検のほか、日々行われて

いる教育活動の中でも学校生活に支障を来すような危険場所が発見された場合には、すぐ
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に教育委員会への報告が行われ、緊急的な対応をするシステムも構築されております。 

      議員がおっしゃるとおり、施設自体の老朽化に伴い、施設の細かな部分のふぐあいがあ

ちこちに発生していることは教育委員会としても認識しておりますが、施設の修繕にはそ

れ相応の費用がかかります。児童の安全や健康を脅かしかねないふぐあい等については、

その都度早急に対応することになりますが、気にはなるけれども、我慢できるような箇所

については、当面様子を見させていただき、何らかの大規模修繕の際にまとめて直すなど

の対応ができればと考えておりますので、このあたりについてはご理解いただければと考

えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 例として出したところというのも精神衛生上余りよろしくないですよね。

子供が学校の建物に行ったときにそこの建物がぐらぐらしているというのは、教育上も余

りよろしくないんじゃないでしょうかね。 

      例えば安全かどうかというのだけで判断するんじゃなくて、そういう要素も含めて考え

ていただければと思います。 

      これ以外にも今体育館建てかえ中なんですけれども、建てかえる前の体育館も天井に通

路穴あいていましたよね。そういうものも危険ではないんだったらいいですけれども、そ

ういう面だけじゃなくて、その穴があいていることにより、きちんと直っていればもうち

ょっと子供たちも物に対して大事にしていこうという気持ちが起こるかもしれないですけ

れども、べこべこになったり穴があいたりしたままの状態で、物を大切にしましょうと先

生たち言えるんでしょうかね。ということも含めて考えていただければと思います。 

      それと、吉中体育館なんですけれども、こちらが一度床が破損して修理が行われたとい

うことなんですけれども、ちょっとこちらに関して説明いただければと思います。 

      というのは、案件が発生してからどのくらいの時間がかかって、それまでの安全対策と

いうのは子供たちや利用者に対してどのように行われたんでしょうか。そこのところを答

えていただければと思います。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） この件につきましては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） ５月１２日に行われた町民バレーボール大会終了後の見回りの

際に床の剝離箇所を発見したとの報告を学校教育室としましては１４日に受けました。そ
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の日のうちに中学校の教員が現地を確認した上で、養生テープによる応急処置を行い、安

全を確認しております。 

      その後、床の修繕及び養生が可能な期間を学校と調整した結果、期末試験中が望ましい

との結論に達したことから、６月１３日を修繕日と設定し、業者による修繕を実施したと

ころとなっております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 早期対応していただいたということで、体育館の床の部分については、社

会問題にもなった部分なので、大けがになりかねないところでありますので、引き続き対

応は早急、かつしっかり行っていただければと思います。 

      それと、明治小学校と吉岡中学校の空調設備なんですけれども、設置から期間が経過し、

故障等も見られるようになってきており、修繕が必要という形になって、計画にはあるん

ですけれども、現在の修繕の状況と設備の更新などに関するお考えについてはどのようで

しょうか。お答えをいただければと思います。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましても教育委員会事務局長に答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 明治小学校、吉岡中学校の空調設備は防衛省の補助を受けてお

り、明治小学校が平成１７年度に、吉岡中学校は平成１９年、２０年度に整備を行ってお

ります。また、明治小学校、吉岡中学校ともに集中ダクトの冷温水機の修繕を明治小学校

が平成２５年に、吉岡中学校は平成３０年に行っております。 

      補助事業で整備したものは、それぞれ処分制限期間が設けられており、防衛省の冷暖房

設備では処分年限が１３年から１５年に定められております。 

      明治小、吉中それぞれ設備が古くはなってまいりましたが、修繕後に大きな故障もなく、

また処分制限期間内でもあることから、現在の段階では全面的な更新の予定はございませ

ん。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） わかりました。こちらも対応がしっかりされているということで、次に進

めますが、駒寄小体育館というのは、現在建てかえ中なんですけれども、明治地区屋内児

童体育施設、つまり明小体育館についても、こちらも老朽化度が１００％を今超えている
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段階なんですけれども、計画においては、建てかえや改修等含め、検討を進めるという形

になっているんですが、具体的な検討として、現在どのように進んでいるんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 明治小学校にある体育館につきましては、防衛省の補助事業により、明治

地区屋内児童体育施設として昭和５４年に建設されております。議員ご指摘のとおり、当

該施設の老朽化は進んでいると私も認識しておりまして、個別施設計画の策定も今年度中

に予定されているところです。 

      今の段階において建てかえ、全面的な改修などについての具体的な検討は開始されてお

りませんが、今後は施設計画の結果等も踏まえて、施設整備を進めていくことになると考

えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 個別施設整備計画、この中で進めていくという形で、わかりました。 

      検討は開始していくのではないかと思うんですけれども、老朽化ということで続けてお

尋ねしますが、老朽化度が現在９０．３％になっている給食センターのこの施設の見直し

についてはどのようにお考えなんでしょうか。 

      計画においては、平成２３年ごろから調理設備や床、屋根等の修繕を計画的に実施し、

長寿命化を図っているとありますが、安全管理面とかふえ続けるクラス数への対応とか、

また、建物の老朽化などを考えると、設備の全面的な更新、つまり建てかえについての検

討も将来に向けて必要な時期に来ているのではないかと思うんですけれども、こちらに関

する町の見解についてお答えいただければと思います。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 給食センターの個別施設計画は、本年６月に策定され、その中で構造軀体

は健全であると思われるが、建物自体の修繕や空調機並びに照明器具の更新等がほとんど

されていない状況であり、施設の長寿命化を図るためには大規模修繕が必要な時期に達し

ている。そして、そのためには１年間程度の改修期間と大規模修繕のために１億３，００

０万円ほどの費用が必要になるとの結果が示されました。 

      給食センターは、昭和６３年に建設されてから既に３１年が経過しており、老朽化も進

んでおりますが、給食センターでは平成９年に制定された学校給食衛生管理の基準に従い、

適性を欠く施設については適宜改修をし、長寿命化を図っている状況でございます。 

      また、衛生管理基準を満たすために設置された冷却機能つき消毒保管庫などの設備によ
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り、施設内の空間はほぼ埋まりつつあり、児童生徒数と教室数の増加に伴いふえてきた配

送用コンテナなどの置き場所にも苦慮しているような状況であります。 

      町教育委員会といたしましては、今回の個別施設計画で示された結果を踏まえ、近いう

ちに給食センター運営委員会に対して本計画の結果を説明し、今後の方向性について協議

をしていただく場を設定できればと考えているところです。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 大規模修繕ということで１億３，０００万円と、あと運営委員会にお話し

されるという形で進んでいくと思うんですけれども、例えばこれ大規模修繕をもし行うと

したら、そこで給食がストップすることになってしまうことに、そういう部分も考えられ

ますよね。 

      ちょっと仮にという形なんですけれども、建てかえると仮定して、それも考えていくべ

きではないかと思って、あと、大規模修繕もそうなんですけれども、現地での大規模修繕

を見据えての建てかえといっても、面積を考えても、建てかえ中の給食の提供のことを考

えても、非常に難しいんじゃないかと思うんですけれども、そういうところを含めての検

討を進めていくべきではないかと思うんですけれども、その辺いかがなんでしょうかね。 

      また、続けてお尋ねするんですけれども、現在役場については、全面的に全体的に手狭

になってきているところなんですけれども、これに対して例えば給食センターの事情も考

え合わせた中で検討を進めていかれてはいかがでしょうか。 

      例えば子育て世代包括支援センターとか、例えば子ども子育て課とか、例えばですけれ

ども、そういう部門というのを給食センターと併設する形で、複合施設という形での設置

に関しても検討していくべきではないかと思うんですけれども、こちらに関する見解はい

かがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 給食の提供は中断できないという状況から見ましても、議員が

言われるとおり、現地での建てかえは現実的ではないと思われますが、このことにつきま

しては、今後の方向性を議論する際に協議されることになると考えています。 

      また、併設による整備も検討すべきではないかというご質問についてですが、仮に検討

の結果、給食センターの建てかえが望ましいとなった場合については、具体的な段取りに
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ついて町部局とも調整することになると思われまして、そのような際にそのような選択肢

についても協議されるものと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 先ほどの明小体育館、また今の給食センター、今のことの検討結果という

部分については、できるだけ早いうちにお示しいただければありがたいかなと思うところ

であります。 

      次に進みます。 

      次は、英語教育の充実強化に関してなんですけれども、資料３になります。 

      上のほう、中学校のほうですね。群馬県で４０．９％と書いてあるところです。平成３

１年４月に平成３０年度英語教育実施状況調査の結果が公表されていました。これは、皆

さん上毛新聞の記事にもありましたので、ご存じの方もいらっしゃるんじゃないかと思う

んですけれども、平成３０年６月の閣議決定、第３期教育振興基本計画では中学校の卒業

段階で、簡単に言うと英検３級相当以上と言うんですけれども、こちらを達成する中学生

の割合を５０％を目標にしているところですが、現在、群馬県の中３での割合というのは

４０．９％と、目標に及んでいないどころか、平成３０年度平均値である４２．６％より

も現在低い状況となっています。 

      この英検３級程度以上の生徒の割合については、生徒の英語力向上推進プランで２０２

４年度までにこれを７０％に引き上げることを目標にしているほかですね、群馬県でも群

馬県英語教育推進プランというのがありまして、こちらでは平成３１年度で５０％という

目標設定をしています。 

      こちらに関してお尋ねするところですが、まず、吉岡中学３年生におけるこの英検３級

程度以上の目標に到達した生徒の割合というのは、この３０年度のところではいかがだっ

たんでしょうか。 

      また、本年度の５０％の目標到達に対する取り組み、到達しない場合どのような形で取

り組むのか。また、２０２４年度までの目標に向けた方策についてはどのようにお考えな

のかお尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 議員お尋ねの昨年度実施しました文部科学省の英語教育実施状況調査によ

りますと、英検３級程度以上の英語力のある吉岡中３年生の割合は６３％となっており、

群馬県が今年度の目標数値として設定した５０％を大きく上回っている状況です。 

      全国的に見ても、お手元の資料によりますと、６３％という値は、各自治体の中でもか
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なりよい成果を上げているというふうに理解をしていただけると思います。 

      ただ、数値が余りひとり歩きをするというのは、私としてもそれは懸念材料であります

ので、大きな成果をおさめているというところで理解していただければというふうに思い

ます。 

      吉岡町では、これまでも学習指導要領に定められた標準時数を超えた取り組みも進めて

きております。現在、吉岡町の小学校では、新しい次期学習指導要領で示されている学習

時間と同じ５・６年生で７０単位時間、３・４年生で年間３５単位時間、その英語の授業

を先行的に実施しておりまして、それに加えて、吉岡町では指導要領には記載されていな

い小学校１・２年生につきましても、３年から始まる外国語活動への準備期間と位置づけ、

英語に触れる機会を提供するための取り組み、参考までに、およそ年間１０単位時間程度

行っているところであります。 

      こういった学校現場におけるさまざまな教育活動がこのような成果につながっていると

考えており、教育委員会では今後も英語力のさらなる向上を目指し、授業の充実に引き続

き取り組んでいきたいというふうに考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） わかりました。まずまずの成績で結果、大変喜ばしいことだと思います。

取り組みも進んでいるということは十分理解できるんですけれども、例えばですが、時間

数も頑張っておられるというところなんですが、例えば他の自治体と比較してという部分

ではどうなのかなというところで、例えばＧＴＥＣの導入という、これについてはいかが

お考えなんでしょうかね。 

      例えば、これお隣の榛東村では昨年から導入しているんですね。同じく榛東村では、例

えばオンライン英会話、こちらがもう成果が出始めていると。単に時間数が、単にという

のは失礼ですね。時間数、ここでいろいろ頑張っていらっしゃると思うんですけれども、

こういうような教育機会というのも吉岡町においていろいろ考えていただきたいと思うん

ですけれども、こちらに関して、教育長としてはどのような見解をお持ちなんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 吉岡町では平成２９年度から中学３年生を対象として行われる全国学力・

学習状況調査と同じ日に中学校１・２年生を対象としたＮＲＴ、ＮＲＴというのは全国標

準診断的学力検査というものを実施しております。 

      次年度も同様にＮＲＴを実施する予定でありまして、今のところＧＴＥＣの導入という

ものは考えておりません。 
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議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） ＮＲＴの結果というのはもう出ているような形……、そうですか。わかり

ました。それについては、また改めてお聞きしたいと思います。 

      そのような形でされているということで理解いたしました。 

      次は、同じ教育機会というところで、ＡＬＴに関してなんですけれども、現在ＡＬＴの

配置状況、改めて説明いただければと思います。 

      また、ＡＬＴの学習効果という部分について、教育委員会として今どのような見解にあ

るのかなという、この２点について改めてお聞かせいただければと思います。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことについては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 現在、吉岡町ではＡＬＴを２名配置しておりまして、１名が吉

岡中学校専属で、もう１名が明治小学校と駒寄小学校の２校を兼務しているという状況で

あります。 

      また、ＡＬＴの配置によりもたらされる効果としましては、児童生徒が外国語に対する

関心を持ち、異文化交流による国際理解やコミュニケーション能力の育成、生きた英語に

接する機会をふやすなどが考えられると思います。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 異文化交流とか生きた英語という部分での教育効果という形ですね。 

      あと、これまで２人体制だったんですけれども、何か学期の途中で先生が、ＡＬＴがい

なくなったということで聞いているんですけれども、そういう教育効果というものを考え

ると、子供たちにとっては教育機会が失われたという形になるんじゃないかと思うんです

けれども、こちらについてはどういうふうなお考えにあるんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましては、教育委員会事務局長に答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 議員がおっしゃるとおり、長年お世話になっておりましたＡＬ
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Ｔの１人が一身上の都合により、昨年度末で退職をされました。そのＡＬＴは、もともと

本年の７月をもって退職予定であったことから、８月からは新たなＡＬＴが着任すること

が決定していたため、１学期だけ日本人の外国語活動指導補助員にＡＬＴと同じ役割を担

当させたという状況でありました。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 新しくまた人が来て、今２名体制という形ですよね。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） その件につきましては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） ことしの８月からまた新たなＡＬＴが着任しております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） そのＡＬＴ２名という形で、１名が中学校、もう１名は小学校２つという

形で回っているんですけれども、増員についてはどのようにお考えでしょうか。増員です

ね。こちらについてはどのようにお考えでしょうか。 

      吉岡町、４年前のこの場で同じような質問をしたんですけれども、他の町村と比べて少

ない現状にあります。この辺についての見解というのがいかがなのかということと、１校

１人のＡＬＴ配置というのは、やっぱり必要なんじゃないかと思うんですけれども、この

ＡＬＴの増員強化に関して、教育長としては今どのようなお考えにありますか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 吉岡町では令和２年度からの小学校高学年の英語教科化に向けて、英語教

育活動がスムーズに進むよう、平成２８年８月から１名を増員し、ＡＬＴ２名体制で英語

指導に係る取り組みを進めてまいりました。 

      そして、いよいよ来年度がその年となるわけですが、町教育委員会では英語教育をより

充実させるための検討を始めており、できれば来年度中にＡＬＴ３名体制を実現できれば

というふうに考えているところです。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） もう来年中に配置ということで、非常によいことだなと思います。ぜひ進
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めていただければいいなと思っているところですが、ＡＬＴのいわゆる今ＪＥＴプログラ

ムでの採用というのが普通というか、一般的に行われている、吉岡でもそうなのかなと思

うんですけれども、町が直接雇用するほうが費用面でも人材の安定的な配置という部分も、

先ほどのことから考えると、メリットがあるんじゃないかと思うんですけれども、こちら

に関してはどのようなお考えでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 現在は、ＡＬＴの２名がＪＥＴプログラムの雇用となっており

ますが、吉岡町でも過去にＡＬＴを町が直接雇用したケースもあり、場合によって使い分

けているような状況であります。 

      吉岡町では近い将来において、ＡＬＴを直接雇用する予定はありませんが、ＡＬＴは学

校教育活動において重要な役割を担っておりますので、今後、他市町村の状況なども調査

し、優秀なＡＬＴの安定的で確実な運用に取り組んでいきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） そうですね。その優秀なＡＬＴに長いこと勤めていただくという、ＡＬＴ

は５年でしたっけ。そういう部分も考えても、町に長いこと勤めていただいて、安定的に

取り組んでいただけるような人を探していただくほうがいいのではないかと思うんですけ

れども、一方で、日本人ＡＬＴというのが、通常は日本人というのはＡＬＴというのは一

般的に含んでいないんですけれども、最近英語の母語者と同レベルのやっぱり日本人とい

うのも非常にふえてきていまして、そういう方を活用していくという考えもあるんですけ

れども、こちらについてはどのようにお考えでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましては、教育委員会事務局長に答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 外国語活動指導補助員につきましては、外国語活動の充実を目

指し、小学校における外国語活動の授業をきめ細かく行うことを目的として配置しており、

具体的には低学年と中学年を対象として、学級担任と協力しながら授業を行っております。 
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      今後は、ＡＬＴとの兼ね合いも考慮しつつ、引き続き複数の指導者による体制で英語の

授業に活用していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 今日本人ＡＬＴと言ったのは、吉岡町でいうところの解釈でなくて、同レ

ベルの英語母語者と同レベルの力を持った人がＡＬＴと同じような形で、いわゆる一般的

なＡＬＴとして活用されてはいかがですかという話だったんですけれども、そちらについ

てはいかがですか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） ＡＬＴ３名体制ということを来年度できれば実現したいというふうに考え

ているんですけれども、もちろんそのＡＬＴが各校に１人配置されたにしても、全ての英

語の教科あるいは外国語活動の授業に全てカバーできるかというと、そういうことはない

というふうに思います。 

      そこで、今議員がおっしゃるとおり、日本人ＡＬＴ、そのような立場の人が雇用できれ

ば、担任とその人で外国人のＡＬＴでないにしても、充実した英語あるいは外国語活動の

授業が可能であるというふうに考えておりますので、そこは工夫をしていきたいというふ

うに思います。 

      雇用ができた場合にはということでよろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） わかりました。そういう形で進めていっていただければと思うんですけれ

ども、また、ここでは英語教育アドバイザー教員という、ＥＡＴと呼ばれる方がいるんで

すけれども、こちらの配置、今県で進めていると思うんですけれども、こちらの配置とか、

もしくは訪問してもらったり、例えば小学校の英語専科教員というのが今配置が進んでい

るところなんですけれども、こちらについては、現在県との対応状況、あと、こちらをど

う進めるかという部分についてなんですけれども、そちらについての教育委員会としての

お考えというのはいかがなんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 
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教育委員会事務局長（小林康弘君） 群馬県では、平成２９年度から英語教育アドバイザーを県内全

ての小学校に派遣する事業を実施しています。 

      吉岡町においても、昨年度、明治小学校、駒寄小学校ともそれぞれ４回の派遣があり、

今年度につきましても同様の回数の派遣が予定されております。 

      また、英語専科教員につきましては、今年度、県の人事特配を申請し、結果として、明

治、駒寄両小学校に配置されておりますので、今後も同様の対応を考えているところでご

ざいます。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 

５  番（富岡大志君） 申請してあって、もう来てもらっているという形で、はい、わかりました。

とてもいいことだと思います。引き続き取り組んでいただければと思うところですが、次

いきます。 

      保育園とか幼稚園についての英語教育については、どのようにお考えでしょうか。 

      既に幾つかの保育園での取り組みが始まっていると聞いているんですけれども、町とし

てこのような保育園等での取り組みを促進させていくために助成をしていくとか、そうい

うものをしていくべきではないかと思うんですけれども、こういうことが子育て行政、吉

岡町独自の子育て行政の目玉事業になるんじゃないかと思うんですけれども、こちらに関

する町の見解についてお答えいただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 先日、第三保育園での英語授業風景を見学させていただきました。年中

児と年長児の２こまを見せていただいたんですが、園児らも楽しそうに取り組んでおりま

した。 

      また、この件については、健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 現在、町内にある保育園、認定こども園で６つあるんですけれども、

そのうち５つの園でやっています。 

      それで、費用もかかっているところとかかっていないところありますので、ちょっと園

のほうから相談があれば、その時点でちょっとうちのほうとしても検討したいと考えてお

ります。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 富岡議員。 

              〔５番 富岡大志君発言〕 
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５  番（富岡大志君） 時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、５番富岡大志議員の一般質問が終わりましたが、私よ

り皆様におわび申し上げます。 

      一番最初に一般質問の時間の中で、最終５分前にブザーが鳴ることと、最終、終わった

ときに電源が切れることを申し添えなかったことを大変申しわけないと思います。今後よ

ろしくお願いしたいと思います。 

      ここで休憩をとります。再開を１０時５０分といたします。 

          午前１０時３５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時５０分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

      改めて申し上げます。質問の持ち時間は、質問及び答弁を含めて６０分以内です。なお、

持ち時間の残り時間が５分になったときにブザーが鳴ります。さらに、残り時間がなくな

ったときに、マイクの電源が切れますので、ご承知おきください。その時点で、途中であ

っても質問者及び答弁者は発言を打ち切るようにご協力を願います。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） それでは、３番飯塚憲治議員を指名いたします。飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君登壇〕 

３  番（飯塚憲治君） それでは、３番の飯塚、通告書に従って一般質問を行います。 

      近年、地球温暖化現象が原因と言われていますゲリラ豪雨とか線状降水帯などの言葉が

マスメディアによくあらわれるようになりました。日本各地においては、これらの豪雨に

よる災害が数多く発生しております。幸いにして、吉岡町は国の発表している水害想定区

域には指定されてはおりません。それもそのはず、吉岡町は榛名山麓のなだらかな扇状地

にあるため、水の流れは利根川に向かってさあっと下ってしまうからです。 

      しかし、流れ下る途中に水害や土砂崩れなどを生じる心配がある場所があることは、町

の発行している「吉岡町災害ハザードマップ」に示されているとおりです。 

      しかし、この災害ハザードマップに何も心配のないところ、災害が想定されていないと

表示されている地域にも降雨量の多いときには不都合な出水、想定外の被害が起こってい

るところがあるのです。 

      去る７月２４日は吉岡町では時雨量、すなわち１時間当たりの降雨量が３８ミリを超す

雨が降りました。当夜の全雨量は１００ミリを超えております。吉岡町の住民の感覚では、

豪雨と言ってもよかったのではないでしょうか。 

      その結果、駒寄地区にあります町民グラウンド東から駒寄小学校東の間、ＪＲ上越線に
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沿った約７００メートルほどの区間において被害が発生しております。 

      その１つは、ＪＲ上越線の路肩の土砂が一部分流出した事故の発生です。この件につき

ましては、当然ＪＲから町へ連絡が入り、町とＪＲでと復旧と今後の対策について打ち合

わせ等が行われていることと思います。 

      そこで、今回の事象についての町としての捉え方、どう考えているのか。また、ＪＲと

の話し合いの現状などを教えていただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 飯塚議員のほうから今回の降雨量と発生した事象についてどのように捉

え、考えているのかということで質問をいただきました。 

      ７月２３日から７月２４日の大雨により、町内各所で道路等の被害がありました。ＪＲ

上越線の路肩被害につきましては、駒寄小学校東の踏切から北側の町道において２カ所を

確認しております。現場の状況から、上越線の西側の住宅街や道路側溝からの排水処理が

できない雨水が東側に流れ、ＪＲ上越線沿いの道路側溝においても処理できる水量を超え

てＪＲ敷地内へ流れ込み、路肩が壊れてしまったと推測されます。 

      ここ数十年の間に駒寄地区の宅地開発に伴う雨水の流出増大や集中豪雨の影響により、

既存の道路側溝の形態では処理し切れない箇所ではないかと考えられます。 

      ＪＲとの話し合いについては、担当の産業建設課長より説明を申し上げます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） ＪＲとの話し合いにつきましては、７月２４日午後、現地の現場にお

いてＪＲ高崎土木事務所職員の立ち会いのもと、のり面崩落への水の流入を防ぐための土

のうを町が取り急ぎ設置しました。翌日にはＪＲより追加要望があったため、町の道路作

業員により土のうをさらに設置し、緊急対応をしました。 

      ＪＲとの立ち会い時には、過度な雨水の流入を防ぐ対策として、北側の崩落箇所につい

ては道路側溝のふたをグレーチングに変更すること、南側崩落箇所については上流から流

れてくる水を受ける側溝を道路横断側溝へ布設がえする対策案を現地で協議いたしました。 

      また、ＪＲとの敷地境界付近にアスカーブや境界ブロックを積んで雨水の流入を防ぐ対

策も検討しており、具体的な対策工事を行うときにはもう一度ＪＲと現場で協議をするこ

とになっております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 町長の回答、それから課長の回答、現在のところ十分現状を把握されてい
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るというふうに思っております。私もうれしく思っております。 

      しかしながら、今回のような出水事故、これは以前随分前から行われていることなんで

すね。始まっていることです。近所の住民の話によれば、１５年から２０年ぐらい前から

始まった。そして、最近その傾向がだんだんとひどくなるという状況であるということで

す。 

      その原因につきましては、先ほど町長が説明していただきましたとおり、極端な住宅開

発が進み、山や田畑が極端に減少して、昔は地面にしみ込むはずだった雨水が道路側溝に

流れ込み、それが集中した結果、線路脇の線路側溝に集まってあふれ返った結果というこ

とであります。 

      すなわち、この地域一帯の排水の行き着く場所は、上越線に沿った道路側溝であるため

に多量の雨水を標準寸法の側溝ではのみ切れず、道路上にあふれてＪＲの路肩を侵食した

のです。 

      一般的に、町の各所から流れ出た側溝排水は、近くの河川に自然に流れ込んでおります。

吉岡町においては、南から午王頭川、これを初め渋川市境界の滝の沢川まで、主要な５河

川で対応されていると考えております。 

      しかし、当該事故発生地域は、駒寄川と吉岡川に挟まれたちょうど両河川の中ほどに位

置しており、かつ両河川への導水路が確保されていないという特別な事情があります。 

      現状は、高台住宅地より流れ出た雨水は、そのほとんどがＪＲの線路脇に設けられてい

る、本来であれば鉄道線路を守るためのＪＲの側溝に流れ込んでおります。そのＪＲの側

溝に流れ込んだ水は、その先約６００メートルほどで駒寄川へ流れ込んでおります。 

      市町村の道路側溝からの流水が鉄道線路側溝へ流れ込んでいるのは、各地の鉄道線路沿

線で見受けられることでありまして、吉岡町特有な事柄ではありません。しかし、その流

量は限界を超えない程度であるというのが一般的現況です。 

      吉岡町の雨水排水によりＪＲにご迷惑をおかけしてしまっていることからして、駒寄川

への排水路を現在のまま鉄道会社にお世話になり続けるのでしょうか。それとも町独自の

排水路を確保するのでしょうか。 

      現状を見て、町としての考え方をお聞きしたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、担当の産業建設課長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 側溝等の流末につきましては、議員のご指摘のとおり、ＪＲの側溝に
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接続させていただいている状況でございます。 

      周辺地域の雨水排水対策は、かねてから町の重要な課題の１つであると認識しておりま

す。 

      しかし、駒寄川まで新たに排水路を設置することは、現地の道路の高さや踏切部分など

を考慮すると莫大な費用が見込まれ、詳細な調査設計や河川管理者である群馬県を初め、

ＪＲなど、関係機関との協議が必要となります。 

      現時点では、実現性が低いかと考えられます。 

      したがって、ＪＲの側溝への接続は、現状どおり排水させていただきたいと考えており

ます。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 先ほどの答えは、現状のままいくということでしょうけれども、大きな問

題がいろいろクリアされなければ、新しい側溝あるいは排水路は設けられないというのが

私もわかっております。 

      先ほどの回答ですけれども、そのような回答が出るのではないかと私は思っていますけ

れども、いつまでもこの状態を放置するというのはまずいかなと思っています。先ほど地

形の状態、それから、群馬県との協議と、いろいろありますけれども、それをだんだん改

善していくのが行政の役目ではないかと私は思います。 

      今回たまたま６カ年計画というのは次に策定されている最中だと聞きますので、その辺

を考慮に入れて今後検討を重ねていただきたいというふうに思います。 

      次に移ります。 

      元駒寄中学校の跡地、現在の町民グラウンド、この付近の側溝排水に関して質問します。 

      このグラウンド付近は、ひどい夕立程度の降雨においてもグラウンド近くの側溝排水が

あふれ、道路面上の出水やグラウンド内への雨水の流入等が発生しております。私が自治

会の役員になりました５年ほど前より近くの住民の自治会員から聞いておりました。 

      この状況に対して、行政でもグラウンド内への雨水流入を防ぐために、道路縁石のかさ

上げ、側溝の増設などの対策を行ってきたことは私も承知しております。この結果、路面

にあふれ出た水が直接グラウンドに流入することは防止できているようです。 

      しかしながら、道路からグラウンド北側を通り、ＪＲ線路側溝に接続されている町の側

溝では狭過ぎます。その水量が収容能力を超える場合が多く起こっているからです。 

      前日の７月２４日の降雨時にはそのとおりとなってしまい、側溝からあふれ出た雨水が

側溝自体を支えている足元の土砂を流してグラウンド内へ流入してしまいました。その後

は川原同然の状態であります。 
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      そこで質問します。降雨時のグラウンド内の雨水の流入が続いてきていること、７月２

４日の後のグラウンド内及び北側の側溝の様子を確認されているでしょうか。お答えいた

だきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しまして、担当の産業建設課長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 現地の確認でございますが、７月２６日に現場を確認しまして、グラ

ウンド内に水が流れ込んだ形跡や土のうの一部が流出していることを確認しております。 

      また、数年前の大雨の際に町民グラウンド北側の水路があふれ、グラウンド内に雨水や

土砂が流入し、調整池のような状況になっていたことも把握しております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 何年前からの状況を現在も十分承知しておられるということは大変ありが

たいと思います。したがって、今後の対策はスムーズに行われるというふうに考えており

ます。 

      次の質問を続けます。 

      さきの質問のとおり、ＪＲの路肩洗掘箇所から町民グラウンドにかけての一帯は、多量

の降雨時には雨水をのみ込む役目であるはずの側溝グレーチング部から噴水のように、水

が逆に噴き出している状況であって、その排水能力はこの一帯で広い範囲で限界を大きく

超えております。 

      この状況は、先ほどからお答えいただいている町長の回答、それから課長の回答の中か

らうかがい知ることができまして、行政でも把握しているということですが、大変ありが

たいことです。 

      ２０年、３０年前であれば、現在の側溝の排水能力、ＪＲ線の側溝への排水で十分処理

できていたでしょうが、現在は事情が大きく変わってきています。宅地開発により、道路

に流れ出る雨水の増加、雨水が田畑、地面にしみ込むことができなくなっている近年、こ

の一帯では人口増加に伴ったインフラの整備が不十分というよりは、できていないに近い

状態というのが実情ではないでしょうか。つまり、人口増加に対応してインフラの整備が

追いついていないと感じられます。 

      こういった事情は、かつての高度経済成長時代におきましては、大都市近郊ではところ

どころで見受けられた状況です。この時代、私も東京地方に勤務しておりましたので、い
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ろいろなところで見受けております。 

      しかしながら、吉岡町では現在の状況を放置しておいてよいはずはないと私は考えます。

特に、グラウンド北側の側溝は、今のサイズでは全然能力を全うできておりません。 

      ここで質問します。ＪＲ線路に沿った西側のほう、１００メートルから２００メートル

の範囲において、先ほどの７００メートルの範囲、長方形の範囲におきまして、排水路の

拡充、整備を早急に行うべきと考えておりますけれども、町ではどのように考えておるで

しょうか。お答えをお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関して担当の産業建設課長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 側溝ＪＲ線路沿いの排水路の整備に関しましては、第一段階として、

ＪＲとの現地打ち合わせで協議した対策工事を今後発注したいと考えております。 

      また、抜本的な解決となる排水路の拡充、整備は、先ほどの説明のとおり、非常に難し

いと考えられます。 

      しかし、何らかの対策は必要であり、雨水が集水するエリアの分散化を検討しておりま

す。 

      具体的には、吉岡バイパス東側の住宅化が進んだ地区から駒寄川に排水できるルートが

ないか、また、旧県道である前橋伊香保線の側溝に町道の側溝をつなげることができない

かなど、雨水が集中するエリアの分散化を調査、検討していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） そのように考えていただきたいと思います。できるだけ早く、その目的が

達成されることを切に願っております。 

      地域住民は、困りに困っておりますから、そして、残念なのは、これはもう５年、１０

年前から起こっていることであって、行政はそれを知っていたと思いますし、また知らな

かった部分もありますと思いますけれども、それが放置されていたということが問題なん

です。今後の検討をよろしくお願いいたします。 

      次に移ります。 

      ７月２４日の３８ミリの降雨であのありさまですから、今後さらに豪雨が考えられる気

候変動の時代を迎えます。７月２４日の後、数日後には前橋市で１００ミリ、８月に入り、

中之条町で１００ミリの降雨が記録されております。最近では、ゲリラ豪雨の上を行く、
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さらにひどい温暖化豪雨という言葉も使われ始めております。 

      吉岡町にも時雨量が５０ミリあるいは１００ミリに近くなるような雨が降ってもおかし

くないのが最近の気候変動です。一日も早い対策をよろしくお願いいたします。 

      それでは、別の面からの質問です。 

      吉岡町発行の災害ハザードマップ、２３ページには町民グラウンドは災害対応時にヘリ

コプターの離着陸と災害対応設備の設営用地に指定されております。しかしながら、今ま

で説明しましたとおり、先ほど課長からの一言がありましたとおり、まるで遊水池のよう

に雨が降るとなる、あのグラウンド、３８ミリの降雨量であのありさまです。雨が降って

いる災害発生時にグラウンドを使用することは非常に困難であると思いますが、町民グラ

ウンドにはほかにも幾つかの疑問点があります。一つ一つ順を追って質問します。 

      まず第一は、多量の降雨時にグラウンドは水浸し、雨がやんだ翌日でも水が残り、ぬか

るみが生じるでしょう。このような状況下でヘリコプターの離着陸、応急対策用の設営が

うまくできるでしょうか。 

      そこで質問です。降雨時におけるヘリコプターの離着陸、応急設備の設営がスムーズに

できるようにする対策を町ではどのように考えているでしょうか。お答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ご指摘の町民グラウンドにつきましては、今ある状態のグラウンドを設

営用の指定避難所としておりまして、災害が発生し、最終的には応急仮設住宅を設置する

場所となっておりますが、発生した災害の状況によっては、まず地元の自治会、自主防災

組織が町民グラウンドの状況を見て、危険な状態と判断されれば、立ち入りを禁止し、近

隣住民が避難しないよう対応していただき、その後、町災害対策本部等で町民グラウンド

の状況を、例えばご質問の町民グラウンドが水浸しとなっていたならば、まずその水浸し

の状態を改善する対応を実施した上で、改善することができず、町民グラウンドは指定避

難所としてふさわしくないという判断に至ったら、町民グラウンドの立ち入りを禁止し、

住民が避難しないように柵を張るなどの対応をしていかなければと町は考えております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ちょっと残念な回答でがっかりしております。 

      というのは、あの地域の災害時の対応する設備、地面は、町民グラウンドと駒寄小学校

の校庭なんです。先ほどハザードマップに若干の水害被害があるところが示されていると

言いましたけれども、それはそれから東方向の利根川に面した、吉岡町で言えば低地の部

分なんです。そこが被害を受けたときに、今言った２つのところが災害応急の拠点になる
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わけです。それを町長は、そこがだめだったら閉鎖すると言っていますけれども、そうい

う拠点を簡単に放棄するというのは、私は賛成できません。 

      ですから、先ほど言っているように、あそこに水が集中して、グラウンドに水が流入し

ない、水浸しにならない方策を最初の質問からお願いしているわけです。 

      ですから、先ほど言いましたように、第６次の年度計画、５年間計画ですか、６次の、

それに入れていただきたいなと私は考えております。 

      早急にできることではないと思いますが、検討のほどをよろしくお願いいたします。 

      次にいきます。 

      災害時においては、被災者の運搬、いろいろな応急物資のてきぱきとした運搬が重要で

あって、救急車、トラック等との連携が大切です。先ほどの町長のほうから災害時には瞬

間的、早急な判断が必要だと言っておりましたけれども、それと同時に、その運搬という

のも早急に行う必要が重要なわけです。 

      しかしながら、このグラウンドには車両の乗り入れができません。あの住宅地とテニス

コートの裏を回って、線路脇を通って、北側からグラウンドに入る道はあります。災害対

応の車両が通るにしては小道としか言えないような道路です。乗用車かバン、そんな程度

です。 

      災害時ですと、大型のトラック等も来るわけですから、そこを災害時の対応の道として

使うのは不適切かなと私は思います。 

      そうしますと、災害時です。人と物の全てを人の手で階段を上りおりして運搬する。駐

車場とグラウンドの間を行き来するというのが行われることになると思います。これは、

明らかに労力と効率から考えて非現実的であるというふうに思います。 

      そこで、隣接する道路からグラウンドに車両が直接乗り入れできる坂道をつくっておく

べきだと考えておりますが、町のお考えをお聞かせください。 

      私がグラウンドに行ったところ、その用地は十分にあると思います。さらに、現在行わ

れているいろいろなスポーツ、運動に支障がないような位置に坂道をつくることができる

と考えておりますが、町の考えはいかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この質問に関しましては、町民生活課長より答弁させます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 町民グラウンドの車両の乗り入れにつきましては、現在先ほど議員が

おっしゃるとおり、テニスコート脇の管理道路を考えているところでございます。 
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      ただ、災害時には管理用の道路ではとても救急車の搬送や応急物資の運搬など、対応で

きないと判断したときには、災害対策本部でそうした判断をもとに、緊急的に搬入路をつ

くる、そういった対応も考えているところでございます。 

      また、先ほどの水浸し等の関係につきましても、できる限りの土を入れる等の対応をす

るためにも、その時点で搬入路等を検討していく考えであります。以上であります。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ちょっと、災害が発生したとき緊急的に通路をつくるというのは、ちょっ

と時間がかかり過ぎるかなと私は思います。 

      そのあたりも十分ご検討いただきたいというふうに思います。 

      直ちにすぐ坂道をつくるとか、対策ができるというふうには私も思っていませんが、近

い将来は必ず吉岡町にも大雨が降るという想定のもとに検討をよろしくお願いいたします。 

      続けます。 

      グラウンドを地形的な立地条件から見ますと、東西に長いグラウンドの西側半分はくぼ

地状態。道路、駐車場から１メートルから２メートル低くなっております。南側には幼稚

園の園舎建物、東側地上６から７メートルの高さに鉄道用高圧線、周囲には背の高い運動

用の照明灯と樹木、さらに、運動による打球から列車と園舎を守るための高いネットが東

側と南側にあります。このような条件の場所にヘリコプターは安全に着陸できるのでしょ

うか。 

      さらに、水浸しの問題が解決されなかったとしたら、とても使えないようなふうに私は

考えますが、いかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この質問に関しては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問のヘリコプターの離着陸について、町民グラウンドが水浸しの

状態であれば、先ほども話したとおり、それをできるだけ改善した状況でヘリコプターの

操縦士等に判断していただくことになります。 

      また、町民グラウンドが通常の状態でもそのときの天候など、状況を見てヘリコプター

の操縦士等が判断し、離着陸をすることになります。 

      我々は、その都度ヘリコプターの操縦士の判断に従うことになると考えております。 

      また、災害時にはヘリコプターの依頼をすることもあるかと思いますが、その場合には、
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まず主要道路の連携も考えて、防災公園であります城山みはらし公園の離着陸を考えてい

るところでございます。以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） なかなか水浸しと、その状況は変わらないというのが町の対策ではわかり

ますが、なるべくこれを何とかしていただきたいなというふうに思います。というのは、

先ほどから何回も言いますように、小学校の庭とこの町民グラウンドは、この地区の重大

な重要な復旧の拠点になるからなんです。これを簡単に放棄しちゃだめです。 

      今までに７月２４日の降雨に関連して、町民グラウンドの問題点を質問しましたけれど

も、これは町民グラウンドの問題だけであって、ここにあります吉岡町の災害ハザードマ

ップ、これについて同じような観点から、各箇所の点検をしたほうが私はいいかというふ

うに思っております。 

      町民グラウンドのように、いざ行ったらうまく使えなかったということでは、災害復旧

に非常に手間取るし、被害や災害に向かって大きくなってしまうと思います。 

      次の質問に移ります。 

      駒寄小学校体育館新築工事についてです。体育館の着工式典であります工事安全祈願祭

が８月２０日にとり行われました。いよいよ着工の運びとなりましたことは将来に向けて

よりよい教育の場がつくられるということで、まことに喜ばしいと思います。 

      今後は、発注者の施工監督のもと、設計者、施工者ともに協力して、事故防止に努めな

がら、完成へと向かっていただきたいと思います。 

      さて、工事図面を見ますと、体育館工事現場へのアクセス通路、これを見ますと、町道

１１３号から入る、現在の職員駐車場から現在借用中の民地を通り、体育館敷地に附帯し

た取得済みの元民地までとなっております。すなわち、３つの筆の土地を通るわけであり

まして、この形は非常に不規則に複雑に入り組んでおります。 

      そこで質問します。体育館が完成し、使用開始後において、この３つの土地については、

利用方法、使用方など、どのような構想をお考えでしょうか。お答えいただきたいと思い

ます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 新たに設置される体育館は、駒寄小学校の体育館という位置づけにはな

りますが、今までどおり、社会体育施設としての活用も考えております。 

      今まで体育館を利用するためには施設北側からアクセスするしかありませんでしたが、

体育館を利用するためには、この体育館の新築に当たり、工事用車両の搬入出路として利
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用している用地を今後も引き続きお借りすることにより、南側からのアクセスを可能にし

たいと考えております。 

      ただし、この場合、通学路である町道を横断する形になりますので、現段階では車両の

乗り入れは基本的に行わない、歩道スペースとしての使用を想定しているところでござい

ます。 

      なお、体育館に接している買収済みの用地については、歩道のほか、体育館拡張により

なくなってしまった学校菜園のスペースとして活用を考えております。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） わかりました。 

      先ほど３筆と言いましたけれども、１筆は借用中であると思いますが、この土地につい

ては、いかにお考えなんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） その関係に関しましては、担当課、教育委員会事務局長より答弁をさせ

ます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 現在借用中の土地については、引き続き今後も借用しながら、

先ほど町長からの答弁にもありましたとおり、歩道スペースとしての活用を考えていきた

いと思っているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） わかりました。現在の考えは承知いたしました。 

      今後は、体育館の使用開始に向けてスムーズな計画の遂行をよろしくお願いいたします。 

      ここで、学校のほうに目を向けて見ますと、近年は住宅開発が進み、人口増加に伴って

小学校の児童数がふえ、校庭が手狭になっていると考えられます。休み時間などは、児童

が校庭いっぱいになって動き回っており、私も家が自宅が近いものですから、その様子は

時々見受けております。 

      また、競技をするためにもグラウンドは狭く、１００メートルの走行レーンもぎりぎり

にしかとれません。特に、秋の運動会においては、児童、保護者、その他観覧者、校庭が

ごった返しておって、迷子が出てもおかしくない状況です。 

      現在の予測では、吉岡中学校の生徒数は、令和６年から７年ごろがピークだろうと、前
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回の議会で回答がありました。それから逆算しますと、その２から３年前には小学校の児

童数がピークになるということです。すなわち、令和４年、５年ごろが駒寄小学校の児童

数がピークになるということであります。 

      今でも手狭でごった返している状況がさらに数がふえて、令和４年、５年を迎えたらど

うなるでしょうか。心配するのは私だけではないと思います。 

      現在から増加していき、令和５年、６年、７年以降は減少に転ずるとしても、少なくと

も今後１０年から１５年程度の間は多人数の時期が続くことになります。また、南校舎の

改築年限もそろそろ将来に向けて考え始める時期に来ていると思います。 

      その敷地は、校舎の大きさはなどと考え合わせたとき、どうしたらよいのでしょうか。 

      そこで、町長に問います。 

      現在の狭隘な校庭の改善、ますますふえ続ける児童数への対応及び南校庭のつくりかえ、

位置、大きさ、敷地など、どのような対応策と将来構想をお考えでしょうか。ご回答をお

願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 駒寄小学校の校庭の狭隘問題については、運動会など、行事の際に特に

感じておりますが、このことについては、近隣地権者の協力なくしては解決できる問題で

はありませんので、町としても慎重かつ総合的に検討を進める必要があると考えておりま

す。 

      また、南校舎については、児童数から言えば今後学級の少人数化や急激な社会増がない

限りは、現在の施設で対応できると考えているほか、施設的にも築３５年経過しているも

のの、鉄筋コンクリート造の建物については、処分制限期間が４７年となっており、国も

長寿命化の流れとなっておりますので、現在着手しております個別施設計画の中で長寿命

化改修を基本とし、検討していくことになると考えております。 

      今の段階では建てかえの計画はございません。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） お考えはわかりました。 

      しかしながら、将来に向けて多人数の時代が継続するということになりますと、少しお

考えを変えていただきたいと私自身は思います。 

      そこで、現在動いております体育館の建設工事に附帯して、現状の改善及び将来に向け

て校庭をわずかでありますけれども、拡張する方針を出されてはいかがでしょうか。 

      そのためには、先ほど町長もご回答の中で一言ありましたけれども、近隣の住民の方々
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のご協力をいただかなければならないということは私も十分承知しております。それが最

大の課題であることは確かです。 

      しかし、今、事が動いているこの時期が絶好の機会であると思います。体育館が完成し

て、体育館、通路、駐車場などの運用が始まり、学校も残った地面の使用方法を決めて、

その状態が定常化、固定化した後では全てのことは一件落着という状況になって、住民の

学校への関心も次第に薄らいでいくでしょう。これでいけるだろう、このままでいいだろ

うというふうな感じになってきてしまうわけであります。 

      そして、その後必要に応じて広げたいとか、敷地を取得したいといっても、今取り組む

以上の努力が必要であり、費用も割高になるのは確実であります。 

      体育館建設工事が動いて、人心が動いて、体育館近隣の住民の方々の関心度も高まって

おります。今がその時であると思いますが、どうでしょうか。 

      そこで質問いたします。 

      現在の狭い校庭を拡張改善するとともに、近い将来への準備を行う時期は今だと思いま

すが、町のお考えはいかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このような公共的な施設を拡張整備するためには、さまざまな段取りを

一つ一つクリアしていくことが必要であり、それには相当の時間もかかります。 

      現在、吉岡町が所有する施設は町内に５０以上あり、これからそれぞれの施設に対して

長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化を計画的に進めていくことが必要となりま

すので、駒寄小学校の校庭整備についても町としての優先順位なども考慮しながら、計画

的に考えていかなければならない問題であると思っております。 

      ご指摘の時期についてですが、私は時期を今だとは思っておりません。今は周辺住民の

皆様の協力のもと、工事が進められていることへの感謝と工事中での迷惑が及ばないだろ

うかと、周辺住民ご家族の不安解消に向けての配慮方を優先し、甘いと言われるかもしれ

ませんが、当事者の気持ちに寄り添って時間をかけて判断していきたい。 

      そして、校庭拡張改善に向けては、改めて進めていけたらと考えております。その節に

は、議員皆様のお力添えをお願いいたしたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 町長のお考えはわかりました。 

      まず、私がこういう質問をした理由を説明いたします。基本的なことなんです。今学校

では、先ほど言いましたように、休み時間にクモの子を散らしたように、子供が駆け回っ
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ております。聞くところによれば、教室の中にも生徒がとどまっていると。外に出たくな

い人、外で遊ぶ必要がない人は中に入っていてもいいと。教室の中に。そういうことにな

っていると聞いておりますけれども、これではちょっとおかしいんじゃないかなと私は思

います。 

      学校の方針によって、そういったこともいいかもしれません。また、休み時間は日の光

を浴びて、みんなでグループをつくって、その中でリーダーができて、その中でサブリー

ダー、それから一緒に遊ぶ仲間と、この仲間ができて遊んでいるわけですよ。それが子供

のころの教室では学べない、子供の中から出てくる、我々が子供のころ体験した人と人の

つながり、社会のそういった感覚をつかむと、これが大きくなったら非常に役立つことな

んですよ。 

      それに加えて、最近では学校が終わると学習塾に行くと。それから習い事、それから学

童クラブへ直行と、そういった人が休み時間に教室にいたら、その後もみんな屋根の下に

なるわけですね。要するに、太陽の光を浴びないということです。太陽の光を浴びるのは、

朝と夕方の登下校時だけ。あとはみんな家の中に入って勉強なり、自分のやりたいことを

やっている。これでは健全な子供の生育というのは若干そがれると思うんですね。 

      ですから、広い庭に、広ければ広いほどいいわけですけれども、必要な広さを持った学

校の校庭、休み時間にはみんなが出て、光を浴びて、それで仲間をつくって遊ぶと。教室

の中では教室の中でまたグループ作業があるでしょうし、勉強があると。そういうのが一

番の基本形態だというふうに思います。 

      ですから、私はそういう考えがあるから、今こういった質問を思いついたというか、し

ようと思ったわけです。 

      私の目の前にいる皆さんも、町長初め、教育長も初め、皆さんもこういうことに同感し

ていただけるのではないかと基本的にはと思いますが、今後の検討の課題を検討していく

上では、こういった考えも入れてやっていただきたいなというふうに思います。 

      体育館の工事に関連しては、最後になります。事故防止についてです。今回の工事は、

児童が登下校している通学路、勉強している校舎、校庭の近傍で行われます。児童に関係

した週５日間、土日はお休みですので、及び町道１１３号へ出入りする工事車両の事故防

止、これらについては十分な配慮のもと施工していただきたいと思います。 

      そこで質問します。 

      工事発注者として、教育担当者としてどのような対策を関係者に指導するおつもりでし

ょうか。お答えいただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 
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町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 基本的には登下校時の時間帯については、工事車両の出入りを

避けることで施工業者のほうとは調整していただいているところでございますが、コンク

リート打設時など、工事車両の出入りが多い日等につきましては、交通指導員を配置する

など、児童の安全については細心の注意を払って工事を進めたいと考えております。 

      また、車両の出入りがある箇所の仮囲いなどにつきましては、高さを低くし、児童の存

在がドライバーからすぐに確認できるよう配慮し、安全対策をとっているところでござい

ます。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） よろしくお願いいたします。 

      解体工事のときも、特に事故がなく推移したと聞いておりますので、十分な対策を今ま

でもとっておられるかとは思いますが、解体工事は夏休みが中心でしたので、今後は、生

徒が登下校の時間もありますので、十分注意をよろしくお願いしたいと思います。 

      次に移ります。 

      さきの定例議会におきまして、林道粟籠・井堤線の建設について報告がありました。町

道とあわせて、この林道の建設は、地域住民の１０年来の要望であったと聞いております。 

      このような住民生活の利便性を向上させるためのインフラの整備がなされることは、大

変喜ばしいことと私も思います。 

      さて、この新林道部分における滝の沢川の渡河方法は洗い越し方式という設備で計画さ

れていると聞いております。私は、この林道建設について、インフラ整備としての道路に

弱点が１つつくられてしまうかなというふうに、ちょっと心配しております。 

      洗い越し方式の道路は、雨量が多く川が増水した場合には通行に危険が伴うと考えられ

るからです。 

      まさに、目の前で路面を洗って流れている水が、その水量によって渡ってよいのかいけ

ないのかの判断が重要です。その判断を誤ると重大な事故に巻き込まれる可能性があるか

らです。 

      したがいまして、洗い越しの通行には一定のルール、これが必要であると思います。林

道が完成した通行開始時にはルールが制定されていて、その内容が地域住民に十分に周知

されていないと不都合であると考えます。 

      そこで質問いたします。 
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      当該洗い越し箇所において、降雨時の交通規制、または警報等の通告、周知方法、渡河

するときのルールなど、町ではどのような方策をお考えでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、担当の産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 議員のご指摘のとおり、洗い越しの通行には降雨時の交通規制や渡河

するときのルールづくりが必要であると認識しております。 

      また、この道路は林道のため、道路勾配もきつく、最大で１６％ございます。降雨時や

降雨後の路面が荒れている場合などは、一般車両の通行には適しておりません。 

      したがって、周辺住民のみならず、一般の通行車両も含めて安全に利用してもらうため

には、本道路が林道であり、林道の構造的特殊性を周知しなければなりません。 

      そのため、林道の起点及び終点付近には看板の設置を行うとともに、川を渡る前後には

標識等を設置し、十分な注意喚起を行うことが重要であると考えております。 

      なお、通行規制装置については、主にバリケードを考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 対策のほどをよろしくお願いいたします。 

      これは、私が質問した理由は、この洗い越し方式というのは、吉岡町では初めてではな

いでしょうか。ですから、道ができたら通れるんだという考えで渡るとこの洗い越し方式

は非常に危険なわけです。ですから、地域の住民の方々によくその旨を周知させるという

のが行政の今回の役目だと思います。 

      その周知方ですけれども、住民全体に言うのが必要であるということは私は思っており

ますけれども、自治会の役員会で言われて、今度こういうことですと。あるいは自治会長

にこういうことなので、回覧物をよろしくお願いしたいということで、自治会長に話して

いるからいいと。自治会の役員だけに話しているからいいと。あるいは回覧が回っている

からいいと。この程度では周知できないというふうに思いますので、住民説明会等を開き

まして、今後の事故が起きないように、十分対策を打っていただきたいというふうに思い

ます。 

      最後になりますけれども、全体的に私が考えていた回答と若干レベルが下がっているわ

けですので、ちょっとこういうこともあるのかということで、私ちょっと話をしてみます。 

      先ほどの降雨時における側溝からの水があふれ、ＪＲの路肩の洗掘、こういったものを
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どのように受けとめているかということです。皆さんが。このＪＲの線路、群馬総社から

下り列車が来ますと八木原に向かって、まず駒寄川を渡ります。さらに北に行きますと、

滝の沢、かなり遠いですけれども、八木原のほうへ行きます。八木原の手前まで、駒寄川

から八木原の手前まで、ＪＲではこれを危険地帯というふうに認識しております。かつて。 

      しかしながら、路肩だとか線路、それらを補強しまして、現在はそういう危険地帯から

は除外されております。危険地帯というのは、雨が降ったときには何ミリ以上降ったとき

にはそこを列車が徐行する、速度を落として走行するという場所なんです。 

      ですから、吉岡町にはそういう危険な場所がかつてはあったと。今は十分補強されて、

なくなっておりますけれども、そういう場所だということを認識していただきたいんです。 

      今回路肩が崩れました。これは、ＪＲ社員であればすぐわかりますし、ＪＲにずっと興

味がある方だったらすぐわかります。あそこは、今臨時の速度制限がかかっているんです。

ＪＲではもう危険な場所になったということで、列車の速度を下げて運行しているんです

よ。 

      皆さんそういうことわからないと思いますけれども、そういった迷惑をＪＲにもかけて

いるわけです。 

      列車の速度が下がりますと、当然駅駅間の走行時間も長くなります。ですから、群馬総

社駅を発車して八木原に向かう下り列車、八木原駅を発車して群馬総社へ向かう上り列車、

これを待つ人は、最近列車がいつもより一、二分おくれるなというような感じを持ってい

る方がおられるかなとは思います。 

      しかし、列車には回復運転というのがありまして、その区間で遅くなった分はほかの部

分で若干の速度を上げておくれを取り戻すというのがありますから、渋川から高崎間の列

車の運行には差し支えはないと思いますけれども、そういった現象も発生しているという

ことを承知しておいていただきたいんです。 

      そういう迷惑をかけているという、重要な事象であるということを、また、そういう場

所であるということを認識して、これからのいろいろな改善の対策を打つと、方策を打つ

ときに計画に入れていただきたいというふうに思います。 

      以上で私の質問を終わります。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、３番飯塚憲治議員の一般質問が終わりました。 

      ここで昼食休憩をとります。再開を午後１時といたします。 

          午前１１時４７分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後 １時００分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） ２番冨岡栄一議員を指名します。冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君登壇〕 

２  番（冨岡栄一君） それでは、議長の通告に従い一般質問をさせていただきます。 

      まず、１番目として、上水道漏水についてを質問させていただきます。 

      近年の上水道管破裂による断水状況は。本年７月４日、朝６時ごろ、南下下八幡地区で

上水道管破裂による断水がありました。早朝の通勤通学等の忙しい時間帯で、町民が生活

に支障を来しました。 

      約１年８カ月前の平成２９年１１月にもこの近くで上水道管破裂による断水がありまし

た。幸いにも日中でしたので、生活に支障を来した人は少なかったと思います。たまたま

この下八幡地区の上水道管破が古過ぎるのか、続いています。 

      この地域だけが断水しているのか、ほかの地域でも断水が起きているのか、近年、平成

２８年から３０年の３カ年の件数及び多くの町民が支障を来すような断水があるのか、町

長にお尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 近年の水道管破裂による断水状況はということで質問をいただきました。

ことし７月４日早朝に発生しました配水管破裂による断水事故につきましては、町民皆様

の格別なご理解とご協力をいただき、補修ができましたことを厚く感謝申し上げます。 

      この水道管については、以前より漏水等の事故が多発する配水管で、担当課であります

上下水道課でも今後の対応策を具体的に検討していかなければならないと考えているとこ

ろであります。 

      ご質問いただきました近年の配水管による漏水事故件数については、平成２８年度で３

２件、平成２９年度で３１件、平成３０年度で２８件と、わずかでありますが、減少傾向

となっております。 

      漏水事故の大半は、水道管の老朽化が主な原因で、断水などの事象は一部の地域だけで

はなく、給水区域であればどこでも起き得る状況にございます。 

      範囲については、破裂した配水管の給水区域などにより、影響はさまざまで、数戸から

広範囲に及ぶこともございます。 

      町民の皆様には、その都度ご迷惑をおかけしている状況ですが、安心・安全な水道水の

提供を心がけ、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 
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２  番（冨岡栄一君） 約毎年３０件からの断水があるというか、水道管破裂による断水があると。

たまたまうちの下八幡地区ではなく、町内全域で起きていることを確認しました。 

      なるべく町民に迷惑をかけないように、少しでも改善してもらえればと思います。 

      次の質問で、現状と今後の対策についてお伺いします。 

      現在の老朽化した上水道管の布設かえ工事が随時行われていると思います。本年の３月

議会で五十嵐議員の質問で、平成２９年度数値で耐用年数を経過している水道管の管路延

長は６９．２メートル、率で３４．３５％となっているとの回答がありました。現在も水

道管の布設かえ工事は行われていると思いますが、進捗状況はどのようになっていますか

お伺いします。 

      また、今後の漏水に対する上水道管の更新計画はどのようになっているかお答え願いま

す。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 布設がえ工事の進捗状況と更新計画については、上下水道課長より答弁

をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 老朽管などの進捗工事でございますが、現在平成２８年度より継続し

ております防衛省の補助事業を活用した石綿管布設がえ工事を着実に進めているところで、

平成３０年度は２，８７７メートルの解消をしたところでございます。 

      また、更新計画ですが、ご心配をいただいております漏水事故のリスクを減らすために

も、この補助事業が完了いたします令和２年度以降も引き続き残りの石綿管の布設がえ工

事を実施して、平成２８年３月策定の吉岡町全域管路更新計画や平成３１年３月に策定を

した吉岡町水道事業基本計画に沿った老朽管などの計画的な管路の更新に取り組んでまい

りたいと考えております。 

      以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） 一日も早く古い管は交換していただき、町民の生活に迷惑がかからないよ

う、よろしくお願いいたします。 

      続きまして、２番としまして、民生・児童委員についてお伺いします。 

      民生・児童委員の主な業務について。日ごろより民生委員・児童委員の皆様には町民の

ため社会奉仕をしていただいており、ありがとうございます。民生委員制度は、大正６年
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に岡山県で創設された済世顧問制度に始まり、当初は方面委員と呼ばれました。方面委員

時代により、民生委員の本質は住民のよき隣人であったこと、住民に寄り添い、住民目線

に立った活動を行ってきたからこそ、住民の信頼を得ることができたとあります。 

      終戦後、昭和２１年に民生委員に改称し、昭和２２年の児童福祉法の公布により、児童

委員を兼ねるようになり、本年で１０２年が経過しました。この間、住民の一員として住

民視線に立って、安心して住み続けることができる地域づくりに取り組んできました。 

      民生委員法第１条及び２条に「社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に

応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努め、常に人格識見の向上と、そ

の職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努める」とあります。 

      「民生委員・児童委員の主な業務及び必要な援助」とありますが、具体的にはどのよう

なことをしていただいているのかお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 民生委員の職務につきましては、民生委員法では住民がそれぞれの能力

に応じて自立した生活が営めるよう、必要に応じて生活状況を適切に把握し、援助を必要

とする人に相談や助言、福祉サービスについての情報提供などの援助を行うこと、関係行

政機関の業務に協力すること、社会福祉事業や活動への支援をすること、このほか、住民

の福祉の増進を図るための活動を行うことが規定されております。 

      また、児童福祉法では児童委員の職務として、児童、妊産婦について、これらの活動に

加え、児童健全育成に関する機運の醸成に努めることなどを挙げております。 

      民生委員・児童委員は、これらの職務を通じて地域福祉の推進、安心して住み続けるこ

とができる地域づくりのために活動されていると思っております。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） ちなみに、交通弱者で病院、買い物等の支援は、民生委員・児童委員は支

援をしてはいけなく、ボランティアの方が行ってくれているそうですが、町長お答えお願

いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、健康福祉課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 先ほど議員ご指摘の移送サービスにつきましては、病院や買い物等の
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支援や移送サービスですが、こちらは社会福祉協議会のほうで行っており、対象者につき

ましては、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯が対象で、町内の公共機関や商店、近

隣の病院等への移送を行っており、この事業の担い手についてはボランティアが行ってお

ります。以上になります。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） 次の質問に入ります。 

      見守り、安否確認についてお伺いします。 

      民生委員・児童委員の皆様は、日ごろお忙しい中、見守りや安否確認などを行ってくれ

ていると思います。高齢化社会が進む中、見守りや安否確認をする人が年ごとにふえてい

き、民生委員・児童委員１人では限りがあり、毎日のようにはいかないと思います。 

      そこで、自治会地元住民と協力し、特に班長など、ひとり暮らしや高齢者世帯の人たち

に月２回からの町の配布物を通じ確認をしていただければ、見守りや安否確認が多くでき

ると思います。 

      民生委員制度創設１００周年活動強化方策の１つに、自治会と民生委員・児童委員との

連携強化とあります。民生委員・児童委員は、自治会活動に参加し、自治会は民生委員、

児童委員の活動を支援し、お互いに協力し合い、見守りや安否確認、また災害時等の支援

体制強化をしたほうがよいと思いますが、お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 民生委員・児童委員の活動については多岐にわたり、見守り活動も重

要な役割の一つですが、議員ご指摘のとおり、担当地区の民生委員・児童委員１人では限

りがあり、常時見守ることは難しいのが現状であります。 

      自治会とお互いに協力していくことは重要なことと考えていますので、民生委員・児童

委員と自治会が意見交換や情報共有する場などを設けられるよう検討していきたいと考え

ております。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） なるべく民生委員と自治会と協力し合い、地元町民を見守っていただきた

いと思っております。 
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      次に、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯についてお伺いします。 

      毎年６月１日現在で６５歳以上のひとり暮らしや７５歳以上の高齢者世帯の調査を行っ

ていると思いますが、ここ３カ年の調査人数はどのようになっているかお伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件についても、担当であります健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） ひとり暮らし高齢者基礎調査及び７５歳以上高齢者世帯の調査を民生

委員に依頼して実施しています。ご質問の過去３年間の調査人数についてですが、ひとり

暮らし高齢者基礎調査が平成２８年配布の数が６５０件、回答者数が４１２件、平成２９

年度は配布数６９６件、回答者数４５６人、平成３０年度が配布数７７２件、回答者数４

６４人となっております。 

      ７５歳以上高齢者世帯の調査につきましては、平成２８年度が配布数２４４件、回答者

数１１３件、平成２９年度につきましては、配布数が２５８件、回答者数が１３１世帯、

平成３０年度が配布数２７２件、回答者数１４６件となっております。 

      吉岡町においても年々増加傾向になっております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） 今迎えている高齢者世帯でこの調査のほうも毎年ふえているかと思います。

中には、その世帯でも世帯分離ですかね、何か介護保険を利用する方が支払う保険料、何

か財産があると利用料が高くなるということで、世帯分離等している方が見受けられます。

あくまでも世帯数がふえたから多くの方が利用というか、調査しているということではな

く、施設等に入った場合は世帯分離で、民生委員のこの調査の該当になっているかと思い

ます。 

      それで、県では７０歳以上のひとり暮らしの調査を行っているのに、なぜ吉岡町は６５

歳以上の人たちの調査なのか、お答えお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件についても、担当の健康福祉課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） ひとり暮らし高齢者基礎調査の対象年齢につきましては、従前は県も
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６５歳以上ということで調査をしておったのですが、平成２９年度に６５歳以上から７０

歳以上に変更したというようないきさつがあります。 

      しかしながら、吉岡町では各種高齢者施策の対象年齢が主に６５歳以上の方を前提とし

たサービスになっていることから、従来どおり、対象年齢を６５歳以上としており、事業

対象年齢の方を調査することにより、サービスの必要性等を確認するための資料等として

活用させていただいております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） わかりました。 

      次の質問に入ります。 

      町からの補助金についてをお伺いします。 

      民生委員には給与を支給しないと民生委員法第１０条にありますが、県から補助金が出

ているのとは別に、吉岡町からは２３８万円の補助金が出ています。どのように使われて

いるのかお答えをお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件についても、健康福祉課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 議員ご指摘のとおり、町からは民生委員・児童委員協議会に対して２

３８万円の補助金を交付しています。補助金の内訳についてですが、運営費分として、１

人当たり２万９，２００円、活動費分として４万８００円を３４人分として、合わせて２

３８万円の補助金ということで交付をさせていただいております。 

      使途につきましては、運営費については会の運営に、活動費については個人の実費弁償

費ということで使われております。以上になります。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） その中に研修とかが当然含まれているかと思います。先ほど民生委員法と

かと常に勉強して、皆さんに教えて、町民に資料とか、教えていただけるということにな

っておりますので、多分それにも使われているのかと思います。 

      次の質問に入ります。 

      任期についてお伺いします。民生委員法第１０条に任期は３年とするとありますが、町

の民生委員の方々も３年かお答え願います。 
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議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件につきましても、健康福祉課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 民生委員法では議員ご指摘のとおり、１期３年ということになってお

り、また、再任は可能ということになっております。 

      吉岡町についてですが、申し合わせにより、３期９年ということでお願いしているとこ

ろですが、当然のことながら、強制ではなく、委員の都合により１期や２期で解任される

委員さんもいます。 

      ３期９年というと長いと感じられるかもしれませんが、民生委員・児童委員の活動にお

いて、何より大切なのは住民との信頼関係です。民生委員の活動になれて、自信を持って

活動し、徐々に住民から受け入れられ、信頼関係を構築し、よりよい関係性を維持し、活

動していくためには必要な期間ではないかと考えます。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） その任期でございます。民生委員の任期について、群馬県下とか、全国の

ちょっと調べさせていただきました。民生委員の任期について、前回改選、ちょうどこと

し１１月３０日をもってちょうど民生委員を改選する時期ですかね。前回の改選の平成２

８年１２月１日の群馬県下の状況を見ますと、１期で終わる人が４６．６％、約半分の方

が交代になっております。全国で見ますと、３分の２が２期までで交代をするそうです。 

      今現在３期９年ですと、３４名の民生委員・児童委員で１０年間変わらずにいるとする

と、１期で３年で交代するのと１０年間に町の中には１０２名現職と民生委員・児童委員

を経験者がいることになります。退任後も見守り等を気にかけていただければ、その地域

で現職と民生委員経験者２名で９年間にその地域に３人いることになります。 

      高齢化社会で年々高齢者がふえていく中、９年で３人が地域を見守ることで安心できる

と思います。 

      現在は３期９年ですと、１期目は力を蓄える時期、２期目は力を発揮する期間、３期目

は後輩を育成する期間とあります。これはこれで大変大事なことだと思います。毎期ごと

全員がかわれば後輩を育成する方がいなくなってしまいます。当然何人かは残っていただ

きたいと思っております。 

      中には９年では物足りなく、今後も民生委員活動を続けてやっていきたいという人もい

るかと思います。 
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      前は、ある程度専門の知識を習得して利用するのは、相当の年数を要しましたが、今は

あくまで相談相手で、問題解決のために行政や包括支援センター等の専門的機関につなぐ

ということでよいかと思います。民生委員になって民生委員にやりがいを持っている人が

多いかと思いますが、民生委員が負担に感じていることで、１番目が先ほど質問しました

調査と。２番目が訪問ということで、なかなか民生委員と地元住民との人との会話の苦手

な人もいるかと思います。また、生活状況の変化や高年齢、精神的な負担を感じ、相談や

援助を続けるような困難な人は１期で交代してもしようがないかと思います。 

      先ほど米沢健康福祉課長が言ったとおり、どうしても１期、２期でやめる事情の方もご

理解願えますよう、よろしくお願いします。 

      それでは、３番目の質問に入りたいと思います。 

      スポーツ協会についてお伺いします。 

      年会費について。毎年５月、町民の世帯ごとに吉岡町スポーツ協会会費として３００円

を納付していると思います。そのほか、２０２万円の町からの補助金が出ていて、どのよ

うに使われているのか、町長お答えお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 町スポーツ協会の所管事務は、教育委員会事務局が担当しておりますの

で、このことにつきましては、教育委員会事務局長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉岡町スポーツ協会の収入源といたしましては、吉岡町スポー

ツ協会会費と町からの補助金が主なものとなっております。 

      平成３０年度の吉岡町体育協会、名前変わる前ですが、平成３０年度の会費収入としま

しては、収入決算額の３１．２％が会費収入であり、３７．９％が町からの補助金でござ

いました。 

      また、正会員費としましては、平成３０年４月１日現在の世帯数を基準として、世帯ご

とに会費の徴収をお願いしているところであり、昨年度は７５．１％、７，８０９分の５，

８４１の世帯から合わせて１７５万８，３００円の協力をいただきました。 

      また、補助金としましては、体育協会の補助金として２０２万円、北群馬郡体育協会負

担金補助として１５万５，０００円、合計２１７万５，０００円を町から交付されており

ます。 

      次に、ご賛同いただきました協会費及び町からの補助金を含むスポーツ協会の支出決算

の状況をご説明いたします。支出内容につきましては、大きくは事務費と事業費に分けら
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れますが、事務費といたしましては会議費、事務用品、振込手数料、スポーツ協会表彰記

念品などであり、１２．７％ほどとなっております。 

      次に、事業費といたしましては、自治会スポーツ振興費への補助を目的として普及振興

費を各自治会に交付しており、平成３０年度は１９．６％、１１２万７，８２０円を配分

しておりました。また、専門部育成費として、協会傘下の各部に全体の２０．７％となる

総額１１９万４００円の補助金を配分したほか、大会開催費や教室等開催費、照明使用料

補助、大会派遣費及び参加費、備品費等としても支出しているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） ありがとうございます。 

      次の質問に入りたいと思います。 

      表彰について。町民からスポーツ協会会費を納付してもらっています。会費を納付して

いるということは、協会会員であると思います。スポーツ協会加入団体はもとより、町民

がスポーツ大会等で活躍し、頑張った成果として表彰基準に沿ったスポーツ賞、優秀選手

賞、団体賞等の表彰をいただけるよう、町民各位に自治会や広報等で知らせ、表彰を受け

られるようお願いします。 

      町民は、会費を払うが、表彰があることを知らない町民が多くいると思います。１人で

も多くの町民がスポーツに関心を持ち、スポーツをしてよかったと思うよう、また、スポ

ーツをする人が１人でも多くなり、健康で長生きができるよう、町がスポーツをする人で

活性化し、元気なまちづくり、吉岡町はスポーツで元気だねと言われるような町、元気で

活気があり、吉岡町の名前を国内はもとより海外まで知られるよう、発展したほうがよい

と思いますが、お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことに関しましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町民全体がスポーツを通じて健康で長生きできるような取り組

みを今後も継続していくことは大事だと考えております。 

      それゆえ、スポーツ大会等で活躍し、頑張った成果に対して表彰したたえることは大切

であり、より多くの町民の活躍に光を当てていきたいと思いますので、議員から提案のあ

った広報などを活用した表彰制度に対する募集の取り組みなどにつきましては、町スポー

ツ協会にお話ししてみたいと考えております。 
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議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） 今までお金だけは取るけれども、表彰があるとは知らせていなかったと思

いますので、ぜひ町民にお知らせしていただけるよう、よろしくお願いします。 

      また、国民体育大会参加選手には町から交付金が出ていますが、それ以外の全国大会以

上、特にオリンピック種目に参加した選手に表彰だけではなく、近隣市町村の状況を調べ、

優秀な選手に対しより多くの交付金が出せるよう、町長、お考えをお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） オリンピック選手等々、全国に名をはせる選手、吉岡町から輩出しまし

たら、そういう対応を考えていけたらと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） 当然オリンピックに出る方は当然なんですけれども、オリンピックに関係

するような種目、バレー、野球、サッカーだとか、そういうような種目でできたらと、選

手が町から出ればうれしいかと思います。 

      昨年は１８２名の個人と２団体が表彰を受けました。その中で、ＰＧＭ世界ジュニアゴ

ルフ選手権女子の部、成績は予選通過、ＷＢＳＣアンダー２３ワールドカップ大会、成績

は惜しくも準優勝でした。１人ずつ世界大会に参加し、町始まって以来の世界大会参加の

ことと思います。 

      ことしは、これからいろいろな大会が多く開かれると思いますが、今現在はどのように

なっているかお伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 現段階での状況はというご質問ですので、児童生徒に関係する

一部を紹介させていただきたいと思います。 

      今年度、文部科学大臣杯第６２回小学生・中学生全国空手道選手権大会において、中学

２年生女子が活躍したほか、水球の第４２回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季

大会において、群馬ジュニア水球の小学生チームが優勝し、そのメンバーに吉岡町在住の

小学生が含まれておりました。 
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      また、第５４回全国道場少年剣道大会に町スポーツ少年団県剣道団の５名が出場、２０

１９全日本小学生空手道選手権、型の部で小学２年生の男子が準優勝したほか、第７４回

国民体育大会には、体操競技少年女子に１名が選出されておりました。 

議  長（山畑祐男君） 冨岡議員。 

              〔２番 冨岡栄一君発言〕 

２  番（冨岡栄一君） ありがとうございます。 

      今、事務局長の言われたとおり、町民の方々、皆さん頑張っております。そういう方々

に少しでも奨励金等が交付金が出ますようお願い申し上げます。 

      以上をもちまして、私の一般質問を終わりにしたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、２番冨岡栄一議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩をとります。再開を１４時１５分といたします。 

          午後１時３５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後２時１５分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） ４番嶋 隆議員を指名します。嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君登壇〕 

４  番（嶋 隆君） ４番嶋。議長への通告に基づき、一般質問をいたします。 

      運動部活動については、顧問となる教師の長時間労働につながるとともに、教師に競技

の経験などがないために、生徒が望む専門的な指導ができない、生徒のスポーツニーズに

必ずしも応えられていないことなどの課題があります。 

      また、目先のいわゆる勝利至上主義のもと、大会などで勝つことのみを重視した過度な

練習は、生徒の心身のバランスのとれた発達を妨げるという問題があります。 

      生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築する観点から、スポーツ庁が平成３０年３月

に策定、公表した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」にのっとり、平

成３０年４月１日、群馬県教育委員会が「適正な部活動の運営に関する方針」を策定しま

した。 

      県教育委員会は、中高全ての部活動を対象に示した主な方針は、中学校は平日と週末各

１日を含む週２日以上は休む。大会などで休めなかった場合は代休を設ける。活動は平日

２時間、週末３時間。朝練習は放課後の練習時間が十分にとれる日には原則行わない。 

      これにのっとり、平成３０年６月１日に吉岡町教育委員会は、適正な部活動の運営に関

する方針を策定しました。１、吉岡中学校の部活動について、（１）適正な部活動の運営
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に関する方針について。運動部活動の現況について説明を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 吉岡中学校の部活動について質問をいただきました。 

      吉岡中学校では、平成３０年６月に策定した吉岡町の適正な部活動の運営に関する方針

に基づき、部活動の約束を作成しております。 

      現在は、月曜日を部活動の休日日とするといった対応や、土日の中での休養日の確保及

び代休日の設定、部活動時間のコントロールなどがおおむね約束に沿って行われているも

のと考えております。 

      今後も吉岡中学校では、町の方針にも記載されているように、適切な休養を伴わない行

き過ぎた部活動により生徒の身体に無理が生じることのないよう、十分配慮しつつ、作成

した部活動の約束に沿って運営をしていただければと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 吉岡町教育委員会の適正な部活動の運営に関する方針では、活動時間、平

日では長くても２時間程度、学校の休業日では３時間程度で活動を終えるとあります。子

供の教育は、学校だけで行われるものでなく、学校と地域、保護者がそれぞれの役割を果

たし、互いに連携、協力していくものです。 

      県内の中学校に対する平成３０年５月時点での県教委のアンケートでは、部活動での休

養日を「統一して設定している」と答えた学校は７１．６％、このうち「週２日」と回答

した学校は７４．７％になります。 

      県内で中学校が最も多い高崎市は、活動時間や休養日を定めずに、各校に任せておりま

す。 

      また、平成２９年度の国の調査によりますと、群馬県では中学校の部活動で土曜、日曜

に休日を設けている学校は６１．８％でした。 

      （２）適正な部活動の運営に関する方針の取り組みの前と後では活動時間、競技結果に

ついての比較の説明を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉岡中学校では、適正な部活動の運営に関する方針に沿って部
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活動を運営しているため、方針策定前と策定後を比較した場合、週休日や活動時間の上限

を設定したことだけでも個々の部活動の活動時間が短縮されているのは間違いないと考え

ております。 

      また、競技結果につきましては、夏の県総体等に出場した部活動種目数、また、男女を

カウントした団体数を単純に比較してみますと、平成２９年度は１２種目、１７団体、平

成３０年度は１４種目、１７団体、令和元年度は１４種目、２１団体となっております。 

      また、単純に関東大会以上に出場した大会数で比較した場合、平成２９年度には関東中

学校駅伝大会や関東中学校陸上競技大会等４大会に、平成３０年度には全国中学校サッカ

ー大会や全国中学校体操競技大会、関東中学校水泳競技大会、関東中学校駅伝大会等６大

会に、令和元年度は、現時点でございますが、全国中学校体操競技大会、関東中学校水泳

競技大会の２大会に出場しております。 

      実際、取り組みも始まったばかりで、今年度の結果もまだ出そろっていないこともあり、

また、団体競技、個人競技の別や、在籍する部員数によっても状況が異なるため、年度ご

との単純な比較には無理があるかもしれませんが、適正な部活動の運営に関する方針に沿

った取り組みは、合理的で効率的、効果的な部活動を推進するため、全国的に進められて

いるものでありますので、町教育委員会といたしましては、吉岡中学校の対応を見守り、

必要に応じて助言等をしていきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいまのお話ですと、各年度でそれなりの成果があらわれて、関東大会

等に出席しているということの話をいただきました。 

      行き過ぎた運動部活動の背景、要因には、関係者の勝利至上主義の意識、価値観がある

場合も見受けられます。顧問となる教員の長時間労働や教員に競技経験がないために、生

徒が望む専門的な指導ができない、生徒のスポーツニーズに必ずしも応えられていないこ

となどの問題があります。 

      （３）教員のオーバーワークの実情についてはどのようになっているのか説明を求めま

す。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 近年、全国的に教職員の多忙化解消の必要性が叫ばれておりま
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すが、このことは、教育現場としても非常に大きな課題であると認識しております。 

      今年度、新たに群馬県教育委員会による調査が始まっており、それぞれの学校の教職員

の時間外勤務数の報告が求められておりますが、吉岡中学校を見ますと、月８０時間以上

時間外勤務をしている教員は、４月で４１．５％、５月で２９．３％、６月が２２％、７

月が２４．３％となっており、その大部分が部活動に関係する教員であると考えられるこ

とから、吉岡中学校もかなり厳しい状況であると考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいまの数字を見ますと、月ごとにデータが若干下降ぎみになっており

ます。これには何か特別な理由があるんでしょうか。お答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） この業務量の４月、５月、６月という部分なんですが、先ほど

の説明の中で大部分は部活動に関するという部分がありましたが、実際の教職員はそれ以

外の教育指導活動も行っておりまして、年度初めということですので、さまざまな業務が

そこに上乗せされている部分だと思われます。 

      なので、どうしてもこの４月にはこういった業務が多忙になるというのは、そんな状況

があるのかなというふうに考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 確かに、年度初めというのは皆さん忙しい時期かと思いますので、理解で

きました。 

      続きまして、運動部活動については、顧問のうち保健体育以外の教員で担当している部

活動の競技経験がない者が平成２６年７月、日本体育協会の調べによりますと４６％にな

っております。中学校、高等学校において教員の負担軽減策として、校長の監督を受け、

部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員の制度化を平成

２９年４月１日に施行しました。中学校における部活動指導体制の充実を推進し、部活動

を担当する教員の支援を行うとともに、運動部活動の質的な向上と円滑な運営を図ること

を目的として設置されました。 

      昨年３月議会で吉岡中学校への部活動指導員の配置時期と人数はとの質問に対し、配置
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時期と人数は未定、県へは２人を要望していると答えています。 

      そこで、（４）吉岡中学校運動部活動指導員配置促進事業について、どのような部活動

に何人配置しているのか。また、従来の外部指導員も必要に応じて活用するとありますが、

説明を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 部活動指導員の配置は、全国的に昨年度から始まった制度であ

りまして、吉岡町では昨年度は男女の陸上部に１名、今年度は女子バレーボール部に１名

の部活動指導員が配置されております。 

      そのほか、吉岡町では部活動の指導体制及び指導内容の充実を図ることを目的として、

専門的な技能と経験を持つ外部指導者に指導を依頼するスポーツエキスパート事業を町単

独で実施しております。これは、年間を通じて部活動顧問と一緒に指導に当たるもので、

昨年度は運動部に５名、文化部に２名の合計７名に、今年度は運動部６名、文化部３名の

合計９名にお願いし、事業を進めているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 昨年よりもふえたということです。これにより、教員の負担がどのように

変わったのか説明を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件につきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 部活動指導員の配置により、経験のない競技などの指導に係る

時間的・心理的負担が軽減されるとともに、部活動の質的な向上にもつながることから、

部活動指導員が配置された部活動の顧問の負担は軽減されているものと思われます。 

      しかし、吉岡中学校には運動部、文化部合わせて２７の主な部活がありまして、部活動

指導員が配置されていない部活の顧問の負担は変わっていないというのが現状だと思われ

ます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 
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              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 今後は、なるべく偏った部活にならずに、平均してそういう先生方が担当

できるように配慮をお願いしたいと思います。 

      次に、２問質問がありますが、割愛させていただきます。 

      吉岡中学校の多くの部活動が県大会を勝ち抜き、関東大会や全国大会に勝ち進んでおり

ます。これに伴い、保護者の経済的負担が重くのしかかってきます。そこで、（５）関東

大会及び全国大会出場時の保護者にはどのような経済的支援を行っているのか説明を求め

ます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについても教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉岡町では保護者負担の軽減対策として、生徒が中学校体育連

盟等主催、または共催もくしは後援する群馬県大会及び群馬県大会よりも上位の大会への

出場に要する経費を補助しています。 

      対象となる経費につきましては、交通費、宿泊費、物品運搬費、参加料等の経費であり、

補助金の交付対象としましては、各種大会の要項等に定められた登録選手及び監督、コー

チ、そして、各種大会に係る練習等に必要な最小人員の児童生徒等となっております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいまの説明では、登録選手に対しての補助があるということです。 

      しかし、大会時においては応援団がおり、父兄など、登録以外の同部員やその他の生徒

が応援に参加します。そこで、父兄など、応援団への経済的支援はあるのでしょうか、説

明を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについても教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 生徒が関東大会等、県大会よりも上位の大会に出場する場合な

どに大会開催地への応援バスなどが運行されることがあるというのは、町教育委員会とし

ても把握しております。 
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      現在は、部活動などにおいて上位の大会に臨む場合には、その大会に臨むためのメンバ

ーを支援の対象とし、その大会に参加することが想定されていない部員やその他生徒、そ

して保護者については、派遣のための支援の対象外とさせていただいているところでござ

います。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） レギュラー選手以外は対象になっていないということですので、近隣の市

町村については、こういう経済的支援についてはどうなっているのでしょうか、お答え願

いたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについても教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 今回この質問を受けまして、管内の市町村の対応などを調査し

たところ、登録選手以外の部員やその他の生徒、保護者が応援に行くことに対して公的補

助を行っている自治体はなく、ほぼ吉岡町と同様の支援となっているようです。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） そうしますと、近隣市町村も吉岡町と同じ環境ということになります。 

      先ほど近隣市町村では登録選手以外の補助がないということでしたが、だからこそ、吉

岡町は先行して経済的支援をするべきだと思います。初めはバス１台でもいいんです。町

長も野球をされるスポーツ人ですから、町長の意見をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 町有マイクロバスの利用ということになりますと、町内にはスポーツ団

体も含め多数の団体があり、どこかで線を引く必要もあるかと考えております。 

      町有マイクロバスの台数にも限りがあり、本来の利用に支障があっては困りますので、

先ほど事務局長のほうからも話があったように、町の機関の本来優先されるべき公務での

使用を妨げない範囲で検討していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 公務を妨げない範囲ということは、車があいていれば活用できるという解
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釈が成り立つわけです。学校も応援団に対しては、学校教育の一環と見るのが自然の考え

方だと思うのです。 

      そこで、保護者への軽減負担のために、町のマイクロバス活用について、保護者等に貸

し出しの便宜が図られないのかお答えをお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 応援団の交通手段として町のマイクロバスを使用できないかというご質問

でございますが、先ほど答弁させていただいたとおり、現在は部活動などにおいて上位の

大会に進む場合、その大会に臨むための登録メンバーを派遣するための支援を行っており、

そのことについては、町の事業であるというふうに考えております。 

      その大会に参加することが想定されていない部員、またその部員や生徒、そして保護者

によって組織される応援団は、あくまでも任意の取り組みであるというふうに捉えており

ますので、今の考え方では貸し出しの対象とすることは難しいのではないかというふうに

考えております。 

      ただ、例えば登録に漏れた部員を輸送するための手段として町のマイクロバスが活用で

きないかということにつきましては、今後検討してみたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 登録以外の部員を移動するということで、検討はしていただけるというお

話なんですが、町のマイクロバスの管理規定によりますと、バスを使用できる者は町の機

関で公務に使用するとき、町内の公共団体が研修のために使用する場合に町長が認めたと

き、１日の走行距離が３００キロメートル以内のとき、県外の宿泊は原則認めない、最後

に、町長が認めたときとあります。 

      この第２条に「吉岡中学校の部活動が関東大会に出場したとき」という文言を加えれば

よいと思うのですが、どのような問題点があるのかお答えいただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、財務課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙槗財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 



 - 152 - 

財務課長（髙㳖淳巳君） マイクロバス管理規則第２条第１項に規定されているように、町のマイク

ロバスは町の公務に対しての使用を前提に規定がつくられております。 

      使用の範囲に項目をつけ加えるだけでよいのではというご質問ではございますが、あく

まで前提は公務での使用であり、その範囲をどこまでにするかということになります。 

      また、町内には多数の公共的団体が存在し、そのことも含めて町では全体を見てバラン

スをとりながら制度を設計し、運用している状況ですので、特定の機関名や団体名、特定

の目的を明記した形での改正については、今後の規定の運用方法からも難しいと思われま

す。 

      しかしながら、先ほど教育長から説明させていただいた件につきましては、同じように、

先ほど町長が言ったとおりに、町の機関の本来優先されるべき公務での使用を妨げない範

囲で検討できればと考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） お手元に資料を配付してあります。ごらんください。 

      ここ何年かの関東大会、全国大会へ出場した記録でございます。先ほど教育委員会事務

局長から説明がありましたように、ことし令和元年はまだ途中なものですから、２つしか

ございません。しかし、平成３０年度、平成２９年度、平成２８年度、平成２１年度にお

いては、駅伝で全国優勝をしております。そして、関東大会の地区を見ますが、全部が当

然関東なんですが、吉岡からここの距離をはかれば日帰りでできる地区なんですよね。で

すから、町のバスが使えないのであれば、応援バス１台チャーターして、町として応援で

きませんか。町長、お答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 前向きに検討していきたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 応援も学校教育の一環ですから、父兄など、応援団への経済的支援を検討

してください。 

      さて、内閣府によりますと、我が国では急速に高齢化が進み、平成２９年１０月１日現

在６５歳以上の人口は３，５１５万人となり、総人口に占める割合は２７．７％と、約４

人に１人となっています。 

      吉岡町においては、６５歳以上の人口は、ことしの４月１日現在４，７０３人で、約５

人に１人となっております。 
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      また、平成２９年末の運転免許保有者数は、全国で８，２２５万人、今後も増加すると

推計されています。 

      高齢者は、加齢により動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になっ

たり、瞬時に判断する力が低下したり、ハンドルやブレーキ操作におくれが出ます。運転

に不安を感じている、もう運転しないで運転免許証を返納したいという方は、自主的に返

納できる制度が平成１０年４月に施行されました。 

      渋川警察署管内によりますと、運転免許証返納者は、平成２８年度で２６７人、平成２

９年度で４０３人、平成３０年度で４８４人となっており、年々増加傾向にあります。 

      ２番、運転免許証返納者及び福祉タクシーと相乗りタクシーについて。 

      （１）運転免許証を自主返納した高齢者へのサポートについて。 

      町の高齢者自動車運転免許証自主返納者支援事業の平成２８年度から３０年度の３年間

に受給者数と支援内容及び経費についてお答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今我が国は、急速に高齢化が進んでおり、それは我が吉岡町においても

高齢化は確実に進んでいると感じているところでございまして、そうした中、高齢者によ

る痛ましい交通事故のニュースが流れるたびに、そうした事故を少しでも減らしたいと考

えずにはいられません。 

      町は、そうした高齢者による交通事故を１つでも減らす対策として、平成２３年４月１

日から高齢者の運転免許証自主返納者支援事業を実施しているところでございます。 

      また、そのほかにも高齢運転者の事故を減らすため、警察や交通安全会等、関係機関と

協力して高齢者を対象とした講演会や啓発活動も実施しているところでございます。 

      さて、ご質問の受給者数等ですが、これにつきましては、町民生活課長に答弁をさせま

す。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問の平成２８年度から３０年度の受給者数ですが、平成２８年度

が２６名、平成２９年度が３１名、平成３０年度が３６名となっております。 

      次に、支援の内容ですが、まず、運転経歴証明書の交付手数料１枚１，０００円、この

交付手数料につきましては、平成３０年５月１日から１，１００円となっておりますが、

その交付手数料の全額を支援しています。 

      次に、群馬県バス協会の一般乗合旅客自動車運送事業者が販売する共通のバスカード５，

０００円の支援、また、平成２９年１０月１日からタクシー券の支援も実施しておりまし
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て、申請者に１枚５００円のタクシー券を１０枚、５，０００円分を支援しておりますが、

タクシー券につきましては、年度内に使用した枚数分をタクシー会社に支払っております。

その額がタクシーのタクシー券の支援額となります。 

      次に、経費ですが、平成２８年度が１５万５，０００円、平成２９年度が１６万９，５

００円、平成３０年度が１０万１，３００円となっております。 

      以上のとおりでございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいまお話を伺いました。年度を追うごとに受給者数も若干ふえている

ということがわかりました。 

      そこで、渋川警察署調べでは、平成３０年度吉岡町の運転免許証返納者数は４９人おり

ました。うち、運転経歴証明書を取得した人は４６人でした。 

      ただいまの説明では、平成３０年度は３６人が自主返納者支援事業を受けたとあります。

ということは、１０人が支援を受けなかったことになります。 

      そして、ただいまの説明では、自主返納した６５歳以上の高齢者には交付手数料全額補

助、県のバスカード５，０００円相当のもの、またはタクシー券５００円掛ける１０枚を

支援しているとありました。 

      しかし、この支援は一時で終わるものです。町がこの制度を実施したのは、平成２３年

４月からです。高齢者の運転免許証の施策を進めるためにも運転経歴証明書を見せること

によりリバートピア吉岡温泉が無料になったり、商工会の協力を得て町内での買い物が割

引になったりなど、運転免許証を返納しやすい環境づくりを推進してはいかがですか。お

答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この質問に関しましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 高齢者の運転免許証自主返納者支援事業につきましては、高齢者の事

故を減らす対策の１つとして町は今後も広報等で住民の皆様に周知し、この事業をもっと

推進していきたいと考えているところでありまして、そうした考えから、今回９月補正に

おいて、事業費の増額をお願いしているところでもあります。 

      ご質問のリバートピア吉岡温泉の無料や町内の買い物の割引などにつきましては、運転

免許証を返納しやすい環境を推進するということでございますので、町もこの事業を推進
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していきたいと考えているところでありますので、そういった対応が可能であるか、関係

部署の意見を聞きながら検討していきたいと考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ぜひ可能になるように推進していただきたいと思います。 

      少し古いデータですが、平成２７年度の警察庁の高齢者アンケートで「運転する目的」

との質問に対し、「買い物のため」５４％、「家族の送迎など、通院」で１９％、また、

「運転することの意味」との質問では、「交通手段」が７０％、「生きがいや楽しみ」が

２０％で、車がないと生活が不便なこと、交通手段に関する支援の充実が必要で、今の支

援では運転免許証を返納できないとあります。 

      高齢者が運転免許証を返納しやすい環境をぜひつくっていただきたいと思います。 

      次に、以前から何人かの議員が質問してきましたが、福祉タクシー制度と相乗りタクシ

ー制度とがあります。どちらも利用者が少ないのが現実です。前町長は、２つあるのはや

やこしいということは認識しており、広く皆様方に利用していただく内容に前向きに検討

したいと答弁しておりました。 

      制度としてつくった以上は、利用されて意義があります。 

      （２）福祉タクシー制度と相乗りタクシー制度について。 

      この２つある制度について、縦割り行政を廃止して一本化し、利用しやすい制度へと改

善すべきだと思いますが、町長の意見をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 一本化の取り組みの関係につきましては、以前より議会から質問をいた

だいておりますが、今年度高齢福祉室と生活環境室及び総務政策室について統合、いわゆ

る一本化に向けての協議を実施しております。 

      今後の施策運営について具体的にお示しできる段階まで協議が進んでおりませんが、両

制度の利用者の利便性が低下しないよう、検討作業を進めてまいりたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 福祉タクシーについては、平成１９年度から始まり、現在では初乗り料金

の補助分として７３０円、初乗り料金を援助しているところであります。 

      そして、福祉タクシーについては、平成２８年度６３人、平成２９年度５７人、３０年

度５０人と、年々これも右肩下がりで利用者数が減ってきております。 

      そして、当初は約３００万円ほどの予算と聞いておりました。 



 - 156 - 

      相乗りタクシーについては、平成２５年度にグループタクシーとして一部地域を対象に、

その後、町内全域に拡大して、実証実験を経て平成３０年度に本格運用を始めました。 

      平成３０年度の相乗りタクシーの利用者は５９人、利用券は２，０２４枚交付されてお

り、そのうち利用した数は３４４枚、事業費は１７万２，０００円、利用率で考えますと

１７％になっております。 

      福祉タクシーと相乗りタクシーは、利用券に１月の使用制限がないのに利用率が１０％

台と低い理由をどのように分析しているのか。福祉タクシーについてお答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、福祉タクシー関係、担当の健康福祉課長より答

弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 利用率１０％台とのご指摘がありますが、福祉タクシーの利用につい

ては、７０歳以上の高齢者のみ世帯であることや、身体障害者手帳等の所持者でなければ

ならないこと等、利用目的についても通院に限るなど、要件がやや厳しいことが考えられ

ております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 利用が限られているとはいえ、交付枚数に対して１人当たり使っている枚

数が非常に少ないんですよ。その辺どうお考えですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） こちらにつきましては、一応１月４枚ということで、一度申請があり

ますと、その方に４８枚配るわけですけれども、その方がフルに使わないでところどころ

使うというふうなことで、交付枚数は多いんですが、実態の利用状況は少ないということ

になろうかと思います。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） この使用をもっとふやす施策というのは、何かお考えですか。 
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議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） それを含めて、現在協議中でございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） わかりました。 

      先ほど言ったように、３年間のデータを見ると、年々減っているということで、高齢者

の運転免許証返納の施策を進めるためにも、この制度の充実が必要になってくると思いま

す。今後も利用率が高まるように協議のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

      次に、３月議会で取り上げられ、検討するとありました福祉タクシー制度で、生活保護

世帯を対象外とした件についてお答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） こちらにつきましては、生活保護世帯が対象外となった件につきまし

ては、この制度設計時に生活保護世帯については、医療扶助の中に移送費があることから、

対象外とした経緯があると考えられます。 

      しかしながら、現状の要綱であれば、生活保護世帯であっても移送費を受給していない

世帯も対象外となってしまうところが問題になると分析しております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 社会福祉協議会での移送サービス事業では、生活保護世帯は対象になって

おります。福祉タクシー制度で生活保護世帯を対象外としたことは、３月議会では改める

問題だと認識しているということですから、改善をしていただきたいと思います。 

      改める問題は改める。早急にいかがですか。町長。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても健康福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） この件につきましては、議会からのご指摘もありまして、現在は要綱
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の一部を改正し、生活保護世帯であっても生活保護法の移送費を支給していない者であれ

ば、福祉タクシーの利用ができるよう改正を行い、本年平成３１年４月１日から施行をし

ております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） じゃ、実際はもう施行されているということですか。ありがとうございま

す。 

      最後になりましたが、国土地理院のホームページ更新について。 

      （１）７月１日に更新された国土地理院のデータについて。 

      ６月議会において更新の対応をお願いしたところ、７月１日に更新をしていただきまし

た。ありがとうございました。 

      しかし、２つの間違いがあることを指摘いたします。１つ目は、指定避難所の重複につ

いてですが、各自治会の指定緊急避難場所は指定避難所になっていないため、重複を外さ

なければなりません。 

      ２つ目は、３７番目に吉岡町保健センターが記載されていますが、６月の議会では保健

センターは福祉避難所として利用を考えているため、配布したマップには掲載を外したと

言っております。 

      このため、国土地理院のホームページから吉岡町保健センターを削除すべきだと思うの

ですが、お答えください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 国土地理院のホームページ更新関係については、町民生活課長より答弁

をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問の国土地理院のホームページの更新についてですが、６月の一

般質問のときに説明したとおりでございまして、そのとおりに更新の手続がなされたもの

と思っていましたが、議員のご指摘のとおり、今回その更新の内容に誤りがあったことを

確認しましたので、早急に災害ハザードマップ等と同一の情報となるように、再度国土地

理院のほうへ更新申請を行いたいと考えるところでございます。以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） また、８月に皆さんの家庭に配布されたタウンページ北部版があろうかと



 - 159 - 

思います。その北部版に同封された防災タウンページという小冊子があろうかと思うんで

す。この小冊子の吉岡町の避難マップが掲載されておるのですが、全く国土地理院と同じ

情報が掲載されており、緊急指定避難場所が指定避難所になっております。そして、保健

センターもこれに掲載されております。全く国土地理院のホームページと同じものが載っ

ており、配布されております。 

      これもどういうルートでこのＮＴＴのタウンページの防災タウンページに情報が流れた

のか。この辺をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問の件につきましては、ＮＴＴのほうに確認を早急にして、やは

り同じように、災害ハザードマップと同一の情報となるように、できる範囲で更新してい

ただくように話をしていきたいと考えます。 

議  長（山畑祐男君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ぜひ、これ配られてしまったので、すぐ更新は難しいと思うのですが、情

報は統一されたものでなければなりません。町民に配布された吉岡町災害ハザードマップ

と同一の情報となるよう、早い時期に更新をお願いいたします。 

      時間がまだありますが、以上で４番嶋の一般質問を終了させていただきます。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、４番嶋 隆議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩をとります。再開を１５時３０分といたします。 

          午後３時０６分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後３時３０分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） １０番飯島 衛議員を指名します。飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君登壇〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

      高齢ドライバーに対策をということで質問させていただきます。 

      １番目といたしまして、踏み間違い防止装置の推進と設置に助成をということで質問し
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ますが、近年高齢者の交通事故が特に強調されている報道が多く見られます。６月に閣議

決定された２０１９年版の交通安全白書によりますと、１８年の７５歳以上の高齢運転者

による死亡事故は、７５歳未満に比べて免許人口１０万人当たりで約２．４倍、原因別で

は、運転操作の誤りが全体の３０％を占め、このうちブレーキとアクセルの踏み間違いに

起因する死亡事故の割合は、７５歳未満では全体の１．１％にとどまったのに対し、７５

歳以上では５．４％に上がったとあります。 

      ことしの４月の８７歳の高齢男性が母親と３歳の女の子をひいてしまった事故などは、

記憶に新しい、本当に痛ましい事故でございました。こうした報道により、免許の返納が

ふえているとのことでございます。 

      しかし、群馬県などは車が欠かせない土地柄でもあります。なるべく長く車を運転した

いと思っているのが現実ではないでしょうか。 

      いろいろな自治体では安全装置のついた車の購入や踏み間違い防止装置の取りつけに助

成を出したりしているようでございます。 

      私どもも文教厚生常任委員会で新潟県の刈羽村へ視察に行きました。やはり刈羽村でも

安全対策の車を購入すると助成をいただけるというような施策をやっておりました。 

      また、上毛新聞で７月１０日の記事にありました。これは太田市のほうですが、太田市

はスバルの工場がございまして、そのアイサイトを搭載した新車を購入した人に２０万円

を助成すると、そのような記事がございました。 

      こういった車を運転支援機能を備えた車を購入した場合に助成をするという町が群馬県

では甘楽、明和町両町を初め、全国的に広がっているということでございます。 

      そのほかに、これは７月２８日の上毛新聞で、お隣の渋川市が踏み間違い防止装置とい

うのを高齢者対象に助成方針ということで記事が載っておりました。やはり、町長さんの

発言ですが、中山間地域では移動に車が欠かせず、免許返納を促すだけでは十分でない。

踏み間違い防止装置をつけることは、運転する本人のほか、周囲の安全確保にもつながる

という記事が載っておりました。渋川市では、運転免許証を保有する７０歳以上の市民が

対象で、５万円を上限に防止装置の購入と取りつけを含めた設置に係る費用の３分の２を

補助する。当面は１００台分を想定し、一般会計、９月補正予算案に関連費用を盛り込む

予定ということでありました。これは、渋川市の取り組みは、大泉町に続きまして、県内

自治体で初めてで、渋川市が２例目というふうになるということで記事が載っておりまし

た。 

      そこで、お伺いします。吉岡町でもこういった最新の安全装置の推進と設置の助成を要

望するものでございますが、町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 
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              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 高齢ドライバーに対策を。踏み間違い防止装置の推進と設置に助成をと

いうことで質問をいただきました。 

      先月末に吉岡町交通安全会よりも助成支援の要望書が提出されております。今高齢者に

よる痛ましい交通事故が多発しておりまして、そうした事故を何とか減らしたいと考えて

いるところでございまして、町も警察や交通安全会等、関係機関と協力して、高齢者を対

象とした講演会や啓発活動を実施するなど、高齢者による事故を減らすための対策等を検

討しているところであります。 

      詳細につきましては、町民生活課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問の踏み間違い防止装置につきましては、町も県内で実施してい

る自治体があることは承知しておりまして、そうした自治体の実施状況等を参考に、高齢

運転者の事故を減らすための対策として、現在検討しているところでございまして、来年

度の実施に向けて要綱の検討や予算などについて協議をしているところでございます。 

      隣の渋川市と、また吉岡町ではまた違いますので、財政等の状況等を考慮しながら進め

ていきたいと考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 本当にどうぞ来年度に向けて対策をよろしくお願いしたいと思います。 

      続きまして、高齢者らに対して特殊詐欺の予防対策をということで質問させていただき

ます。 

      まず、１番として、通話の自動録音装置の導入をということで質問させていただきます。 

      ８月６日の上毛新聞にストップ特殊詐欺の記事が載っていました。これは、連日載って

いる記事なんですけれども、その特殊詐欺の予防対策として電話の発信者に通話内容の録

音を自動音声で予告する装置について、高齢者に貸し出しや購入費を補助する支援の取り

組みが掲載されていました。人心がすさんで悪質な詐欺を働く人たちがいる現代ですが、

善良な市民、特に高齢者を守っていくためにも早急な対策が求められると思います。 

      やはり、この８月６日の上毛新聞に載っておりますけれども、本当に県内では特殊詐欺

被害が後を絶たないということで、ことしの上半期、１月から６月まで県警が県内で認知

した特殊詐欺は、前年度期比２０．７％増の１１１件で、被害額は８７．４％増の２億８，

７６０万円に上った。被害額の増加は５年ぶりで、１，０００万円単位の高額被害も相次

いで発生しているということでございます。今本当にさまざまな詐欺というか、本当にい
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ろいろなすきをついて犯罪集団が高齢者を狙っているのが現実でございます。 

      県警のほうでは高齢者らが自動録音装置を使えば、アポ電を含めて、犯行グループと接

触する機会を大幅に減らすことにつながると指摘、装置の普及が今後の課題であり、市町

村のサポートは重要というふうに記事に載っておりました。 

      私も渋川警察の生活安全課のほうへお邪魔しまして、ちょっと資料いただいたわけです。

説明を聞いたんですが、価格的には１万２，０００円ぐらいの機器でございまして、実に

よくできていて、電話と電話の回線と電話機の間にこの機器を取りつけるような形で、そ

して、自動録音装置ということで、振込犯が物すごくこの録音されるということを嫌うそ

うなんですね。ですから、まず電話かかってきて、この会話が録音されていますよという

ふうに流れると、大体詐欺犯はそれを切るということで、そうすると、かかってきてもま

ずこの機器が応答しますから、それで詐欺犯が切ると本人には電話がかかってこないと、

そういう仕組みになっているそうでございます。そして、万が一とってしまっても、その

会話内容が高音質録音という形で録音されておりまして、録音の可能時間というのは件数

は６０時間、２，０００件を録音することができるということで、古いほうからどんどん

消えていきますけれども、かなりの時間と件数が録音されるということで、渋川県警のほ

うでは、１０台ほど県下の各警察署に１０台ほどこれを県のほうからいただいて、そして

希望者に貸したら、たちまち貸し出されたということでございました。 

      そして、警察のほうでは特に推進はしていないということで、各自治体でこういうのは

推進しているというか、補助金とか出しているみたいですよなんていうような話を聞いて

帰ってきた次第でございます。 

      そういった状況でございますので、我が吉岡町でも本当にこういった詐欺が蔓延してい

る事実を鑑みて、ぜひ急いだ対策が必要ではないかというふうに思っておるところでござ

います。町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） やはり、高齢者対策として、このことについても町は特殊詐欺の予防対

策として電話の通話内容の自動録音などの装置に対して貸し出しや購入費の助成などの対

応を県内の市町村において実施されていることを承知しておりまして、現在、他の市町村

の状況を把握し、特殊詐欺の予防対策として、そうした装置の購入費の助成などを検討し

ているところでございます。 

      詳細につきましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 
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町民生活課長（福島良一君） 特殊詐欺の予防対策として県内の市町村で電話の通話内容を自動録音

する装置の貸し出しを実施している市町村が８市町村で、そうした装置の購入費を助成し

ている市町村が１４市町村で、助成内容は、主に装置の購入費の２分の１を助成するもの

となっております。 

      町は、これにつきましても、先ほどの踏み間違い防止装置と同様に、現在他の市町村の

状況等を参考に、要綱の作成や予算などについて検討しているところでございます。以上

であります。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 引き続き前向きな答弁ありがとうございました。よろしくお願いいたしま

す。 

      続きまして、猫などの多頭飼育についてということで、まず１番、その実態はというこ

とで、多頭飼育崩壊などの報道がありますが、多頭飼育崩壊にはブリーダー崩壊型、アニ

マルホーダー型、ボランティア二次崩壊型があり、自治体などが苦慮しているとのことで

ございます。 

      私も猫などのにおいだとかふんのことなどで相談を受けたことがございまして、町はこ

ういった多頭飼育崩壊というようなことで、実態を把握しているかどうかということをま

ずお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今、飼い主がそれぞれの思いによってペットの犬や猫等を無秩序に飼育

し、その結果、ペットがふえ過ぎて飼育の継続が不可能となる多頭飼育崩壊が全国各地で

問題となっておりまして、また、それによって近所の住民からペットの鳴き声による騒音

やふん尿による悪臭等の苦情が生じ、その対応で地域の自治体も苦労していると聞いてお

ります。 

      町で多頭飼育崩壊の事案が発生すれば、県の動物愛護センターと連携し、対応しなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

      なお、詳細につきましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） それでは、町長の補足説明をいたします。 

      現在町では多頭飼育崩壊による相談などの事案はありませんが、ペットの飼育で住民か

ら苦情の申し出があった場合には、自治会を通じて注意の喚起や看板の設置を行っておる



 - 164 - 

ところでございます。 

      また、よしおか広報等で犬や猫などのペットを飼うマナーとして、動物愛護法に基づき、

飼い主に対しペットとして飼う動物の本能や習性等をよく理解していただき、ペットの飼

い主としての責任を十分に自覚し、飼っているペットにより他人に迷惑や危害を加えない

ように飼っていただくようお知らせしているところでございます。 

      今後も動物愛護法に基づき、対応していく考えであります。以上でございます。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 対応していくということでございますが、次の（２）番に移りますけれど

も、そういった方が避妊治療などに相談、助成をということで質問するわけですけれども、

そういった多頭飼いの多頭飼育されている方、私も本当にちょっと身近にいたことがあっ

たんですが、本人はいっぱい数が、猫がいっぱいいても何ら苦にすることもなく、本当に

かわいい、かわいいで飼っていて、要するに本人がどうしたらいいかということもわから

ないような状況になっているのではないかと思うので、やはりそういった家庭でまずその

辺を相談とか話し合いみたいな形で、相談に行って、まず実態を見ていただくというのが

必要ではないかと思うんですけれども、町では多頭飼いでいっぱい飼っているという家庭

を掌握していないんでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 多頭飼育の関係でございますが、多頭飼育という事案はあるかと思い

ます。 

      ただ、崩壊に至っていない状態の、ペットの飼育、飼い主の範疇で、まだ行われる状態

で対応することはあるかなと思っています。そういう状態のときには、動物愛護センター

と連携して対応しているところであります。 

      また、ご質問のペットである動物の避妊治療などの相談については、まず役場の担当に

相談していただき、相談の内容を町内の獣医師等に連絡するなどの対応をしていきたいと

考えております。 

      また、先ほども言いましたが、相談の内容によっては、動物愛護センターに連絡し、連

携をして対応していきたいと考えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 
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              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 実際多頭飼育崩壊かどうかというのは、実際にわからないという場合もあ

ろうかと思います。これは、動物基金というところがインターネットで見回っているんで

すけれども、その多頭飼い救済支援レポートということで、この動物基金というところが

こういう相談を受けたところへ申請者のところへ行って解決しているんですね。避妊手術

をやったりという、そういうレポートのあれが載っていたんですけれども、これ群馬県の

前橋市なんですけれども、６０代の姉妹が２人暮らしで、姉が無職、妹は職がある。持ち

家が２階建ての戸建て、生活に使っていない部屋に猫トイレを置いていた。生活保護の受

給状況は受給していない。多頭飼育現場の猫の総数１６頭、そして手術をいついつやって

というふうな形で、こういう支援レポートなんていうのがあるんですけれども、１６頭だ

とやはり多頭飼育というかになろうかと思いますけれども、実際やはり猫がたくさんいて、

万が一苦情があるんじゃないかなというように見受けられたら、相談に行ってやるとか、

実際私もいろいろ町民のところへ訪問する機会があるんですけれども、そうすると、本当

にもう玄関の外にもいて、中もすごい状況な家庭が実際にあるんですね。私が知っている

だけで２軒ぐらいあったかなという形で、こういうのは、町のほうで相談に乗ってあげる

とか、大体お年寄りのおばあちゃんとか、そういう人で、お一人で暮らしているような方

で、それで猫がふえちゃっているような、そういうところがあるんですよ。 

      ですから、万が一においとかふんなんかで苦情があったら、駆けつけていただいて、相

談に乗ってあげて、多分本人はもうどうしていいかわからないと思うんですよ。やはり、

そこは行政のほうで手を差し伸べて、何とか動物愛護協会のほうでも連携して、何とかそ

ういう避妊の助成みたいなものが向こうのほうで、県とか、そちらのほうでも出してくれ

るかもしれません。また、その辺は調べていただいて、ぜひ放ったらかしにしないで、そ

ういった、本当に、多分見た感じでは余裕で飼っているというんじゃなくて、もうどんど

んふえちゃって、もうどうにもならないで仕方なく餌上げているというような形だと思い

ます。本当に玄関先にもうすごい状態で、そういう家庭が現実にあって、私なんかもだか

ら、要するによその家まで猫の場合は、よそのお宅のほうまで行ったりしてふんをしたり

とかということで、ちょっと相談を受けたことがあったものですから、そういったところ、

もし情報を得てわかりましたら、相談に乗ってあげていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

      続きまして、埋もれていく資料などの保存についてということで質問させていただきま

す。 

      民間に保存されている貴重な写真などを町で収集保存し、活用できないか。 

      町では、そういった資料の保存はなされているのでしょうか。ことしで戦後７４年、戦
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争を経験している人はかなり高齢になり、実体験などを語れる人も少なくなってきました。

そうした中、後世に残すべきではというような貴重な写真などの保存についての相談があ

りました。家庭などに保存していると、当人が亡くなった後、散逸してしまうのでとの懸

念があります。 

      皆様のお手元にお配りした、この写真なんですが、これ私の地元のある８６歳、この写

真のときは尋常高等科の２年なんですね。だから、小学校６年として、１２歳で、７４年

で８６歳、合っているということなんですけれども、そういったお年寄りのところへこう

いう写真がございまして、それでそれをまた同じ地元の人が写真を拡大にして、こういう

ふうにラッピングしてくれたんですよ。そして、こういう貴重な写真が要するに自分が亡

くなった後なくなってしまうんじゃないかと。何か町でこういうのを保存していただけな

いか。何かで活用していただけないかというような形で相談を受けたわけなんです。 

      この文字が書いてあるほうは、本人が尋常高等科の第２年のときの昭和２０年の３月２

９日だというふうに本人は言っていました。そして、第１学期というのは、３月ですから、

戦争真っ最中で、勤労とありますけれども、ほとんど勉強しなかったということで、勤労

奉仕に明け暮れたと。そして、２学期からは、戦争が終わったので、また授業が始まった

というような説明でございました。 

      そして、もう一つの写真が、これは松の根っこを掘って、それを飛行機とか船の燃料に

したそうです。そのときの動員したときの写真だそうです。 

      そうしたきょうの上毛新聞のひろばに７４年目の夏が過ぎたということで、ヤマグチタ

ツコさんという８４歳の前橋市の女の方の投稿がございました。この松の根っこだという

ふうに聞いていたものですから、その記事が載っていたんですね。 

      ちょっと読ませていただきますが、国民学校では兵隊さんの軍服をつくるため、山にカ

ラムシとりに入った。級の誰よりも多くとり、山道を背負ってきた。勉強の朝の１時間ぐ

らいで、出征兵士の家の農作業を手伝った。働き手も肥料もなく、米の収穫高も少ない、

等級米のほとんどは供出だったと。そして、父たちは休む間もなく、松根油をつくる松の

根を掘りに山へ行くことが多かった。二度と戦はあってはならないというような投稿があ

りまして、松根油というらしいですね。だから、ちょうどタイミングはあれだったですけ

れども、この写真は、その松の根っこをみんなでとりに行って、それでそれを要するに戦

争の飛行機なんかの燃料にしたという、こういう戦争というと本当に空襲だとか、そうい

うのが物すごくあれですけれども、実に松の、もう資源がなくて、松の根っこを燃やして

油とってまでやっているような戦争ということは、いかにももう本当に勝ち目は絶対ない

というような悲惨な国民というか、本当におおごとしているなというふうに思うわけです

けれども、こういった資料の、やはり保存、多分たくさんあるんじゃないかと思いますけ
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れども、こういった資料の保存というのは、とりあえず町のほうではなさっておるかどう

か、ちょっとお聞きします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 明治２２年に明治村、駒寄村が発足してから昭和３０年の合併により吉

岡村が誕生し、その後平成３年の町制施行を経て、現在の吉岡町に至るまで１３０年の時

が流れております。 

      その間、先人の方たちはさまざまな歴史的苦難に遭いながらも、それに立ち向かい、努

力を重ね、乗り越え、今の吉岡町があるものと思っております。 

      近年、町文化財センターには、古い写真や古文書類、民具などを寄贈したいと申し出を

される方が見えられることはありますが、歴史的価値のあるものについては、文化財セン

ターで寄贈を受け、整理保存を進めております。 

      町では今後も文化財センターを地域の歴史文化の拠点として位置づけ、貴重な歴史遺産

の保存と展示等を含めた有効活用に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 文化財センターのほうで収集をしていただけるような形だと思いますが、

やはり、自治会単位ぐらいでちょっと集めていただくとかして、それで町のほうに持って

いって、町のほうで選別していただくとか、そういった方式もよろしいんじゃないかと思

います。 

      また、活用としては、よく前橋なんかのこういう戦争なんかの記事が載っているんです

けれども、前橋の空襲の記事……、吉岡町の歴史遺産というか、歴史の記憶というんです

かね、そういったあれを子供たちにも継承していくのも必要ではないかということで、我

が町の戦争の記憶とか、代はどうであっても子供たちに本当に戦争が本当にあって、大変

な思いをしたという記憶、ぜひ引き継いでいただきたいというふうに思うんですけれども、

そういったところはいかがでしょうか。町長。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） あくまで先ほど申し上げましたように、歴史的価値のあるものについて

はということでご理解いただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） じゃ、歴史的な価値のあるものは、ぜひ保存、展示、活用していただきた



 - 168 - 

いと思います。よろしくお願いいたします。 

      続きまして、企業誘致について質問させていただきます。 

      １番、優遇措置についてでございます。 

      ７月３１日の上毛新聞に玉村町の記事が載っておりました。玉村町では６４．６ヘクタ

ールと６．４ヘクタールの工業団地があるのに、インターチェンジの北に今度２０ヘクタ

ールの工業専用の団地造成を計画しているとの記事が掲載されておりました。 

      また、８月２５日には、県内の工業団地の記事が載っていました。交通網のアクセスの

よさ、災害が少ない、東京近県の中では土地が安いなどの理由で、２０１８年に企業が取

得した県内の１，０００平方キロメートル以上の工業用地は、件数、面積とも全国上位と

のこと。一方で、団地の在庫が減少傾向で、企業誘致に向けた用地確保が課題とありまし

た。 

      我が吉岡町では、駒寄インターチェンジの西側と１７号の西に工業誘致エリアがありま

す。開発には交渉、手続などで時間が必要と考えます。 

      町の税収増と雇用確保のため、誘致を推し進めてはと思います。 

      また、優遇措置もぜひ考えていただきたいと思いますが、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 町では、都市計画マスタープランにおいて２カ所、工業誘致エリアを指

定しております。中でも大型車対応化事業を進めている駒寄インターチェンジの西側は、

企業誘致先として最も潜在能力が高いエリアと考えられます。 

      来年度に供用開始を予定している駒寄スマートＩＣの大型車対応化は、企業の進出を促

すほか、物流の拠点づくりにも大きな影響を与えるものであります。 

      今後、駒寄インターチェンジの西側で前橋市が計画を進めている産業団地の動向を踏ま

えた上で、企業誘致に関しては、県企業局や県産業政策課との意見交換や前橋市との情報

交換に努めていきたいと考えております。 

      また、それに伴う優遇措置策についても並行して研究していければと考えております。 

      なお、優遇措置の例としましては、企業の本社機能を東京２３区から地域に移転した場

合や東京２３区外からの移転、または地域にある企業の本社機能を拡充した場合、地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、知事の認定を受けることで、優遇措置を活

用できます。 

      また、県では本社機能移転に対して独自の支援制度を創設しており、建物等の不動産取

得税を課税免除したり、移転した本社機能等に関連する法人事業税を減税する制度を設け
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ております。 

      そのほかにも、企業誘致推進補助金や地域未来投資促進法に基づく優遇措置や企業立地

促進資金などを行っております。 

      このような企業誘致に係る優遇措置についても情報収集に努めていきたいと考えており

ます。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 町長の答弁で、誘致を促進して、優遇措置も考えていきたいというふうに

言っておりますけれども、この県の企業誘致等に係る群馬県内市町村の優遇制度という資

料をちょっと手に入れまして、これはインターネットからとれるんですけれども、この前

優遇制度でやっていないのが群馬県で草津町と吉岡町と高山村だけなんですけれども、こ

の優遇制度をするに当たって、みんな条例ができているんですね。いろいろ条例が。 

      ですから、条例ができて、その中身は、条例等対象要件ということで、雇用何人以上雇

ってくれとか、固定資産税は大体が３年間免除しますとか、そういった優遇制度というの

があるわけですね。本当に群馬県全部の市町村が載っているんですけれども、ぜひ条例の

制定もつくっていただいて、その中身もよく精査していただいて、吉岡町、本当に貴重な

インターの近くの工業地です。本当に先ほど言ったように、群馬県の中でももう本当に在

庫がないというふうな形で言われておりまして、広くてもやはりインターの近くというの

は物すごく利便性があって、価値があろうかと思います。 

      ぜひこれはやはりこの工業誘致というのは、吉岡町はなかなか今までやってこなかった

んですけれども、やはり税収増と雇用確保というのがやはり大事だと思います。玉村町な

んかは決してそんな貧しいところじゃないのに、どんどんＩＣをつくって、それで工業用

地をまたつくるなんていう形で、どんどん推し進めているわけですけれども、吉岡町もタ

イミングよく、今前橋市が何か工業団地の造成の話があるということを聞きましたので、

そういったことを連携とって、本当に立地的にはいいところでございますので、本当に企

業誘致できて、町政の税収増を図っていただきたいというふうに思います。 

      続きまして、将来を見越した道路網の整備をということでございます。 

      町では、吉岡バイパスの延伸、前橋南新井線、駒寄インターチェンジの大型化の完成、

ジョイフル本田の開業など、一層の交通量の増加が見込まれておるわけですけれども、そ

の辺の今後の渋滞等は、執行のほうは重々承知しているかと思いますが、今私陣場なんで

すが、その東に南前橋南新井線の工事を今池端町でやっておるわけですけれども、その池

端町のところの前橋南新井線に南のほうから清里小学校のほうから神明宮という神社があ

るんですね。池端町に。その西をちょっと曲がって通って、その前橋南新井線にくっつけ
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ようというような計画があって、工事をこれから進めるわけなんですけれども、この吉岡

町のインターの西の工業団地、どうもジョイフルもそうですけれども、ジョイフルの南も

工業団地の南も午王頭川がこういうふうに流れていて、ちょうど肝心なところにちょっと

午王頭川が流れて、先ほど言った前橋池端から北のほうへ延びてきて、前橋南新井線にと

りあえず当面当たるように工事すると思うんですけれども、その延伸を午王頭川を渡って、

そのまま橋をつくっていただけるとすぐ北に吉岡町の工業団地エリアというのがあるわけ

なんですね。 

      そうすると、今の橋をつくらないと、駒寄インターの、要するにインターに乗るのが、

インター、関越道くぐって東を行ってじゃないと、要するに関越に乗れないような、実に

利便性が悪いわけなんですね。 

      ですから、インターの西の工業団地をつくるという前提で、前橋市とぜひ共同で午王頭

川のところに橋をかけていただいて、そして、そのまま西のほうへ行きますと、社会福祉

協議会のほうの、吉岡中学校の東の道の辺にこういうふうに行くような形で行けるんじゃ

ないかというふうに思うんですよ。 

      そういった、将来の利便性、工業団地を誘致をしたのはいいけれども、物すごく交通の

便が悪くて、また、町民の交通の便が妨げになるようなあれではいけないので、町民の交

通の流れも考えながら、また、企業も来る。大型の車の対策というのも考えてはどうかと

思いますが、町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、担当であります産業建設課長に答弁をさせま

す。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 吉岡町の近年の発展は、県の中央に位置するという地理的要因にもよ

りますが、幹線道路の整備によるものが大きいと考えられます。 

      駒寄スマートインター大型車対応化事業の完成が見込まれ、大型商業施設も出店される

予定であることから、周辺の道路整備に関しては、スピード感を持って対応していきたい

と考えております。 

      具体的には、大型商業施設の北側に位置する町道熊野・吉開戸線と午王頭川沿いの町道

金竹西・吉開戸線及び吉岡バイパスから県道前橋伊香保線に通ずる町道大久保・南下線の

未改良箇所でございます。この３路線の道路改良事業により、大型商業施設の出店に伴う

交通渋滞の緩和策として効果が得られるものと考えております。 
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      また、将来を見越した道路網の整備をとのご質問でございますが、吉岡町の骨格を形成

していく県道南新井前橋線の全線開通と県道高崎渋川バイパスの４車線化については、お

おむね完成に向けての見通しが立ってきました。 

      そこで、今後、吉岡町の将来の交通ネットワークのかなめとなります吉岡バイパスの延

伸につきましては、昨年３月に改定された「はばたけ群馬・県土整備プラン」において、

現在の吉岡バイパス最北端の宮東信号交差点から県道高崎渋川バイパスまで接続する区間

については、令和９年までに着手する事業と位置づけられております。 

      今後、大型事業に合わせて早期に着手していただけるよう、積極的に県に対して要望を

していきたいと考えております。 

      また、上武国道に連結する都市計画道路漆原総社線については、都市計画変更のための

調査をしており、具体的な事業着手に向けて準備をしていきたいと考えております。 

      また、指摘がございました前橋市の住宅のほうから来る道路の計画でございますが、こ

ちらのほうにつきましては、前橋市の道路整備課と情報は共有しております。今後も連携

を図っていきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） ぜひ前橋市と連携を図っていただいて、よりよい吉岡町になるようお願い

したいと思います。 

      続きまして、船尾滝についてということでご質問をさせていただきます。 

      船尾滝周辺への立ち入り禁止の現状と見通しについてということでございます。 

      やはり、この質問は、２００９年からことしまで６回、７人の方が一般質問をされてお

ります。町長も議員のときに質問されております。また、今県議になった大林県議さんも

町議のときにこの質問をしております。 

      そういったところで、現在の現状と見通しということで町長に見解をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 船尾滝へ通じる林道を安全性が確保できない理由で立ち入りを禁止して

おり、先ほど飯島議員がおっしゃったとおり、現在も続いております。 

      県の奥地保安林保全緊急対策工事などにより、根本的な原因と考えられていた箇所の整

備が進んできたため、今年度、林道水沢上ノ原線につきましては、歩行者が安全に通行で

きるような工事に町も着手いたします。 

      工事内容といたしまして、県の治山事業を行いつつ、道路舗装部の陥没した箇所の補修

や林道脇に設置されたロックネット及びガードレールの修理を行い、来年４月開催の群馬
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ＤＣに間に合うように工事を進めていく予定でございます。 

      引き続き県の関係機関と連携して、船尾滝への通行の確保を図っていきたいと考えてお

ります。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 本当に町長の答弁で、林道の整備ですか、これから何か始まるようなこと

をお聞きしまして、本当に長かったような感じがしますけれども、やっと着実に進むのか

なと思います。 

      ２番目の唯一の観光資源であると思いますよね。やはり船尾滝というのは。今回の決算

書の主要施策の成果説明書にも１２６ページに県下随一の高さを誇る名勝船尾滝というふ

うにありますね。そして、吉岡郷土かるたには「落下する水も豊かな船尾滝」というので、

これは柴﨑町長も一般質問のときに何か言ってあったんですけれども、また、吉岡町、名

勝というか、物すごく大きなモニュメントというか、風車があったんですね。東には風車、

西には船尾滝ということで、お手元には配らせていただいたんですが、風車は昨年取り壊

して、ことしはモニュメントという形で残ってしまっているんですけれども、吉岡町の、

これ昔のパンフレットですね。「群馬県吉岡町一休みの旅、吉岡道草マップ」という、こ

のパンフレットに実に雪をかぶった船尾滝と風車が載っていて、今片方の風車はなくなっ

てしまったので、唯一残るのは名勝船尾滝ということで、この写真を見ますと、本当に近

くまで遊歩道がここに行っていて、本当にすばらしい滝が吉岡町にあるんだなということ

で、改めて感じておるわけでございまして、ぜひこの船尾滝、早く皆さんが近くまで行け

るようなふうになればいいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

      それでは、最後になりますが、幼稚園、保育園の無償化についてですけれども、これは、

（１）と（２）一緒に質問ということでお話しさせていただきますが、この幼稚園とか保

育園の無償化というのは、私が議員になった８年前当時は、少子化対策ということで、各

市町村が競って３番目の第３子を無料化にするとか、兄弟が何人いたら何番目の子は無料

だとか、何か物すごく一生懸命無償化、無償化ということで騒いだ時期がずっとありまし

た。 

      それがこの１０月よりいよいよ消費税１０％に増税ということになってから、幼保無償

化が実際に始まるわけでございます。本当にすごい画期的な時代に突入したなというふう

に感じるわけでございますけれども、ただ、やはりゼロ歳から２歳というのが住民税非課

税世帯という形で、こういった方が無料で、そのほかの方はまだ有料だということであり

ますけれども、お隣の渋川市さんなんかは、ずっともう第２子以降保育料無料ということ

でやっておりまして、給食費も当然無料でやっておりまして、この幼保無償化が始まると
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同時に、ゼロ歳から２歳も無料にするというような話をお聞きしました。要するに制限な

しで、今まで保育料無料……、第２子以降無料化にしておったんですけれども、これが無

料化になるということで、じゃ、ゼロ歳から２歳まで無償化にしようということでなった

そうでございます。 

      ただ、この無償化になると、今年度は自治体の支払いはないということでございますけ

れども、来年度から支払いが自治体の負担が始まるというふうなことはお聞きしておるわ

けで、どのくらい吉岡町の負担がなるかというのは多分今の時点ではわからないのかなと

いうふうに思うんですけれども、要するに、今まで保育料が有料だったのが無償だという

ことは、国が要するに面倒見てくれるわけですから、そのなった分をこのゼロ歳から２歳

の無料化か給食の副食費などを無料化するか、小中学校の給食費を無料にするか、または

半額にするか、何か１つこの幼稚園、保育園無料化になるに伴って、吉岡町、これ子供た

ちに対しての要するに費用でございますので、無料化になるようでございますので、国が

ね、くれるわけですので、ぜひともこれは何からしらとりあえずひとつ子供たちのために、

今言ったように、（１）番、（２）番、無償化とか考えていただきたいと思います。 

      これは、教育委員会のほうからになりますので、町長の見解でよろしいかと思います。

町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ゼロ歳児から２歳児の無償化をとの質問ですが、消費税増税に伴い、幼

児教育、保育無償化が１０月から実施され、３歳から５歳までの子供とゼロ歳児から２歳

児の住民税非課税世帯の子供は無償化されます。また、現時点においても３子以降は無償

化されております。 

      議員ご指摘のゼロ歳児から２歳児の課税世帯の無償化についてですが、現行では無償化

が始まったばかりであること、今後の国の交付金等の動向が現時点では読めず、先ほど飯

島議員もおっしゃっていましたように、今回の無償化により、町の負担がどの程度ふえる

かわからないなどを勘案し、そういった負担等がはっきりしたところで、吉岡町としてど

うして支援策ができるか検討していきたいと考えております。 

      また、副食費あるいは幼稚園・保育園の無償化、副食費などの無料化等につきましても、

今後あわせて検討していきたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） ぜひよろしくお願いいたします。 

      以上をもちまして、飯島の一般質問を終了いたします。 
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議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、１０番飯島 衛議員の一般質問が終わりました。 

      これをもちまして、本日の会議に予定されていました一般質問は終了しました。 

      明日は、４人の一般質問を行います。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 

議  長（山畑祐男君） 本日はこれをもって散会します。お疲れさまでした。 

          午後４時２４分散会 
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    令和元年第３回吉岡町議会定例会会議録第３号     

令和元年９月４日（水曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第３号 

   令和元年９月４日（水曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問（別紙一般質問表による） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君    ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 岩 﨑 信 幸 君 

 １２番 平 形   薫 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 山 畑 祐 男 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 政 策 課 長 髙 田 栄 二 君 

財 務 課 長 髙 㳖 淳 巳 君  町 民 生 活 課 長 福 島 良 一 君 

健 康 福 祉 課 長 米 沢 弘 幸 君  産 業 建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  中 島   繁     主      事  田 中 美 帆 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（山畑祐男君） 皆さん、おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達しております。これより本日の会議を開

きます。 

      一般質問の通告のあった９人のうち、本日は４人の通告者の一般質問を行います。 

      お手元に配付してあります議事日程（第３号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 一般質問 

議  長（山畑祐男君） 日程第１、一般質問を行います。 

      ６番金谷康弘議員を指名します。金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君登壇〕 

６  番（金谷康弘君） ６番金谷です。それでは、議長への通告に従い、一般質問を行います。 

      １、デ・レイケ堰堤自害沢９号関連です。 

      皆さん、８月２２日の上毛新聞でご存じかと思いますが、自害沢９号堰堤は、馬場前議

長の幼少のころの記憶を頼りに調査した結果、発見できた堰堤です。詳しく申しますと、

昭和６２年、時の建設省利根川水系砂防事務所の塚田純一さんの調査で存在の確認はでき

ていましたが、天端の石を数個確認にとどまり、資料写真が残るだけ。また、自害沢１号

堰堤から９号堰堤までの位置表示では、９号に関しては現在の位置よりずっと下流域で、

今までに存在の確認はできませんでした。そしてその後、平成１７月３月の報告の財団法

人砂防フロンティア整備推進機構の調査では、自害沢２、３、４、５、７、８号の確認・

調査はされ、記録にありますが、９号堰堤は確認されず、調査記録はありませんでした。 

      そんな状況下において、私は馬場前議長の記憶を頼りに現地に行って調査しました。そ

して、９号堰堤を発見することができました。確認の理由は、昭和６２年の塚田さんの写

真と現状の石の数が同じ、そして現況が同じだからです。 

      確認はできたものの、埋没しているので、果たして流され崩れて埋没しているのか、明

治期につくったままの現存での埋没なのかわからないので、その確認作業として土砂の撤

去作業が「榛名山麓のデ・レイケ堰堤を見守る会」にて始まりました。あくまで平面的で

はありますが土砂の撤去をしましたら、明治期のそのままの堰堤が出てきました。立派な

ものです。 

      資料１をごらんください。見づらくて申しわけありませんがご容赦願います。これが、

昭和６２年の塚田さんの資料写真です。数個の岩のみ確認できます。 

      資料２をごらんください。これは、塚田さんが位置関係を落とし込んだ地図です。右下
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の９がそうです。これによりますと、９号堰堤はずっと下流に表示されています。長岡大

橋の上流です。ですが、実際は赤丸のところです。高圧線の下です。 

      資料３をごらんください。これは、平成１７年３月報告の財団法人砂防フロンティア整

備推進機構の報告です。自害沢９号の資料はございません。 

      資料４をごらんください。これが新たに発見できた自害沢９号堰堤の写真です。隣にち

ょこっと写っている人物なんですが、これが馬場前議長です。 

      資料５、６をごらんください。資料４の堰堤の土砂を撤去したものです。写真が見づら

くて恐縮です。崩壊なく、明治期のままの状態かと思います。 

      ここで少し、デ・レイケ堰堤を紹介しておきます。資料７は悪沢７号、資料８は自害沢

３号、資料９は自害沢５号です。これで少しは、皆さん、デ・レイケ堰堤をご理解してい

ただけたかと思います。 

      それでは、最初の質問に入ります。 

      ①林道粟籠・井堤線ボックスカルバート橋の設計変更についてです。 

      皆さんご承知のように、デ・レイケ堰堤自害沢９号、下流１０メートルぐらいですが、

林道粟籠・井堤線が通り、自害沢はボックスカルバート、１，５００掛ける１，５００を

入れ、上流にはコの字型の擁壁、下流にはＩ型の擁壁をつくり、橋の形状をつくり、自害

沢を通すものです。 

      今までの私の一般質問において、「林道粟龍・井堤線はデ・レイケ堰堤自害沢９号に支

障のないように通す」との答弁でありましたが、以前の数個の大きな石と申しますか、岩

と申しますか、それの保護とは違い、今では大きな明治期の堰堤がそのままの形状であら

われてきました。状況が変わってきました。今回においては確実に、林道粟龍・井堤線ボ

ックスカルバート橋の設計変更を望むものであります。 

      概略の図で申しますと、このような形になるかと思いますが、これが堰堤、これが擁壁

なんですけれども、一番詳しいのは大澤課長かと思いますが、こんな形でよろしいでしょ

うか。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） はい、そのようなイメージの図面でございます。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      見てわかるように、非常に不自然な形で、コの字型にデ・レイケ堰堤自害沢９号に接し

ます。この図を見ていかに思うでしょうか。私は少なくても、コの字型を大きく広げて、
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デ・レイケ堰堤自害沢９号を受けるような形にしたほうがよろしいかと思いますが、柴﨑

町長、お尋ねします。設計変更の必要性を感じるか、感じないか、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 皆さん、おはようございます。 

      一般質問２日目ということで、本日も精いっぱい答弁をさせていただきたいと思います。 

      まず初めに金谷議員から、デ・レイケ堰堤自害沢９号関連についてご質問をいただきま

した。それぞれ答弁をさせていただきたいと思います。 

      初めに、上野田の自害沢に埋もれていたデ・レイケ堰堤自害沢９号を探し出された金谷

議員のご努力に敬意を表します。あの夏の暑い時期での土砂の撤去作業、ほとんど手作業

かと思いますが、本当にお疲れさまでした。 

      デ・レイケ堰堤につきましては、６月議会で、堰堤に万一支障を来す場合には、工法等

の変更も含めて事業を進めていきたいと答弁させていただいておるところでございます。 

      デ・レイケ９号堰堤が、明治期のそのまままの形であらわれて、議員のご指摘のとおり、

現計画では確実にボックスカルバート橋の工事により支障を来してしまうことが、施工業

者と県関係者との立ち会いの結果、確認ができました。したがって、デ・レイケ９号堰堤

に影響を与えぬよう、線形変更等の作業を現在進めており、９月２日から現場での作業を

始めたところでございます。対応策としまして、ボックスカルバートを下流にずらし、左

岸側の中心線を山側に振ることなどが考えられます。 

      いずれにしても、早急に変更計画を確定したいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 私が話を聞いていたのは、盆明け、原設計での丁張をかけて位置出しをし

て、自害沢９号との位置関連を確認し、方向性を出すとのことでしたので、一般質問にて

何とか設計変更をしてもらいたく、今、一般質問でここに立っている次第なんですけれど

も、いち早く設計変更の検討をしているとのことで、私、非常にうれしいんですけれども、

質問とのずれを生じるかもしれませんが、確認の意味合いで一般質問をこのとおり続けた

いと思います。 

      まず、なぜ早急な設計変更をされたのか、柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） デ・レイケ堰堤の規模が正確に出てきたという状況をこの目で確認させ

ていただきました。そういった関係で、この遺跡を残していけたらということで変更に至
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った次第でございます。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      それでは、２番目の質問、デ・レイケ堰堤自害沢９号の整備計画について質問します。 

      自害沢９号堰堤、立派なものが出てきました。林道粟籠・井堤線が開通すると、公道か

ら一番近いデ・レイケ堰堤となります。道路からすぐ見ることができるデ・レイケ堰堤と

なります。 

      ひいては、デ・レイケ堰堤９号を整備して皆さんに見ていただき、貴重な近代遺産とし

ての認識、堰堤が機能する防災・減災への意義の認識を高めるのに最高の教材として活用

できるものと思います。 

      以上のような観点より、デ・レイケ堰堤自害沢９号の整備計画の必要性を感じますが、

柴﨑町長の見解を求めます。 

      ８月２２日の上毛新聞にての柴﨑德一郎町長は、「町には多くの堰堤が残っている。土

木遺産という文化的側面と、防災教材としての教育的側面から積極的に活用していきた

い」とコメントしているので、まさか、デ・レイケ堰堤自害沢９号の整備計画の必要性は

ないとの答弁はないと思いますが、整備計画の必要性を感じるか、感じないか、柴﨑町長、

お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 必要性は感じております。 

      なお、この件に関しましては、産業建設課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） デ・レイケ堰堤群は、その性質上、山林の中に存在し、車の乗り入れ

が大変困難な場所に点在しております。しかし、本箇所は林道から極めて近い位置にある

ため、多くの人に見てもらえるよう、林道工事の一環として、駐車スペースの整備・確保

も含めて、今後検討していければと考えております。 

      また、デ・レイケの功績や土木遺産として、また堰堤が機能する防災・減災効果がよく

わかるような説明看板の設置等も今後あわせて検討していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。検討をよろしくお願いします。 
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      それでは次に、私なりの整備計画の具体的な内容に入りたいと思います。 

      最初に、デ・レイケ堰堤自害沢９号の全体の掘り出しです。平面的な掘り出しは人力に

てスコップで掘り出しましたが、大変でした。立面的、断面的と言いましょうか、人力で

は到底無理です。塚田さんの資料によりますと、多分、明治政府内務省の資料かと思うの

ですが、それによりますと、諸元、築造明治１８年、高さ１．６間（２．９メートル）、

長さ１２間（２１．７メートル）、敷き（基礎厚）５間（９．１メートル）、馬踏（天端

厚）１．８間（３．５メートル）、体積６５．３坪間（３８７立米）、新設時工費１５３

円とあり、実際掘り出すと大きいものだと思います。また、袖垣工の石積工が出てくるか

もしれません。 

      ２番目に、堰堤を出すということは、水下なら段差の下端まで掘り下げなくてはなりま

せん。ということは、河川の勾配をとるために下流域まである程度掘り下げなくてはなり

ません。また、上流部においても、堰堤天端より少し下げ、泥だめ部分をつくり勾配をと

り、河川上流部へと河床の調整が必要となります。 

      ３番目に、右岸側は高低差が高く、のり面の整形が必要かと思います。 

      以上のような整備計画、町長はいかようにお考えになりますか。柴﨑町長、お尋ねしま

す。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 堰堤の下流側では、河床勾配が緩く堆積が進み、落差が５０センチか

ら６０センチ程度となっております。このため、少なくとも１．５メートル程度掘り下げ

ることになると、次のような問題が考えられます。 

      掘り出した堰堤の姿をそのまま残すことになれば、林道が渡河するボックスカルバート

の高さをかなり下げなければなりません。それに伴い道路との高さの差が大きくなるので、

それに対応した擁壁が必要になります。 

      また、下流部では堆積が進んで勾配が緩く、山裾が固定されて安定した状態になってお

ります。堰堤を掘り出した高さで下流に取りつけるには、勾配が緩いために相当の延長を

掘削しなければなりません。これにより、安定していた山裾は崩壊が始まる可能性が考え

られます。 

      以上のことから、ご提示された堀り出しの整備計画は、今後、測量等の実施をする必要

もあり、慎重な検討が必要と考えております。 
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議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 確かに安定はしているかと思います。今後も将来的には安定ということが

ありますが、それは明治時期につくった時点をベースにしての安定です。つくった当時か

らもう１３５年は経過しています。そろそろ基準を今の現在に置いてもよろしいのかと思

いますが、１３０年前を基準に安定と申しましてもいかがなものかと思います。その点、

大澤課長はどのようにお考えですか。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 県の渋川森林事務所や土木事務所の専門の技術者と、今後協議してま

いりたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 河床の調整と申しましても、河床全部の幅を下げるわけでもなく、幅１

メートルぐらいですか。私は掘り出してからずっとあそこの場所へ行って見ているんです

けれども、雨降ったときもずっと見ているんですけれども、極端に水の流れというのは余

りありません。５０年に一度、１００年に一度の大雨でしたらまた別でしょうけれども、

それぐらいでしたら、河床を１メートルぐらいの幅で掘っていけばいいのかなと思います

けれども、大澤課長はその点どのように考えますか。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 大雨が降ったときの状況等も、現地で確認を今後していければと考え

ております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） わかりました。いろいろ検討、よろしくお願いいたします。 

      実際、林道ができれば、一番よく見られて、砂防の機能などを目で見て確認でき、防

災・減災の教育の活用に非常につなげられるのではないかと思っております。 

      また、すぐ下には林道粟寵・井堤線のボックスカルバート橋ができるわけで、９号堰堤

をきちんと出して、その堰堤の機能を発揮させれば林道の保全にもつながるかと思います。

その点も考慮していろいろ検討していただければと思います。 

      そして次に、少し進んだ見方にて質問したいと思います。 

      私は、よく榛名山に入り、いろいろなデ・レイケ堰堤を見ています。途中にはコンク
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リートでつくった巨大な堰堤もあります。そのコンクリートの堰堤は、現代の科学技術を

もってこれでもかというように、自然をねじ伏せるかのように森の中に鎮座しています。 

      その点、デ・レイケ堰堤は、現場にある自然の石を使い、縄だるみをつけやわらかくし、

まさに自然そのもののように感じられます。谷積工法は、谷をつくるように石を落とし込

む組み方で、石を波状に積み上げるため、石と石が突き合い、引き合い、押し合い、そし

て年月を重ねるとともに強度を増す。一部が崩れても全体に波及しない、また土石流の大

きな力を抑えるために、大きな石と小さな石を組み込ませ、押される力をためて逃がすと

いう特徴も持っています。自然に逆らわず、風景の中に溶け込むようにつくられた堰堤は、

用と美を備えております。１３０年余りたっているのに、自然の一部として機能している。

変に威張っていなくて、見事に自然の森の風景になじんでいます。見事に自然との調和を

なしています。 

      そのデ・レイケ堰堤自害沢９号の下には、林道粟龍・井堤線が通り、ボックスカルバー

ト橋を保護するようにコンクリートの擁壁ができます。私としては非常に悲しいものがあ

ります。コンクリートの擁壁でなく、せめて自然石で擁壁にできないものかと思います。

構造計算でコンクリートでしかできないなら、コンクリートを隠すように石で覆うとかの

工夫を望むところであります。 

      質問です。②デ・レイケ堰堤自害沢９号の整備計画について、３問目、コンクリート擁

壁に工夫を、また全体的に自然との調和を図った一体計画を望みます。町長はいかように

考えますか。柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本箇所は、ご存じのとおり、自害沢を挟んで急勾配地であること、また

当初設計ではデ・レイケ堰堤の存在が未確定であったことなどから、コンクリート擁壁に

よる土どめ工を予定しておりました。今回、設計見直しを進めていく中で、検討をさせて

いただきたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。検討をよろしくお願いします。 

      地球環境破壊や食の安全をめぐる問題が深刻化する昨今、現代の科学技術を駆使した巨

大システムは自然の力には太刀打ちできず、人類の英知をもっても巨大システムを制御し

切れず、甚大な被害が出ております。私たちの生活を豊かにしてくれた科学技術の急速な

進展は、一方ではさまざまなきしみを生み出しています。何がいけなかったのか、大切な

ものをどこに置き忘れてしまったのか、そんな問いかけにもつながると思います。また、
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長い時間をかけて蓄積された先人の知恵・技術をもう一度見直してもいいのではないでし

ょうか。そんな投げかけをしてもいいのではないでしょうか。 

      これは、１３１号「襷」です。吉岡中学校のＰＴＡだよりですが、関校長の言葉、こと

しの学校目標は「３つの教育」。１つ目は協力の「協育」、２つ目は共の「共育」、３つ

目はふるさと、郷土の「郷育」。協力の「協育」は、教師が協働して生徒を育てる。共の

「共育」は、昨年に引き続き家庭と学校がともに生徒を育てる。ふるさと、郷土の「郷

育」は、吉岡町の郷土を愛する生徒を育てることを意識して、教職員一同全力を挙げて誠

心誠意頑張っておりますとのことであります。吉岡町の郷土を愛する生徒を育てる、大変

すばらしいことです。 

      さりげなく、ひっそりと、その存在さえも余り知られず、１３０年もの間、吉岡町の防

災・減災に貢献してきたデ・レイケ堰堤、ここでいま一度見直してあげてもいいのではな

いでしょうか。このことは、吉中・関校長のふるさとの「郷育」、郷土を愛する生徒を育

てることに通ずるものがあるかと思います。 

      ②番目の質問、デ・レイケ堰堤自害沢９号の整備計画について、最後の質問をします。 

      さきの上毛新聞「わが町のビジョン」にて、吉岡町柴﨑德一郎町長の記事、大見出しに

「デ・レーケ堰堤にも光」とあります。これはパフォーマンスなのでしょうか、本当に思

っていることなのでしょうか、確認したいと思います。柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） デ・レイケ堰堤が、吉岡の地を荒廃から百数十年の間、守り続けてきた

貴重な土木遺産である認識は、今も変わらず持っております。 

      今後、文化的・防災教育的な側面も含めて、いろいろな分野で活用できればと思ってお

ります。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      私は、このデ・レイケ堰堤は、土木遺産・近代遺産の位置づけではなく、存在する限り、

将来に向けても山の治山・治水に貢献するもので、私はこのデ・レイケ堰堤を未来に向け

た遺産と認識しています。 

      次の質問に移ります。 

      ③デ・レイケ堰堤自害沢３号から９号を利用した地域振興及び登録有形文化財への登録

申請をです。 

      先日、榛名山麓のデ・レイケ堰堤を見守る会にて、関西方面のデ・レイケ堰堤を視察に
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行ってきました。今、榛名山麓のデ・レイケ堰堤を見守る会では、ネットワークを広げ、

関西のデ・レイケ堰堤を研究・調査している方たちとの交流を深めております。 

      その一環として、京都の土田さんには、淀川と合流する木津川の支流、不動川のデ・レ

イケ砂防堰堤を、岐阜の酒井さんには、長良川の支流、岩舟川のデ・レイケ堰堤志段見堰

堤群を案内していただき、視察してきました。また、揖斐川の支流、津屋川の羽根谷砂防

堰堤も見てきました。 

      榛名山麓のデ・レイケ堰堤とは、つくり、構造など違い、それぞれ地域の特色が出てい

るかと思います。その土地の昔の職人さんのつくり方が反映されているのかなと思います。

特に、羽根谷砂防堰堤、不動川砂防堰堤は遊歩道が整備され、ハイキングコース、スタン

プラリーコースなどに使用されていて、デ・レイケさんの銅像や記念碑、また登録有形文

化財の指定にもなっておりました。我が吉岡町にも、ぜひ必要かと思った次第であります。 

      １－③の問い、順を追って質問します。 

      自害沢３号から９号を利用した地域振興、遊歩道の整備、沢に沿った遊歩道が無理なら、

町道からのアクセスなども考えられますが、今すぐどうのこうのではなく、将来的な整備

計画にて町長の考えがあるならお答えください。柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、担当の産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 今後、林道整備が進んでいく中で、デ・レイケ自害沢９号堰堤は容易

に確認ができる場所となるため、その道を活用した上で、駐車スペースや見学のできる場

所等を確保していくことが最も現実的であると考えております。 

      また、現段階では、自害沢３号から９号までを利用した地域振興策や遊歩道を含めた将

来的な整備計画はありませんが、今後検討していければと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。検討をよろしくお願いします。スタンプラリー

コースなど、町で新たにスタートさせた健康ポイント事業などに絡ませてもいいのかなと

思います。 

      次に、登録有形文化財について。 

      このことについては、確かにハードルは高いと思いますが、とは言っても私自身、登録

有形文化財についての知識はないので、群馬県教育委員会事務局文化財保護課で少し話を
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聞いてきました。 

      申請の手続方法、要件を満たす基準などですが、まずは要件を満たす基準として一番ネ

ックになるのが、築造された年が明確にわかっているかとのことです。塚田さんの資料に

よれば、明治何年と記述があればいいのですが、明治何年から何年のある年などの記述で、

明確な年がわかっておりません。調べる手だてとすれば、明治３６年に明治政府から群馬

県に移管されたときの書類、引継書ですが、今現在、群馬県に所在の確認中であります。 

      こんな形で自分なりには調べ始めたのですが、町としてはいかがなものでしょうか。問

題はたくさんあると思いますが、登録有形文化財について見解を求めます。柴﨑町長、お

尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） まず、登録有形文化財について説明をさせていただきます。 

      １９９６年の文化財保護法改正により、従来の文化財の指定制度を補うものとして、文

化財の登録制度が創設されました。これは、急激に消滅しつつある近世から近代の建築物

の保護を目的としたもので、建設後５０年以上経過し、歴史的な景観を備え、簡単には再

現できないもので、国や地方公共団体の指定を受けていないことが選定基準となっており、

所有者が該当物件の所在する市町村または県教育委員会に相談し、県教育委員会を経由し

て文化庁に登録を申請するものとなっております。 

      ご質問の、明治初期に榛名山麓の治山・治水を目的に内務省が築いた巨石砂防堰堤につ

いては、滝の沢川、自害沢川、八幡川、榛名白川など、現在の渋川市、吉岡町、榛東村、

高崎市に１２０基ほど築造されており、町としてもとても価値のある土木遺産であると認

識しております。 

      このことにつきましては、現在、渋川土木事務所を中心としまして、関係する機関が勉

強会を始めておりますので、県、関係市町村、関係団体が連携して、この貴重な土木遺産

を保存し、後世に伝えていく最善の方策を考え、また榛名山麓一体となった地域振興につ

いても検討されることが望ましいと考えております。 

      ただ、登録有形文化財の制度については、吉岡町としても経験がない分野でありますの

で、まずはこのことに対する情報収集に取り組んでいければと考えているところでござい

ます。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 
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              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） まずは、情報収集からいろいろと研究を重ねて、よろしくお願いしたいと

思います。 

      先ほど申した引継書ですけれども、私、渋川土木事務所に問い合わせてありまして、き

のう返答がありました。引継書は県の文書館に保管されているそうです。そして、担当職

員、あとは議員などの研究のための閲覧は可能ということなので、私も後日ちょっと閲覧

して、いろいろ中身を精査したいと思っております。私もそのようにいろいろ努力してい

きますので、町のほうもいろいろ努力していただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

      次の質問は、前回に質問したことなのですが、ことし２月に行われたデ・レイケ堰堤の

勉強会のときに、国土交通省関東整備局利根川水系砂防事務所から参考資料として提出さ

れた、砂防フロンティア整備推進機構の榛名山麓巨石堰堤群調査報告書を見ていただきた

い、よく勉強していただきたいと町長に申し出たところ、柴﨑町長は「後日拝見して勉強

させていただきたい」との答弁でした。勉強はしていただけたでしょうか。 

      その中に、榛名山麓巨石堰堤群の文化財としての評価として、「榛名山砂防事業は、国

が直轄で施工した、近代最初期の大規模な砂防工事の一つである。明治初期に巨石を使用

した空石積の堰堤が施工されたのは、関東では榛名山麓のみである。榛名山麓の巨石堰堤

は、野面石の空石積で天端は縄だるみの形状を示し、明治初期の砂防堰堤の代表的な形態

を示している。巨石堰堤は、バランスのとれた巨石の配列と縄だるみの美しいアーチ形状

を呈している。巨石堰堤の重量感、周囲の風景と同化した様子は、見る者に感動を与えて

いる。積石には直径２メートルにも及ぶ巨石も用いられており、明治初期の機械力の乏し

い時代に巨石を積み上げ、また、現在まで良好な形状で残存し、防災機能を発揮している

ことは技術的にも評価が高く、貴重な文化的価値を有すると評価できる」と記述がありま

す。柴﨑町長は、よく勉強していただけたでしょうか。お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 貴重な資料をいただきまして、ありがとうございました。 

      巨石砂防堰堤についてしっかりと勉強をさせていただき、榛名山麓の当時の人々が力を

振り絞り、巨石を積み上げ、治山・治水のために努力されたことがよくわかりました。そ

して、１３０年たった今でもその機能を発揮しているということに、深く感銘を受けてお

ります。 

      ただ、保存・活用までには、るる課題もあるように見受けられます。先人の偉大な業績

に尊敬の念を抱くとともに、これを後世に伝え残すことは大切なことだと認識しておりま
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す。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      このことは、町長のみならず、副町長、教育長にもよくごらんになっていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。副町長及び教育長にお尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 野村副町長。 

              〔副町長 野村幸孝君発言〕 

副 町 長（野村幸孝君） 私も、自害沢９号堰堤を確認してまいりました。８号堰堤も確認をしてま

いりました。確かに、１３０年前の築造物ということで、それがそのまま残っている、そ

れを確認しまして、先人の技術力の高さも、設計の高さも身をもって確知したところでご

ざいます。 

      したがいまして、こういった土木遺産を後世に残していければというふうに、私も思っ

ております。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） さまざまなこの堰堤の資料を私も見せていただきました。今、金谷議員が

おっしゃっている未来への遺産、この価値というのは、十分にあるというふうに思ってい

ます。 

      また、防災教育の資料、また郷土を愛する地域の財産としての教材、こういうことにつ

いてもさまざまな検討をさせていただき、可能であれば教材にも取り入れていければなと

いうふうには思っております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      登録有形文化財、簡単ではないこととわかっております。吉岡町単独でなく、渋川市、

榛東村などとの広域で考えた方がよろしいかとも思いますが、ご検討よろしくお願いいた

します。 

      次の質問に移ります。 

      今年４月に公布された、改正された文化財保護法の有効活用です。 

      以前にも質問をしたことがありまして、そのときの教育委員会事務局長答弁は、「群馬

県よりまだ通達が来ていないので、来たら検討したい」とのことでした。私は、群馬県教

育委員会事務局文化財保護に、改正された文化財保護法は今、県においてどのようになっ
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ているのか聞いたところ、今現在、群馬県においては大網を作成中とのこと、今年度中に

策定し、来年度には各市町村に通達できるとのことでした。吉岡町では早い策定を望みま

すと要望したのに対し、県の教育委員会事務局は、４月にもう施行されていますので、独

自に検討を進めてくれて構いませんとのことでした。 

      改正された文化財保護法の有効活用、柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 改正された文化財保護法では、議員おっしゃるとおり、「都道

府県は、文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定できる」とされており、

「市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存・活用地域計画を作成し、国の認定

を申請できる」と規定されております。現在、県においては、文化財の保存・活用に関す

る総合的な施策の大綱を策定中であり、今年度に仕上がるとのことであります。 

      群馬県から、独自に進めていただいて構わないというお話があったとのことですが、町

では県が大綱を策定した後、県の大綱を勘案しながら、改正文化財保護法の趣旨である、

文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくとい

う理念に基づき、文化財の保存・活用に努めていきたいと考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      今すぐどうのこうのではないのですが、県の大綱ができてからで構いません。検討をよ

ろしくお願いいたします。 

      吉岡町は、人口がふえ続け、町自体大きく変わろうとしているところであります。町長

も柴﨑町長にかわり、何か吉岡町の新しいものの発信ができればと、そうすればもっとよ

くなるのではないかと思っております。柴﨑町長の胸にしかと受けとめていただければ幸

いです。 

      次の質問に移ります。 

      １、デ・レイケ堰堤自害沢９号関連、④、最後の質問です。デ・レイケ堰堤を利用した

防災・減災啓蒙活動です。 

      私は、デ・レイケ堰堤の関係でよく榛名山に入りますが、上毛大橋から榛名山を見たと

き、滝の沢、自害沢、船尾滝等の位置関係がよくわかりません。そんなときにつくづく思
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うのですが、榛名山から利根川までの流域、当然、吉岡町を含めてですが、ジオラマ模型

があればよくわかるだろうなと思います。馬場前議長の家は、榛名山中腹の赤白の２本あ

る鉄塔の右だとか左側だとかよく言っていますが、その関係者なら関係することについて

は大体わかるのかなと思いますが、ほかのことについてはわからないのかと思います。 

      例えば、自害沢で、何号堰堤はここで、ボタンを押すと沢が青くなって点々とつながり、

砂防堰堤で土砂を受けとめる様子、災害時の避難所ですが、ボタンを押すと点滅し、ここ

の周辺の人の避難場所の確認、利根川の浸水のハザードマップ、ため池の崩壊の浸水区域

の明記など防災面での活用、また地域を認識するためにも一目で理解できるものと思いま

す。多目的での利用が可能かと思います。地図では表現できない、立体的、鳥撤的に見ら

れるので、文化センターにでも置いて町民に見てもらい、認識してもらうことに最適だと

思います。 

      ここに、県の支援事業の表があります。少し調べてみました。その中に、事業主体は渋

川行政県税事務所、支援事業として地域振興調整費（市町村・団体等）、活動補助として

地域振興・活性化・地域課題解決・県民参加推進事業等に関する活動補助、活動内容的に

はシンポジウム、町民講座、見学会、情報発信・公開（広報、パンフレット作成、模型作

製など）、このような支援事業がありますので、これらを用いた活用もいいのではないか

と思います。ジオラマ模型作製、防災・減災の啓蒙活動、柴﨑町長、どのようにお考えに

なりますか、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この質問に関しましては、町民生活課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 防災・減災の啓蒙活動として、ジオラマ模型の作製ということですが、

防災・減災の取り組みとして、今年度、消防防災総合訓練の実施がありますが、その説明

会等におきまして、昨年度作成した災害ハザードマップ等を使用しているところでありま

す。 

      それぞれの家庭に配られた災害ハザードマップは、災害時に住民の皆様の助けとなるも

のと考えておりますので、防災・減災の啓蒙活動には、まずこの災害ハザードマップを用

いて実施していきたいと考えているところでございますが、今後の防災・減災の啓蒙活動

を検討する中で、ジオラマ模型の作製も一つの案として考えたいと思います。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 
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６  番（金谷康弘君） 一つの案としての検討、よろしくお願いいたします。補助金の利用を兼ね

て、大変よろしいかと思います。 

      それでは、１、デ・レイケ堰堤自害沢９号関連を終わりにして、２の学校教育関連にい

きます。 

      ①吉岡中学校の自転車通学の安全について。 

      最近、新聞紙上にて、自転車と歩行者の事故で運転者が多額な損害賠償を求められる事

例を目にします。事故というのは、被害者になっても加害者になっても嫌なことですが、

少し例を挙げてみますと、神戸で歩行者が小学生の自転車に追突され転倒、意識不明の重

体。神戸地裁は保護者に９，５００万円の賠償を命じた。保護者は賠償責任をカバーする

保険に加入しておらず、自己破産、被害者に賠償金は支払われませんでした。男子高校生

が自転車で車道を斜めに横断し、自転車の男性と衝突、言語機能を失う障害、賠償額９，

２００万円。男性がペットボトルを片手に自転車で坂を下る途中、交差点で女性と衝突、

３日後に死亡、賠償額６，７００万円など、賠償額が高額です。 

      吉岡中学校では、全生徒６５６人で、自転車通学者約４３０人、中学校の半径１キロ以

上が自転車通学に緩和したとのことでふえたのかと思いますが、約６５％が自転車通学で

す。聞いた話では、通学での事故、小さな事故を含めると月に１件から１．５件、人身事

故は年に二、三件あるそうです。心配です。 

      ちなみに、渋川警察署管内での中学生の関係した事故を調べてみました。資料１０－１

をごらんください。平成３０年のデータです。１、年別推移７件。７、通行目的別、通学

で登校時、当事者１、１件、当事者２、４件、下校時、当事者２が２件。９、事故類型別、

自転車対車６件、単独１件。 

      資料１０－２、裏面になりますが、平成３１年４月末までの資料ですが、１、年別推移

１件。７、通行目的別、登校時１件。９、事故類型別、自転車対車１件。平成３１年は令

和元年７月までのデータなので読み解くまではいきませんが、平成３０年からのデータで

すと、小学校から入学したばかりの１年生の割合が高く、月別ですと新学期の４、５、６

月、そして夏休み明けの９月が多い。下校時よりも登校時が多い。やはり朝のラッシュ時

の交通量ですか、そして自転車と車が多いのが読み取れます。 

      自転車通学を含め、徒歩での通学の事故、授業中での事故、部活での事故など、生徒へ

の保険はスポーツ振興センターとかに加入していると聞きますが、まずその保険内容から

お尋ねしたいと思います。対象・保険内容、柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 吉岡町の全児童生徒は、町の負担により、独立行政法人日本スポーツ振
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興センターの災害共済給付制度に加入しております。 

      給付の対象となる災害の種類につきましては、負傷、疾病、障害、死亡の４種類があり、

この４種類の災害の範囲は全て、学校の管理下で生じたものに限ります。 

      なお、学校の管理下には、授業中のほかに登下校や宿泊を伴う校外学習等も含まれてお

ります。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 事故などでの自分自身の保険は対応しているようですが、対人・車等の賠

償目的に任意保険の加入はどのようになっておりますか。また、加入状況はいかがでしょ

うか。柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことに関しましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 学校から案内しておりますのは、三井住友海上火災保険株式会

社の「こども総合保険」であります。賠償責任の補償は、偶然な事故で他人にけがをさせ

たり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負わされた場合に、３，０００万円を

上限に保険金が支払われる内容となっております。 

      また、任意保険の加入状況につきましては、３学年合わせて１２５名となっておりまし

て、全生徒の１９％ほどとなっている状況です。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） １９％、非常に少ないように感じます。やはり個別の対応ということで、

各個人・家庭の問題になるとのことでしょうか。難しい問題ですが、加害者となったとき

のことを考え、極力、任意保険への加入を指導していただければと思っております。 

      次の質問ですけれども、自転車の通学に対しての安全教育対策なんですが、ちょっと時

間が差し迫ってきてしまいましたので、はしょりたいと思います。２つ飛ばして、ちょっ

と先に進みます。 

      吉岡中学校自転車通学者は、先ほど４３０名おると、私、言ったんですけれども、実際、

吉岡中学校では今、自転車置き場、３８０台しかないみたいです。足らなくて体育館の南

側に置いたりして対応しているようですが、なぜ５０台の自転車置き場が足らないんでし

ょうか。半径１．５キロメートルから１．０キロメートルにしたからでしょうか。でも、
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そのようなことは、中学校と協議していたわけだから、おおむねわかっていたことかと思

います。 

      また、今、吉岡中学校では教室棟の建設をしております。来春、また生徒がふえます。

７００人を超えますでしょうか。また来春には自転車通学の生徒がふえます。町ではどの

ようにお考えでしょうか。自転車置き場の問題、柴﨑町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉岡中学校の新しい自転車置き場を設計する際、当初から自転

車通学の距離の変更を想定したわけでありますが、その試算では、平成３０年度の自転車

通学者約３００人と比較して、最大で４３０台分が確保できていれば対応が可能であると

いうことで、その方向で検討が進められておりました。 

      具体的には、１区画当たり８台を想定し、収容可能台数を４３０台と計算しておったわ

けですが、８台利用の場合は自転車同士が重なる部分が多く、出し入れが煩雑になり危険

性が増すことが想定されたことから、設定台数を７台とし、収容可能台数は３６４台とな

りました。それでも、周辺には体育館の南側や社会体育館の西側などに既設の駐輪場があ

るほか、理科室前には以前から使用していた駐輪場もありますので、利用者がふえても対

応は可能であると考えておりました。 

      年度がかわり、通学距離を１．５キロから１キロに縮めたこともありまして、今年度の

自転車通学者は４３０人程度となったことから、新設した駐輪場だけではなく、既設の駐

輪場も使用することとしましたが、中学校では１カ所のほうが管理や指導がしやすいとの

ことから、理科室前の駐輪場は使用せずに、同じ地続きの体育館の南側に置くこととしま

した。その結果として、議員ご指摘のような状況となっております。 

      来年度以降、これ以上の台数になる場合には、理科室前の駐輪場で対応する予定であり、

それらを使用すれば最大で４８０台程度の自転車には対応可能となりますので、当面の問

はこの施設で対応可能ではないかというふうに考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 対応をよろしくお願いいたします。 

      ２、学校教育関連、②人口がふえ続ける吉岡町の学校施設の将来予想図はです。 

      今現在、吉岡中学校においては教室棟の建設、駒寄小学校においては体育館の建てかえ、
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保育園・幼稚園に関しては第一、第二、第四、第五、駒寄幼稚園の増床をしてきて、現在、

第三保育園の増床中、それでもまだ足らず、今後、保育園の増床を計画しなければならな

い状況が続いているのが現状です。町では、保育児及び児童生徒数の推移をどのように捉

えているのでしょうか、少しお尋ねしたいと思います。 

      町では、今現在、ゼロ歳児から未就学の６歳児までの数は把握していると思いますが、

今後の７年間、明治小学校、駒寄小学校、吉岡中学校の児童生徒数はどのように変化する

でしょうか。転入・転出があるので正確ではないかと思いますが、今現在のゼロ歳児から

６歳児までの人数での今後の７年間、いかようになるでしょうか。町長、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについても、教育委員会事務局長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） それでは、町教育委員会としての想定を説明させていただきま

す。 

      まず、明治小学校の児童数についてですが、令和３年度に今より１０人ほど多い６３０

人をピークとしまして、以降は若干の減少傾向が示されております。 

      駒寄小学校の児童数につきましては、今後も緩やかに増加することが想定されており、

令和７年度には今よりも６０人ほど多い８２３人程度となることが見込まれております。 

      続いて、吉岡中学校の生徒数についてですが、年度ごとに増減を繰り返しながらも増加

傾向を示しており、令和４年度には今よりも８０人ほど多い７２１人程度となることが見

込まれております。 

      なお、吉岡中学校につきましては、既に今年度４教室分の増築事業に着手しており、両

小学校についてもこの想定内の人数であれば、現在の校舎で対応できると考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） ありがとうございます。 

      当然、保育園・幼稚園の増床を行ってきたのですから、児童生徒の数はふえるのかと思

います。町では、社人研の人口数の予想にて、将来的に人口増が横ばいになるとのことで、

学校の新設など新たなことはしてこなかったわけですが、このまま児童生徒がふえ続け、

校舎の増築などしますと、校庭が狭くなります。校庭の機能が損なわれます。機能しなく

なります。そこの点、町長はどのようにお考えになるでしょうか。時間が短いので、簡潔

でよろしいのでお答え願います。 
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議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことに関しましては、教育長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） 議員のおっしゃるとおり、子供の数に対し校庭が狭いこと、このことにつ

いては教育委員会でも危倶しているところでございます。 

      今回の補正で、明治小学校の校庭整備工事として、緊急車両等の進入が困難な部分を解

消するための費用を上げさせていただいております。この工事は、校庭の中庭にある段差

の一部を解消するものであることから、結果的に校庭の拡幅にもつながることになります。

しかし、小中学校の校庭問題に対して、今のところ最良と言えるような解決策は見出せて

おりません。 

      飯塚議員にも答弁させていただいておりますが、このことについては、町としての優先

順位なども考慮しながら、総合的・計画的に考えていかなければならない問題であると考

えております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 非常に難しい問題と認識しますが、特に吉中ですが、現在ご承知のように

教室棟の建設中であります。そうでなくても校庭が狭く、八幡山グラウンドに行って練習

をしているようです。 

      その八幡山グラウンドですが、このような整備計画でございますが、この中には、周り

に外周コース、中には野球場、２００メートルのトラック、１００メートルトラック、サ

ッカー場と多機能に利用できるように計画してあります。これではかえって、試合をした

ときに非常に危険かと思います。 

      八幡山グラウンド運動公園整備計画は、平成２６年に策定されましたが、それ以前の平

成２４年には八幡山公園の整備及び拡張の陳情が出されております。また今回、八幡山公

園の整備及び拡張を求める請願が出されております。陸上競技練習のための４００メート

ルトラック、芝使用のサッカー場などが織り込まれております。これは、昨今の吉岡中の

情勢を踏まえたものと認識します。今では３年生が部活動を離れましたが、３年生がいる

ときは陸上部員約８０人、サッカー部員約５０人と、これらの部員が一斉に練習を始める

となると大きな練習場が必要になるのは当たり前のことです。 

      今年度第１回定例会、柴﨑町長がまだ議員のときの一般質問、「八幡山グラウンドの整

備計画には、もう少し内容の検討が必要ではないか」の質問に対し、前石関町長は「八幡
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山グラウンドは計画をしてから、既に数年が経過しているところでありますが、計画につ

いても再度見直しを図っていかなければならないと考えている」と答弁しております。柴

﨑町長の見解を求めます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことについては、７月２３日付で「吉岡町八幡山運動公園の整備及

び拡張の再検討を求める要望書」が複数団体の連名で上がってきたように、八幡山グラウ

ンドの基本設計の見直しを求める利用者からの声がいまだにあるということも踏まえ、今

後、何らかの形で、吉岡町緑地運動公園「八幡山公園多目的屋外運動場」としてつくられ

ている現在の基本計画をベースとした見直しを行いたいと考えております。 

      ただし、今の八幡山グラウンドが担っている吉岡中学校のサブグラウンド的な役割や、

吉岡町緑地運動公園としての八幡山公園の中の多目的屋外運動場であるという位置づけを

考えた場合、来年度策定予定の総合計画や都市計画、公共施設総合管理計画等、さまざま

な観点から検討する必要も考えられますので、このことについては、総合的・計画的に取

り組んでいくことになるのではないかと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 金谷議員。 

              〔６番 金谷康弘君発言〕 

６  番（金谷康弘君） 時間がありません。よろしく検討をお願いします。 

      以上で、金谷の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長、まだ立ってはだめです。 

      以上をもちまして、６番金谷康弘議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩をとります。再開を１０時５０分といたします。 

          午前１０時３２分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時５０分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） １３番小池春雄議員を指名します。小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君登壇〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 通告に従いまして、質問を行います。 

      まず、第１点目でありますけれども、スラグの撤去についてであります。 

      「大同特殊鋼株式会社より、排出された毒入り鉄鋼スラグの撤去の現状と今後の対応」

ということで出してあります。 
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      町のホームページを見ましても、大同特殊鋼株式会社渋川工場から排出された鉄鋼スラ

グの件が、現在もまだ載っております。町の公共工事で町内に１７カ所使われ、適正に撤

去をされずに、存置という言い方をしていますけれども、放置をされております。町長に

は、町の財産及び町民の生命及び財産を守る義務があります。法律にのっとり、早急な対

応が求められておりますけれども、どのように考えていますか。 

      私はこの間、この質問をするので改めて町のホームページを見ましたけれども、町長も

そのころは議員だったから一部は覚えているかと思うんですけれども、結構これは私も２

０１５年から質問しているものですから、随分職員のメンバーの顔もかわって、特に産業

建設課長は、いつ、どこの話かなというような部分もあろうかと思います。 

      これは、２０１５年の９月の１日なんですけれども、群馬県は、大同特殊鋼株式会社

（群馬県渋川市）の製造過程で副産物として排出された鉄鋼スラグが建設材として出荷さ

れていた件で、総合的に勘案し、この鉄鋼スラグを廃棄物と認定したと。廃棄物なんです

よね。今までは有価物だった、有価物だったから使ってもよかったんだという言い方を、

以前は教育委員会の課長もしたし、冨岡さんだったかな、あの人、あの上下水道課長もい

たし、彼が上下水道課へ行ったり、産業建設課にも行きましたか、まずはそういう認識も

ありました。だから、有価物だという考え方だったんですけれども、それは有価物じゃな

くて、これは産業廃棄物と認定された。認定されたということは、これはその時点で平成

１４年までさかのぼるんだというのが県の考え方であります。 

      それと、大同特殊鋼はホームページの中で、これは２０１６年ですけれども、「５月２

０日、群馬県吉岡町のホームページにて、当社渋川工場にて排出された鉄鋼スラグを含む

再生砕石を使用した町発注工事の調査を進めた結果、１７工事に使用していることが公表

されました。関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし誠に申し訳なくお詫び申し上げます。

吉岡町及び群馬県と協議の上、誠意を持って対応する所存でございます」、これが２０１

６年の５月なんですね。私が先ほど言ったのはその後なんですよ、認定されたのは後なん

です。 

      それで、その１７カ所、存置という形で今残っておりますけれども、私が報告を受けた

のは、１カ所は八幡山グラウンド、これは教育委員会の管轄でありますけれども、あそこ

を私がしつこく言うもんですから、上っ面を３分の１ぐらいとって、３分の２ぐらいは残

したまんま撤去されずに舗装して、そしてまた後で何か建物を建てるとか問題が生じたと

きにはそのときにまた撤去しますという、こういう言い方だったんですね。これもだから

存置という形で、被覆と言っていますけれども、これは撤去ですからね、本来。産業廃棄

物はそういう形で残っています。だから、今までも事を曖昧に済ましております。 

      しかし、まずは、そのほかのところは全くその存置という形で残っていますけれども、
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今後この処理方法をどういうふうに考えているのか、まずはお尋ねをいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 小池議員のほうから、スラグの撤去、大同特殊鋼株式会社より排出され

た毒入り鉄鋼スラグの撤去の現状と今後の対応ということで質問をいただきました。 

      町は、大同特殊鋼株式会社の渋川工場から出荷された鉄鋼スラグを用いたスラグ製品の

問題に関して、国土交通省、群馬県及び渋川市で組織する鉄鋼スラグに関する連絡会議に

より打ち出された「鉄鋼スラグを含む材料の対応方針」にある３つの基本方針をもとに、

町民の不安解消と健康への影響を防ぐことが重要であると考え、町が実施した事業の中で

スラグ製品が用いられた疑いのある１７カ所について、鉄鋼スラグの出荷者である大同特

殊鋼株式会社に対して、生産者としての責任を求め、協議を行っているところでございま

す。 

      そして、町は、大同特殊鋼株式会社に対して、「大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品

に関する要望書」として要望書を提出して回答を求め、大同特殊鋼株式会社からその回答

が報告されましたが、その後も引き続き協議を続けているところでございます。 

      町は、今後も将来にわたって適切な対応をしていただくように、協議をしていかなけれ

ばと考えております。 

      なお、現状につきましては、各所管担当課より説明をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 教育委員会が所管する施設につきましては、南下古墳公園内の

駐車場において鉄鋼スラグが使用されておりました。 

      平成２８年に実施した環境調査により、当該駐車場のスラグ及び土壌の汚染が確認され

たことから、町では、平成２９年度、汚染物質を含む粉じんを口や鼻から吸引等をするこ

とによる健康リスクを防ぐために、砕石仕上げとなっていた駐車場の舗装被覆工事を行っ

ております。 

      町としては、この舗装被覆はあくまでも被害を拡大させないための緊急的、一時的な保

全措置であると認識しておりまして、今後は、将来的な土地の改変時における費用負担な

どについて大同特殊鋼と引き続き協議していくとともに、環境への影響等についても監視

を継続していきたいと考えているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 産業建設課では、これまでに７カ所の検査を行い、うち２カ所の現場、
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町道北下集会所北線と町道宮田大薮線について土壌汚染が認められたため、県に報告し、

県により地下水の調査が実施されました。結果としましては、地下水への影響は認められ

ませんでした。 

      大同特殊鋼からの、吉岡町からの要望に対する回答において、今後、鉄鋼スラグ製品を

用いた箇所を補修その他の工事等で再度掘り起こす場合、その処分費用を負担するとの回

答を得ました。具体的には、現場ごとに個別に対応方針について協議を続けていきたいと

考えております。 

      その他の現場の対処方針については、引き続き協議を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 上下水道課所管で、路盤材等、鉄鋼スラグ砕石が使用されました該当

９カ所の撤去状況でございますが、現在、存置としております。 

      今後の対応ですが、環境基準値を超えた箇所は、大同特殊鋼からの回答にて既に処分費

などの費用負担をするとの合意を得ておりますので、該当箇所を掘り起こすなど具体的必

要が生じた時点で費用負担をお願いする方針でございます。 

      また、砕石が環境基準値以下の箇所などは、費用負担の検討除外との回答がされておる

ところでございますが、鉄鋼スラグ砕石の出荷段階での不良品混入の可能性の有無や、土

壌のみで環境基準値を超えるフッ素化合物が検出された箇所では、鉄鋼スラグ製品と土壌

汚染との因果関係など、引き続き大同特殊鋼に対して問題解決に向けた協議を求めたいと

考えておるところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） なお、今後の対応についてですが、町民生活課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 先ほど、個別の対応も報告しましたが、今後の全体的な対応でありま

すが、大同特殊鋼株式会社に対し、「大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品に関する要望

書」として要望書を提出し、回答を求め、その回答が報告されましたが、今後も納得のい

く回答を得るまで、大同特殊鋼株式会社に対し生産者として責任を求め、協議していかな

ければと考えているところでございまして、大同特殊鋼株式会社に対しまして再度の要望

書を提出することを検討しているところでございます。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 
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              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 町長、まず私が問題だと思うのは、その三者協議会というのは、群馬県と、

環境省ですか、環境省と群馬県と、そして渋川市なんですよ、渋川市。吉岡の鉄鋼スラグ

を撤去してもらうのに、何で渋川市が入ったその三者協議会に従わなければならないか。

これはあくまでも任意の団体なんですよ。それは、渋川市の鉄鋼スラグを撤去するときは、

その三者協議会なんですよ。それに吉岡が乗る必要は全くないんですよね。 

      職員の皆さんも、これまで皆さんそれぞれそういう回答をしてきましたけれども、皆さ

んは不思議だと思いませんか。三者協議会というのは全く任意の団体ですよ。公的なもの

じゃないですよ。法律に定められたとか認められたものじゃないですよ。まずは、この三

者協議会というものをどういうふうに思っていますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 鉄鋼スラグの対応につきまして、県環境部局と相談、協議しながら進

めているところでございまして、その対応方法として、国土交通省、群馬県及び渋川市で

組織する鉄鋼スラグに関する連絡会議により打ち出された３つの基本方針、これで進めて

いくということを県環境部局とも相談しながらやっているところでございます。 

      吉岡町として、対応に特に専門的な知識があるわけでないので、県環境部局の助言を得

ながら進めているところでありまして、その一つとして、そういった基本方針に基づいて

進めているところでもあります。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 私はね、もう少し真剣になって、強気にならなければね、大同はやっぱり、

町長、応じてこないんですよ。そして、私、先ほども言いましたけれども、町長の責任は

どういうのかというのは、町長の責任ってやはり、責任というか町長の立場です。立場と

いうのはやはり、この町の財産管理の責任者というのが町長なんですよ。決して職員じゃ

ありませんから、財産を管理する責任がある。 

      ですから、ここで言いますと、渋川市では今裁判やっているんですけれども、渋川市を

この町に置きかえれば、これはその今の裁判の裁判例なんですけれども、弁護士さんはこ

ういう言い方をしているんですよ。吉岡町に置きかえれば、「吉岡町は、本件スラグにつ

いて、排出者である大同特殊鋼に対し、産業廃棄物である本件スラグを、本件町道から撤
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去するよう（もちろん廃棄物処理法に従った適正な処理を行うよう）、所有権に基づく」、

これは町道といえば所有権、またそのほとんどの場合は道路ですからね、「所有権に基づ

く妨害排除請求を行わなければならない」と、でも今はそれを怠っている状態なんだと、

こういう言い方なんですね。だから、町長には、そこに毒物が置かれているわけですから、

それは排除勧告を求める。そこからどかしてくれと。これは、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の中でうたわれていることなんですけれども、これは清掃法の中で規定をされて

います。 

      そして、今回のこのスラグというのは、群馬県によって、大同から出たものは、先ほど

言いましたように産業廃棄物だというふうに認定されたんですね。産業廃棄物に認定され

た時点で、これはフッ素がどれだけ入っていた、入っていなかったという問題じゃないん

ですよね。大同から排出されたスラグは廃棄物と認定したというのが、これは群馬県なん

ですよね。それで、佐藤建設工業というのは、この産業廃棄物を処理する資格はないんで

すよ。運送、運ぶ免許は持っていますけれども。でも、それに違反をしたので、その免許

も取り消されたという、こういう事実があるわけですよ。ですから、もう廃棄物と認定さ

れた時点で、先ほど言いましたように、所有権に基づく妨害排除請求をしなければならな

いんですね。ですが、今それを怠っているというふうになると思うんですよ。仮に今、住

民がそういう訴えを起こせば、町長は被告になって、町長は今それを怠っている、その当

事者になるんですから。 

      ですから、先ほど言いました大同との協議の中で、町がそういう要望書を提出しました。

しかし、これは毒が出ていないからいい、これは毒が出ているからそのときは個別に協議

に応じると、こういう言い方しているんですよ。私は今ここに基本協定とその回答書を持

っていますけれども、この程度で引き下がっていたら何をされるかわからない。要するに、

今は町というのは、どかしてくださいよと、それで向こうでは協議中だと言っているけれ

ども、どうも協議した感じもない。もう３年も４年もほっておいたままですから。ですか

ら、私はここでもう改めて、なかなか相手もそんな簡単には動かないですよ、ですから法

にのっとって、私は適正な処分を、処分・処置をすることが大事だと思うんですけれども、

町長、その法にのっとった適切な処置をしていくと。これは裁判でも何でもいいですよね、

まずはどかしてくれと言って、どかさなければ争いますよという考えに立てばいいと思う

んですけれども、その点について、町長の見解、決意、いかがでしょうか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） いずれにしても、自分はこのスラグ問題について、詳しい概要等はまだ

熟知しておりません。そういった中で、これから研究・調査を繰り返しながら、また大同
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特殊鋼株式会社に対しては交渉を重ねていけたらと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 先ほど言いましたように、町長の立場というのは、いわゆる町の公有財産

についてはそれの最高責任者ですから、町の財産が侵されれば、町長が代表してそれに立

ち向かわなければならないという立場であることは十分に認識していると思うんですよね。 

      これは、今現在の町のホームページです。ホームページの中に、「土壌汚染対策法にお

ける基準値について」ということで、これは何を指しているかというと、これは大同のス

ラグが町に１７カ所、そのままになっているといっていて、この中で、先ほど私言いまし

たけれども、その排出基準であるとか含有量だとか、排出基準はこういうものですよ、含

有量はこういうものですよと。それで、この中で特に今問題になっているのが、０．７ミ

リグラムパーリットル、基準値ですね、これを超すものがもう完全にあるわけですよ。こ

れについて、「『含有量基準』とは」、その下に「フッ素について」、そしてフッ素の毒

性について、「有害性情報」というのでこれは住民に知らせているんですよ。危険ですよ

と、有害性情報、これはホームページです。まあ、これはどこの課がつくっているのか知

りませんけれども、これは職員の皆さんも知っていると思うんですよね。だから、住民に

これは毒ですよというふうに知らせていて、それがまだそのまま存置という形、存置とい

うのはそのままほっぽってありますよというのが存置というんですけれども、そのままに

してありますよと。それで、もうそのままにしたまんま、２０１５年からですから、２０

１９年、丸々４年ですか、そのままになっているんですよ。 

      私は、だから早急な対応が必要だと。先ほども何回も言っていますけれども、これはも

う群馬県で廃棄物と認定をしたんです。廃棄物ですよと。廃棄物というのはもう、廃棄物

は、その適正な処理をするためにある法律ですから、それにもう完全に違反しているわけ

ですから、やはりトップがかわれば考え方もまたしっかりと、なれ合いもほとんどないで

しょうからやっていけると思うんですよ。やはりこれは住民の生命・財産にかかわる問題、

まして町の財産権にかかわる問題で、町の財産が侵されているということですから、腰を

上げてしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。 

      これについてもさまざまな、先ほど言いましたその基本協定なんかもあるんですけれど

も、そのままになっているんですよ。回答書ももらっているけれども、それで回答書も、

ろくでもない回答なんですよ。でも、恐らくその回答を受けて、ああそうですかというの

で、それに反論も何もしていないでしょう。その後に何かした経緯はありますか。１７カ

所について、何カ所かは認めるけれども、あとは認めませんよという回答なんですよ。そ

れを見て、皆さんはどのように考えますか。 
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      私、今この質問を出したので、ある程度、職員の皆さんも町長も、どうなっているんだ

ということで多少は話し合いを持ったのではないかというふうに思っていますけれども、

町長はこの回答書をごらんになりましたか。ごらんになりました。この中で、私、印をつ

けてありますけれども、１０カ所ぐらいは認めていないんですね。これは一般の普通の砕

石だから、問題がないからこの要望書の中には加えなくてもいいような話を回答している

でしょう。皆さん、回答書、どの程度の人が確認していますか。じゃあそこだけ、関係す

る課長でも、町長でもいいですけれども、確認します。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 所管のそれぞれの課長から報告を受けながら、この回答書につきまして、

庁内で協議をさせていただきました。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） そこの担当をする課長は、その回答書をどの程度の人が認識していますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） それでは、それぞれの課長から認識を答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） この有無につきましては、以前、確認をさせていただいており

ます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 調査結果につきましては、確認をさせていただいております。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 回答内容については、当然確認をしておりますし、今言われました部

分でございますけれども、群馬県が大同特殊鋼に対しては、鉄鋼スラグを廃棄物として認

定して、産業廃棄物の許可を受けていない業者と取引を行ったとして、産業廃棄物の処理

に関する法律に違反するということで刑事告発をした。これに対して、しかしながら嫌疑

不十分となっておるというような部分で、当然、町としても県に相談をしながら指導を仰

いでおりますが、この違法性に関して、非常に違法性があるということで判断することが

難しいということで、現状でこの大同特殊鋼の回答に対して、はっきりした形での対応と
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いうのができておらないところですが、ここについては今後とも、当然、廃棄物というよ

うな観点もございますので、協議を続けていきたいということで考えておるところです。

以上です。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） あのね、私はそこにちょっと間違いがあるんだと思うんですよ。というの

は、県がその裁判でどうなったという問題じゃないんですよ。この廃棄物行政というのは、

この材料を県が廃棄物と認定した。認定した、認定するその許認可権、そこを認定するか

しないかというのは、環境省であったり、その部分は県が任されていて権限あって、県が

それを廃棄物と認定したらもう、認定した時点でこれはもう産業廃棄物なんですよ。これ

を動かすことはできないんですよ。だから、その嫌疑不十分だ、その裁判の問題と、また

これはちょっと違うんですよ。認定したというこの事実は、産業廃棄物と、平成２７年９

月１日だったかな、認定した事実というのは、廃棄物と認定したんです。しかし、大同が

認定されたのは、それを認定した時点のそこから後じゃなくて、大同特殊鋼が平成１４年

以降出したものが産業廃棄物と認定したんです。認定したんです、以降のものは全て、大

同から出たものは、みんな産業廃棄物ですよと。 

      産業廃棄物だと、どういう処置をするかというと、これはもう決まっているんです。管

理型処分場へ持っていくしかないんですよ。一般の廃棄物であれば、いわゆる五輪平とか

こういうところに持ってくるのは、安定５品目というふうに言われたものは五輪平へ持っ

ていきますけれども、またちょっとしたものというのは簡易処分場へ持っていきますけれ

ども、重金属というのは特殊なものですから、これは行き先というのは管理型処分場しか

ないんですよ。富山県にあるらしいですけれども、そこへ持っていくしかないんですね。

これは持っていくと大体、１立米３万円から４万円するんだそうですよ。だもんだから、

持っていくのが面倒なもんだから砕石と混ぜて、それで佐藤建設工業というのは、機械を

持っていって建物解体なんかで潰したりする中間処理権は持っているけれども、砕石と鉱

滓を混ぜる許可は持っていないんですよ。持ってないんです。それが、スラグと鉱滓を混

ぜてそれで薄めて、それで相当な量をまあ入れたと。そして、吉岡町の公共事業１７カ所

にそれを入れたということは認めたわけでしょう。それで大同は、最初の先ほど私が紹介

しました中で、吉岡町の皆さんに多大な迷惑をかけたと、おわび申し上げますと言ってい

る途中から、今度は開き直っちゃうんですよ。 

      ですから、町は、県が廃棄物と認定した以上は、廃棄物処理法に基づいてこれを、この

処置を求めるというのが町の立場で、強く出なければいつになってもこれは存置のままで

す。だから、私は、今のこの存置のままをいかにして早く解決するか、そこに力を注ぐべ
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きだと思います。そして、先ほども何度も言いましたけれども、吉岡町も毅然とした態度

で臨まなければなりません。 

      このスラグというのは、溶融スラグというものは、これも環境省が出しているんですけ

れども、基準というのは、フッ素を０．８ミリグラムパーリットルを超えたものというの

は砕石として使えないんですよ。でも、これを０．８以下だということで偽って砕石に使

用したわけですよ。それが吉岡町にいっぱい使われて、そしてこの混合砕石を持っていっ

て調査しても、その基準をオーバーしていたというのがこの調査の結果なんですよ。本来

はこの０．８というのは、スラグそのものを単体ではかったときに０．８を超していれば

だめですよというもの、それが基準ですよね。それを今度は砕石と混ぜて、基準以下だか

らいいじゃないかというので使ったけれども、その混ぜたものでさえも０．８を超えてい

るんですよ。その何倍のものが出ているわけですよ。それが吉岡町にまでそのまま、溶出

量試験でも含有量試験でもオーバーしているんですよ、これが置かれている今の状況です

よね。ですから、もう完全に違反しているんですよ。 

      だから、違反しているものはもう、町長は、先ほど言ったように財産権の侵害ですから、

その観点からこの排除を求めるということが大事だというふうに思いますけれども、早急

に検討して打つべき手だてをとるべきだというふうに思いますけれども、まあ、副町長は

これまで県にいたので、その辺のことも詳しいやにも聞いておりますけれども、お二方の

今後の方針と決意を伺いたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） まずは、スラグの回答書についてなんですけれども、これは前町長に対

する回答でございます。自分としてはまだ受けた覚えはございませんので、改めて要望書

を提出させていただきたいと思っております。 

      また、住民の不安解消に向けて、大同特殊鋼株式会社とは、その箇所の対応について検

討をしていきたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 野村副町長。 

              〔副町長 野村幸孝君発言〕 

副 町 長（野村幸孝君） 私も、このスラグの問題につきましては、県にいる在職中に八ッ場ダムの

関係も経験しておりますが、この吉岡町のスラグ問題につきまして、過去の経緯を説明を

いただきました。 

      今後、今町長言われたとおり、私も大同特殊鋼に対しまして、改めて誠意を持った姿勢

を貫いていただけるように、今後また協議をしていくようにしたいと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 
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              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ぜひともこの件につきましては、今、町長、副町長が言いましたように、

そういう形で……、まあ、ひるむことなくという言い方はありませんけれども、動じず、

住民の生命・財産、まずまさに、言えば住民の財産ですよね、それを守るためにできる手

段は、やはり法治国家ですから、法にのっとりやっていってほしいというふうに強くお願

いをしておきます。この問題につきましては、何度もまたこれからも質問していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

      また同じスラグ問題ですけれども、２点目でありますけれども、この問題についても私

も何回も質問しているんですけれども、榛東村のメガソーラーは、特に吉岡町の水源であ

り、早い対応が求められております。前町長にもこの問題について、榛東村との協議を行

い、吉岡町の水源を守り、町民の安心・安全を守っていかなければなりません。生命にも

かかわる大きな問題と認識しておりますけれども、どのように対応すべきというふうに思

っているのか、町長の決意をお伺いをいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 榛東村メガソーラーの設置場所のスラグ問題については、吉岡町の水源

に影響を与える場所であると不安を抱かずにはいられません。大同特殊鋼株式会社の担当

者に対し確認を行ったところ、その回答は、現在、榛東村と協議を行っているとのことで

ございます。今後も大同特殊鋼株式会社に対し、吉岡町の水源に影響を及ぼさないように、

将来にわたって適切な対応をとるよう進言していかなければと考えております。 

      また、先日、榛東村長に申し入れし、状況の確認と速やかな対応をお願いしてきたとこ

ろでございます。町民の安心・安全を守るため、今後も継続して状況確認、速やかな対応

要請等を行っていきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 町長は、あの場所は確認しましたっけ。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） はい、以前確認をさせていただいております。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） これも、２０１６年ごろから大きく騒がれているんですけれども、その当

時の新聞報道なんですけれども、「『地球環境にやさしい』再生可能エネルギーの発電所



 - 207 - 

が」というふうにあって、「有害な鉄鋼スラグで造成された土地の上に建っていた」、こ

れ、新聞記事なんですよね、「大同特殊鋼渋川工場から排出された鉄鋼スラグを使用し、

砕石に関する仕様書や使用材料証明書を村に提出していなかった」と。一番肝心なものを

村に提出していなかったと。 

      あそこの面積というのが、４．９ヘクタールぐらいあるんですよ。とてつもなく広いと

ころです。４．９ヘクタールですから５町歩近いんですよ。それで、あそこは谷になった

んですよね。谷になったんです。それで、下からどんどんスラグを運んで、それであそこ

を埋め立てた。県からとった資料の中でも、何百台と入っているという記録が、そのＲＣ

相当品――相当品というんですからＲＣではないんですね、それも入っているということ

も明らかになりまして、この問題も、私も榛東村長と話したことがあるんですけれども、

「いや、これで一番被害を受けるのは吉岡町だから、吉岡の議員だから一生懸命やったほ

うがいいよ」と、こういう言い方なんですよ。確かに榛東村にはあるけれども、被害を受

けるのは吉岡町だと。それはそうですよね。まあ、これまでの議会の中でも、水源は吉岡

町だということは水道課長も確認していますし、町長も確認して、いや、あそこの水はみ

んな船尾を通って、吉岡の水源。ただ、明治用水であったり、上には浄水場もある。取水

場、水をとっているところもある。しかし、ちょっと上のような話をしていますけれども、

水というのは毛細管現象で上にでも横にでもどこにでもいくんですよね。水というのは上

にもはっていくんですよね。ですから、あそこもその基準値、六価クロムも出ていますし、

フッ素も出ているんですよ。まさに重金属ですよね。 

      重金属汚染というのは、これまで日本って何回も経験しているんですけれども、そうい

うものがあそこに置かれていて、これが時間がたつとどんどん、スラグというのは水を吸

ってくると膨張するんですよ、不思議なことに。ですから、町長も、渋川市の軽浜の上に

ある公園がありますよね、あそこの前の道がいつもでこぼこしているのは知っていると思

うんですけれども、あれは下にみんなスラグが入っていて、スラグが膨張するためにぼこ

ぼこしちゃんうですよね。それで、上っ面とってまた舗装し直してもまた割れていっちゃ

うんですけれども、そういうふうに膨張していきます。だから、もうあそこのメガソー

ラーでも、つくったときは平らだったですけれども、今は恐らくもうでこぼこもしている

んじゃないかというふうに思いますよ。そういうふうになって、やっぱりあそこは沢です

から、水がどんどん入れば、水はしみ込んで必ず流れていきます。それが吉岡の水源にな

るんだということで、事は私は本当に重大だと思っていますよ。 

      ですから、当然、地籍が榛東村ですから、緊密な綿密な、本当に細かくしょっちゅうで

すね、しつこいぐらいやっぱり向こうに話をして、榛東村と一緒になって撤去を求めてい

く必要があるんだというふうに思います。被害が今ないからじゃなくて、後にあってから
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ではもう間に合わないんですよね。みんなどこでも公害裁判といえば、被害が出て慌てて

動き出すんですよね。そうじゃなくて、そこにもう有害物質が置かれている、重金属汚染

が始まるんですから、それが始まる前に早く手を打たなければならない、このことが私は

大事だと思っています。まさに町民の生命を守る、ともすれば生命にかかわる大きな問題

だと思っています、ほっておけば。ですから、早い対策が必要だと思います。 

      村長にも話をしたという程度じゃなくて、真剣になって強行に、やっぱり吉岡町から強

い申し入れがあって、それが再三あれば、それにはそれなりにまた榛東村の動きも違うと

思います。アクションの起こし方も違うと思います。ぜひその辺の決意をもう一度お願い

します。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） いずれにしましても、榛東村には根気強く、機会あるごとにお願いをさ

せていただくつもりでございます。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） それでは、早急な対応をしていただくようお願いをしまして、榛東村メガ

ソーラーについては終わります。 

      続きまして、子供の医療費助成でございますけれども、今、全国で高校卒業程度、大体

１９歳までの医療費助成をする自治体が大変ふえております。子育て支援を標榜し、町長

に当選されました。隣の榛東村でも来年度から実施をすると聞いております。今、全国で

は５００自治体を超えて、１９歳まで医療費を無料にしているようであります。町長の公

約のとおり、早急にこのことも検討すべきだというふうに思いますけれども、町長の決意

をお伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） １９歳まで医療費助成を拡充すべきだがということでご質問をいただき

ました。 

      医療費助成の制度は、医療機関等で保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を群

馬県と吉岡町が助成するもので、平成１８年度に小学校３年生までの通院、入院を対象と

しましたが、平成２１年度から中学校卒業までの通院、入院が対象となっております。 

      医療費助成の拡充をとの質問ですが、県内市町村を調べますと、県内３５市町村中、１

８歳までの福祉医療費助成を実施している町村は、入院のみが８町村、うち通院も実施し

ているのは３町村となり、１町は所得制限がかかっているという県内の実態もあり、医療
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費助成の拡充については将来にわたって持続可能な制度とすることも踏まえ、今後の検討

課題とさせていただきたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今後の検討課題というのは、本当に今後の検討課題になっちゃって、なか

なか前に進まないというか、なかなかそれが実情だと思うんですよね。でも、町長は、子

育て支援についてもしっかり取り組みたいというような考えだったというふうに思います。

であれば、やはり今の現状を鑑みて、全国で今、中学校までの医療費の無料というのが１，

００７自治体、そして現在、１９歳までが５４１自治体。だから、相当進んでいますよね。

大体３分の１を超える自治体が１９歳まで無料としています。 

      ですから、群馬県の小さい器の中で見るとそうかもしれませんけれども、それはやはり

トップが、子供たちを取り巻く環境、また社会情勢を見た中で、この我が自治体はどうあ

るべきかという視点に立ったときに、「私はこう考える」、その町長の考えでできること

じゃないですか。お隣だってもうやるんですよ。渋川市なんかはもうそういう、誰かの質

問にありましたけれども、幼稚園も無料、給食費も無料でしょう、以前から。そういうの

を見ると、この中では吉岡町はやっぱりおくれているんですよ。ですから、隣の村に越さ

れるようなことなく、「吉岡町のほうがいいよ」と言えるようになったほうがいいんじゃ

ないですか。榛東村は来年からするそうです。検討ばかりしていないで、来年からやるよ

というような決意を伺いたいと思うんですけれども、どうですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 子育て支援につきましては、拡充を自分はしていくつもりでございます

けれども、その中において、子供の医療助成につきまして、１８歳までについて、周辺町

村の状況観察及び町の今後の財政状況等を見ながらも、検討課題とさせていただきたいと

思います。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 吉岡町の財政力指数は高いんですよ、よそから比べると。やる気になれば

すぐできると思います。あとは町長の決意だけです。ここでぜひとも、そういう観点から

お願いをしておきます。 

      続きまして、時間が少なくなって、済みませんね、教育長。 

      教育長に質問でありますけれども、教育長には、教育を受ける権利の保障というので、

そういうふうに言われると随分間口が広いなと、私も答えるほうが大変だろうなというふ
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うに思って、まあ、これ書いちゃうとその書いたものしか答えなくなるので、ですから本

音で語ってもらえば、そしてまた自分の考えを言ってもらえばいいわけですから、あんま

り肩肘張らないで気楽に、聞かれたら、「こう思っているよ、ああ思っているよ、そんな

ふうにしたいな」と、いわばそういう考えでいいと思いますので、気楽に答えてください。 

      ９月２日に、教育長として全会一致により再任をされました。私たちも教育長に大きな

期待をしているところです。現在の児童生徒たちの取り巻く環境は大変厳しい問題がある

と認識していると思いますが、さまざまな問題にどのように対応していくのか。吉岡町の

教育委員会及び教育行政の取り組みに多くの子供たちや保護者も関心を持っているという

ふうに思いますけれども、まずは新たな教育長として再任された、その思いを少し言って

いただければというふうに思います。 

議  長（山畑祐男君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君登壇〕 

教 育 長（山口和良君） ６月５日の任命同意、また９月２日に、１０月１日からの再任に同意をい

ただき、しかも全会一致にての同意をいただきまして、皆様の前で本日こうして吉岡町の

教育についての抱負と決意を述べる機会を与えていただきまして、心から感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

      さて、教育に係る問題が多様化する中、吉岡町の教育行政をどのようにかじ取りしてい

くか、幾つか述べたいというふうに思います。 

      まず、教育を受ける権利を保障するためには、何より学校教育の充実が必要であるとい

うふうに考えます。したがいまして、教育長は、学校教育はもちろん、社会教育、幅広い

ことについての管轄を行うわけなんですけれども、主に学校教育の充実の点から抱負を述

べたいというふうに思います。 

      まず、１つ目は、吉岡の学校教育のよさをさらに伸ばしたいということです。 

      今の子供たちやこれから誕生する子供たち、もちろん吉岡町の子供たち、吉岡にこれか

ら誕生する子供たち、この子たちが成人して社会で活躍するころ、今以上に厳しい挑戦の

時代を迎えていると予想されます。生産年齢の減少、グローバル化の進展、絶え間ない技

術革新により、社会構造・雇用環境は大きく、また急速に変化して、予測が困難な時代に

なっているところです。 

      また、急激な少子高齢化が進む中で、成熟社会を迎えた我が国にあっては、一人一人が

持続可能な社会の担い手として、その多様性を原動力として、質的な豊かさを伴った個人

と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待されているところです。 

      また、今後、人工知能、これがどれだけ進化して、人工知能が思考できるようになって

も、その思考の目的を与えたり、目的のよさや正しさ・美しさを判断したりできるのは、



 - 211 - 

人間の最も大きな強みであるということが、今、再認識されていると思います。著名なＡ

Ｉ学者が述べるには、近い将来、ＡＩ時代が到来しようとも、これまでの学校教育で行わ

れてきた授業をよりよいものにしていくこと、すなわち子供たちに知識及び技能、思考力、

判断力等をバランスよく育成してきた我が国の学校教育の蓄積を生かしていくことが、重

要であると言われているところです。 

      したがいまして、吉岡町も、これまでこの学校教育で培ってきた力、これは間違いなく、

これからの予測困難な時代に生き抜く子供たちを育てる、やはり原動力になるというふう

に私は考えております。さまざまな課題や困難が待ち受ける時代を生き抜く子供たちを育

てる吉岡町の教育において、これまでバランスよく取り組んできた町の教育のよさを生か

すことで実現可能であるというふうに考えております。 

      また、吉岡町の学校は、３校とも大規模校です。１クラスの人数も比較的多いのが実態

です。実はこれは、私は町の大きな強みであるというふうに考えています。小学校の例を

挙げれば、大規模校だからこそ配置される県教委からの加配教員により、英語や理科の専

門教科の指導が専科により実現しています。また、町独自に低学年学級補助員、特別支援

学級の補助員によるきめ細かな支援を通して、授業の充実に取り組んでいます。 

      密度の高い校庭、密度の高い体育館は狭いですが、各種集会や運動会等における盛り上

がりは物すごいものがあります。高学年の児童生徒は、その盛り上がりをつくり出した中

心なので、こういう活動を通して大きな自己有用感を感じることができます。こうして自

信をつけて中学校へ進学していきます。低学年児童は、そんな活躍をする高学年児童の背

中を見て、高学年の子供に憧れを持ち、これからああいうふうになりたいというふうに、

真面目に地道に日常生活を送ることのよさを自然に学ぶことができています。 

      今後も、大規模校ではありますが、担任の指導と補助員の支援を組み合わせたり、少人

数指導、専科教員による専門的な指導、ＡＬＴの活用や地域人材の導入による指導の充実

に努めたりして、子供たちの教育を受ける権利を保障していきたいというふうに考えてお

ります。 

      次に、人間として生きていく力を育むということを重視したいということです。少し抽

象的な言葉になってしまったんですけれども、この力は具体的に言えば、目標に向かって

頑張る力、人とうまくかかわる力、感情をコントロールする力です。これは、昨今重視さ

れている、非認知的能力というふうにも言われています。この力はご存じのように、計算

ができるとか字が書けるなどの測定可能な力を認知的能力と呼ぶ一方で、ＩＱなどではは

かれない力です。大切なのは、うまくいかないときに、友達など他人とかかわりながら、

「どうしてかな」「こうやってみよう」「これがだめならこの方法でいこう」など、目標

に向かって頑張る姿勢を積み重ねること、また時には我慢をする経験をする場面を重視し
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た教育に取り組んでいきたいというふうに思います。 

      この非認知的能力を身につけた子が成人したときに、将来の社会的自立を果たす大人に

なる力として認められているところです。こうして、吉岡町でこの力を培い、そしてその

子供たちがこれから大人になったときに、きちんと社会的な自立を果たす、これがまさに

今、私たちが取り組んでいかなくてはならない、教育を受ける権利の保障であると私は思

っております。 

      ４つ目になりますが、簡潔にいきたいと思います。 

      今年度よりスタートした、吉岡町学校運営協議会での議論を活用していきたいと思いま

す。９年間を見通して、小学校で培ったものが中学校で生かされる、そういう見通しを持

った教育活動に、地域の住民の皆様の代表、ＰＴＡの代表、学校の教員、そして私たち教

育委員会、ここがかかわりながら、意見を交わして充実させていきたいと思います。 

      最後になりますが、一方で、吉岡町の施設設備の改善・充実も大きな課題であり、計画

的に取り組まなければなりません。子供たちの教育を受ける権利の保障、これにはこの施

設設備の充実は欠かせないものです。ぜひこのことにつきましては、教育委員会、町の役

目だと思いますので、これについても計画的にしっかりと取り組んでいきたいというふう

に思います。 

      以上、吉岡町の学校教育のこれからについて、「子どもを育てるなら吉岡町」というふ

うに言われていますけれども、私は、吉岡はいい教育をしている点から、そこに住みたい

というふうな町に、町の教育を充実できるように、身を尽くして頑張っていきたいという

ふうに思います。１年間に１人の児童生徒は１，０００時間授業を受けます。この１，０

００時間の授業の充実は、やはり教育の原点です。この原点に立ち返り、教育行政の充実

に取り組んでまいります。 

      長くなりました。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ありがとうございました。 

      先日は、新聞紙上で不登校問題が大きく取り上げられていました。現在、町の状況と対

応方法はどのようになっているのか。現状の方法でよい、今のままでよいのかを考えなけ

ればなりません。さまざまな問題で学校に行けなくなっておりますが、子供一人一人に合

った対応がなされているか。いじめもあれば、保護者に問題はないか。子供が学校へ行き

たくない理由、また行きたくても行けない事情、さまざまだと思います。どこまで真剣に

取り組んでいるのかも伺いたい。 

      また、通学路の安全ということで、できれば教育長に本当に通学路を歩いてもらって、
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町の通学路はどうなっているかというようなところも見ていただければありがたい。 

      そして、ちょっと回答する時間もなくなると思いますので、次回に持ち越しますけれど

も、新聞報道でありました、学校でのパソコン配置状況が新聞で記事になっておりました

けれども、群馬県は全国で４０位、その中でも吉岡町はワースト３かワースト４だったと

思うんですよね。全くここは残念な数字になっております。これでは、先ほど教育長が述

べたような教育行政もままならないと思います。しかし、教育長一人でできるものではあ

りませんけれども、このことは私が質問することによりまして、ぜひとも県下１位ぐらい

になっていただきたいというふうに思います。そのことは、やっぱり町長にもお願いをし

ておきたいというふうに思います。 

      いじめ問題とか、学校に行きたくても行けない問題、さまざまありますけれども、その

点についても十分にこれから新しい教育長として臨んでいただきたい。子供がやっぱり一

番ですから。そして、これまでも吉岡町では、教育長もご存じかと思いますけれども、事

件が２回ほど立て続けてありましたけれども、そういうことがないように、言いわけがな

いように、よろしくお願いをいたします。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、１３番小池春雄議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩をとります。再開を午後１時といたします。 

          午前１１時５０分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後 １時００分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） ８番村越哲夫議員を指名します。村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君登壇〕 

８  番（村越哲夫君） 議長への通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 

      次のとおり、通告いたします。 

      １番として、都市計画道路及び町道の早期整備について。 

      （１）町道漆原・南原線延伸について及び吉岡バイパス延伸についての質問をさせてい

ただきます。 

      この都市計画道路は、関越自動車道が計画された約昭和４１年ごろに予定されたとのこ

とでございますが、都市計画道路が計画されたのは約５０年前ぐらいだというようなこと

でございます。昭和６０年に前橋インターから湯沢インターまで全開通したとのことで、

関越自動車道前橋４８（下野田橋）１００．８キロポストカルバートボックス工事は、昭

和５７年ごろということになるわけでございます。そのとき既に、２７メートル幅の前橋
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４８（下野田橋）１００．８キロポストのカルバートがつくられたことになります。計画

されてからかなりの年月がたっております。 

      以前の質問では、町道漆原・南原線延伸工事については、平成３９年（令和９年）度ご

ろに着工との話を伺いました。しかし、常に県に意思表示をしなければ、後回しになる可

能性もあると思います。そこで、地元の県議さんにもご尽力いただけるよう、お願いして

いただければと思います。 

      吉岡町の人口増も、上毛大橋ができたおかげと言っても過言ではないと思います。橋が

できたおかげで、吉岡町は人口増や活性化し、また伊香保や榛東村方面に行くのもスムー

ズになったのではないでしょうか。関越自動車前橋４８（下野田橋）カルバートボックス

が２７メートルもあいている理由もあるわけです。それは、上武国道につながっているか

らではありませんか。 

      それに伴い、以前質問いたしましたが再度させていただきますが、川久保踏切の拡幅の

計画を早々に、渋川市と協議の上、ＪＲ様にお願いしていただき、実現に向けた話し合い

の場を持っていただければと思います。踏切の拡張がすぐには無理でしたら、サントリー

南まで既に町道、市道として開通しています。しかし、サントリーの西側、川久保踏切を

渡ったところは右折カーブしており、対向車があると人様の土地に入り込み対向車を待ち

ます。そこで、踏切を渡ったところから直進で都市計画道路大久保・上野田線まで約２０

０メートルぐらいですので、先行工事として２市町で協議し合い、土地の買収を行い、部

分開通ができないものでしょうか、お伺いします。 

      その前に、ちょっと資料を見ていただければと思います。地図の資料でございますけれ

ども、この中に、１の吉岡町乳幼児健康支援サービスセンターの上に大きな括弧がありま

すが、１－①の質問箇所ということです。これは吉岡バイパスの延伸ということで、点々

と、見えにくいですけれども、点々というのが見えると思いますが、それでこれは半田と

書いてある。線路ですね、上越線の、ちょっと見えにくいでしょうけれども、そこのあた

りにもやっぱり楕円の丸があると思うんですけれども、これが川久保踏切ということでご

ざいまして、１－②が、これは以前狭かった道路を町のほうで先行的に広げていただいた

ところでございます。そして、１－③というのが、この町役場の上に楕円で書いてあると

思いますが、これが狭隘道路、要するに狭い道路ということでございます。 

      ということで、この説明は終わりますが、それで、先ほどのでございますが、先ほどの

文言に対してお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 都市計画道路及び町道の早期整備についてということでご質問をいただ
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きました。 

      町道漆原・南原線の延伸先である渋川市内の半田南線の整備、川久保踏切の拡幅計画な

ど、渋川市と協議し、部分開通はできないかとの質問でございますが、ご承知のとおり、

この半田南線は渋川市の都市計画道路でございます。県道昇格への要望につきましては、

渋川市と連名で県に要望をしておりますが、昨年３月に策定された「はばたけ群馬・県土

整備プラン」には位置づけられておりません。 

      吉岡バイパスの延伸先である吉岡都市計画道路大久保上野田線は、県道として令和９年

までに着手と県土整備プランに位置づけられたため、大久保上野田線とこの半田南線は西

側で接続し、東側は町道漆原・南原線を経由して上武国道に接続していますので、吉岡町

にとっても非常に重要な道路であると認識しており、渋川市と連携しながら進めていく必

要がございます。 

      そして、第４回渋川市及び吉岡町地域連携に関する協議会を８月２７日に約２年ぶりに

再開いたしました。その協議の中では、令和２年度末までに渋川都市計画道路の見直し方

針を定めたいとしております。渋川市と連携を図りながら、引き続き県に働きかけをして

まいりたいと考えております。 

      なお、詳細につきましては、担当の産業建設課長より説明をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 先行工事として部分開通はできないかとのご質問でございますが、こ

の区間にはＪＲの踏切が含まれるため、渋川市が主体となり、ＪＲ東日本や関係機関と、

計画に関する協議事項や事業費の確保、費用負担など非常に難しい調整や協議が必要とな

ります。したがって、部分的な開通は非常に難しく、現実的ではございません。 

      また、先月開催された渋川市との地域連携協議会では、都市計画道路半田南線は、車線

数を４車線、鉄道との交差する構造を立体交差として都市計画決定がされておりますが、

相当な事業費を要するため事業化のめどが立っておりません。そこで、交差方式を立体交

差から平面交差に変更することに関して、現在、各種調査、県や関係各機関との調整を渋

川市が行っております。令和２年度までに、渋川都市計画道路の見直し方針を定めたいと

の報告を受けております。 

      引き続き、渋川市と連携を図りながら協議を行い、県に働きかけをしていきたいと考え

ております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話はよくわかりましたが、何といっても先ほど申し上げたように、吉
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岡バイパスがその近くまで延伸されるということで、それが工事そのものは令和９年、平

成３９年ということで話はお聞きしておりますけれども、そのときにその延伸になったと

ころに、漆原・南原線ですか、それがぶっつくということになることは、非常にもうこれ

は大切な、大切というより重要な都市計画道路になるのではないかというふうには思って

おります。ですから、その辺について、今もまだまだ渋川市と連携をしてもらって、常に

働きかけていただければと思っております。 

      また、あの地域では一番の危険な踏切と言われております。また、この踏切を渡って学

校に通う子供もおるわけですから、少しでも早く実現の見通しが欲しいわけでございます。

前町長にも、このお話については、完成したら吉岡の大動脈になるのではないかと申し上

げておりました。町をより活性化させるためにも、再三申し上げますが、一日も早い着工

が望まれるところでもございます。 

      そして、このような案件ではございますが、やはり町の一丁目一番地ぐらいに考えてい

ただければありがたいかなと思うわけでもございます。そしてまた、よきサプライズでも

あればこの上ない喜びだと思っておりますので、ご配慮をよろしくお願い申し上げまして、

次の質問にまいりたいと思います。 

      １－（２）として、町道大久保・上野田線について質問させていただきます。 

      下野田地内、東西に走る大久保・上野田線と南北に走る下野田・八木原線の交差する十

字路で、少し前、大きな事故がありました。交差点は停止標識もカーブミラーもなく、下

野田・八木原線と大久保・上野田線はどちらが優先かわからない状況でございます。他地

区からの人たちは、わかっている方は少ないと思います。 

      事故後、仮の一時停止の標識を建ててもらいましたが、よく見ますと交差点付近は一時

停止側の道路が広く感じられます。そのため、停止しないで出てしまい、事故が多いよう

でございます。小さな事故を含めるとかなりの件数の事故が起きているようですが、町と

しては把握している事故はどのくらいあるのか、お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご質問の場所の事故件数は、把握はできておりません。ただ、平成３

０年中の吉岡町地内の交通事故の発生件数は１７９件となっております。 

      なお、今年の７月末現在の事故件数は８１件で、前年の７月末時点の件数より３３件少

なくなっているという状況であります。以上でございます。 
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議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話の中で、やはり事故の件数が把握できない、できていないというこ

とでございますけれども、事故の件数は確かにあることは間違いないと思いますので、こ

の辺のところもひとつ踏まえながら、次の問題に対処していただければと。 

      また、その交差点において、仮設の標識ではなく、公安委員会の法定の停止標識設置を

お願いして対処していただきたいと思います。既にお願いはしているかと思いますが、も

しそうであればいつごろ予定か、わかりましたらお聞かせください。 

      もう一つは、その交差点を西に進み、旧高崎渋川線に出るところにも、やはり一時停止

の標識やカーブミラーの設置はお願いできないものか、お伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、町民生活課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） ご指摘の停止標識につきまして、地元の自治会からも要望をいただい

ておりまして、渋川警察署へ平成３０年１２月１９日に上申済みであります。具体的な設

置時期につきましては、まだ連絡等はありませんが、設置の上申は済んでおります。 

      また、カーブミラーの設置につきましては、自治会長に話を入れ、要望を上げていただ

き、優先度、予算等を考慮しながら随時設置を進めてまいりたいと考えております。以上

です。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） まだ設置の予定がないということでございます。ぜひこの辺のところも、

町も大変でしょうけれども、やっぱり考えていただければと思います。そして、やはり地

元の道路を使用する方々の安全・安心をかなえていただけるようご配慮をお願いするとと

もに、また、「住みよいまち」「住んでよかったまち」「子育てするなら吉岡町」、この

ようなキャッチフレーズのもと、「住みよいまち よしおか」につながるのではないでし

ょうか。特に危険な箇所から進めていただきたくお願いし、次の質問に移ります。 

      １－（３）として、町役場の付近の狭隘道路の拡幅について。 

      町役場北の駐車場に設置されている倉庫の北裏に東西に走る町道は、幅員５．７メート

ルぐらいありますが、この駐車場の入り口付近から西に、ビューティーサロン様（下野田

６２１－２）北東の交差点に至る２０メートルは、幅員が約４メートルぐらいと狭くなっ
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ており、大型車が通ると、この車が通過するまでに停車して待っていなければなりません。

町の学童送迎バス２台が、この狭い町道を通って毎朝上野田に向かっているが、このバス

が通過するまで、ビューティーサロン様（下野田６２１－２）北東交差点で停車して待つ

ことが多い。 

      この狭隘町道は、約１０メートルにわたり６０センチの側溝ぶたが設けられているが、

下野田住民を初め、北側都市計画道路から役場駐車場や図書館駐車場に出入りすることが

多いため不便であります。県内の町村役場周辺道路で、このような車両が交差できないよ

うな狭い道は、他の役場ではほとんどないと思われますが、そこでこれまでにその拡幅に

ついての検討をしたことがあるのですか、お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件につきましては、産業建設課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） ご指摘の道路でございますが、道路の幅員が東側に比べると狭く、大

型の車両が通るときには、すれ違いなどができないことは承知はしております。 

      拡幅について検討したことがあるかとのご質問でございますが、５年ほど前に、田の用

水路の改修工事を小規模土地改良事業として群馬用水土地改良区が事業主体で工事を行い、

そのときに少しでも車両が通り抜けできやすいように、道路用の側溝のふたを町が設置を

いたしました。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） では、今の話の中ではまだ、その地主さんとの話というんですか、それは

まだしたことがないということでよろしいんですか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本件に関しまして、担当課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 今までに、拡幅の検討をしたことはございません。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） ぜひですね、これは私からの意見だけじゃございませんので、地元町民の
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皆様方のご意見でもございますので、ぜひ必要な話を始めていただければいいのではない

かなと思いますので、よろしくお願いします。 

      また、この狭隘道路、２０メートル区間を１．７メートル買収して、駐車場倉庫北側道

路と同様に５．７メートルに拡張することができないものですか。次の私の質問の中でご

ざいますけれども、役場周辺を居住誘導地域に設定するということでございました。とい

うのは、コンパクトシティーの問題でございますが、その中で、やっぱりその居住誘導地

域がそこに、役場周辺にということでございますので、拡幅用地の所有者はわかりません

が、約１００坪ぐらいあるようでございますが、雑草が生えていて耕作放棄地になってい

るようでございますので、所有者と交渉し、道路用地として購入し、そこを通行する人た

ちのためにも拡幅してほしいものですが、これからの交渉で何かできないんでしょうか、

お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 道路の拡幅をとのご質問でございますが、地権者のご協力も必要とな

ります。地域の課題に対する要望については、町では自治会を通じて要望していただき、

緊急度や通学路などに優先順位を置いて順次対応していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） わかりました。とにかくそういうことでございますので、ぜひ前向きに考

えていただければありがたいと思っております。 

      そして、何といっても、町もこれから、コンパクトシティー政策というんですか、さっ

きお話ししました、役場周辺を居住誘導区域というんですか、それに進めていこうという

考えでございますので、ぜひ役場周辺の道路整備は必要と思われますので、よろしくお願

い申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 

      ２－（１）として、コンパクトシティーの政策について。 

      （１）立地適正化計画についてお尋ねします。 

      平成２６年度に、都市再生特別措置法を一部改正し、立地適正化計画制度を創設し、コ

ンパクトなまちづくりの形成を促進し、生活サービス機能を計画的に誘導していくため、

２０年後ぐらいの都市を展望して策定する計画とのことですが、これからまちづくりにお

いて、少子高齢化の進展や将来的な人口減などで道路や公共施設などの老朽化等への対応
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などが求められ、環境負荷の少ないまちづくり、災害に強い安全・安心なまちづくりの推

進が求められ、拡大型から安定した成熟型への都市転換など、多様化する都市課題に対抗

することが求められるとのことでございます。 

      町でも、おおむね２０年後を見据えながら、コンパクトな町を形成計画とのことですが、

また、役場周辺を居住誘導区域に設定、土地利用をコントロールする手法も検討する方針

だそうですが、第５次吉岡町総合計画が２０２０年（令和２年）に終了するわけでござい

ますが、立地適正化計画について、第６次吉岡町総合計画にどう反映していくのでしょう

か。現在、どのような進展があるのかお伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 総合計画については、従前の総合計画を継承発展させ、また変動する社

会経済環境と地域の課題に対して的確に対応するためのまちづくりの指針となるものであ

り、町政にとっては、町の将来目標と、それを達成するための町政の基本的方向を総合的

かつ体系的に示し、総合的・計画的に町政を運営していくための指針となるものでござい

ます。 

      計画自体、基本構想、基本計画、実施計画により構成し、基本構想は吉岡町の将来像を

示し、それを実現するためのまちづくりの基本方針や目標人口、シンボルプロジェクト、

施策の大綱、土地利用構想などを定める最上位計画で、基本計画の基礎となるとともに、

各個別計画の指針となるものでございます。この基本構想については、吉岡町議会基本条

例第１０条において、議会の議決事件として指定されているものでございます。 

      ご指摘の立地適正化計画については、個別計画でありますので、現行の総合計画の趣旨

に沿ったものであるとの認識とともに、次期総合計画においても当然尊重されるべきもの

であろうと考えておりますが、次期総合計画基本構想との整合性に疑義が生じるようなこ

とがあれば、各個別計画の見直しについても検討する必要があると考えます。 

      立地適正化計画の進展については、担当の産業建設課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 立地適正化計画に関しましては、平成３０年１１月より公表しており

ます。立地適正化計画の公表後の進展につきましては、めり張りのある土地利用を図ると

ともに、将来にわたり高齢化に対応するため、町全体の土地利用の見直しを図る必要がご

ざいます。 

      このたび、商業系用途地域設定に合わせ、特定用途制限地域を町全域に設定し、集合住

宅の建築を制限する都市計画手続を現在進めております。特定用途制限地域による集合住
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宅の抑制とは、用途地域、小中学校の半径５００メートル圏内、駅から８００メートル圏

内及び幹線道路沿道を除いて、集合住宅であるアパートなどの建築を制限し、緩やかに居

住を誘導しつつ、空き家の予備軍の増加防止をあわせて図るものでございます。 

      町のまとまりを維持していくために、立地適正化計画に沿った土地利用の見直しを段階

的に進めていきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今のお話が、私のほうにちょっとまだ全部、理解というか聞き入れられな

かったので、返答ができない状況でございまして、大変申しわけございません。 

      とにかく、今課長の申し上げるように、要するにこれから適正にこの土地の利用をやっ

ていくということでもございますから、ぜひそのようなところを進めていってもらいたい

なと思います。 

      また、他の市町村では、鉄道駅を中心としたまちづくりを進める自治体も少なくないよ

うでございます。車の依存度を少なくし、利便性を高めると言っているところもあります

が、それにはやはり一長一短ということもあると思います。確かにその利便性はよいかも

しれませんが、駅を中心にした場合、土地の価格やマンションとか住宅の価格がどんどん

上がってしまい、やっぱり一般平民がなかなか住めない状態になる可能性もあるというこ

とで、これもやはりいろいろな問題が起こると思っております。 

      そこで、当町では駅がないわけでございますから、役場を中心としたまちづくりになる

わけでしょうが、これから２０年、３０年を見据えた町道づくりをどう進めていくのか、

伺います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） それらも含めて、立地適正化計画に沿った土地利用の見直しを段階的に

進めていけたらと思っております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） そうお願いできたらよろしいんではないかなと、こんなふうに思っており

ます。 

      では、次の質問に移ります。 

      ３番として、農業委員会法及び農地の状況について。 

      ３－（１）として、農業委員会法についてお尋ねします。 

      農業委員会法改正後の農業委員会の活動について、農業委員会法が改正され、はや３年
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余りがたつ中、以前は１６名いた農業委員が、今は半分の８名になりました。 

      それまでの農業委員会では、農地部会、農政部会の２つの部会に構成されて活動してい

たとのことですが、現在は８名を半分ずつ分けて部会を構成することは大変難しく思いま

すが、その辺のところは現在はどうなっているのでしょうか、お伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 農業委員会法について質問をいただきました。 

      平成２７年の農業委員会法の改正後の農業委員会は、その所掌事務が農地等の利用の最

適化の促進に関する事項に重点化されたことにより、農地部会とそれ以外の部会といった

機能別の部会を法律上に位置づける意義が失われたこととなりました。このため、農地部

会と農政部会は廃止しております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話の中で、農政部会が廃止になったということでございますけれども、

その中で、やはり廃止になっても、農業委員会のその業務に関しては縮小いたすことはな

いのでございましょうか、お尋ねします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） そのことにつきましては、担当の産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 現在、農業委員会は、農業委員８名と農地利用最適化推進委員８名、

計１６名で構成されております。 

      農地転用許可の審議については、農業委員の数が半減したことにより、１人に対する責

任は増加しておりますが、農地利用最適化推進委員も農地転用許可の審議に関して意見を

述べることができるため、相対的には改正前の人数と変わりがございません。 

      今後も、農業委員と農地利用最適化推進委員が協力しながら活動し、農地を守り、農地

を生かす取り組みを続けていければと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話の中で、やはりその推進委員の方も一緒に、まあ、賛成意見なのか

どうかわかりませんが、その会議に加わって会議を進行することができるということで、

支障はないということでよろしいわけですね。 
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      また、人数が半分になったことで、仕事量の増加、農業委員会の負担はないでしょうか。

また、人口がふえている吉岡町、農地転用も増加しています。農地を守っていくことの難

しさを感じる方が多いようでございます。 

      そこで、農地法の見直しも必要な時期かと思われますが、この点どう考えておられます

でしょうか、あわせてお聞かせください。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） このことにつきましては、担当の産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） 先ほどの回答で一部お返事をさせていただきましたが、農業委員の数

が半減したことにより、１人に対する責任は増加しておりますが、農地利用最適化推進委

員も農地転用許可の審議に関して意見を述べることができるため、相対的には改正前の人

数と変わりがございません。 

      農地法の関係につきましては、その選出方法も変わり、認定農業者が過半であることを

求められたりしております。より農業に従事している方の意見を委員会に反映できるよう

なことになります。農地利用最適化推進委員の創設により、今まで曖昧だった本来の農業

委員会の事務がはっきりしたことに加え、内部での役割分担も明確になりました。 

      農地法の見直しについては、国の動向に注視していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話、済みません、ちょっと私が話が、重複したような話で申しわけご

ざいません。 

      とにかく、農業委員会のほうについては、今、前の１６人が同じ、１６人が１６人とい

うことで、半分の方は発言力がないのかもしれませんけれども、そういうことで、いろい

ろな業務に関してはまた支障がないということです。 

      また、農地法のことでございますが、やはり農地の見直しということでございますけれ

ども、やっぱり農業はこの町の基幹産業でもございますので、やはり衰退させるわけには

いかないと思いますので、高齢化が進むこの時世に、高齢者の方々とどう話し合い、また

農家のやり方もいろいろあるわけですね、稲作もあるわ、野菜をつくって出すというのも

一つの農業のやり方かもしれません。そこで、町でもアドバイスをしていただき、活力の

ある農業を持続していただけるようお願いし、次の質問にまいりたいと思います。 

      ３－（２）として、農地の耕作放棄地についてお尋ねします。 
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      夏なので特に目立つものかもしれませんが、かなり荒れている農地があるように見受け

られます。そこで、農地適正化推進委員の方々が見回っていると思いますが、これから店

舗用地などになると思われる農地が雑草で荒れているのが見えます。 

      特に、ジョイフル本田様が来ると言われている農地は、すごく荒れているとのことでご

ざいます。一般の農地ですと、推進委員の方が来て指導されると聞いていますが、ジョイ

フル本田様が来ると言われる農地は、所有者がどちらか我々にはわかりませんが、このま

ま草が枯れて火でもついたら大変と思われます。また、ジョイフル本田様のその土地だけ

でなく、その他の雑草地も含め、草刈りをしていただく指導はなされないのでしょうか。

また、耕作放棄地の土地について、どのような状況でありますか、あわせてお伺いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、産業建設課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 大澤産業建設課長。 

              〔産業建設課長 大澤正弘君発言〕 

産業建設課長（大澤正弘君） ご指摘をいただきました、商業用途地域の設定予定地であるジョイフ

ル本田の出店予定地につきましては、農地の管理が行き届いていない田畑が多く見受けら

れます。 

      さきの８月８日の吉岡町農業委員会定例会において、商業用途地域の設定に係る地域の

農用地利用計画に係る変更、つまり農業振興地域の除外の審議がなされました。そこで、

農業委員会から、農地転用が行われるまでは、関係者において、農地の保全管理を徹底す

るようにとの意見書が町長宛てに提出されております。それを受け、周辺地域の安全性を

確保するため、ジョイフル本田開発計画地区地権者会の代表者宛てに、農地の保全管理の

依頼を通知し、早急に改善するよう指導したところでございます。 

      また、町内の耕作放棄地の状況でございますが、本年３月現在で１３．７４ヘクタール、

全体の農地面積に対する割合としましては２．４５％と、農業委員会において調査・報告

をしております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） ぜひ、今の課長のお話のとおり、そういう荒れ地を指導していただいて、

やはりきれいな、きれいなという言い方は大変失礼かもしれませんけれども、ましてやあ

の辺は商業地域というか、いろいろな商業が建て並んでおる、大きなのが建て並んでおる

わけですから、ぜひきれいになるようにご指導いただいたらよろしいかなと、こんなふう

に思うものでございます。 
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      そして、何といっても、先ほど申し上げたように、やはり町の農業は基幹産業でござい

ますので、農家の方々と意見交換をしながら、これからの農業を活力あるものにしていた

だき、末永い反映を望み、次の質問に移らせていただきます。 

      ４ですが、中学生の自転車通学についてということで、４－（１）として、中学生の自

転車通学についてのご質問をさせていただきます。 

      この質問は、非常に各議員から出ておりますので、先ほども金谷議員からも出ておりま

したので、ちょっとだけ話をさせていただければと思っております。 

      中学生の自転車通学のことですが、２０１７年度の自転車事故は、群馬県は全国でワー

スト２位とのことです。昨年は１位でした。ちなみに、高校生については全国１位という

ことでございます。やっぱり事故の多い県であることは確かでございます。とりあえずね、

本県の中学生の事故件数の割合ですが、人口１，０００人当たり２．６人ぐらいとのこと

です。本県の自転車利用者は多く、山間部を除き比較的平坦であることが、自転車利用者

の人数が多いと推測されます。 

      これからが今回の話でございますけれども、住民からの声なんですが、学生が、中学生

ですかね、右側通行をしている生徒が特に多く見られるとのお話を聞きました。右側通行

をしたら事故が多いとは限りませんが、少なからずも事故の危険度は高くなるのではない

でしょうか。 

      吉中でも、事故に関しての話や保険の問題など、セミナーや会合などで行っていると思

いますが、右側通行に対してのこのような問題で、学校としてはどのような指導をしてい

るのか、お伺いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 中学生の事故及び指導についてご質問をいただきました。 

      自転車の乗り方も含めて、安全教育の一環として、自分の身を自分で守ることができる

ように判断し、行動できる生徒を育成していくことは、教育の役割となります。 

      そのために、吉岡中では、自転車事故防止に向け、交通安全教室の開催や自転車マナー

アップ運動を実施しているほか、毎週月曜日の下校時は教職員が学校近辺の路上パトロー

ルを行い、自転車の乗り方について安全指導を行っております。 

      最近、右側通行している生徒が見られるとのお話がありましたが、このような対応も含

め、今後も交通事故防止に向けて指導を継続されるよう伝えたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） そうですね、ぜひご指導いただいて、大変、確かに中学生ぐらいになると、
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非常に事故割合が強くなるというのか、だからやっぱり自分勝手な乗り方をしてしまうこ

とも多々あろうかと思います。その辺のところを再三のご指導をお願いしまして、右側通

行でありますと、やはり通行している人の妨げにもなるということでございますので、ぜ

ひこの辺のところもよくご指導いただければよいのかなと、こんなふうに思っております。 

      そして、これからの子供たちが、事故を起こしたり、巻き込まれたりしたら、見るに忍

びないものでございます。また再三の指導をしていただき、人間はなかなか、喉元過ぎれ

ば熱さを忘れるではないですけれども、例えがあるとおり忘れることもあります。常に指

導していただき、子供たちが毎日安全に通えるようにご指導願えればと、こんなふうに思

いますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げまして、私の質問をここで終わりにさ

せていただきます。ありがとうございました。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、８番村越哲夫議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩をとります。再開を午後２時１５分といたします。 

          午後１時５０分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後２時１５分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（山畑祐男君） ９番坂田一広議員を指名します。坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君登壇〕 

９  番（坂田一広君） それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。 

      まず、１点目、行政改革について質問をするものであります。 

      まず、行政改革に対する町長の見解についてを問うものであります。 

      吉岡町では、第１次、第２次、第３次行政改革をやってまいりました。その大半が石関

町長のもとでなされて、第３次行政改革についても、あと１年半を残すのみとなりました。

町長は、行政改革についてどのようにお考えになっておりますでしょうか。見解を問いた

いと思います。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 行政改革に対する町長の見解ということで質問をいただきました。 

      行政改革については、ただいま申し上げました第３次吉岡町行政改革大綱が策定されて

おり、そこに掲げた、「将来に責任を持つ財政基盤の確保」「簡素で効率的な行政経営の

実現」「町民協働によるまちづくりとサービスの向上」「職員が育ち活躍できる組織体制

の構築」、この４つの基本方針及びそれに基づく実施計画により取り組んでいくものであ
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ると認識しております。 

      行政改革も含めてですが、こういった計画等の実施においては、終わりというものはあ

りません。社会情勢の変化等で、あらゆる求められるものも目指すべきものも変わってい

きます。常にアンテナを張り、みずからを省みて、不断の努力を続けていくことが大事だ

と考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） それでは、次の行政改革実施計画の進捗状況についてお伺いするものであ

ります。 

      まず、第１に、吉岡町行政改革推進本部の取り組みについてを問うものであります。 

      第３次吉岡町行政改革大綱――以下、「大綱」と申します――には、大綱で示された基

本方針に基づく実施計画――以下、「計画」と申します――を策定し、ローリング方式に

より見直しを行いながら進行管理するとあります。進行管理、調整等は、町長を本部長と

し、幹部職員で構成する吉岡町行政改革推進本部を中心として行うとあるわけであります。

この吉岡町行政改革推進本部の具体的な取り組みについてお伺いするものであります。よ

ろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 坂田議員ご指摘のとおり、大綱の基本方針に基づいて策定された実施計

画について、ローリング方式により見直しを行いながら進行管理をするものでございます。 

      現行の計画、第３次吉岡町行政改革大綱については、第５次吉岡町総合計画（後期基本

計画）の終期である令和２年度に合わせ、平成２９年度から令和２年度までの４年間と設

定しております。 

      この大綱の推進体制として、実施計画の各所属による取り組みは進めつつ、確認作業は

中間時（２カ年経過時）と最終時（４カ年経過時）の２回のみの実施とすることとしてお

ります。そのため、今年度にローリング（フォローアップ）を中間調査として行い、その

進捗管理を行う予定でございます。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） それでは次の、個別の施策の執行状況について伺うものであります。 

      大綱では、個別の施策の執行については、事務事業を所管する担当部署が行うとありま

す。以下、個別の施策の進捗状況について質問するものであります。 

      まず、ここでは４点お伺いするものでありますけれども、まず第１点目として、町税等
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の収納率向上について伺うものであります。 

      平成３０年第１回定例会において、マルチペイメントについて一般質問をしたところ、

会計課長から、「総務省が全国の地方自治体共通の電子納税システムの導入を目指してお

り、今後、納税の電子化が進んでいくものと思われます。町といたしましては、このよう

な状況を踏まえながら、町民の皆様の利便性向上を図るため、今後も多様な納付方法につ

いて調査検討を進めてまいりたいと考えております」との答弁がありました。 

      国が示した地方税共通納税システムの概要というのはどのようになっておりますでしょ

うか、お伺いするものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件につきましては、財務課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 地方税共通納税システムは、令和元年１０月から、全ての都道府県、市区

町村へ自宅や職場のパソコンから、インターネットを通じて電子納税をできる仕組みです。

納税できる税金の種類につきましては、法人関係の税が主なものであり、町に関係する税

目は、法人住民税と個人住民税の特別徴収などの２税目となります。今まで納税者が市町

村ごとに納付していた税金を一括でシステムを通じて共通口座に納め、システム側が各地

方公共団体の指定する金融機関に送金することで、納税者が一度の手続で複数の公共団体

への納税が可能となるものであります。また、納税者側からの手数料負担もなく、利用時

間は平日の８時３０分から２４時まで、毎月最終土曜日や繁忙期の土日祝日も８時３０分

から２４時まで利用できます。また、取り扱いできる金融機関も地方公共団体の指定する

金融機関に限らず、各銀行、信用金庫、信用組合など１，１０８の金融機関が利用できま

す。 

      また、地方団体が共同して運営する組織として、地方税共同機構が平成３１年４月１日

に設立され、地方税共通納税システムの運営に当たることになっており、町におきまして

は、システム導入費や１０月からのシステム利用料として、令和元年度当初予算に１６１

万５，２００円を計上させていただいております。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） ただいま説明いただきましたけれども、地方共通納税システムというのは、

あくまでも税を対象としたもので、使用料等の料には対応していないわけであります。 

      また、クレジット収納等マルチペイメント、納付方法の一つであるクレジット納付とい
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うものにつきましても、将来の可能性ということで、そういった言及にとどまっておると

いうわけであります。町民の利便性向上と収納率向上の面からは不十分と言えます。町独

自で、クレジット収納等マルチペイメントについて検討するべきではないか、お伺いする

ものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、会計課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 中澤会計課長。 

              〔会計課長 中澤礼子君発言〕 

会計課長（中澤礼子君） 町の行政改革実施計画の中において、町税等の収納率向上について、町民

の利便性向上を一層進めるため、クレジット収納やペイジーの新たな納付手段を検討する

としております。 

      町では、口座振替での納付のほか、納付書による納付については、税・料ともに９の指

定金融機関、１９のコンビニエンスストアでの納入に対応しております。コンビニエンス

ストアではＡＴＭが設置されており、２４時間の納付が可能となっております。 

      クレジットカードの納付についてですが、群馬県内では、県、前橋市、高崎市、伊勢崎

市、群馬東部水道事業団が実施しています。クレジットカードによる納付には、ポイント

がたまる、便利でスピーディーな支払い、インターネット端末を使えば２４時間いつでも

どこからでも納付できること、税金の支払いをカードで一元管理ができるなどのメリット

がございます。 

      しかし、納税者側に、コンビニ支払いとは違い納付額に応じた手数料が発生することや、

支払い時に領収書が発行されません。また、各種納税証明の発行については、クレジット

カード納付においては、納税情報のデータが手元に残らないため、町の会計に税・料が収

納されるまで各種証明の発行に時間がかかります。納付書や口座引き落としの場合は、領

収書や通帳明細の確認で即日発行することができます。 

      また、ペイジーを利用した納付については、金融機関窓口のほかにも、ペイジー対応型

のＡＴＭ、パソコン等を利用して、利用者に合った支払い方法で休日・祝日でも好きな時

間に支払いができるというメリットがございます。 

      先ほど、財務課長の説明にもございましたが、地方共通納税システムにおいては、１０

月より開始されます。町としては、今後それらの結果も踏まえながら、多様な納付方法に

ついて情報収集や調査を行い、町民の方の利便性の向上を図るため検討を進めてまいりた

いと考えております。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 
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              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 検討するということでございます。この地方共通納税システムというのは、

先ほども申し上げましたように、あくまでも税のみを対象としていると、この科目が広が

ったとしても。町の町税等の収納率向上という面から、料についてもマルチペイメントと

いうのができなければならない。そういったことで、クレジットカード、あるいはペイ

ジーなどでも税・料の支払いができるようになるということは、収納率の向上という面か

らは多様な手段として、またその手数料を支払う、支払わないというのも、多様な手段が

あるわけですからそれは町民の選択に任せるといったことで、いろいろな手段を用意して

向上を図っていく、そんなことが必要ではないかというふうにも思います。 

      取り組み期間としては、あと１年半残されているわけでありますから、クレジット収納

等を実施している自治体の状況等をよく調査研究して、マルチペイメントについて考えて

いただきたいというふうに思います。 

      ちなみに、このマルチペイメント、たしか第２次行政改革の中でも載っていて、それが

実施できなくて、でも検討の結果、やっぱり第３次でもやろうということでまた載ってお

るわけです。だから、恐らくこれは職員の皆さんも検討に加わっていると思いますけれど

も、一応有用な手段ではないかというような認識はあると思うんです。そんなところで、

検討のほうをよろしくお願い申し上げます。 

      続きまして、２点目でございますけれども、公共工事の適正化について問うものであり

ます。 

      計画には、「公共工事については、工事の計画・設計の精査、他部署間での情報共有に

よる同時施工の実施により事業費のコスト削減を図り、入札や契約では、競争性や透明性

の向上を高めるほか、電子入札等の効率的な手法について導入の検討を行います。また、

財務規則や工事執行規定等の整理を行い、工事事務の効率化を図るとともに、補助事業の

有効活用により町負担の軽減を図ります」とあるわけであります。 

      この取り組み工程にありますところの電子入札の導入、工事関係規程の再点検・整理・

見直しの進捗状況についてお尋ねするものであります。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、財務課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） それではまず、電子入札の導入につきましては、現在、吉岡町でも、群馬

県ＣＡＬＳ／ＥＣ市町村推進協議会に加入しており、入札参加資格申請につきましては、
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ぐんま電子入札共同システムを利用して企業が入札参加申請を行い、審査認定を行ってお

るところでございます。 

      また、実際の電子入札につきましては、吉岡町においても、ぐんま電子入札共同システ

ムを利用することはできますが、電子入札に対応できない町内業者への対応や、ぐんま電

子入札共同システムを利用するための周辺環境整備が必要になると思われますので、今後

検討を進めて行きたいと考えております。 

      また、工事関係規程の再点検・整理・見直しにつきましては、先ほど議員もおっしゃっ

たとおり、財務規則との整合性等も踏まえ、吉岡町の実情に合わせたもので順次見直しを

していきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） そうしましたら、次の３番目といたしまして、地域情報化の推進について

質問するものであります。 

      まず、第１点目として、自治体クラウドについて質問するものであります。 

      この自治体クラウドにつきましては、私、最初に一般質問をしたのが平成２２年だった

と記憶しております。そのころは、この自治体クラウドという概念が出始めたころで、町

のほうとしても今後の推移を見守りたいというような答弁でありました。 

      そもそも、この自治体クラウドについて私が注目したというのは、やはり議員になって

みて、予算書あるいは決算書、あるいは補正予算の委員会での審査などに加わっている際

に、システム関連の金額というのが非常に高いかなというふうな問題意識があったわけで、

これをより安価に抑えられるシステムが自治体クラウドだということで第１回目の質問を

したわけであります。 

      その後、第３次行政改革実施計画を見ましたところ、この自治体クラウドについての検

討ということで載っておりました。そして、平成３０年第１回定例会で一般質問したとこ

ろ、「有用性は認めつつも、自治体クラウドの性質上、単独では難しい」との答弁があっ

たわけであります。 

      その３カ月後の平成３０年第２回定例会において、今度は村越議員のほうから、自治体

クラウドに対して同じ質問がありました。このときの町長の答弁は、「以前から吉岡町の

みでは自治体クラウドの検討・導入を行うことは難しいと考えておりまして、群馬県や町

村会などへの提言を行っていきたいという考えを持っておりましたが、今年度において、

市長会や町村会、県市町村課長及び市町村行政改革担当課長で構成いたします行政改革研

究会のうちの部会の一つでございます『電算システムの共同処理の検討部会』に参加いた

しまして、共同処理の実現を目的に具体的な手法の検討などを行っていく予定でございま
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す」との答弁がありました。 

      ここで、電算システムの共同処理の検討部会でどのような議論がなされているのか、そ

の議論の進捗状況についてお伺いするものであります。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 電算システムの共同処理の検討部会につきましては、平成２９年度に

行政改革研究会地方公共団体相互間の協力部会の研究成果といたしまして、自治体クラウ

ドの導入は、効率的な行財政運営を行う上で高い効果が認められると整理されましたが、

他方、導入に当たっての課題といたしまして、団体間における検討や調整の場がないこと

が掲げられておりましたため、県の主導により本検討部会が設置されたという経過でござ

います。 

      この検討部会の目標といたしましては、検討部会を構成する市町村が、平成３０年度中

に既存の自治体クラウドグループに加入する、または複数の市町村において、自治体クラ

ウドの導入を検討するためのグループを新たに組織するということが掲げられておりまし

た。ただし、部会へ参加している市町村は１４自治体でございまして、既に自治体クラウ

ドを開始しております１３自治体を除いても、８自治体が部会に参加していないため、あ

くまでも部会内での検討結果ということになります。 

      部会自体は、昨年６月から今年の１月までの間に４回開催されました。参加自治体にお

ける意見交換やＪ－ＬＩＳ、これはＪ－ＬＩＳという団体がありまして、こちらは地方公

共団体の情報システム機構ということで、地方公共団体のマイナンバーやそういった情報

化を推進するために設立された団体の略称なんですが、そこから自治体クラウドの支援ア

ドバイザーの助言を得ながら検討を重ねまして、構成市町村におけるグループを整理しま

した。 

      本検討部会における結果といたしまして、吉岡町は渋川市と新グループを構成し、取り

組んでいくとの結論に至りました。渋川市とは、現在利用しております住民情報システム

の開発及び提供事業者が同一であることなどが、その理由に掲げられておりました。 

      繰り返しにはなりますけれども、この結論については、あくまでも任意の自治体が参加

した部会における結論でありまして、最終的なものではございません。 

      部会の報告は、本検討部会は、自治体クラウドの導入に向けた取り組みの足がかりとな

るよう、まずは検討するためのグループを整理することを主眼に進めてきたものでござい
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まして、今後は県や国などの支援を活用しながら、それぞれのグループによる具体的な検

討を進めていくことにしたいと考えておるということでございます。また、構成市町村の

みならず、群馬県全体に自治体クラウド導入に向けた取り組みが波及・拡大していくこと

を期待したいと結んでおるものでございます。 

      町におきましては、本検討部会の結果はもちろん、全ての可能性、選択肢を排除せず、

今後とも検討を続けていきたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） とりあえず、自治体クラウドに向けた動きがあるということで、認識はし

ております。 

      自治体クラウドは、言うまでもなく、この導入の効果としては情報システムの運用コス

トが３割程度削減可能と。もうこれは、日本国中でこれを実施している団体ですね、今、

平成３０年４月の段階で全国で４０７団体、２つ以上の団体で共同で実施している自治体

クラウドというのが７０グループあるそうでございます。このほとんど、６割程度のとこ

ろで、大半のところで、このシステムに係る経費が３割程度削減されていると。少ないと

ころでも、本当にごく少数であるけれども、１割程度。ふえてしまったというところは１

件もないということで、一日も早い導入が待たれるわけであります。今後も推進の立場で

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

      続けて、この地域情報化の推進についての２番目の質問として、地域情報プラットホー

ムについてお伺いするものであります。 

      計画において、取り組み工程には記載されていないものの、地域情報プラットホームの

導入ということで言及しておるわけであります。ここで言及されている地域情報プラット

ホームというものはどのようなものか、その概要について説明をお願いするものでありま

す。よろしくお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 地域情報プラットホームにつきましては、自治体の庁内における業務

システムのマルチベンダー化を進めるために、庁内のさまざまな業務間の情報連携を可能

とする標準仕様でございます。自治体業務のうち、住民基本台帳、個人住民税等、２７の

業務の情報システムについて標準化するものとしております。それにより、業務ごとの最
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適な製品を選定可能とし、コストの削減、業務の利便性の向上が可能となるとされており

ます。 

      導入状況ですが、標準化の対象業務とされている２７の業務のうち、実際に行っていな

い、またはシステムの導入がない業務などを除く２１業務において使用しているシステム

は、全て地域情報プラットホーム標準仕様に準拠した製品になっております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） そうしますと、この２１業務で今導入されているということでありますけ

れども、これは調達時の仕様書に、この地域情報プラットホーム標準仕様ということで仕

様書に記載されて調達したのか、それとも調達したところ、たまたま地域情報プラット

ホーム標準仕様だったのか、その辺の事情についてはわかりますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） この地域情報プラットホームの２１業務において使用しているシステ

ムが標準準拠した製品になっていることという部分なんですけれども、要は、標準的な普

及状況というものが今示されている中で、当然、登録準拠の企業というものが掲げられて

ございます。そちらからたまたま納品されていたものと、あとは標準仕様とは異なってカ

スタマイズをしている部分というのも当然あります。そういった部分で、システムの導入

がない業務なんかは実際に行っていない、またはシステムの導入がない業務等については

標準化の導入をしていないというようなことで説明をさせていただきました。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） そうしますと、この準拠仕様の製品を使っていない業務というのは、具体

的にはどんな業務になりますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 詳細には申し上げられないんですが、ざっとしたところで申し上げさ
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せていただきます。 

      選挙人名簿の管理、生活保護、就学、庶務事務、文書管理、その他外国人登録、子ども

手当等は、実際に行っていない、もしくはシステムの導入がないということでの整理で今

回は臨んでおります。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） そうしましたら、この地域情報プラットホーム準拠製品を提供している企

業で、この町の入札に参加できる企業の数というのはどれくらいありますか。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 平成３１年４月現在、地域情報プラットホーム準拠登録製品登録企業

として公表されております９６社のうち、町に入札参加申請を行っていて、かつ、区分と

いたしましてシステムの開発・保守業者として登録されている事業者は２７社となってお

ります。 

      もちろん、町が利用しているシステムを開発・提供している事業者についても、その２

７社中に含まれていることも確認をしております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 要するに、この地域情報プラットホームというのは、マルチベンダー化と

いうのが主な目的で、そこで例えば１つのシステムを導入してしまった場合に、データ移

行等々を考えますと、１つのシステムを導入すると、そのデータ移行の関係で互換性がな

いと他社の製品は使えないよというようなことで、１個導入すると、それは入札で導入し

たかもしれないけれども、それと情報を共有するようなシステムの場合に、データ移行を

伴うような場合にその企業の仕様じゃないとできないと、そこでその部分については随意

契約になってしまう。そういったことを避けて、競争原理を導入することによって、より

価格自体を下げようというのが目的じゃないかというふうにも思っております。 

      この地域情報プラットホーム標準仕様の問題点として、地方公共団体において、地域情

報プラットホーム標準仕様の意義、円滑な情報連携が可能ということが認識されていない

可能性があるというような危惧を総務省は述べておるところでございますけれども、それ

ぞれ調達する職員につきましては、地域情報プラットホーム標準仕様については知ってい
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るものでしょうか。その辺の説明をお願いします。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 議員ご指摘の地域情報プラットホーム標準仕様について、総務省から

提供されている資料の中におかれましても、地域情報プラットホーム標準仕様の普及状況、

準拠登録団体、その他の状況の中の一覧表の中に、吉岡町のほうで調達をしていただいて

おります業者の名前は入ってございます。当然、去年から進めている渋川市さんとの協議

も、そちらの企業の、具体的には申し上げませんが、業者の標準の業務についての提携と

いうふうに整理をしておるところでございます。 

      いずれを申しましても、クラウドに当たって一番の、マルチベンダー化、ローコストを

追求していくためには、カスタマイズという問題が一番の課題になっておりまして、その

カスタマイズについて、それぞれの自治体がどこまで譲り合って業務効率を向上できるか

というところがコスト縮減のかなめだということになっているんですけれども、そちらに

ついてはやはり具体・個別の事情等がありまして、なかなかこちらは、政府で指導するよ

うなところにもちろん近づけていくわけなんですけれども、業務に手間取っているところ

でございます。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） それでは、次の質問に移りたいと思います。 

      ４番目といたしまして、ホームページ等を通じた情報発信についてを質問するものであ

ります。 

      平成３０年第１回定例会において、ＳＮＳを通じた情報発信について質問したところ、

「ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳは、現在、情報化社会におけるコミュニケー

ションや情報発信のツールとして多くの市町村で活用が広まっていることは承知をしてお

ります。こうした状況から、自治体職員向けに群馬県の情報政策課が主催する、ＳＮＳを

活用した情報発信講座を昨年１２月６日に本町で開催し、ＳＮＳによる情報発信にかかわ

ることが想定される各業務の担当者が参加し、主に自治体による導入事例や、どのような

活用ができるかなどの情報収集を行っております。その後の具体的な導入予定についてで

すが、現段階では未定ということになりますが、行政改革実施計画では平成３０年度から

導入の検討となっていますので、今回の講座や既に活用している周辺市町村の運営状況な
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どを踏まえまして検討していきたいと考えております」との町長の答弁がございました。

進捗状況はどのようになっておりますでしょうか、お伺いするものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましても、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） ＳＮＳを通じた情報発信につきましては、昨年度においても、県が主

催する勉強会に総務政策課の情報政策と広報担当の職員が参加し、検討を進めている状況

でございます。議員のご指摘のとおりでございます。 

      ＳＮＳは、大変有用なツールでございますが、運用を誤りますと町の信用が失墜する可

能性もはらんでおります。運用について適切なルールづくりが必要であると考えておりま

す。こちらは、一度答弁をさせていただいた内容と重複するわけでございます。 

      また、その後に、既に導入の進んでいる市町村に状況を伺いましたところ、情報がマン

ネリ化してしまいまして、更新頻度が低くなってしまったというような話も聞いています。

また、吉岡町においても、常に最新の情報を提供するという部分で、ＳＮＳもそうなんで

すけれども、ホームページでの情報等も、常に最新という部分でまだ少し検討の余地があ

るのかなというふうにも考えております。 

      こうした課題について、どのように対応していくのかというのは、さらに他市町村の事

例などを参考にし、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） このＳＮＳによる情報発信ということでありますけれども、例えば災害時

なんかによく、デマがＳＮＳを通じて広がると。そういったのを打ち消す機能というのは、

やっぱり信用できる自治体等の公式アカウントからの情報発信というのが重要じゃないか

と。よりリアルタイムでそういった情報を発信できるという意味においては、更新がなか

なかできなかったとしても、万が一そういう災害時、そういったときのことを考えれば、

それでもこのＳＮＳによる情報発信というのは効果があるんじゃないかというふうにも思

います。 

      特に、ツイッターなどにおきましては、ツイッターを運営している会社が、ツイッター、

災害時などということで、災害時のツイッターの使い方などというものも紹介しておるわ

けであります。そういったことで、前向きにこのＳＮＳを通じた情報発信というものを考

えていただきたいというふうに思っております。町長もたしかＳＮＳで個人的に情報を発
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信しているということは私も存じ上げております。何とぞよろしくお願いします。 

      続きまして、２０４０年問題についてお伺いするものであります。 

      ２０４０年問題に係る町の諸課題に対する施策についてを問うものであります。 

      まず、第１に、２０４０年問題に対する町長の認識について問うものであります。 

      ２０４０年問題に対し、総務省では、自治体戦略２０４０構想研究会を立ち上げました。

その第１次報告では、２０４０年ごろを見据えた自治体戦略の必要性として以下のような

ことを述べております。ちょっと長いけれども、引用させていただきます……、やっぱり

引用しません。 

      この２０４０年問題に対し、町長はこの問題についてどのように認識されておりますで

しょうか、お伺いするものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ２０４０年問題に係る町長の認識ということで質問をいただきました。 

      総務省の立ち上げた、自治体戦略２０４０構想研究会の第一次報告ですが、この報告の

つくり方は、今までの国の計画や構想等が、過去から現在に至るデータ分析等で将来像を

想定するのに対し、バックキャスティングという、人口減少及び高齢化の進んだ２０４０

年に想定される将来像に対し、できる準備を考えるといった視点で構成されている点で新

しさがあると認識しております。 

      吉岡町は、社人研の推計値では、２０４０年にはまだ人口が伸び続けているとしており

ます。しかし、老齢人口の伸びが年少人口の伸びを上回り、生産年齢人口は着実に減少す

ることは、日本全体の傾向と何ら変わるところではありません。 

      平成２８年２月に策定した、吉岡町まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジョンの

中で、「町の魅力を高め、定住人口を増やす」こと及び「子育て支援策の充実により、年

少人口比率を維持する」の２つの方向性を掲げて、推計どおりに人口を維持し、高齢化に

も歯どめをかけるとしております。 

      しかしながら、町の人口は減少しないという想定ですが、日本全体では減少するわけで

して、自治体間で人口というパイの取り合いのような状態になれば、町の魅力度の薄れた

ところは人口が減ってしまう可能性があると言えます。 

      総務省が示したこれらの認識を踏まえ、まずは次期総合計画にこれらの要素を勘案して、

町の将来像に落とし込み、町の人口ビジョンで示した方向性を維持できるよう、施策等を

立案していきたいと考えております。 

      なお、詳細補足説明を総務政策課長にさせたいと思います。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 
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              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） 自治体戦略２０４０構想研究会では、第一次報告に次いで、新たな自

治体行政の基本的な考え方を中心とした二次報告を行っております。その中で、２０４０

年には労働力の絶対数の不足が生じることから、人口減少に備えた自治体行政の運営手法

をとっていく必要があるとし、大きく分けまして、「スマート自治体への転換」と「公共

私におけるくらしの維持」の２つの点を掲げております。 

      「スマート自治体への転換」では、ＡＩやロボティクスの導入で、従来の半分の数の公

務員で自治体の機能を維持できる仕組みづくりを進めるとともに、今は自治体ごとにそれ

ぞれ異なる申請様式等の統一化を進めるともしております。 

      「公共私によるくらしの維持」では、シェアリングエコノミーの環境整備等、規制環境

を整備することにより、公でない生活維持のための担い手の確保の環境整備を図るとして

おります。 

      そして、既にこれらの取り組みは、先進的な自治体では始まっております。スマート自

治体の取り組みでは、ソサイエティ５．０という概念とともに、さまざまな実験的な施策

が紹介されております。例えば、事項別の目的のところで出てきますけれども、自治体ク

ラウドや地方税共通納税システム等のほかに、ＲＰＡにより書類等を自動的に読み取って

コンピューターへの入力作業を完了させるシステムや、公用車に取りつけられたドライブ

レコーダーにより町道の傷みぐあいを自動的に判別して分析する機能や、ロボチャットと

いう機能で、問い合わせ事項に自動的に回答する機能などは一部実用化が進んでおります。 

      そのような先進事例を参考にしながら、今後の計画の立案及び施策立案に反映させてい

きたいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 今、第二次報告に基づいての答弁もありました。第一次報告では、子育

て・教育、医療・介護、インフラ・公共施設・公共交通、空間管理、治安・防災、労働・

産業など自治体行政の主要分野で、高齢者がピークを迎える２０４０年ごろに想定される

課題を議論したということで、ただいま申し上げた問題について議論しておるわけであり

ますけれども、ここで一つ一つ、全てにわたって問うことはできません。時間の都合上で

きませんので、３点についてお伺いするものであります。 

      まず、第１点目として、老朽化するインフラについて伺うものであります。 

      高度成長期以降に整備されたインフラが老朽化し、更新投資が増加する問題についての

施策はどうなっておりますでしょうか、お伺いするものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 
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              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、財務課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙㳖財務課長。 

              〔財務課長 髙㳖淳巳君発言〕 

財務課長（髙㳖淳巳君） 町では、平成２９年３月に吉岡町公共施設等総合管理計画を策定し、適切

な点検や、その結果に基づく適切な維持管理、予防保全を行うことで、公共施設やインフ

ラの長寿命化を図り、また少子高齢化に伴う公共施設等の利用需要の変化や厳しい財源確

保を踏まえた中で、既存施設の有効活用などによる施設量の最適化を進めるという基本的

な方針をうたっております。 

      そのような総合的な方針、施設類型ごとの基本方針に基づいて、現在、公共施設やイン

フラを所管する各担当部署において、個別施設計画を策定している状況です。今後、その

個別施設計画等の方針に基づき、各施設やインフラにおいて、長寿命化、更新等が進めら

れていくことになると思われます。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 恐らく、その長寿命化に今取り組んでいると、さまざまな施設において取

り組んでいるということは承知しております。ただ、長寿命化というものにも限界があり

まして、この鉄筋コンクリートの建物を１００年使っていられるかといったら、使ってい

られないわけであります。２０４０年くらいになりますと、長寿命化といっても、お金の

かかったこの役場の庁舎、あるいは文化センター、リバートピア吉岡など、本当に大変な

金額がかかるものについて、そろそろ長寿命化も限界かなというような時期にも達してお

ろうかと思います。そういったことも含めて、方針も含めてよくよく考えていっていただ

きたいと、このように考えるところであります。 

      ２番目といたしまして、公共交通についてお伺いするものであります。 

      先ほど、町長の答弁にもございましたけれども、国立社会保障・人口問題研究所の推計

によれば、２０４０年においても吉岡町は人口増加する自治体に分類されておるわけであ

ります。しかしながら、高齢化も着実に進行するわけでありまして、高齢者による悲惨な

事故というのが起きまして、それがクローズアップされて報道されるたびに、やはりどう

してもある程度年齢いった方であれば、免許証を返納しようかなというふうにも考える。

しかしながら、現在のこの町の公共交通の状況を見ると、どうしても返納できるような状

況ではないというふうに私は考えるところであります。 

      そういったことで、現状の路線バス、福祉タクシー、相乗りタクシーでは対応し切れな

いと考えるわけでありますけれども、公共交通に対する町の考え方についてお伺いするも
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のであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、総務政策課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 髙田総務政策課長。 

              〔総務政策課長 髙田栄二君発言〕 

総務政策課長（髙田栄二君） ご指摘のとおり、高齢化の着実な進行によりまして、今後は公共交通

の担う役割がさらに大きくなっていくことが予想されます。路線バス、福祉タクシー、相

乗りタクシーのさらなる利用拡大を進めていくということと、町内循環バス（いわゆるコ

ミュニティバス）や地域運行システム（デマンドバス）の導入検討、また県内自治体でも

行われております先進的な事例（自動運行バスなど）については、引き続き注視してまい

りたいと考えております。 

      また、平成２７年３月策定の吉岡町公共交通マスタープランによりますと、公共交通の

整備状況に課題があるため、町民の公共交通利用の習慣が低いことが指摘されております。

課題認識といたしましては、ほぼ同じであります。その解決手段といたしまして、その手

段の担い手をどうするか、それは２０４０でも指摘されておるところでございますけれど

も、労働力の減少に伴いまして、そもそも論として民間の経営環境の悪化等が指摘されて

おります。その解決手段として担い手をどうするかについては、今後の検討課題であると

認識しております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 検討のほう、よろしくお願い申し上げます。 

      続きまして、防災についてお伺いするものであります。 

      関東平野北西縁断層帯による地震があった場合、吉岡町では最大震度６弱が予想されて

おるところであります。町では、この地震が起きた場合、どの程度の被害が予想されてお

りますでしょうか、答弁を求めるものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この件に関しましては、町民生活課長より答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 福島町民生活課長。 

              〔町民生活課長 福島良一君発言〕 

町民生活課長（福島良一君） 関東平野北西縁断層帯を原因とする地震発生時における、吉岡町の想

定される被害につきましては、吉岡町のほうでその被害を想定する機能、機関はありませ
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んので、平成２４年６月に県が群馬県地震被害想定調査の報告をしておりますので、それ

をもとにお答えいたします。 

      それによりますと、関東平野北西縁断層帯において、地震の規模、マグニチュード８．

１の地震が発生したと想定し、想定された時間帯については３つのパターンがありまして、

冬の朝５時、夏の昼１２時、冬の夕方１８時が想定されています。この中でも、大多数の

人が住宅で就寝中である、大きな被害が想定されるであろう冬の朝５時を想定時間にして

話しますと、県内で最大震度は震度７となり、県内の全体の建物の全壊棟数は５万９，０

４４棟、半壊が１３万３，３１７棟で、県内全体の死者が３，１３３人、負傷者が１万７，

７４３人と想定されております。 

      その中で、吉岡町の被害状況についての想定も出ていますので、それを発表したいと思

います。地震の震度は、先ほど議員のおっしゃったとおり震度６弱で、建物被害が全壊が

１４棟、半壊が２７０棟、人的被害は死者０．７人、負傷者３４．８人となっております。

想定される被災者は、全壊と半壊合わせて２８４棟で、１棟当たり４人が生活していたと

想定すると１，１３６人となります。現状の避難所で収容可能な人数となっております。 

      また、備蓄品につきましては、各自治会に配備している備蓄食糧を除いて、現在１万８，

９２０食ありますので、１人につき５．５日分の食料となると考えております。 

      しかし、実際の災害発生時においては、想定どおりにはいきませんので、今後も防災対

策を進めていきたいと考えているところでございます。 

      簡単ですが、以上となります。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 今のところ、避難所あるいはその際の食事ということは何とかできるだろ

うということでございます。今後もこの災害に対しての対策をよろしくお願いいたしまし

て、手話言語条例についての質問に移らせていただきます。 

      手話言語条例の制定について質問をするものであります。 

      まず、第１点目として、町長施政方針において、手話言語条例を速やかに制定したいと

の言及がございました。いつごろ議会に上程するのでございましょうか。よろしくお願い

します。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 手話言語条例について質問をいただきました。 

      手話言語条例の制定についての質問ですが、第２回定例会での一般質問でも同様の質問

がありましたが、現在、第４回定例会の上程に向けて準備中としております。 
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議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 本年３月に議員発議されて、本会議において委員会の継続審査となり、審

議未了廃案となった手話言語条例――３月の条例案というふうに申し上げますけれども、

これに何か問題点があったのでしょうか。町長は当時、議員として、条例案の上程に際し、

賛成者として名前を連ねていた。当然、あの条例案で完璧なものだというようなことであ

れに賛成なさったんだというふうに思っております。私は、これを事実上廃案に追い込ん

だ継続審査のほうに賛成したわけでありますけれども、そのときはあの条例案の最後のと

ころに、財政措置ということで規定が条例案にはございました。ただ、話を、提案理由の

説明を聞いたときに、町長との調整はできていないと、執行側との調整はできていないと

いうことで、それは行政実例の解釈と異なるものであろうと。もう少し議論をして、執行

側とも調整して条例制定するべきじゃないかということで、私は継続審査のほうに賛成い

たしました。 

      今回、町長となられて、その財政面、財政措置の部分については、財政担当と調整すれ

ば地方自治法第２２２条第１項の規定に反さないわけで、すぐにできるものと思っており

ましたけれども、この３月の条例案について何か問題点があったのでしょうか、その辺の

説明を求めるものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 前年度第１回定例会では賛成をしましたが、議員ご指摘のとおり、継続

審査、審議未了廃案となりました。この件については、議会の判断と捉えております。 

      現在、町で検討している条例については、具体的な事案については準備中のため差し控

えますが、群馬県の手話言語条例のある中で、吉岡町として補完できるような条例を制定

したいと考えております。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 手話言語条例において規定される施策について、町の障害者福祉計画との

整合性をどのように考えておるのでありましょうか。たとえ努力義務であったとしても、

個別具体的になればなるほど、聾者に係る施策については条例という、より高次の規範に

よって規定され、他の障害者については障害者福祉計画という計画の段階にとどまるもの

であります。 

      例えば、災害時の避難対策について、３月の条例案にも記載されておりましたけれども、

聾者については条例で、他の障害者については障害者福祉すまいるプランという計画にと
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どまっておるわけであります。双方とも努力義務、努力目標ではありますけれども、規範

のレベルというものでは大きな格差があるわけであります。町長の見解について問うもの

であります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 手話言語条例を制定する一番の目的は、手話の普及や聴覚障害者に対す

る理解を深めることであり、手話言語条例は、特定の事柄に関する基本理念を定める理念

法に近いものであると解釈いたします。 

      詳細につきましては、健康福祉課長に答弁をさせます。 

議  長（山畑祐男君） 米沢健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 米沢弘幸君発言〕 

健康福祉課長（米沢弘幸君） 条例の制定により、ほかの障害者の方との施策の格差が生じるとは考

えておりません。たとえ条例によらずとも、手話への理解と普及並びに手話の使いやすい

環境を整備することについては、既に平成３０年３月に制定された吉岡町障害福祉すまい

るプランの中の推進施策として盛り込まれており、すまいるプランの基本方針である「障

害がある人も、ない人も住みよいまち」の実現に向けて、聴覚障害者に係る施策だけでな

く、さまざまな障害の分野に関する施策を展開していきます。 

      町では、今後も障害のある全ての人たちの権利・利益を平等に守り、社会的障壁を除去

するための配慮を行っていきます。以上です。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 先ほど町長が答弁されたような条例案であれば、私も賛成できたと、非常

に残念に思っておるところであります。 

      最後に、この障害者福祉をさらに推進するためにも、障害者差別禁止条例を制定する考

えは町長にはないでしょうか、お伺いするものであります。 

議  長（山畑祐男君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 平成３１年３月に、群馬県障害を理由とする差別の解消の推進について

の条例が制定されました。 

      町としては、町としての条例制定の必要性等を含め、今後の検討課題としたいと考えて

おります。 

議  長（山畑祐男君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 
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９  番（坂田一広君） 何とぞよろしくお願いします。 

      時間も差し迫っておりますので、これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、９番坂田一広議員の一般質問が終わりました。 

      これをもちまして、本日の会議に予定されていました一般質問は終了しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 

議  長（山畑祐男君） 本日はこれをもって散会といたします。 

      ご苦労さまでした。 

          午後３時１５分散会 
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    令和元年第３回吉岡町議会定例会会議録第４号     

令和元年９月１２日（木曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第４号 

   令和元年９月１２日（木曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案の撤回の件 

日程第 ２ 委員会議案審査報告 

      （総務産業・文教厚生 各常任委員長報告）〔第３～第９・第１２～第２７〕 

                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第 ３ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ４ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ５ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する

条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ６ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ７ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ８ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事請負契約の

締結について 

                               （討論・表決） 

日程第 ９ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について 

                               （討論・表決） 

日程第１０ 委員会議案審査報告（予算決算特別委員長報告）〔第１１〕 

                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第１１ 認定第 １号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１２ 認定第 ２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１３ 認定第 ３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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                               （討論・表決） 

日程第１４ 認定第 ４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

                               （討論・表決） 

日程第１５ 認定第 ５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

                               （討論・表決） 

日程第１６ 認定第 ６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

                               （討論・表決） 

日程第１７ 認定第 ７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１８ 認定第 ８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

                               （討論・表決） 

日程第１９ 認定第 ９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第２０ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号） 

                               （討論・表決） 

日程第２１ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２２ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２３ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                               （討論・表決） 

日程第２４ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２５ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                               （討論・表決） 

日程第２６ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２７ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 



 - 249 - 

日程第２８ 請願の付託案件審査報告（文教厚生常任委員長報告）〔第２９〕 

                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第２９ 請願第 ２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願 

日程第３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３５ 地域開発対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３６ 人口問題対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３７ 議会議員の派遣について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案の撤回の件 

日程第 ２ 委員会議案審査報告 

      （総務産業・文教厚生 各常任委員長報告）〔第３～第９・第１２～第２７〕 

                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第 ３ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ４ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ５ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する

条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ６ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第 ７ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例（取り下げ） 

日程第 ８ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事請負契約の

締結について 

                               （討論・表決） 

日程第 ９ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について 

                               （討論・表決） 

日程第１０ 委員会議案審査報告（予算決算特別委員長報告）〔第１１〕 
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                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第１１ 認定第 １号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１２ 認定第 ２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１３ 認定第 ３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１４ 認定第 ４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

                               （討論・表決） 

日程第１５ 認定第 ５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

                               （討論・表決） 

日程第１６ 認定第 ６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

                               （討論・表決） 

日程第１７ 認定第 ７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第１８ 認定第 ８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

                               （討論・表決） 

日程第１９ 認定第 ９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

                               （討論・表決） 

日程第２０ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号） 

                               （討論・表決） 

日程第２１ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２２ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２３ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                               （討論・表決） 

日程第２４ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 
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日程第２５ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                               （討論・表決） 

日程第２６ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

日程第２７ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号） 

                               （討論・表決） 

追加日程第 １ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

                               （提案・質疑・付託） 

追加日程２第１ 委員会議案審査報告（総務産業常任委員長報告） 

                               （委員長報告に対する質疑） 

追加日程２第２ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

                               （討論・表決） 

日程第２８ 請願の付託案件審査報告（文教厚生常任委員長報告）〔第２９〕 

                               （委員長報告に対する質疑） 

日程第２９ 請願第 ２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願 

日程第３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３５ 地域開発対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３６ 人口問題対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３７ 議会議員の派遣について 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君   ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 岩 﨑 信 幸 君 

 １２番 平 形   薫 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 山 畑 祐 男 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 政 策 課 長 髙 田 栄 二 君 

財 務 課 長 髙 㳖 淳 巳 君  町 民 生 活 課 長 福 島 良 一 君 

健 康 福 祉 課 長 米 沢 弘 幸 君  産 業 建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  中 島   繁     主      事  田 中 美 帆 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（山畑祐男君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名で、定足数に達しております。よって、会議は成立してい

ます。 

      これより本日の会議を開きます。 

      お手元に配付してあります議事日程（第４号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 議案の撤回の件 

議  長（山畑祐男君） 日程第１、議案の撤回の件を議題とします。 

      町長より議案の撤回の理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例の撤回に

ついての理由を申し上げます。 

      本議案については、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、消費税及び地方消費税の

税率が引き上げられることから、所要の改正をお願いしたものでありますが、上程議案に

誤りが確認されたため、撤回させていただくものであります。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） お諮りします。 

      ただいま議題となっております議案の撤回の件を許可することにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。したがって、議案の撤回の件を許可することに決定

しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 委員会議案審査報告（総務産業・文教厚生 各常任委員長報告） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２、委員会議案審査報告を議題とします。 

      各委員会に付託した議案の審査報告ですが、議事日程第３から第９と第１２から第２７

までの付託した議案について報告願います。なお、予算決算特別委員会の委員長報告は、

議事日程第１０で行います。 

      最初に、総務産業常任委員会金谷委員長、報告願います。 

              〔総務産業常任委員会委員長 金谷康弘君登壇〕 

総務産業常任委員長（金谷康弘君） ６番金谷です。総務産業常任委員会の議案審査報告を行います。 

      総務産業常任委員会では、９月２日本会議において議長より付託された議案９件、認定
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４件について、９月１０日火曜日、午前９時３０分より委員会室において、委員全員、議

長、執行から町長、副町長、教育長、局長、関係課長、室長の出席のもと審査を行いまし

たので、結果を報告します。 

      議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、

審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例については、

磁気テープから磁気ディスクへとのことですが、磁気テープのほうが安全性が高いのでは

との質疑がありましたが、国からの政令の改正に伴うものとのことで、審査の結果、原案

適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例は、下水道使用料金については

消費税率及び地方消費税率の引き上げ相当分の改定を行うものです。審査の結果、原案適

正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事請負契約の

締結については、消費税は８％に対し、１０月１日の工期を超えるものは全て１０％のこ

とで、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾については、審査の結果、原案適正と認め、

全会一致で可決です。 

      認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、

工事請負費で不明水対策工事、マンホールポンプ修理工事、管渠補修工事の内容説明の質

疑がありました。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で認定です。 

      認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、委託費で消防用設備等保守点検業務委託についての質疑あり、今回初めて消防より指

摘があり、来年度からは当初予算に組み込むとのことでした。審査の結果、原案適正と認

め、全会一致で認定です。 

      認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、収入済額の件数等の質疑がありました。審査の結果、原案適正と認め、全会一

致で認定です。 

      認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定については、新

規加入についての質疑あり、１３ミリ２７件、２０ミリ１６２件、２５ミリ１件、４０ミ

リ１件とのことでした。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で認定です。 

      議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞれ１

億３，０５０万６，０００円を追加し、歳入歳出の総額それぞれ８０億７，７４２万２，

０００円とするものです。歳入歳出事項別明細書の款の順に審査を行いました。 
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      主な質疑としては、歳入では１５款国庫支出金、民生費国庫補助金、障害者自立支援給

付審査支払等システム事業補助金の説明をの問いに、報酬会計に伴うシステム改修費補助

率２分の１、障害児自立支援給付審査支払いシステム事業補助金の説明をの問いに対し、

１０月からの幼児教育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化に対するシステム

改修費補助率１０分の１０とのこと。 

      １０款県支出金、民生費県補助金、難聴児補聴器購入支援事業補助金の説明をの問いに、

身体障害者手帳のまだ交付にならない難聴の子供に対する補聴器の購入の一部を補助する

もので、今まで片耳が両耳になったとのこと。 

      歳出では、２款総務費、一般管理費、例規集内容精査業務委託の内容の問いに対し、町

の例規集７４７件の全ての内容精査で、機構改革にあわせた例規集精査もしていくとのこ

と。 

      ３款民生費、障害者福祉返納金の説明に対し、障害者自立支援給付金負担金分で国庫８

４７万８，２０３円、県費４２３万９，１０２円、障害者医療費負担金分で国庫２０５万

３，２０８円、県費１０２万６，６０５円、障害児入所給付金給付費等負担金分で国庫１，

５２８万９，４８１円、県費７４４万４，７４２円とのこと。 

      ４款衛生費、予防費、予防接種委託料の内容の問いに対し、風疹追加対策に伴うもの。 

      ６款農林水産費、渇水対策施設維持管理費、小倉揚水場揚水ポンプ購入費で昨年予算を

計上し、また、予算計上の説明の問いに対し、ポンプの異常が出て、いつ壊れてもおかし

くない状況で予算計上、地下１４０メートルでのポンプで砂れきの吸い込みによるものと

思われるが、原因を精査したいとのこと。同じく６款農林振興費、船尾滝周辺補修工事の

内容説明に対し、船尾滝のビュースポットである滝下の木橋２橋のかけかえ及び東屋周辺

の木柵工事更新とのこと。 

      １０款教育費、明治小維持補修工事の内容の説明に対し、緊急車両等の進入が困難なた

め、解消のためによる校庭整備とのこと。吉岡中学校校舎増築工事の５５０万の説明の問

いに対し、校舎増築工事による定員増に伴う既存校舎の非常用放送設備を改修するとのこ

と。同じく、１０款文化財調査費、文化財説明看板設置工事の説明の問いに対し、森田家

の町指定の説明看板とのことでした。 

      以上、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

は、９，２５９万２，０００円の追加補正で、歳入の主なものは国庫支出、町債、歳出の

主なものは公共下水道工事です。また、地方公営企業法適用に伴う資産台帳更新及び資産

評価業務委託の質疑がありました。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい
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ては、９４５万４，０００円を追加補正するもので、歳入の主なものは一般会計繰入金、

町債です。歳出の主なものは、４月の人事異動に伴う人件費給与等です。審査の結果、原

案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）については、１８２

万６，０００円の追加補正をするもので、４月の人事異動に伴う人件費の追加が主なもの

です。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      以上、報告いたします。 

議  長（山畑祐男君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対し、質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      金谷委員長、自席へお戻りください。ご苦労さまでした。 

      続きまして、文教厚生常任委員会ですが、小池委員長より報告願います。 

              〔文教厚生常任委員会委員長 小池春雄君登壇〕 

文教厚生常任委員長（小池春雄君） それでは、報告いたします。 

      去る９月２日、本会議におきまして、当委員会に付託されました議案に対して審査報告

をいたします。９月１１日午前９時半より委員会室において委員全員、議長の出席、執行

側より町長、副町長、教育長及び関係課長、事務局長、室長の出席を求め、審査をしまし

たので報告します。 

      議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する

条例につきましては、採決の結果、賛成多数にて可決されました。 

      認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

一般会計からの繰入金５００万円に対して食材費が十分に活用されていないのではとの質

疑が多くありましたが、採決の結果、賛成多数にて認定、可決されました。なお、当委員

会として、学校給食費の食材費助成を有効に活用するよう町長に要望することを決定いた

しました。 

      議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、採決の結果、賛成多数により可決されました。 

      認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につき

ましては、採決の結果、賛成多数により、認定、可決されました。 

      認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまし

ては、賛成多数により、認定、可決されました。 

      認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
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きましては、採決の結果、賛成多数により、認定、可決されました。 

      議案第５８号 令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、採決の結果、賛成多数にて、可決されました。 

      議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、採決の結果、賛成多数にて可決されました。 

      議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、採決の結果、賛成多数にて可決されました。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対し、質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      小池委員長、自席へお戻りください。ご苦労さまでした。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第３、議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第４９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４９号 吉岡町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を委員長の報

告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第４９号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４ 議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第４、議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 



 - 258 - 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第５０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５０号 吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を委員長の

報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第５０号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第５ 議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部 

            を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第５、議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関す

る条例の一部を改正する条例を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第５１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５１号 吉岡町児童屋内体育施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する

条例を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第５１号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第６ 議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 日程第６、議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第５２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５２号 吉岡町下水道条例の一部を改正する条例を委員長の報告のとおり決定す
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ることに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第５２号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第７ 議案第５３号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例（取り下げ） 

議  長（山畑祐男君） 日程第７、議案第５３号は、撤回されましたので削除いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第８ 議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事 

            請負契約の締結について 

議  長（山畑祐男君） 日程第８、議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタ

ル化設置工事請負契約の締結についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５４号 令和元年度吉岡町防災行政無線放送施設デジタル化設置工事請負契約の

締結についてを委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第５４号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第９ 議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾について 

議  長（山畑祐男君） 日程第９、議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾についてを議題とし

ます。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから議案第５５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５５号 渋川市道路線の認定の承諾についてを委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の議員は起立願います。 
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              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第５５号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１０ 委員会議案審査報告（予算決算特別委員長報告） 

議  長（山畑祐男君） 日程第１０、予算決算特別委員会の議案審査報告を議題とします。 

      予算決算特別委員会小池委員長、お願いいたします。 

              〔予算決算特別委員会委員長 小池春雄君登壇〕 

予算決算特別委員会委員長（小池春雄君） 予算決算特別委員会委員長報告を行います。 

      ９月２日、本会議におきまして当委員会に付託されました認定第１号 平成３０年度吉

岡町一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、９月５日、６日、９日の３日間、委員

会室において午前９時半より、委員全員、議長の出席、執行より町長、副町長、教育長、

関係課長及び事務局長、室長の出席を求め、審査を行いました。 

      ５日は歳入ですが、目ごとに細かく審査を行いました。特に、１款１項１目、２目町税

収入の収入未済、不納欠損におきましては、年度別の状況確認や収納体制などに質疑が多

くありました。２０款１項諸収入延滞金加算金及び過料につきましても質疑が多くあり、

説明を求めました。 

      歳出におきましては、６日と９日、２日間にわたり細かく質疑を行い、採決の結果、賛

成多数により認定、可決されました。なお、審査の過程で問題となった事案に対しては、

要望書を提出することと決定をいたしました。 

      要望事項につきましては、令和２年度予算編成及び執行に関する要望書、１．ロバロバ

の有効活用を図られたい。２．ふるさと納税の強化を図られたい。３．主要施策の成果説

明書のさらなる充実を図られたい。 

      以上です。 

議  長（山畑祐男君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      小池委員長、自席へお戻りください。ご苦労さまでした。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１１ 認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１１、認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 
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      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第１号 平成３０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定についてを委員長の報告の

とおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１２ 認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１２、認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第２号 平成３０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定についてを委

員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１３ 認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１３、認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第３号 平成３０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを

委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１４ 認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１４、認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第４号 平成３０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

を委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１５ 認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１５、認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      認定第５号 平成３０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
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を委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１６ 認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳 

            出決算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１６、認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第６号 平成３０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第６号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１７ 認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１７、認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第７号 平成３０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを委

員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 
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      したがって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１８ 認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

議  長（山畑祐男君） 日程第１８、認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第８号 平成３０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第８号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１９ 認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定に

ついて 

議  長（山畑祐男君） 日程第１９、認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及

び決算認定についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから認定第９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は認定です。 

      認定第９号 平成３０年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定についてを委員

長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、認定第９号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２０ 議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号） 
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議  長（山畑祐男君） 日程第２０、議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３

号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５６号 令和元年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）を委員長の報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第５６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２１ 議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２１、議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第６３号 令和元年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）を委員長の

報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第６３号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２２ 議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２２、議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 
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      議案第５７号 令和元年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を委員長

の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第５７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２３ 議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ２号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２３、議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５８号 令和元年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を委員

長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第５８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２４ 議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２４、議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第５９号 令和元年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を委員

長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第５９号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２５ 議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２５、議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第６０号 令和元年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を委員長の

報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第６０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２６ 議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２６、議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第６１号 令和元年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）を委

員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第６１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２７ 議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２７、議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第６２号 令和元年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）を委員長の報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      したがって、議案第６２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程の追加 

議  長（山畑祐男君） ここで、町長より議案の追加提出の申し出がありましたので、日程を追加

したいと思います。 

      暫時休憩し、議案書と追加議案日程を配付させます。 

          午前１０時０６分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時０８分再開 

議  長（山畑祐男君） それでは、会議を再開します。 

      ただいま配付いたしました日程表どおり、議事日程を追加することにご異議ございませ

んか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認め、議事日程を追加することに決定しました。 

      日程の順序を変更し、配付しました議事日程（第４号）の追加１により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第１ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 追加日程第１、議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

      提案理由の説明を求めます。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 本日、令和元年第３回吉岡町議会定例会に追加議案をお願いいたしまし

たところ、日程変更のお取り計らいをいただき、深く感謝申し上げます。 

      議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例について、提案理由を申

し上げます。 

      消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、令和元年１０月１日から消費税及び地方消費
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税の税率が引き上げられることから、所要の改正をお願いするものであります。 

      詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議、ご可決いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をさせていただきます。条例改正については、社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部

を改正する法律等により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、水

道料金並びに加入金の算定基準を改める必要が生じたことから、所要の改正をお願いする

ものでございます。 

      別紙新旧対照表をごらんください。 

      右側の旧が現行、左の新が改正案となっております。 

      ページの上段、料金ですが、右の欄（旧）の第２５条第２項の文中、下線引き「１００

分の１０８を乗じて得た額」を、左の改正案「当該額に消費税法に規定する消費税率を乗

じて得た額と、その額に地方税法に規定する消費税率を乗じて得た額とを合算した額を加

算した額」に改めるものでございます。 

      次の第３２条の加入金につきましても、右の欄（旧）第１項の文中、下線引き「１００

分の１０８を乗じて得た額」を、左の改正案に改めるものでございます。 

      また、ページの下段、第３５条の改正は、法制執務に係ります所要の文言整理となりま

すが、右（旧）の第３５条第１項の文中、下線引き「第４条」を、左の改正案、下線引き

の「第６条」に改めるものでございます。 

      議案書の本文にお戻りください。 

      附則でございますが、施行期日につきましては、令和元年１０月１日から。また、経過

措置として、この条例の施行前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和

元年１０月３１日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金

については、従前にみなすとの内容となっております。 

      以上、補足説明等をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（山畑祐男君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第６４号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

      ここで暫時休憩をとりますので、その間に総務産業常任委員会で議案審査をお願いいた
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します。 

      なお、休憩は１０時４０分までとしたいと思いますけれども、審議の時間によって延長

する場合もございますので、その指示に従っていただきたいと思います。 

      ただいまより、休憩といたします。 

          午前１０時１３分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時４０分再開 

議  長（山畑祐男君） 会議を再開いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程の追加 

議  長（山畑祐男君） 委員会審査報告等がありますので、配付してあります日程表どおり、議事

日程を追加することにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認め、議事日程を追加することに決定しました。 

      日程の順序を変更し、配付しました議事日程（第４号）の追加２により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程２第１ 委員会議案審査報告（総務産業常任委員長報告） 

議  長（山畑祐男君） 追加日程２第１、委員会議案審査報告を議題とします。 

      総務産業常任委員会金谷委員長、報告願います。 

              〔総務産業常任委員会委員長 金谷康弘君登壇〕 

総務産業常任委員長（金谷康弘君） ６番金谷です。総務産業常任委員会では、本日付託された議案

１件について、先ほど委員会室にて議員全員、議長、執行から町長、副町長、教育長、局

長、産業建設課長、室長出席のもと、審査を行いましたので、結果を報告いたします。 

      議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例については、１０月１日

から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから改正を行うもので、審査の結

果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      以上、報告いたします。 

議  長（山畑祐男君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対し、質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      金谷委員長、自席へお戻りください。ご苦労さまでした。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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追加日程２第２ 議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

議  長（山畑祐男君） 追加日程２の第２、議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから、議案第６４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第６４号 吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例を委員長の報告のとおり

決定することに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、議案第６４号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２８ 請願の付託案件審査報告（文教厚生常任委員長報告） 

議  長（山畑祐男君） 日程第２８、請願の付託案件審査報告を議題といたします。 

      文教厚生常任委員会小池委員長、お願いいたします。 

              〔文教厚生常任委員会委員長 小池春雄君登壇〕 

文教厚生常任委員長（小池春雄君） 請願２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める

請願について、審査報告を行います。 

      当委員会に付託されました請願は、１１日の町長提出議案の審査終了後、町側からの経

過説明を受け、審査を行いました。時間をかけ、慎重に審議すべきとの発言もありました

が、即決を望む意見が１名上回り、採決の結果、可決されました。 

      以上、委員長報告とします。 

議  長（山畑祐男君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対し、質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      小池委員長、自席へお戻りください。ご苦労さまでした。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２９ 請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願 

議  長（山畑祐男君） 日程第２９、請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求

める請願を議題といたします。 
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      討論を行います。討論ありませんか。 

      坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君登壇〕 

９  番（坂田一広君） ９番坂田です。請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を

求める請願書の現段階における採択に反対の立場から討論いたします。 

      本請願は、従前の八幡山グラウンド整備計画に対し、さらに充実した施設の整備を求め

るものであります。多くの住民は、自分が住む自治体の施設の充実を希望するものであり、

それにできる限り、予算の及ぶ範囲でできる限り応えるのが行政の務めでもあります。よ

って、願意については理解できるものであります。 

      しかしながら、実現可能性について考えると、本請願は４００メートルトラックと芝仕

様のサッカー練習場の設置を求めるものであり、現状の敷地のみで対応が可能か、莫大な

予算の財政的裏づけなど不明な点も多く、さらなる調査が必要と考えます。 

      昨日の委員会審査ではいまだ不十分であり、実現の可能性について判断できる段階とは

言いがたく、現段階での採択には到底賛成できません。議員皆様の賛同を求め、私の反対

討論といたします。 

議  長（山畑祐男君） ほかに討論ありませんか。 

      小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君登壇〕 

１ ３ 番（小池春雄君） それでは、請願第２号につきまして、反対の討論を行います。 

      ここで出されております請願の趣旨は、私も十分に理解はできます。しかし、果たして、

先ほど坂田議員からの発言もありましたけれども、財政的に裏づけはどうなのか。そして、

現在使っている中学校の校庭とのその兼ね合いはどうするのか。資金面におきましても既

存の計画でも、これは約なんですけれども８億くらいというふうに言われておりますけれ

ども、これが芝生のサッカー場になり、そして２００メートルトラックが４００メートル

トラックになるということになれば、やはり１５億、２０億の費用を要するということが

想定をされると思います。やはり町の財政状況、そしてそれだけの多額のお金を支出する

というのであれば、町の財政状況の中の優先順位等も考慮しなければなりません。 

      実際に、私たちが昨日示された町の計画では、８億で、まあこんなふうだと、そのグラ

ウンドの中にサッカー場、そして２００メートルトラック、そして野球場と３つあります

けれども、それを一度に使うことはないので、使う競技ごとに変えて、同時には使えない

んだというような説明もありました。私も確かにそういう不合理な使い方しかできないと

いうのは、果たしてどういうものか、どうしたものかという考えも実際にあります。そう

いう意味におきまして、この件については、議員そのものが、皆さんが全てが、私も含め



 - 273 - 

てすけれども、町の計画をこれまで十分には認識はしていなかったと、あらゆる面で思い

ます。 

      私はこの委員会、審議を通じて議会の中には議員間自由討議というのがありますけれど

も、こういうものを使って、やはり議員の、今の現状をしっかり認識した上で結論を出し、

議会がこのことを採決したからもうこれはできるんだというような誤解を住民に与えるこ

とは、私はこれは間違いだというふうに思っております。議員の皆さんが当然この請願者

も含め、住民に対しまして責任ある、そして将来ビジョンを描いた中で、その中での八幡

山グラウンド整備計画というものを示していく、これも私たちの使命だというふうに思い

ます。そういう部分におきましては、やはり住民に、願意はわかりますけれども、誤解を

与えかねない状況での採決につきましては、私は反対をするものであります。 

議  長（山畑祐男君） ほかに討論ありませんか。 

      平形議員。 

              〔１２番 平形 薫君登壇〕 

１ ２ 番（平形 薫君） １２番平形です。私は、ただいま上程されております請願第２号、これに

ついて採択に反対の立場からの討論を行います。 

      昨日の委員会では、当該請願の議論をするに当たりまして、６年前にでき上がった基本

計画平面図、これですけれども、これをもとに議論をいたしました。執行側におきまして

は、当時のいきさつと、それから基本計画平面図の説明のために出席をしておりました。

請願の要望事項にあります駐車場あるいはトイレについては、基本計画図にあるように、

完成の暁には請願の要望を満たすことができるとの答弁でした。 

      しかしながら、請願にあるような４００メートルトラックや芝張りのサッカー場は無理

との答弁でした。このことは、６年前に町が有識者の１９人からなる検討会を設置し、議

論を重ねた上での結論とのことでした。基本計画平面図では、野球場グラウンド、それか

ら２００メートルトラック、それからサッカー場が重なり合うように計画をされておりま

す。これの使用は、同時に重ならないように日程を調整して使用する多目的グラウンドと

いうことでございました。 

      請願にありますような芝張りのサッカー場をつくれば、２００メートルトラックに７レ

ーンがあるんですけれども、芝のある所とない所ができてしまう結果になります。また、

野球グラウンドのセンター付近にも芝のある所とない所ができてしまう。こういった議論

が出ました。また、４００メートルトラックも１レーンでは可能ではないかなどと、私に

してみれば、荒唐無稽の議論となっておりました。私は、このような状況から、例えば閉

会中に委員会を開くなど時間をかけて議論をするべきだとの思いから、継続審査をすべき

との意見を述べております。 



 - 274 - 

      この八幡山グラウンド公園の整備は、町民にとって大変夢のある話だというふうに思っ

ております。しかし、大変なお金のかかる話でもあります。先ほどもありましたように、

この基本計画平面図が着工し、完成した暁には概８億の予算があるという答弁を昨日の委

員会でいただいております。もしこれが４００メートルトラック、何レーンできるかわか

りませんけれども、あるいは芝張りのサッカー場ともなれば、外周にある夜間照明灯、こ

れは既存の計画では１．８億というふうに見込まれておりますが、これもまた、相当な膨

大な費用がかかる、増設が必要だろうというふうに思います。大変お金のかかる話なんで

す。これは答弁にありましたように、国からの補助金が多分いただけないと、こういうこ

とだそうです。であればこそ、この請願は６年間停滞していた議論の再検討の発端となる

ものというふうに、この請願を私は捉えている。したがって、十分な議論をして、これは

採択すべきだというふうに思います。 

      以上のことから、委員会で可決された請願の採択には反対です。議員皆様のご賛同をお

願いしまして、反対討論といたします。 

議  長（山畑祐男君） ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これから請願第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

      この請願に対する委員長の報告は採択です。 

      請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願を委員長の報告の

とおり採択とすることに賛成の議員は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（山畑祐男君） 起立多数です。 

      したがって、請願第２号 吉岡町八幡山公園の整備及び拡張の再検討を求める請願は、

採択とすることに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３４ 予算決算特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３５ 地域開発対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３６ 人口問題対策特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

議  長（山畑祐男君） 日程第３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、各委員会の閉会中の
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継続調査について、吉岡町議会会議規則第３５条により一括議題にし、採決はそれぞれ分

離して行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。よって、一括議題と決しました。 

      各委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。 

      議会運営委員会委員長、総務産業常任委員会委員長、文教厚生常任委員会委員長、議会

広報常任委員会委員長、予算決算特別委員会委員長、地域開発対策特別委員会委員長、人

口問題対策特別委員会委員長から、吉岡町議会会議規則第７１条の規定により、お手元に

お配りしました調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

      これからこの申し出７件を分離して採決します。 

      まず、議会運営委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ご

ざいませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決しました。 

      次に、総務産業常任委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      総務産業常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、総務産業常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決しました。 

      次に、文教厚生常任委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      文教厚生常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、文教厚生常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決しました。 

      次に、議会広報常任委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      議会広報常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異
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議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、議会広報常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

しました。 

      次に、予算決算特別委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      予算決算特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、予算決算特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決しました。 

      次に、地域開発対策特別委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

      地域開発対策特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、地域開発対策特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決しました。 

      次に、人口問題対策特別委員会委員長からの申し出についてをお諮りします。 

     人口問題対策特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 

      よって、人口問題対策特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３７ 議会議員の派遣について 

議  長（山畑祐男君） 日程第３７、議会議員の派遣についてを議題とします。 

      お諮りします。お手元に配付してありますとおり、議員研修のため議会議員を派遣する

ことにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（山畑祐男君） 異議なしと認めます。 
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      よって、配付のとおり議会議員を派遣することに決しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

町長挨拶 

議  長（山畑祐男君） これで本日の会議を閉じます。 

      以上で令和元年度第３回定例会の日程を全て終了しました。 

      閉会の前に、町長の発言の申し入れを許可いたします。 

      町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

      週明けから台風１５号の関東直撃による被害状況報告のニュースが相次いでおります。

群馬県内では目立った被害はありませんでしたが、同じ関東地方である神奈川県、東京都、

千葉県、そして茨城県では、観測史上最大の風力を記録し、大きな被害が出てしまいまし

た。特に千葉県では、台風通過後にも５０万戸を超える大停電が発生し、現在も復旧作業

中であるとの報道がなされております。加えて、連夜の雷、大雨が続いております。被害

に遭われた皆様にお見舞い申し上げるものでございます。吉岡町でも非常時に備えた対応

を念頭に置きながら、災害の対策に努めなければならないと思っております。 

      さて、本定例会の中で審議していただきました議案、認定及び同意案件につきまして、

いずれも認定、可決、ご同意いただき、現議案の撤回及び、また再上程の審議をいただき

まして、まことにありがとうございました。心より感謝を申し上げます。 

      平成３０年度の決算認定を踏まえ、今年度の事業の進捗状況をしっかりと把握したいと

考えております。令和元年度事業も今が取り組みの最盛期であります。本議会における各

議案審議の過程、及び一般質問の中で賜りましたご指摘、ご意見に対しましては、今後町

政執行の中で留意してまいりたいと思っております。どうか今後とも議員各位の格別なる

ご協力をお願い申し上げます。 

      議員皆様におかれましては、くれぐれも健康には十分ご留意の上、ご活躍くださいます

ようお願い申し上げまして、閉会に当たりましての挨拶にかえさせていただきます。大変

お世話になりました。ありがとうございました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉  会 

議  長（山畑祐男君） 以上をもちまして、令和元年第３回吉岡町議会定例会を閉会します。 

      ご苦労さまでした。 

          午前１１時０３分閉会 
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